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李
能
和

「朝
鮮

の
巫
俗
」
註

(下
)

野
 
村
 
伸
 

一

○

、

一

、

二

、

三

、

四

、

目
次

解
題

本
文
と
註
釈

の
基
準

李
能
和
略
年
譜

「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
読
む

李
能
和

「朝
鮮
の
巫
俗
」

(以

上

前

号

)

(
こ

の
項

本

号

)

・
註
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三
、

「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
読
む

 
李
能
和
が
日
本
の
雑
誌

『朝
鮮
』

に
発
表
し
た
も

の
は

「朝
鮮
の
巫
俗
」
で
あ

っ
た
が
、
原
文
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
こ
の
原

文
と
本
文
を
併
せ
て
読
ん
だ
の
で
、
以
下
で
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」
と
し
て
話
を
進
め
て
い
き
た

い
。

 
李
能
和
の
叙
述
の
基
本
的
な
態
度

は
、
歴
史
上
に
み
ら
れ
る
文
字
資
料
を
博
く
取
り
出
し
、
そ
れ
を
時
間
の
順
に
配
列
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
だ
け
な
ら
ば

『三
国
史
記
』
『三
国
遺
事
』

『朝
鮮
王
朝
実
録
』
な
ど
の
記
事
を
抜
粋
し
て
並
べ
れ
ば
終
わ

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
確
か

に
根
気
の
い
る
仕
事
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
冒
頭
の
七
章
あ
た
り
ま
で
は
そ
の
感
が
な
く
も
な
い
。



 
し
か
し
、
朝
鮮
王
朝
に
入
る
と
、
巫
覡
に
関
連
す
る
記
述
は
多
種
多
様
に
な
る
、
そ
こ
で
第
八
章
か
ら
は
巫
覡
の
所
属
官
庁
、
あ
る
い
は
巫
覡
に
か
か
わ
る
税

制
や
軍
事
面

へ
の
活
用
な
ど
の
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
第

一
一
、

一
二
章
に
か
け
て
は
、
お
そ
ら
く
最
も
多
く
の
読
者
が
注
目
す
る
と
お
も
わ
れ
る
事
柄
す

な
わ
ち
、
巫
覡

へ
の
取
り
締
ま
り
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
は
、

い
う
な
ら
ば
文
字
資
料
の
表
面
に
現
れ
た
次
元
の
確
認
で
あ
る
。

 
わ
た
し
は
李
能
和
の
論
述
の
特
徴

は
そ
れ
以
降
の
章

に
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第

コ
ニ
章
か
ら
は
巫
覡
の
具
体
的
な
儀
礼
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
い
か
え

る
と
巫
俗
儀
礼

の
構
造
分
析
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
主
と
し
て
文
字
資
料
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
日
ま
で
に
得
ら

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
果
と
対
照
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
た
だ
、
李
能
和
の
指
摘
し
た
こ
と
の
な
か
に
は
今

日
す
で
に
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
も

の
も

あ
る
。
例
え
ば

一
三
章
の

「ω
空
唱
」
は
、
今
日
す
で
に
朝
鮮
半
島
に
お

い
て
は
み
ら
れ
な

い
。
あ
る

い
は
、
箸
を
槁
梍

(柳
器
)
の
上
に
置
き
、
唱
え
ご
と
を
す
る
な
ど
と

い
う
儀
礼
の
仕
方
も
今
日
で
は
み
ら
れ
な

い
。
ま
た

「
一
四
、
巫
蠱
」
の
箇
所
で
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
も
今
日

で
は
す
で
に
影
を
ひ
そ
め
た
。

 
こ
う
し
た
な
か
で
、

一
五
の

「囘
江
南
朝
鮮
」

の
箇
所
な
ど
は
、
李
能
和
の
視
点

の
意
義
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
「江
南
」
と

い
う
こ
と
ば
の
重
要
性
は
思

い
つ
き
に
よ
る
提
案
で
は
な
く
、
巫
歌

の
な
か
か
ら
摘
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
李
能
和
は
、
そ
の
こ
と
ば
は

「巫
言
で
は
あ
り
な
が
ら
、
史
的

研
究
の
価
値
が
あ
る
」
と
明
記
し
て

い
る
。
朝
鮮

の
巫
俗
は
、
蚩
尤
の
末
裔
、

い
わ
ゆ
る
九
夷
の
巫
俗
と
連
な
る
可
能
性
が
高
い
と
直
観
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

そ
の
の
ち
の
朝
鮮
巫
俗

の
研
究
史

の
な
か
か
ら
消
え
て
し
ま

っ
た
視
点
で
あ
る
。

 
こ
の
ほ
か
に
も
第

一
五
章
で
は
、
先
駆
的
な
指
摘
が

い
く

つ
か
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

「紛
十
王
」
で
は
、
巫
歌
に
十
王
世
界
の
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
道
教

あ
る
い
は
仏
教
化
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
と

い
っ
た
。
し
か
も
冥
府
の
十
大
王
の
称
は
唐
末
か
ら
宋
代
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
て
、
こ

の
時
代
以
降

の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
後
の
研
究
者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
発
展
さ
せ
て
い
な
い
。

 
さ
ら
に

「圃
神
壇
」

の
箇
所
は
、
全
体
の
な
か
で
も
最
も
意
味
深

い
構
造
分
析
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
李
能
和
は
お
そ
ら
く
個
人
的
に
巫
覡
に
面
談
を
し
て
い

た
と
お
も
わ
れ
る
。
巫
の
ク
ッ
に
は
、

「初
二
三
壇
の
祝
式
」
が
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
は

「丁
度
仏
事

の
時
上
中
下
三
壇

の
儀
式
」
を
す
る
の
と
同
じ
だ
と

い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

こ
と
を
述
べ
た
。
わ
た
し
は
今
日
の
セ
ナ
ム
ク
ッ
と
水
陸
斎
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
が
対
応
す
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
検
証
に
よ
れ
ば
、
李

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

能
和

の
こ
の
、

一
九
二
〇
年
代
の
指
摘

は
正
鵠
を
射
て

い
た
と

い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
構
造
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

こ
と
で
た
だ
ち
に
朝
鮮
の
巫
俗
儀
礼

の
独
自
性
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
パ
リ
公
主
を
中
心
と
し
た
霊
魂
済
度
の
過
程
、
特
に
そ
の
ト
リ
ョ
ン

(道
場
巡
り
)
や
白
布
を
裂
く
こ
と

な
ど
の
儀
礼
と
そ
の
背
後
の
甦
り
の
観
念
の
在
り
方
な
ど
に
は
独
特
の
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
麺

。

 
と
こ
ろ
で
李
能
和
は
、
「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
発
表
す
る
以
前
に
す
で
に
、
『朝
鮮
仏
教
通
史
』

(
一
九

一
八
年
)
を
著
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、

仏
教

の
巫
俗

へ
の
広
が
り
に
は
自
分
な
り
の
見
通
し
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
該
博
な
知
識
を
踏
ま
え
て
、
李
能
和
は
、
僧
侶
と
巫
覡
の
接
近
す
な
わ
ち

「神

仏
の
混
合
」
は
す
で
に
新
羅
時
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
先
駆
的
に
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち

コ

五
」
の
吻

の
項
の
末
尾
に
お

い
て
、
李
能
和
は
次

の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
新
羅
時
代
の
僧
侶
は
、
内
殿
で
焚
修
を
し
た
が
、
こ
れ
は
巫
の
祈
祝
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
僧
侶
は
民
衆
の
問
で
歌
を
作

っ
た
。
現
在
ま
で
伝
わ
る
パ
ン
ソ
リ
の

「
ノ
ル
ブ
歌
」
や

「
兎

打
令
」
は
新
羅

の
僧
侶
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
巫
の
祈
祝

(
つ
ま
り
巫
歌
 
野
村
註
)
も

「
又

一
種
の
歌
曲
に
属
す
」
の
で
あ
り
、
そ
の
曲
本
は
僧
侶
の
手
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
う
、

「僧

師
の
作
歌
は
偈
頌
か
ら
出
て
い
て
歌
詠
は
梵
唱
に
習

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
郷
歌
お
よ
び
巫
歌
の
倡
導
を
巧
み
に
お
こ
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
麺
・

 
こ
れ
は
要
す
る
に
、
新
羅
の
僧
侶
が
民
間
に
出
て
唱
導
を
お
こ
な

い
、
そ
れ
が

一
方
で
は
巫
俗
に
普
及
し
巫
歌
と
し
て
人
び
と
の
こ
こ
ろ
を
捉
え
た
と
い
う
説

で
あ
る
。
し
か
も
、
李
能
和
は
パ
ン

ソ
リ
の
ノ
ル
ブ
歌
や
兎

打
令
も
そ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
僧
侶
の
唱
導
が

一
方
で
は
パ
ン
ソ
リ
を
産
み
出
し

た
と
い
う

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
証
拠

は
な
く
、
パ
ン
ソ
リ
の
春
香
歌
な
ど
が
資
料
と
し
て
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は

一
七
五
四
年

で
あ
り

(柳
振
漢

『晩
華
集
』
)
、

僧
侶
の
唱
導
か
ら
パ
ン
ソ
リ
成
立
ま
で
の
距
離
は
ひ
じ

ょ
う
に
遠
い
の
で
、

一
見
す
る
と
こ
の
説
は
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
麗
か
ら
朝
鮮
朝
初
期
に
か
け
て

依
然
と
し
て
俗
講
が
僧
侶
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

の
も
妻

で
麓

・
従

っ
て
・
わ
た
し
は
李
能
和
説
は
大
い
に
あ
り
得
る
と
考

麺

・
ち
な
み
に
ご

」
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14
)

李
能

和
説
は
、
か
つ
て
張
籌
根
が
卓
説
と
し
て
受
容
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
の
ち
の
韓
国
の
巫
俗
研
究
者
は
あ
ま
り
発
展
さ
せ
得
て
い
な

い
。

い
う
ま
で
も

な
く
、
新
羅
の
時
代
す
で
に
、
中
国
で
は
変
文
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
敦
煌
に
は
新
羅
の
僧
が
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
お
こ
な
わ
れ
た
俗
講
が

新
羅
の
時
代
に
、
独
特
の
か
た
ち
で
み
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
は
大

い
に
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
流
れ
は
日
本
に
も
波
及
し

て
、
法
体
の
者
の
唱
導
を
多
数
、
産
み
出
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
李
能
和
の

「朝
鮮
巫
俗
考
」
の
も
う

ひ
と
つ
の
功
績

は
巫
俗
の
な
か
に
流
入
し
て
き
た
、
中
国
の
道
教
に
由
来
す
る
神
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は

「
一
七
城
隍
」

の
章
で
、
こ
れ
ま
た
、
歴
史
的
に
後
付
け

つ
つ
、
高
麗
時
代
に
受
容
し
た
も
の
が
朝
鮮
朝
に
お
い
て
民
間
信
仰
化
し
た
こ
と
を
示
唆

e3(202)一



し
て
い
る
。
李
能
和
は
、
中
国
の
城
隍

に
つ
い
て
は
格
別
、
掘
り
下
げ
な
か

っ
た
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
城
隍
の
展
開
は
中
国
に
お
け
る
城
隍
と
同
様
の
も
の
で
あ

っ

た
。す
な
わ
ち
城
隍
は
元
来
城
市
の
祭
祀
を
統
括
す
る
官
制
の
神
で
あ

っ
た
も
の
が
、
や
が
て
民
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
願

い
事
を
受
容
し
て
く
れ
る
神
と
な

っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
は
生
前
、
特
異
な
能
力
を
発
揮
し
た
者
が
死
後
に
城
隍
に
ま

つ
ら
れ
る
な
ど
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
、
朝
鮮
に
共
通
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
中
国
特

に
中
国
南
部
と
朝
鮮
半
島
の
基
層
社
会
に
存
在
し
た
巫
俗
儀
礼
の
同

一
性
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
発
点
の

城
隍
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
城
隍

の
祭
り

の
時
に
は
演
戯
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
中
国
と
朝
鮮
で
は
、
同
様
の
傾
向
が
あ

っ

た
。
た
だ
し
、
李
能
和
は
こ
の
演
戯

の
方
面
に
関
し
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
の
か
、
追
究
し
な
か
っ
た
。

 

「
一
八
 
京
城
の
巫
俗
及
び
神
祠
」
に
関
連
し
て
は
、
今
日
で
は
み
ら
れ
な

い
付
根
堂
、
孫
閣
氏
、
白
岳
山
貞
夫
人
の
廟
の
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
白
岳

山
貞
夫
人
の
と
こ
ろ
で
は
、
『天
倪
録
』
を
利
用
し
た
が
、
こ
れ
は
、
朝
鮮

の
口
頭
伝
承
集

で
あ
り
、
当
時
ま
だ
知
識
人
か
ら
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
も
の
で
あ
る
。
李
能
和
は
、
個
人
的
に
も
か
な
り
関
心
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
以
前
に
も
引
用
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
士
大
夫

の
合
理

的
な
世
界
と
は
正
反
対
の
淫
祀
、
夭
祀
の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
白
岳
山
貞
夫
人
は
、
官
僚
に
祟
り
、
こ
れ
を
予
言
ど
お
り
死
に
い
た
ら
し
め
た
、
す
さ
ま
じ
い
話

で
あ
る
。
李
能
和
は
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
評
言
は
付
し

て
い
な

い
が
、
あ
り
得
る
こ
と
と
み
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
こ
の
ほ
か
、
家
宅
神
の
項
に
お

い
て
は
、
実
際
に
調
査
も
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「働

痘
神
」
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
い
て
は
お
よ
そ
四
〇
〇
年

ほ
ど
前
か
ら
中
国
か
ら
伝
来
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
か
か
る
と

「
江
南
戸
口
別
星
司
命
旗
」
と
書

い
て
、
門
扉
の
上
に
か
け
る
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の
神
は
女
神
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
、
特
に
朝
鮮
民
族
の
関
心
が
集
中
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
り
方
が
生

じ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

 

「
一
九
 
地
方
の
巫
風
お
よ
び
神
祠
」
の
箇
所
で
は
各
地
に
伝
わ
る
古
い
神
ま

つ
り
の
記
録
を
残
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。
特
に
、
「長
山
島
天
妃
」
の
記
事

は
朝
鮮
か
ら
中
国
に
通
う
船
に
と

っ
て
天
妃
媽
祖
が
最
も
霊
験
の
あ
る
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
興
味
深

い
。
こ
の
島
は
黄
海
道
に
属
す
も
の
で

 
 
 
 
 
 
(15
)

は
な

い
と
し
て
も
、
黄
海
を
横
切
る
者
に
と

っ
て
媽
祖

の
加
護
を
祈
る
こ
と
は
当
然
の
事
だ

っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
『東
国
輿
地
勝
覧
』
や
そ
の
他

歳
時
記
類
の
引
用
を
通
し
て
み
る
と
、
朝
鮮
王
朝
の
後
期
に
お
い
て
も
、
女
性
た
ち
は
、
存
外
、
神
詣
で
に
出
歩

い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
咸

鏡
道
安
辺
の
宣
威
大
王
に
は
夫
人
の
神
が
あ
り
、
そ
れ
が
端
午
の
と
き
に
な
る
と
地
域

の
人
び
と

の
信
仰

の
対
象
に
な

っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
忠
清
道
鎮
川
の
竜
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王
神
に
対
し
て
は
、
三
月
三
日
か
ら
四
月
八
日
に
至
る

一
ヵ
月
あ
ま
り
の
間
、
女
性
た
ち
が
巫
覡
と
と
も
に
出
か
け
て
い
っ
て
子
を
祈

っ
た
。
こ
う
し
た
光
景
は
・

朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
女
性
の
精
神
世
界
を
考
え
る
と
き

に
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち

一
般
に
い
わ
れ
る
ほ
ど
イ

エ
の
内
に
閉
じ
こ
も

っ
て
ば
か

り

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
江
原
道
三
陟
や
慶
尚
道
安
東
に
お
け
る
烏
金
簪
神
の
ま

つ
り
、
あ
る
い
は
江
原
道
太
伯
山
の
神
霊
に
対
す
る

ま

つ
り
な
ど
に
お

い
て
も
女
た
ち
の
参
与
は
そ
の
中
心
部
分
を
担

っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

 

こ
の
視
点
で
慶
尚
道
の
晋
州
智
異
山
聖
母
祠
の
箇
所
を
読
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
国
の
存
亡
を
も
左
右
す
る
ほ
ど
の
力
強
い
聖
母
を
み
い
だ
す
の
だ
が
、

こ
れ
が
決
し
て
孤
立
し
た
事
例
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
慶
尚
道
熊
川
の
熊
山
神
堂
の
神
も
ま
た
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
は
四
方
か
ら
の

会
衆
に
よ

っ
て
大
い
に
ま
つ
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
山
神

が
女
神
か
い
な
か
は
記
載
は
な

い
が
、
慶
尚
道
に
は
マ
ゴ

ハ
ル
ミ
と

い
う
原
初
の
巨
大
な
女
神
伝
承
も
あ

り
、
お
そ
ら
く
山
の
女
神
の
崇
拝
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、

い
わ
ば
地
域
ご
と
に
無
数
の
聖
母
が
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
を
踏
ま
え
る
と
、
慶
尚
道
に
お
い
て
比
較
的
新
し
く
は
じ
ま

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
、
風
神
ヨ
ン
ド
ゥ
ン
ハ
ル
マ
ン
の
信
仰
も
ま
た
や
は
り
女
性
神
の
信
仰
の
系

譜
に
連
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
全
羅
道
あ
る
い
は
済
州
島
に
ま
で
広
が

っ
て
今
日
な
お
恭
し
く
ま
つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

 
李
能
和
は
、
朝
鮮
の
巫
俗
に
つ
い
て
の
歴
史
的
検
証
あ
る
い
は
構
造
分
析
を
試
み
た
後
で
付
録
と
し
て
、
中
国
と
日
本

の
巫
俗

の
概
要
を
記
し
た
。
そ
の
な
か

で
、
遼
、
金
、
元
、
清
の
巫
俗
が
朝
鮮

の
巫
俗
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
李
能
和
は
さ
ら
に
元
来
そ
の

地
は
朝
鮮
が
支
配
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
『遼
史
』
礼
志
に
は
、
「遼
は
元
朝
鮮
の
属
地
で
あ

っ
た
か
ら
、
昔
の
風
俗
が
尚
ほ
残
存
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述

べ
た
。
多
少
、
朝
鮮
中
心

の
史
観
と

い
っ
た
感
が
あ
る
。

 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
こ
と
は
、

一
面
で
は
高
麗
時
代
以
降
に
朝
鮮
巫
俗
は
中
国
の
強
い
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
残
し
た
段
階
、
そ
の
い
わ
ば
序
の
と
こ
ろ
で
李
能
和
の
仕
事
は
終
わ

っ
た
。
植
民
地
支
配
、
日
本
中
心
史
観

の
跋
扈
と
い

う
時
代
の
制
約
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
望
む
の
は
無
理
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
李
能
和
は
日
本
の
巫
俗
に
つ
い
て
も
言
及
し
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
は

『和
漢
三
才
図
会
』
か
ら
の
引
用
を
通
し
て
、
神
勅
に
よ
る
政
治
、
そ
し
て
そ
れ
を
補
う
た
め
の
伊
勢
斎
宮
や
賀
茂
斎
院
の
起
こ
り
な
ど
に
ふ
れ
、
こ

れ
ら
は
朝
鮮
の
神
市
に
お
け
る
巫
俗
と
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
終
え
た
。

 
李
能
和
の
巫
俗
の
淵
源
に
関
す
る
主
張
は
壇
君
へ
の
思

い
入
れ
が
強
く
、
従

っ
て
、
ど
う
し
て
も
男
性
の
支
配
者
と
そ
れ
を
補
佐
す
る
女
巫
と
い
う
構
図
が
原
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点
と
し
て
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
当
時

の
民
族
史
観
の
風
潮
を
考
え
れ
ば
や
む
を
え
な
い
点
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
先
、
日
本
の
巫

俗
を
考
え
る
こ
と
は
当
時
の
朝
鮮
知
識
人
の
や
る
べ
き
仕
事
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
中
山
太
郎
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
た
だ
、
残
念
な
の
は
、
李
能
和
み
ず

か
ら
が
提
示
し
た
江
南
の
巫
俗
と
の
つ
な
が
り
を
検
証
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
付
録
の

か
た
ち
で
で
も
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
朝
鮮
巫
俗
の
研
究
は
今
日
と
は
異
な

っ
た
展
開
が
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
現
実
問
題
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ

に
残
さ
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
徐
永
大
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」
校
勘
と

い
う
貴
重
な
仕
事
を
終
え
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
年
か
前
に
大
学
院
で

「韓

国
宗
教
文
化
研
究
」
と
い
う
講
義
を
引
き
引
き
受
け
た
と
き
、
「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
精
読
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
重
要
な
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
。
特
に
、
九
〇
種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16
)

を
越
え
る
韓
国
の
文
献
、
二
八
種
類
の
中
国
の
文
献
を
駆
使
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
圧
倒
さ
れ
た
と
。
こ
の
こ
と
は
同
感
す
る
。
原
資
料
を
駆
使
し
、
そ
れ
に
よ

っ

て
ひ
と
つ
の
主
題
の
歴
史
や
構
造
を
提
示
す
る
と

い
う

の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
そ
れ
は
単
純
な
議
論
の
展
開
を
許
さ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
統

一
像

を
与
え
に
く
い
難
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
李
能
和
は
こ
れ
を
抑
制
し
た
僅
か
の
評
言
と
と
も
に
や
り
遂
げ
て
い
る
。

 
た
だ
し
、
徐
永
大
も
い
う
よ
う
に
李
能
和
の
叙
述
に
は
誤
字
、
脱
字
が
多
い
。
そ
し
て
、
民
族
史
観
の
主
張
は
や
は
り
李
能
和
に
も
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、

朴
殷
植

(
一
八
五
九
-

一
九
二
五
)、
申
采
浩

(
一
八
八
O
I

一
九
三
六
)、
崔
南
善

(
一
八
九
〇
1

一
九
五
七
)
と
い
っ
た
人
た
ち
が
い
て
、
壇
君
以
来
の
い
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17
)

ゆ
る
朝
鮮
の
固
有
宗
教
を
主
張
し
て

い
た
こ
と
と
か
か
わ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
国
家
神
道
を
押
し
立
て
、
ソ
ウ
ル
の
南
山
に
朝
鮮
神
宮
を
立
て
た
こ
と

(
一
九

二
五
年
)
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
反
応
で
あ

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
当
然
の
主
張
で
あ

っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
結

局
日
本
の

「国
学
」
と
同
じ
わ
だ
ち
を
踏
む
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
そ
う

い
う
危
う
さ
を
抱
え
て
い
る
。
た
だ
、
李
能
和
は
幸
か
不
幸
か

「朝
鮮
巫
俗
考
」
の

後
、
そ
の
卓
越
し
た
学
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
思
想
の
指
導
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
も
な
く
、
比
較
的
静
か
に
学
究
の
徒
と
し
て
晩
年
を
過
ご
し
た

(そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18
)

の
生
活
は
ひ
ど
く
質
素
で
あ

っ
た
と

い
う
)。
そ
れ
は
李
能
和
に
と

っ
て
結
果
的
に
は
よ
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
さ
て
、
最
後
に
、
こ
の
論
考
の
価
値
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
前
引
、
徐
永
大
が
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

 

一
、
韓
国
の
巫
俗
に
対
す
る
本
格
的
な
研
究
で
あ
る
。

 

二
、
巫
俗
関
係
の
記
事
を
膨
大
な
文
献
資
料
か
ら
抜

粋
整
理
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
踏
み
入
る
際
の
羅
針
盤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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三
、
今
日
で
は
入
手
し
が
た
い
貴
重
な
資
料
を
含
ん

で
い
る
。

 

四
、
そ
の
時
代
の
巫
俗
を
伝
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天
然
痘
の
神
や
孫
閣
氏
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
も

っ
と
も
で
あ
る
。

一
方
、
問
題
点
と
し
て
は
次
の
6
点
を
取
り
上
げ
た
。

 

一
、
誤
字
が
多

い
。

 

二
、
引
用
資
料
名
を
間
違

っ
て
提
示
す
る
。

 

三
、
書
名
は
正
し
く
て
も
引
用
部
分
に
記
憶
違
い
が
あ
る
。

 

四
、
典
拠
に
な
い
資
料
を
引
用
し

て
い
る
。

 

五
、
李
能
和
の
考
証
あ
る
い
は
主
張

に
従
い
が
た
い
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
パ
リ
公
主
に
関
連
す
る
叙
述
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
。

 

六
、
普
遍
性
を
強
調
す
る
態
度
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
徐
永
大
は
い
う
。
「李
能
和
は
韓
国
の
巫
俗
に
言
及
し

つ
つ
、
周
辺
民
族
の
巫
俗
と

の
共
通
性
を
頻
繁
に

 
 
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
韓
国

の
巫
と
日
本
の
神
宮

(官
?
)
、
満
州
の
薩
満
が
す
べ
て
儀
礼
に
お
い
て
鈴
を
用

い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
の
根
源
が

 
 
同
じ
も
の
で
は
な

い
か
と

い
っ
た
り
、
日
本
の
古
代
の
巫
祝
は
神
官
と
し
て
あ

っ
た
の
で
、
こ
れ
は
韓
国
古
代
の
天
君
や
次
次
雄
と
互
い
に
似
た
者
で
あ

っ

 
 
た
と

い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
比
較
研
究
の
結
果
と
し
て
、
韓
国
の
巫
俗
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

 
 
だ
が
、
『朝
鮮
巫
俗
考
』
で
は
韓
国
の
巫
俗
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
点
で
は
、
韓
国
文
化
の
特
殊
性
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う

 
 
と
し
た
申
采
浩
な
ど
の
民
族
史
学
者
た
ち
と
か
な
り
異
な
る
」
と
。

 
以
上
の
う
ち
、
第
六
の
普
遍
性
と
特
殊
性
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
異
論
が
あ
る
。
李
能
和
が
朝
鮮
の
儒
学
者
の
態
度
に
対
し
て
か
な
り
強
い
批
判
的
な
立
場
を

持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
李
碎
光
の
竈
神
に
対
す
る
文
を

「卑
劣
が
暴
露
」
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
い
っ
て
い
る
点
に
明
ら
か
で
あ
る

(「
一
八
 
京
城

の

巫
俗
及
び
神
祠

(続
)
」
竈
王
神
の
項
)。
そ
う
し
た
態
度
は
、
む
し
ろ
朝
鮮
の
固
有
文
化
を
主
張
し
す
ぎ
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
で
あ
り
な
が
ら
・
李
能
和
は
・

遼
、
金
、
元
の
巫
俗
史
料
を
取
り
上
げ
、
か
な
り
細
部
に
至
る
ま
で
記
述
し
た
。
こ
う
し
た
点
は
誠
実
な
も

の
で
あ
り
、
な
ま
な
か
な
国
学
者
の
よ

く
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
元
の
国
王
の
葬
列
の
様
子
を
描

い
た
文
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
葬
儀
の
車
に
ど
の
よ
う
な
器
物
を
用
い
た
か
、
い
か
な
る
敷
物
を

利
用
し
た
か
な
ど
は
、
あ
る
意
味
で
は
瑣
末
な
こ
と
で
あ
る
。
要
点
だ
け
記
す
な
ら
ば
、
葬
儀
の
車
に
は
巫
が

つ
き
従

っ
た
と
書
け
ば
済
む
。
し
か
し
・
李
能
和

一 ・7(198)一



は
、
対
照
の
た
め
に
は
こ
う
し
た
儀
礼

の
細
部
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
李
能
和
の
叙
述
の
態
度
は
文
化
の
対
照
研
究
に
と

っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
文
献
資
料
を
対
象
に
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
。
李
能
和
に
十
分
な
時
間
が
あ
れ
ば
、
周
辺
諸
民
族
の
巫
俗
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な

っ
た
に
違

い
な
い
。
私
は

全
二
〇
章
の
文
章
に
記
さ
れ
た
、
短

い
け
れ
ど
も
密
度

の
高
い
引
用
、
ま
た
そ
の
的
確
な
配
列
に
驚
嘆

(時
に
は
辟
易
)
し
つ
つ

「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
読
み
終
え

た
。
ま
こ
と
に
、
朝
鮮
文
化
の
特
殊
性
は
こ
う
し
た
地
道
な
対
照
作
業
の
後
に
浮
き
彫
り
に
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
は
る
か
に
遠
い
課
題
で
あ
る
。
東

ア
ジ
ア
の
基
層
文
化
の
核
心
で
あ
る
巫
俗
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う

い
う
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
を
知

っ
て
こ
そ
の

「特
殊
性
」
の
提
示
で
な
け
れ
ば
、
思
い
込

み
や
主
張
が
先
行
す
る
。
思

い
込
み
に
よ
り
歯
切
れ
よ
く
語
り
、
多
く
の
支
持
を
得
る
の
は
た
や
す

い
。
し
か
し
、
李
能
和
の
抑
制
さ
れ
た
文
体
は
そ
れ
を
敢
え

て
採
ら
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
も

の
が
た
っ
て
い
る
。

後

注

 

(
8
) 

拙
稿

「
朝
鮮
文
化
史
に
お
け
る
死
者
霊

の
供
養
」

『日
吉

紀
要
 
言
語

・
文

化

・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
』

28
号
、
慶
応
義

塾
大
学
日
吉
紀
要
刊
行
委

員
会
、
二
〇
〇

二
年
、

 
 
 

一
七
八
-

一
八
○
頁
。

 

(
9
) 

ち
な
み

に
日
本

の
古
代
に
お

い
て
巫
覡
が

い
か
に
道
教
、
仏
教

の
影
響
を
強
く
受

け
た
か
と

い
う

こ
と

は
す

で
に
中

山
太

郎
が

『日
本
巫
女

史
』

の
な
か

で
論

じ

て
い
る
。

 
 
 
特

に
、
八
世
紀
以
来
、
僧
尼
が
巫
術
を
お

こ
な
う

こ
と
が

『続
日
本
紀
』
な
ど
に
お

い
て
問
題
と
さ
れ

て

い
た

こ
と
、
ま
た

一
三
世
紀
ご

ろ
に
は
、
法
師
巫

が
活

躍
し

て

い

 
 
 
た

こ
と

(中
山
太
郎

『日
本
巫
女
史
』
、
大
岡
山
書
店
、

一
九
三
〇
年
、
復
刻
増
補
版
、

一
九
八
四
年
、
四

一
一
頁
)
な
ど
は
、
仏
教
と
巫
俗

の
習
合
を
考
え
る
と
き
、
大

い

 
 
 

に
参
考
と
な

る
。
ち
な
み

に
、
中
山

の
こ
の
大
著
は
、
李
能
和

の
日
本
語
論
文

の
発
表
さ
れ
た
直
後

、

一
九

二
九
年

の
夏
、
猛
書

の
な

か
、
亡
き

妹

の
霊

に
駆

ら
れ

る
よ
う

 
 
 

に
し

て
書
き
進

め
た
と

の
こ
と

で
あ

る
。
も
と
よ
り
長

い
間
、
温
め

て
い
た
主
題

で
は
あ

っ
た
だ

ろ
う

が
、
あ

る

い
は
李
能
和

に
よ
る
朝
鮮

の
巫
俗
史

の
叙
述

に
刺
激

さ
れ

 
 
 

て
ま
と

め
た
の
か
も

し
れ
な

い
。

 

(10
) 

こ
れ
に

つ
い
て
は
前
引

の
拙
稿

「朝
鮮
文
化
史

に
お
け

る
死
者
霊

の
供
養
」
、

一
八
O
l

一
八
二
頁
を
参
照
。

 

(11
) 

こ
こ
は
原
文

に
よ
る
。
李
能
和

の
日
本
文

に
は
省
略

さ
れ
て

い
る
。

 

(12
) 

こ
の
こ
と

の
先
駆

的
な
指
摘

は
閔
泳
珪

「
月
印
釈
譜

 
第

二
十

三
残
巻
」

『東
方

學
志
』
第
六
輯
、

一
九

六
三
年

お
よ
び
同

「
元
高
麗
俗
講

僧
」

『東

方
學
志
』
第

三

一
輯
、

 
 
 

一
九
八
二
年

(た
だ
し
こ
れ
は
台

湾
に
お
け
る
学
会

の
発
表
要
旨
)

に
み
ら
れ
る
。

 

(
13
) 

こ
こ
で
、
わ
た
し
は
註
三
二
二
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
は
李
能
和
説

は
無

理
だ
と
断

じ
た
。

一s(is7)一
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(
14
) 

張
簿
根

『韓
国
民
俗
論
攷
』
、
啓
蒙
社
、

一
九
八
六
年
、
三
九
三
頁
。
同
書
所
収

の

「叙
事

巫
歌
と
講
唱
文

学
」

(
一
九
七

三
年
)

「
巫
仏
習
合
文
芸

の
伝
統
」

(
一
九

八
五

 

 
年
)
は
中
国
、
日
本

の
唱
導
と

の
か
か
わ
り

の
な
か

で
朝
鮮

の
伝
承
詞
章
を
考
察
し
た
意
欲
的
な
論
考

で
あ

っ
た
。
特

に
、
済
州
島

の
ポ

ン
プ

リ
に
み
ら
れ

る
俗

講
と

の
深

 

 

い
関
係

へ
の
言
及
は
興
味
深

い
。
た
だ
し
、
そ

の
考
察
は

い
さ
さ
か
早
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
時
代
は
冷
戦

の
さ
な
か
、
そ
れ

ぞ
れ

の
国

の
民
族

文
化

の
確
立

、
主

張
こ
そ
が

 

 
焦

眉
の
課
題
で
あ
り
、
東

ア
ジ
ア
を
広

く
論

じ
合
う

雰
囲
気

で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
今

日
、
張
籌
根

の
仕
事

は
見
直

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。

(15
) 

こ
れ
に

つ
い
て
は
後
掲

の
註

五
〇
二
を
参

照
の
こ
と

。

(
16
) 

徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮

巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)

『比
較
民
俗
学
』
第
七
輯
、
比
較
民
俗
学
会
、

一
九
九

一
年
、

四
八
頁
。

(
17
) 

前
引
、
李
鍾
殷

.
徐
永
大

.
梁
銀
容

.
宋
錫
準

.
崔
俊
植

・
金
壽
根

・
金
鐸

・
申
光
瀲

『わ
が
文
化

の
根
源
を
探

る
李
能
和
研
究

ー
韓
国
宗
教
史
学
を
中
心

に
ー
』
、
二
七

 

 
頁
。

(
18
) 

李
鍾
殷
に
よ
る
と
、
李
能
和
は

い
つ
も
生
活
に
困

っ
て

い
た
。
本
を
購
入
す
る
費

用
が
な

い
の
で
、
ど

こ

へ
で
も

い
き
必
要

な
こ
と
を
紙

に
筆

写
し
た

の
だ
が
、
そ

の
紙

 

 
代
に
も
事

欠

い
て

い
た
。
そ

の
た
め
、
遺
稿
は
雑
多

な
も

の
に
記
さ

れ
て

い
る
と

い
う

(前

引
、
李

鍾
殷

・
徐
永
大

・
梁
銀

容

・
宋
錫
準

・
崔
俊
植

・
金

壽
根

・
金
鐸

・
申

 

 
光
撤

『
わ
が
文
化

の
根
源
を
探

る
李
能
和

研
究
ー
韓

国
宗
教
史
学

を
中
心

に
ー
』
、

一
五
頁
)
。

(
19
) 

前
引

、
李
鍾
殷

.
徐
永
大

.
梁
銀
容

.
宋
錫
準

・
崔
俊
植

・
金
壽
根

・
金
鐸

・
申
光
徹

『わ

が
文
化

の
根

源
を
探
る
李
能
和

研
究
-
韓
国
宗
教

史
学
を
中
心

に
ー

、
四
三

 

 
頁
。
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(
233
)
一
三

八

七

年

朝

鮮

一
七
 
城

の

亜

俗

働

隍

禁

輔
載

李

能

和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(823
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(謝
)

 

城
隍

と
は
小
城
池
を
云
ふ
の
で
あ
つ
て
，
周
易
に
城
は
隍
に
復
す
る
と
あ
る
。
艸
明
禮
に
蛸
が
八
つ
あ
る
.
七
番
目
の
水
庸
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(303
)

即
ち
城

だ
と
詮

い
て
あ
る
が
、
是
れ
が
城
隍
祭
り
の
始
め
で
あ
つ
た
。
北
齊
書
に
慕
儼
が
城
隍
を
所
つ
て
佑
け
を
得
た
と
詮
い
て

あ
り
，
唐
の
張
詮
及
び
張
九
齡
は
共
に
城
隍
祭
り
の
祀
文
を
持
つ
て
ゐ
た
。
其
の
後
唐
の
清
泰
時
代
に
.
城
隍
を
王
爵
に
封
じ
た

事
が
あ

り
、
宋
の
以
後

は
其
祀
り
が
天
下
に
籏
り
.
明
の
初
葉
に
は
京
都
、郡
、
縣
に
於
い
て
，
填
を
設
け
て
祭
b
、
且

つ
封
爵
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(蹴
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鸚
)

加

へ
，

府
は
公
、
州
は
侯
、
縣
は
伯
と
し
た
。
洪
武
二
十
年
に
、
改
め
て
廟
宇
を
立
て
松
公
廨
の
如
く
し
、
座
を
設
け
事
を
判
斷
す

る
恰
も
長
吏

の
や
う
で
あ
つ
た
が
.
清
は
之
れ
を
襲
用
し
て
，
祀
典

に
編
入
し
た
(蠏
頑
砿
硯
)。
即
ち
支
那
の
城
隍
史
が
之
れ
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
(謝
)

る
。
朝
鮮
で
は
高
麗
文
宗
の
時
代
に
、
新
城
津

へ
城
隍
紳
祠
を
置
き
，
號
を
崇
威
と
さ
れ
た
が
.
蓋
し
唐
宋
の
例
を
傚
つ
た
の
で

あ
ら
う
。
李
朝
に
至
つ
て
は
、
城
隍
紳
を
官
私
共
に
皆
祭
る
事
と
な
り
.
普
く
行
は
れ
て
巫
覡
が
集
會
淫
祀
す
る
處
と
な
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
 
國
に
於
い
て
城
隍
祭

を
行

ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(533

)

 
文
獄
備
考
に
本
朝
の
城
隍
堀
は
、
風
、
雲
，
雷
.
雨
の
壇
と
同
じ
く
、
城
隍
の
紳
を
祀
る
の
で
、紳
座
は
、風
.
雲
，
雷
.
雨
の

11(194)



(733
) 

七

四

四
年

(043
)
 
三
九
二
年

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(633
)

右
に
設
け
，
並
び
に
南
向
し
て
あ
る
。
祭
式
は
風
雨
壇

に
見

へ
て
ゐ
る
が
、
属
祭
は
先
づ
發
告
祭
を
行
ひ
、
叉
属
祭
の
日

に
城
隍

位
版
を
奉
り
，
祭
祀
を
属
壇
に
於
い
て
行
ふ
の
で
あ
つ
た
。

 
 
 
 
(733
) 
 
 

(繝
)

 
英
宗

二
十
年
、
續
大
典
祭
祀
條
に
城
隍
の
腰
告
祭
を
、
先
づ
南
壇
に
於

い
て
行
ひ
.
其
の
後
三
日
目
に
属
祭
を
北
郊
に
於
て
行

つ
た

が
，
城
隍
紳
を
奉

じ
て
祭
つ
た
の
で
あ
る
。

 
城
隍

の
紳
祠
は
.
各
地
に
普
く
存
在
し
、
巫
覡
も
必
ら
す
其
の
紳
を
祭
る
か
ら
，
世
の
人
は
淫
祀
と
云
つ
て
ゐ
る
。
併
し
城
隍

の
騨
を
究
ふ
る
に
盞

し
爨

州

府

那

縣
の
舞

螂
譫

方
)の
纏

で
あ
る
・
故
箕

の
貔

経

。
必
轟

國
の

二
字

が
加

へ
ら
れ
て
あ

つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

 
太
詛
時
代
、
山
川
城
隍
紳

の
封
號

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 
 
 
(踟
)

 
李
朝
實
録
に
太
組
元
年
壬
申
八
月

に
，
禮
曹
典
書
趙
璞
等
は

「
諸
紳
廟
及
び
諸
郡
の
城
隍
に
於
い
て
.
國
祭
を
行
ふ
に
は
.
只

某
州
業
郡
城
隍
の
紳
と
稱
し
、
位
版
を
設
置
し
て
，
各
守
令
を
し
て
春
秋
毎
に
.
祭
b
を
行
は
し
め
た
い
」
と
上
奏
し
た
、

 

二
年
癸
酉
春
正
月
丁
卯
に
，
吏
曹
よ
り

「
境
内
の
名
山
.
大
川
、
城
隍
.
海
畠
の
紳
を
加
封
す
る
を
請
ふ
て
.
松
嶽
の
城
隍

に

鎭
國
公
、
利
寧

・
安
邊

・
完
山
の
城
隍

に
啓
國
伯
、
智
異

・
無
等

・
錦
城

・
難
龍

・
紺
岳

・
三
角

・
白
岳
の
諸
山
及
び
晋
州
の
城

隍
に
護
國
伯
を
封
じ
，
其
の
外
は
皆
護
國
紳
と
し
た
い
」
と
上
奏
し
た
。

 
四
年
乙
亥
九
月
丙
申

に
、
吏
曹
に
命
じ
て
.
東
山
を
護
國
紳
と
な
さ
し
め
、
冬
十
二
月
戊
午
に
、
吏
曹
に
命
じ
、
白
岳
を
鎭
國

伯
、
南
山
を
木
覓
大
王

に
封
じ
て
，
卿
大
夫
及
び
士
廡
等
の
祭
る
の
を
禁
せ
し
め
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

 
太
宗
時
代

の
城
隍
祀
典

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(243

)
一
四

〇

六
年

(
443
)
一
四

一
二
年

(643
) 

四
 
三
年

 
 
 

(243
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鏘
)

 

太
宗
六
年
丙
戊
春
正
月
戊
戊
に
，
白
岳
城
隍
の
祕
に
祿
を
給
し
て
ゐ
る
。
是
れ
よ
り
前
.
松
嶽
城
隍
の
紳

に
祿
を
給
し
て
ゐ
た

が
、
都

を
漢
陽
に
邏
定

し
た
と
て
、
其
祿
を
夥
し
た
の
で
あ
る
。

 

六
月

に
.
軆
曹
よ
り
啓
し
て
。
新
都
城
隍
の
紳
祠
を
、
漢
陽
府
城
隍

の
舊
基

に
建
つ
る
事

を

乞
ふ
た
が
.
王
は
之
れ
に
從
は

れ
た
。

 
 
 
 
(謝
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(躅
)

 
十

二
年
十

一
月
乙
巳

に
、
議
政
府
に
命
じ
て
，
祕
佛
の
事
を
議
せ
し
め
た
が
、
星
山
君
李
稷
は

「
城
隍
は
高
山
に
有
り
と
雖
も

既
に
城
隍
と
稱
し
て
祭

る
か
ら
，
山
川
の
祭
り
と
は
.
全
然
違
ふ
の
で
あ
る
。
攸
司
を
し
て
、
吉
典
を
參
考
し
、
施
行
せ
し
め
た

い
」
と

云
つ
た
が
、
重
な
る
文
武
官
は
、
「
祕
佛
の
事
は
遽
か
に
革
む
ぺ
か
ら
す
」
と
て
途

に
事
止
に
な

つ
た
。

+
三
鑾

巳
育

に
・
祀
典
改
正
に
就
て
・
禮
望

b
肇

謹

ん
で
麦

獻
通
耄

攀

る
に
・
山
川
封
爵
の
轟

龝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

時
代
よ
り
始
ま
り
，
宋

の
眞
宗
朝
に
至
つ
て
は
、
五
岳
を
封
じ
て
帝
と
な
し
、
叉
后
を
も
封
す
る
の
で
、
陳
武
は
帝
は
只
獨
り
の

上
帝
の
。猷
で
あ
る
の
に
、
何
ん
で
山
を
帝
と
な
し
.
叉
后
と
な
す
の
か
。
何
れ
の
山
が
正
當
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
，
夫
婦
に
な
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(943
)

る
か
が
、
解
ら
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
。
洪
武
禮
制
祀

に
，
岳

・
鎭

・
海

・
演
は
皆
某
岳
、
某
海
の
紳
と
稱
す
る
の
み
で
.
封
爵
の

 
 
 
 
 
 
(3
)

號
は
な

い
、
前
朝
に
於

い
て
は
、
境
内
の
山
川
を
皆
封
爵
し
.
或
は
妻

・
妾

・
甥

・
姪
の
像
を
設
け
て
，
祭
つ
た
の
で
，
甚
だ
不

便
で
あ

つ
た
。
我
が
太
靦
即
位
の
初
め
、
本
曹
が
議
を
立
て
、
各
官
城
隍
の
紳
の
欝
號
を
去
り
、
た
ゴ
某
州

・
業
郡
城
隍
の
艸
と

稱
す
る
事
と
し
、
既
に
令
が
下
し
て
あ
る
の
に
.
有
司
因
循
之
れ
を
實
行
し
な
い
，
而
し
て
爵
號
や
像
設
や
を
其
儘

に
し
て
置
い

て
淫
祀
を
行

つ
て
ゐ
る
。
伏
し
て
皇
む
，
太
靦
が
巳
に
降
す
處
の
教
典
を
申
明
し
、
た
ゴ
某
州
城
隍
の
紳
と
稱
し
、
紳
主

一
位
を

留
め
、
其
の
妻
妾
の
紳

は
悉
く
之
れ
を
去
り
。
山
川
海
島
の
紳
も
，
亦
圭
紳

一
位
の
み
を
留
め
.
皆
某
海
，
某
山
川
の
聯
と
題
し

一13(192)一



(153

) 

四

二

四
年

(353
)
一
四
三
七
年

 

三
月
癸
卯

，

て
其

の
像
設
は
皆
撤
去
し
、
以
て
祀
典
に
從

ふ
事
に
し
た
い
」
と
云
つ
た
が
、
王
は
之
れ
に
從
は
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

世
宗
畤
代
山
川
壇
廟
の
制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(153

)

 

世
宗
六
年
甲
辰
二
月
丁
巳
に
，
王
は
祚
定
斯
提
調
星
山
府
院
君
李
稷
等
に
命
じ

「
各
處
の
城
隍
及
び
山
聯
を
，
或
は
大
王
.
太

后
、

太
子
、
太
孫
と
稱

し
て
ゐ
る
の
は
，
理
無
き
こ
と
甚
し
い
，
是
れ
誠
に
妖
祕
で
あ
る
。
古

へ
は
壇
を
山
下
に
設
け
て
祭
つ
た

の
に
、
冷
若
し
紺
岳
等

の
廟
を
興
の
山
上
に
立
て
丶
，
其
の
山
を
履
ん
で
往
つ
て
其
の
紳
を
祭
る
の
は
、
不
敬
で
あ
る
。
且
つ
古

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(蹴
)

禮
に
よ

れ
ば
，
た
だ
國
君
の
み
が
，
封
内
の
山
川
を
祭
り
得
る
の
で
あ
る
の
に
、
今
廉
人
が
之
を
祭
る
の
は
、
名
分
が
立
た
な
い

予
の
考

へ
は
、
壇
は
山
下
に
設
け
て
榊
板
を
置
き
.
只
某
山
の
淋
と
書
い
て
、
國
の
み
之
れ
が
祭
を
行
ひ
.
民
間
の
淫
祀
を
禁
じ

て
以
て
人
心
を
正
し
た

い
と
思
ふ
。
喞
等
は
封
爵
立
廟
の
古
制
を
稽

へ
て
聞
せ
よ
」
と
云
は
れ
た
の
で
，
李
稷
及
び
大
提
墨
卞
季

良
、
吏
曹
判
書
詐
釈
，
禮
曹
制
書
申
商
等
は
、
乃
ち
古
典
を
稽

へ
奏
上
す
る
に

「
山
紳
の
封
爵
は
、
唐
宋
よ
b
始
ま
つ
て
居
る
。

本
朝

で
も
，
山
祕
を
封
衝

し
，
廟
を
山
上
に
立

て
、
上
下
貴
賤
を
問
は
す
、
皆
祭
り
得
る
は
、
其
の
由
來
巳
に
久
し
い
、
叉
鬼
艸

の
配
偶

の
有
無
は
測
知
し
難
い
か
ら
、
臣
等
の
考

へ
で
は
、
舊
に
仍
つ
て
行
ひ
た
い
」
と
云
つ
て
逾
に
沙
汰
止
に
な
つ
た
。

 
 
(353
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(覇
)

 
+
九
年
に
、
禮
曹
は
各
道
の
巡
審
別
監
の
啓
本
に
據
り
、
詳
か
に
岳

・
海

・
演

・
山

・
川
の
壇
廟
及
び
紳
牌
制
度
を
定
む
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鰯
)

「
咸
吉
道
は
國
が
之
れ
を
行
ひ
、
永
興
府
永
典
城
隍
祠
廟
位
版
は
、
永
興
城
隍
の
憩
と
書
き
、
成
興
府
咸
興
城
隍
祠
位
版
に
は
咸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(諞
)

興
城
隍
謹
國
伯
聯
と
書

い
て
居
る
が
、
請
ふ
，
護
國
伯
の
三
字
を
削
除
せ
し
め
た
い
。
叉
忠
清
道
は
國
が
之

れ
を
行
ひ
。
徳
山
縣

伽
椰
岬
廟
位
版
に
は
、
伽
椰
岬
紳
と
書
い
て
.
城
隍
位
版
を
並
設
し
、
縣
の
人
々
が
集
會
淫
祀
を
す
る
が
、
詩
ふ
.
壇
を
山
麓
に
造

b
致
祭
を
せ
し
め
た
い
。
全
羅
道
は
國
が
之
れ
を
行
ひ
，
全
州
城
隍
壇
位
版
に
は
.
全
州
城
隍
の
帥
と
題

せ
し
め
た
い
」
云
々
。
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旬

李

渤

の

城

隍

論

 

(跚
)

 

 

(

 

、ー

ヨ

 

 

(繝
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(跚
)

 

星
湖
傭
説
城
隍
廟
條

に

「
人
が
若
し
城
隍
の
義
を
問
ふ
者
あ
ら
ば
，
其
本
を
知
ら
ざ
る
と
答
ふ
る
外
は
な
い
。
五
禮
儀
に
依
れ

ば
，
属
祭
祀
辭

に
，
無
祀
の
鬼
聯

に
致
祭
す
る
と
あ
る
。
凡
そ
人
間
の
死
生
は
齊
し
か
ら
す
.
古

へ
よ
り
、
良
死
を
得
ざ
る
者
は

其
の
例

】
二
に
止
ら
な

い
、
或
は
國
家
の
爲
め
戰
死
す
る
者
あ
れ
ば
，
或
は
歐
打
さ
れ
て
死
す
る
者
あ
り
、
或
は
水
火
盜
賊
の
爲

め
に
死
す
る
者
、
或
は
飢
寒
疾
疫
に
罹
り
て
死
す
る
者
、
或
は
犀
墻
頽
落
の
爲
め
に
壓
死
す
る
者
，
或
は
鍛
獸

に
噬
ま
れ
て
死
す

る
者
、
或
は
酷
刑
に
依
り
て
非
命
に
死
す
る
者
、
或
は
死
沒
し
て
後
嗣
な
き
者
，
或
は
財
物
の
爲
め
に
逼
死
し
.
或
は
妻
妾
の
故

を
以
て
自
殺
す
る
者
、
或
は
難
産

の
爲
め
に
死
し
，
或
は
縊
死
し
、
或
は
震
死
し
、
或
は
墜
死
す
る
者
等
は
、殆
ん
ど
其
の
數
を
知

ら
な
い
。
依
托
す
る
處

の
な
き
孤
魂
は
、
薬
祀
等
に
參
加
せ
ら
れ
す
，
陰
欝
な
る
も
の
結
び
て
妖
と
な
る
。
是
れ
を
用
ひ
て
城
隍

に
告
げ
.
群
靈
を
召
集
し

て
清
酌
廡
羞
を
以
て
侑
け
.
爾
衆
艸
よ
、
來
b
飲
食
を
享
け
て
.
属
災
を
爲
し
て
和
氣
を
損
傷
す
る
事

勿
れ
と
。
叉
城
隍
發
告
祀

に
、
「祭
を
北
郊
に
設
け
て
、
境
内
の
無
祀
鬼
紳
に
告
ぐ
，
何
卒
紳
の
力
を
以
て
、
諸
紳
を
招
集
し
て
，

壇
に
赴

か
し
め
よ
」
と
是

れ
に
依
れ
ば
，
城
隍
は
属
祭
よ
b
大
な
る
者

で
あ
る
と
て
，
之
れ
を
使
ひ
、
群
紳
を
召
集
し
て
享
け
し

む
る
の
で
あ
つ
た
。

 
域
隍
の
字
は
本
周
易

の
上
六
爻
辭
よ
b
出
で
、
城
池
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
考
ふ
る
に
、
城
池
と
は
人
間
の
聚
居
す
る
處
で
あ
つ

て
，
其

の
祚
を
祭
り
て
、
惨
死
せ
ら
れ
た
・冤
魂
を
続
卒
せ
し
む
る
。
陸
游
の
鎭
江
府
城
隍
忠
祕
廟
記
を
按
す
る
に

「
漢
の
將
軍
紀

信
が
。
其
の
地
の
城
隍

紳
に
な
つ
た
」
と
し
て
あ
る
が
、
既
に
城
隍
と
云

へ
ば
、
何
で
更
に
他
の
鬼
祕
が
あ
つ
て
.
主
に
な
る
筈

が
あ
ら
う
か
。
叉
寧
城
縣
城
隍
祠
記
に

「
城
は
内
の
民
生
を
保
障
し
，
外
の
侵
犯
を
防
遏
す
る
の
で
あ
つ
て
.
其
の
功
徳
の
最
大

一15(190)一 一



な
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
唐
よ
b
以
來
、
郡
縣

の
城
隍
祭
は
、
他
紳
祠
の
上
に
儼
か
れ
、
其

の

禮
儀
は
誠
に
重
大
説
さ
れ

 
 
 
 
(263
)

た
」
と
。
陸
游
の
詭
の
前
後
符
合
せ
ざ
る
は
斯
の
如
く
で
あ
る
。
輿
地
勝
覽
に
.
壯
節
公
申
崇
謙
は
、
死
し
て
谷
城
の
城
隍
紳
と

な
り
，
金
洪
術
は
義
城

の
城
隍
紳
と
な
り
、
蘇
定
方
は
大
興
の
城
隍
紳
と
な
つ
た
、
そ
の
類
例
ば
.
記
録
に
餘
る
程
あ
つ
て
.
記

信
の
鎭
江
の
例
と
同
じ
く
、
怪
異
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
肚
稷
と
は
土
穀
の
祕
で
あ
つ
て
。
左
傳
に

「
共
工
氏
の
子
句
龍
を

后
土
と
な
し
.
烈
山
氏

の
子
樞
を
穫
と
な
し
て
，
夏
の
以
前
か
ら
之
を
祀
り
、
周
棄
を
亦
稷
と
な
し
て
、
商
の
時
代
以
來
之
を
祀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(363
)

つ
た
。

恐
く
は
句
.
稷

が
死
し
て
.
肚
稷
の
祭
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う

が
.
實
は
配
食

で
あ
つ
て
.
眞
の
土
穀
の
祕
で
は
な
い
。

思
ふ
に
曩
の
紀
信
の
徒
も
、
其
の
紳
が
城
隍
に
配
食
さ
れ
て
あ
る
の
を
.
後
代
の
人
は
.
其
の
本
質
に
迷
ふ
て
，
妄
b
に
人
の
死

し
た
鬼

が
.
城
隍

の
紳

に
な
つ
て
ゐ
た
と
云
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
」
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

淫

祀

の

城

隍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (謝
)

 
(
イ
)

〔
中
宗
時
代
地
方
の
城
隍
堂
〕
 
李
朝
中
宗
十

一
年
五
月
癸
丑
、
書
講
に
、
參
賛
官
金
安
老
啓
し

「
所
謂
淫
祀
と
は
，
地
方

城
隍
堂

の
類
で
あ
つ
て
，
時

に
城
隍
祕
が
降
り
た
と
云
は
れ
た
ら
，
道
内
の
愚
民
は
潮
の
如
く
押
掛
け
て
往
く
が
、
何
で
斯
の
如

き
理
の
無
き
事
を
す
る
の
で
あ
ら
う
か
」
と
。
記
事
官
柳
成
春
は

「
安
老
の
啓
す
る
所
の
地
方
城
隍
堂
の
事
は
，
甚
だ
怪
妄
で
，

城
隍
紳

が
降
下
し
た
と
稱
せ
ら
れ
た
時
は
、
士
族
の
男
女
と
雖
も
.

一
時
に
集
ま
つ
て
來
て
、
其
の
中

に
も
羅
州
郡
錦
城
山
城
隍

が
尤
も
芙
だ
し

い
」
云

々
。

 
(
ロ
)

〔
李
星
湖
の
城
隍
論
〕

李
薩
星
湖
僂
詮
に

「
國
の
風
俗
は
，
鬼

に
事
ふ
る
を
喜
ん
で
、或
は
花
竿
を
作
り
、
紙
の
錢
を
澤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(563
)

山
掛
け

て
、
村
巫
は
常

に
城
隍
紳
と
云
ひ
挿
ひ
，
以
て
人
民
を
惑
は
し
財
物
を
取
る
工
夫
計
b
す
る
が
，
愚
氓
は
戰

寿
競

々
と
し
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

て
給

與
し
て
も
，
官
は
之
を
禁
せ
ざ
る
は
.
異
常
な
事
だ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
L
云

々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(663
)

 

(
、'
)
 
〔李
圭
景
の
域
隍
論
〕
 
李
圭
景
華
束
淫
祀
…辨
證
設
に
「
朝
鮮
八
道
の
嶺
蜆
の
あ
る
處
に
は
、
仙
王
堂
と
云
つ
て
祭

つ
て
ゐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(763
)

る
が
、
こ
れ
は
城
隍
の
誤
り
で
あ
つ
て
，
古
叢
祀

の
遯
意
で
あ
ら
う
か
.
是
れ
は
支
那
嶺
上
の
關
索
廟
の
如
き
で
，
或
は
堂
宇
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3
)

立
て

丶
祀
り
、
或
は
砂
石
を
壘
し
.
或
は
嘉
磧
を
，
叢
林
古
樹
の
下
に
成
つ
て
祀
る
が
、
通
行

の
人
は
必
ら
す
之
を
拜
み
、
唾
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(謝
)

て
去
り
。
小
ぎ
れ
叉
は
紙
繩
を
掛
け
、
或
は
髪
を
切
つ
て
累

々
と
掛
け
、
石
を
積
み
上
げ
.
其
の
上
に
、
祠
を
な
し
て
ゐ
る
。
是

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(跚
)

れ
或

は
馬
韓
時
代
、
鬼
帥
を
祭

る
に
蘇
塗
を
立
て
た
遺
俗
か
ら
出
た
の
で
あ
ら
う
か
。
 
(蠍
喋
囎
炸
ボ
鵠
瓣
塒
玳
ガ
焼
鋤
捷
鰈
鶴
欲
嚥
瞳
凝

齡
茅
諜
譲
離
雛
禦
ポ
饗
)

 
 
 
 

(跚
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(澀
)

 
(
二
)
 
〔
輿
覽
及
び
邑
誌
に
載
せ
て
あ
る
各
郡
の
城
隍
〕
 
海
州
城
隍
祠
(
三
つ
の
間
)
は
.
州
の
前

の
南
山
に
あ
つ
て
，
海
に
臨

 
 
 
 
 
 

(373
)

ん
で
ゐ

る
が
.
束
は
大
王
大
妃
位
、
北
上
室
は
聖
皇
位
.
南
山
掌
位
、
中
室
の
紳
位
、
下
室
の
紳
位
、
十
二
諸
紳
位
、
西
姑
婦
人
紳

評

)下
堂
は
巫
圭
の
瞿

で
あ

2
し
.
祭
器
蠱

が
八
つ
、
婁

八
つ
で
あ
2

し
、州
の
宴

致
墾

9
・。
の
で
あ
つ
た
。
(海
州
の

蕉
邑
誌
)

 
槐
山
城
隍
聯
，
人
物
考
に

「
朴
世
茂
は
號
を
逍
遙
裳
と
云
つ
て
、
其
の
子
孫
は
槐
山
の
村
に
ゐ
た
が
、
其
の
風
俗
は
、
淫
祀
を

好
み
、
城
隍
紳
と
稱
し
.
閭
皇
へ
警
奉
し
て
廻
る
の
を
，
世
茂
は
其
の
旗
竿
及
び
珠
翠
を
取
つ
て
.
悉
ぐ
燒
却
し
た
、
其
の
弊
害

は
逾
に
絶
え
た
の
で
あ
る
。
璽

 
(573
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(跚
)

 
玄
風
城
隍
祠
は
、
琵
瑟
山
に
あ
つ
て
.
俗
に
靜
聖
大
王
の
紳
と
稱
す
る
が
、
凡
そ
水
早
の
天
災
及
び
疾
疫
に
就
て
の
所
傭
は
宜

ぐ
講

迄

し
，
響

が
爨

す
る
か
ら
㌦

の
紙
布
は
皆
活
人
署
に
蝓
納
せ
し
め
一し
あ
る
。
(輿覽
)

 
梁
山
城
隍
祠
は
，
世
の
傳

へ
に
.
金
思
訓
は
高
麗
太
靦
を
補
佐
し
て
.
門
下
侍
中
に
任
せ
ら
れ
た
が
、
死
後
に
祠
紳
と
し
た
.

一一17(188)一



詰
)(顛) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0)

 
義

城
々
隍
祠
は
、
縣
の
北
方
十
町
計
り
に
、
離
れ
て
あ
る
が
，
俗
の
傳

へ
に
、「
金
洪
術
の
形
は
，
高
麗
の
太
砠
に
似
て
ゐ
た
が

 
 
 
(1
)

百
濟

の
甄
萱
と
戦
つ
て
.
敗
死
し
た
の
で
，
仍
つ
て
此
處
に
祠
を
立
て
た
」
と
。
(輿覧
)

 

(襯
)

 
密
陽
城
隍
祠
は
，
推
火
山
に
あ
り
.
世
の
傳
ふ
る
に
は

「
府
吏
孫
兢
訓
は
，
高
麗
の
太
砠
を
佐
け
た
功
に
依
り
.
三
重
大
匡
司

徒
に
逼
鱠
さ
れ
，
贋
理
君
に
封
せ
ら
れ
た
が
、
即
ち
祠
祕
で
あ
る
」
と
。
(輿覽
)

 
 
(糊
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(謝
)

 
全

州
城
隍
祠
は
、
麒
麟
峯
に
あ
つ
て
，
李
叢
報
の
靈
驗
記
も
あ
つ
た
が
、
觀
察
使
李
彦
浩
は
、
像
を
毀
し
位
版
を
以
て
代

へ
た

の
で
あ
つ
た
。
(顛
)

 
(5
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(謝
)

 
固

城
々
隍
肚
は
、

縣
の
西
方
の
七
町
計
り
處
に
あ
る
が
，
土
民
け
毎
年
五
月

一
日
よ
り
五
日
に
至
る
迄
の
間
に
，
兩
隊
に
分
れ

て
.
紳
像
を
載
せ
，
彩
旗
を
立
て
丶

村
閭

に
巡
廻
す
る
が
、
人
は
酒
饌
を
以
て
，
爭
ふ
て
祭
り
.
儺
人
が
皆
集
ま
つ
て
、
い
ろ

ん
な
歔
劇
を
攀

る
の
で
あ
る
。
(墾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(㎜
)

 
(
ホ
)
 
成
山
城
隍
祠
 
許
箱
撰
幌
所
覆
瓶
藁
議
加
林
紳

に

「
咸
山
之
顛
、
有
祠
翼
然
、
謂
之
城
隍
.
民
祀
式
虔
、
居
忽

一
日
.

霧
埃
醫
天
，
霾
以
土
雨
、
長
颶
歎
煽
，
掀
林
歎
宇
、
吹
祕
像
顛
、
翌
早
巫
來
、
整
其
紳
筵
.
理
熨
飾
衣
、
風
叉
吹
旋
，
如
是
者
三
.

余
芙
怪
焉
，
問
巫
何
故
，
巫
拜
以
言
、
成
紳
爲
夫
、
林
紳
爲
婦
、
成
溺
於
膠
、
謂
婦
孔
醜
.
▲婦
怒
其
櫻
、
來
輒
踐
蹂
、
從
之
風
雨
.

以
濺

以
…懋
，
裂
夫
之
衫
，
夷
膠
之
首
，
去
而
旋
來
、
絛
夜
而
韲
，
巫
鰻
不
靈
.
力
難
解
鬪
.
只
改
冠
裳
、
葆
其
土
偶
、
余
日
嗟
唏
，

帥
敢
獅
吼
、
吾
列
聯
愆
、
詛
之
北
斗
，
燒
香
焚
辭
、
庭
下
以
僂
、
日
我
后
皇
.
分
土
耋
州
，
各
有
生
帥
、俾
民
蔭
麻
馬
暘
若
爾
若
，

以
利
其
擾
.
筍
失
其
職
、
天
必
降
尤
，
戮
胱
伐
廟
，
爲
聯
之
羞
.
令
茲

二
帥
.
夫
婦
好
仇
、
限

一
衣
帶
、裂
地
以
侯
、
瑟
祀
相
望
.

  18(187)一



李能和 「朝鮮の巫俗」註

亨
之
千
秋
.
宜
降
瀟
砧
，
以
豐
其
孵
.
風
順
雨
調
、
黍
苗
油
々
、
胡
爭
其
寵
、
怒
閃
其
眸
.
乘
以
機
隆
、
持
其
電
矛
、
揚
霧
躡
飃
，

來
艾
祕
傭

.
壁
斯
其
腰

，
仍
毀
聯
旒
、
大
瞰
跳
擲
，
威
壓
恣
歐
、
猫

た
闕
雎
.
指
好
爲
讐

.
因
疹
以
臻
、害
牧
善
萄
，害
于
我
稼
，

爲
民
之
憂
、

一
之
爲
甚
、
三
五
不
休
、
推
皇
孔
昭
、
鑒
其
作
蘚
、
聲
罪
以
討
、
命
我
喉
舌
」
，云
々
の
漑
言
が
.
終
了
の
後
，
命
す

る
所
を
俟
つ
が
爲
め
に
.
再
拜
し
て
跪
坐
し
た
が
、
紳
靈
が
忽
ち
降
り
來
つ
て
、
暗
示
を
以
て
次
の
如
く
我
耳

へ
聞
か
せ
る
の
で

 
 
 
 

(謝
)

あ
つ
た
。
巫
覡
の
誣

.
非
聯
之
戻
、
嘉
林
非
女
，
亦
惟
男
子
，
以
祕
攻
帥
。
安
有
此
理
、
風
霧
之
災
、
惟
民
所
致
、
民
之
呆
殄
，

崇
覡
淫
祀
.
不
敬
以
慢

，
惟
褻
是
事
，
不
忠
不
孝
、
不
信
不
義
、
姦
射
駟
檜
.
機
巧
仰
利
，
來
佩
符
者
、
亦
罕
循
吏
、
陰
饕
陽
飾
，

沽
暴
掠
美
、
艇
謾
慰
脅

.
惟
矯
無
恥
、
敏
北
不
施
.
上
下
相
詭
，
以
此
事
祕
，
紳
其
宜
恕
，
爾
疹
降
災
、皆
職
由
此
、不
思
其
咎
，

反
加
嫂
戯
、
謂
鬪
勃
礇

.
傅
言
無
忌
，
聊
盆
齎
怒
.
災
盆
疊
至
、
雷
罰
之
行
.
惟
巫
是
覗
，
大
夫
之
明
、
其
亦
惑
是
、
矧
世
愚
者
，

共
眩
固
易
、
余
拜
稽
首
，
以
謝
不
智
，
暴
頭
以
望
、
祕
已
歳
墨
。
仰
睇
長
室
，
不
見
其
處
。

胴
八
 
京
城

の
巫
俗
及
び
紳
祠

 
人
若
し
鼓
を
打
ち
歌
舞
す
る
者
あ
ら
ば
，
朝
鮮
の
風
習
に
て
は
紳
が
乘
り
移
つ
た
と
謂
つ
て
.
巫
と
同
樣
に
見
倣
さ
る

丶
の
で

あ
る
。
女
が
巫
に
な

る
と
す
れ
ば
.
先

つ
數
旬
間
に
亙
つ
て
病
み
，
醫
藥
を
用
ひ
て
も
、
能
く
治
ま
ら
な
い
の
で
.

一
二
度
跳
ぬ

た
り
、
踊
つ
た
り
す
れ
ば
，
始
め
て
快
く
な
る
。
是
れ
に
由
つ
て
，
巫
の
帥
が
然
ら
し
む
る
の
で
あ
る
と
知
る
の
で
あ
る
。
之
れ

か
ら
は
家
々
に
米
を
乞
ひ
、
慨
果
を
供

へ
て
.
巫
を
請
ふ
て
師
と
す
る
が
、
名
を
帥
母

「
組
列
円
」

(
G◎
言

9
三
)
と
云
ひ
、
大

紳
祀
を
行
ふ
て
、
紳
解
脚
祀

「
暑
父
」
(ソ
宀∋
二
(
暮
)
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
其
の
人
が
.

一
揚
の
跳
舞
を
す
れ
ば
、
巫
の
紳
が
乘

一19(186)一 一



(193

) 

五

一
七
年

(
593

) 

五

一
九

年

り
移

つ
て
.
病
氣
は
全
く
癒
る
の
で
、
聯
母
に
從
つ
て
.
巫
業
を
學
ぷ
の
で
あ
る
。
京
城
で
は
.
巫
を
萬
紳
と
云
ふ
が
.
蓋
し
紳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(謝
)

を
祀
ら
な
い
者
は
な
い
と
云
ふ
意
義

で
あ
ら
う
。
京
城
の
巫
の
牽
す
る
所
の
紳
は
、
府
君
祕
，
君
王
聯
、
大
監
紳
，
殿
内
紳
.
又

は
南

山
國
師
堂
、
仁
王

山
七
星
堂
、
其
の
他
家
宅
紳
及
び
痘
紳
等
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

付
 

 

根
 

 

堂

(
イ
)
〔
鎮

聊
峯

朝
纛

に
依
れ
ば
・
器

ヂ
ニ
年
丁
丑
分

震

に
・
軣

の
風
俗
俵

り
・
各
評

に
於
い
て
藤

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(393
)

設
け

以
て
祀
り
、
名
を
付
根
と
云
つ
て
居
た
が
、
敢

へ
て
是
れ
を
革
む
る
者
は
な
か
つ
た
。
憲
府
は
先
づ
紙
錢
を
焼
き
、
各
司
に

傳
令
し

て
皆
燒
拂
ひ
.
共
の
祀
を
禁
せ
し
め
た

が
、
世
の
人
は
其
の
勇
斷
を
稱
揚
す
る
者
が
多
か
つ
た
。

 
李
圭
景
五
洲
衍
文
、
華
東
淫
祀
辨
證
読
に

「
今
の
京
師
の
各
司
に
、
紳
祠
が
あ
つ
て
，
名
を
付
根
堂

(
府
君
堂
と
は
訛
轉
で
あ

る
)
と
云
つ
て
ゐ
る
が
，

一
度
祀
る
に
費
用
は
數
百
金
に
上
る
。
或
設
で
は
、
赫
根
と
は
宋
氏
姐
に
由
つ
て
、
設
け
ら
れ
た
の
で

木
の
莖
を
四
方
の
壁
に
掛
け
一・
鬼

だ
淫
猥
で
あ
る
.
(鰹

讓

毅

難

羈

蕣

羈

・藜

襲

勢

尸
籌

攀

各
弊

に
於
い
て
も
亦
祀
つ
た

が
、
中
宗
朝
己
卯
に
.
各
司
に
於
け
る
付
根
紳
詞
を
罷
免
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

 
按
す

る
に
木
莖
は
，
宋
氏
姐
の
爲
め
に
設
け
ら
れ
.
付
根
の
稱

へ
は
、
大
莖
に
由
つ
て
起
つ
た
の
で
あ
る
。
宋
氏
姐
と
は
，
恐

 

(793
)

く
孫
閣

氏
の
事

で
あ
ら
う
，
俗
に
處
女
が
嫁

る
前
に
死
亡
す
れ
ば
孫
閣
氏
と
云
ふ
が
、
孫
と
宋
と
は
音
が
稍
似

て
居
る
か
ら
で
あ

ら
う
.。

 
 
 
 
 
 
 

(893
)

 
(
ロ
)
〔
府
君
榊
〕
増
補
文
獻
備
考
に

「
本
朝
の
國
俗
に
，
都
下
の
官
府

へ
は
例
に
依
つ
て
.
小
宇
の
叢
祠
を
置
き
、
紙
の
錢
を

掛
け
府
君
と
稱

会
・
演
祀
を
す
る
が
、
新
任
の
官
員
は
必
ら
讒

ん
で
祭
b
。
法
司
も
亦
た
そ
う
で
あ
つ
た
・
嚢

瞻
は
執
義

に
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な
つ
た
の
で
.
部
下
は
，
例
の
事
を
以
て
告
げ
た
が
、
孝
瞻
は
、「
府
君
と
は
何
物
ぞ
」
と
云
つ
て
.
紙
の
鎭
等
を
悉
く
燒
却
せ
し

め
た

の
で
あ
る
。

(
柵
)

 
按
す
る
に
.
諸
府
君
堂
が
、
各
た
奉
祀
す
る
處
の
紳
は
、
皆
違
ふ
の
で
あ
つ
て
.
例

へ
ば
刑
曹
の
府
君
は
宋
氏
夫
人
、
典
獄
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(104
)

府
君
は
東
明
王
.
其

の
外
諸
葛
武
侯

，
文
天
鮮
等
の
紳
も
あ
b
、
高
麗
の
恭
愍
王
の
榊
を
奉
す
る
者
も
多
く
あ
る
が
、
或
は
高
麗

の
末
の
遣
民
は
，
多
く
は
各
司
の
吏
員
の
爲
め
に
，
又
は
舊
國
の
王
を
慕
つ
τ
.
祠
を
作
つ
て
記
る
の
で
あ
る
と
。
所
謂
府
君
聯

の
稱

は
，
恐
ら
く
地
の
名
に
由
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
。
各
郡
に
亦
府
君
堂
が
あ
る
が
、
其
の
紳
は
多
く
は
.
守
宰
が
任
地

に
於

い
て
死
亡
し
た
者

で
あ
る
。
叉
守
宰
を
府
君
と
云
ふ
か
ら
で
あ
る
。
(嚇
媚
榔
嘆
肋
赫
玳
控
吠
)

 
 
 
 
 
(204
)

 
(
、ノ
)
〔
附
君
〕
李
昨

光
芝
峯
類
詮
に

「
現
下
の
風
俗
と
し
て
.
各
官
の
衙
門
に
，
例
の
蒋
祀
す
る
所
が
あ
る
。
祕
號
は
附
君
と

云
つ
て
.
新
任
の
官
は
必
ら
す
祭

つ
て
所
鵬
を
す
る
が
.
蓋
し
巫
覡
よ
h
出
で
た
の
で
あ
ら
う
、
昔
し
魚
孝
瞻
は
歴
任
し
た
官
府

の
附
君
の
祠
を
悉
く
燒
却
し
た
，
併
し
官
は

一
品
に
上
げ
ら
れ
.
子
慢
謙
の
職
は
政
丞
を
務
む
る
に
范
至
つ
た
の
で
あ
る
，
疇
祀

は
果
し
て
人
の
運
命
を

五
右
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。

 
(娚
)

 
按

す
る
に
府
君
の
祠

は
。
官
司
に
附
屬
さ
れ
て
ゐ
て
，
其
の
疇
祀
の
對
象
は
、
乃
・ち
紳
君
で
あ
る
。
故
に
，
李
芝
峯
は
其
の
名

を
稱

へ
て
附
君
と
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勃

暑
 

 

王
 

 

紳

 
 
(044
) 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
君
王
紳
は
.
俗
に
君
雄
と
云
ふ
が
、
乃
ち
君
王
の
誤
り
で
あ
る
。
或
は
高
麗
君
王
の
祕
と
云
ひ
，
或
は
慘
死
せ
ら
れ
た
君
王
の

轡

も
云
ふ
・
例
へ
ば
李
朝
蓁

の
霈

観

範
は
・
斗
農

鏤

鑿

の
申
で
薨

せ
ら
れ
た
の
で
，
俗
に
叢

大
王
と
云
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つ
て
ゐ
る
が
，
即
ち
君
王
の
勅
で
あ
る
。
余
は
穿

つ
て
老
巫

に
君
王
は
何
紳
で
あ
る
か
と
問
ふ
た
が
，
凡
そ
官
員
が
任
地

に
於

い

て
.
死
ん
だ
者
を
。
君
王
祕
と
云
ふ
の
だ
と
答

へ
た
。
民
家
が
君
王
祕
祀
を
行
ふ
時
に
は
、
女
巫
は
必
ら
す
軍
裝
を
着

て
，
武
將

の
儀
容
を
裝
ふ
か
ら
，
婦
女
は
多
く
畏
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

大
 

 

監
 

 

騨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
(繝
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(研
)

 
巫
の
云
ふ
所
に
依
れ
ば
、
大
監
の
帥
は
十
餘
り
程
あ
る
と
云
つ
た
。
殿
内
大
監
は
即
ち
關
壯
繆

で
あ
り
.、
土
主
大
監
は
或
は
地

數
魏
絵
幹
黷
韆
鍛
粥
齢
糴
講
ゴ耀灘
雅
舗
魏
楚
陰
賜
靆
誠
騨
認旺鳧

る
。
此
等
の
大
監
は
皆
巫
の
稱

へ
る
所
で
あ
つ
℃
.
婦
女
を
誘
ひ
紳
祀
を
行
は
し
め
て
、
財
物
を
取
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

魍
 

 
魎
 

 
騨

 
 
 
 
 
 
 
 

(114
)ー

 
朝
鮮
語
で
魍
魎
を
獨
甲

(
日
。
壽
豊

)

と
云
ふ
が
、
巫
は
獨
甲
を
大
監
と
云
つ
て
居
る
。
俗
に
魍
魎
は
惡
歔
を
以
て
，
多
く
人

を
苦
し
め
る
と
云
，講
。
或
は
石
を
投
げ
て
窓
戸
を
打
破
つ
た
b
。
或
は
家
具
を
取
つ
て
樹
の
枝
に
掛
け
た
b
。
或
は
放
火
し
て
家

屋
を
燒
き
拂
ふ
か
ら
、
巫
覡
を
呼
ん
で
脚
祀
を
行
ひ
，
以
て
所
濤
を
せ
し
む
る
。
京
城
に
は
電
燈
を
付
け
て
か
ら
，
所
謂
魍
魎
は

一
時

に
屏
息
し
て
ゐ

る
が
、
蓋
し
幽
鰻
は
光
明
を
畏
れ
る
の
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勧

殿
 

 

内
 

 
禪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
京

城
に
居
る
老
婆
等
は
，
自
か
ら
關
聖
帝
君
(關
)
が
、
自
己
に
降
b
た
と
謂
つ
て
.
祠
廟
を
立

て
，
聊
像
を
奉
じ
た
の
で
，
ト

ひ
を

す
る
者
も
往
け
ば
.
所
禝
を
す
る
者
も
往
く
か
ら
.
金
錢
を
取
つ
て
生
活
を
營
む
の
で
あ
る
。
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(
514
) 

三
九

五
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊧

孫

閤

氏

の

鬼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
俗
設

に

「
孫
氏
の
家

に
處
女
が
あ
つ
た
が
，
嫁
る
前

に
死
ん
だ
か
ら
，
孫
閣
氏
鬼
と
名
け
た
の
で
あ
る
。
此
の
鬼
祕
を
牽
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(214
)

家
に
，
處
女
が
あ
つ
て
婚
姻
を
す
る
と
す
れ
ば
，
女
巫
を
請
ひ
預
探
紳
祀

「
肩「
竜
亭
へ」
(網
O
仲僧岬昌
】肖
自
酔)を
行
ふ
の
で
あ
る
。
蓋
し

豫
め
祕
意
を
探
つ
て
か
ら
，
嫁
る
の
が
例
で
あ
つ
た
。
婚
姻
用
の
衣
裳
を
作
る
に
は
，
先
づ
織
物
か
ら
小
ぎ
れ
を
切
b
取
つ
て
、

(
洋
服
屋
の
服
地
見
本

の
…樣
に
し
て
)
帥
箱
の
中
に
入
れ
て
置
き
、
且
つ
飲
食
物
の
新
し

い
も
の
は
，
必
ら
す
先
き
に
榊
の
前

へ
供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鰮
)

へ
る
の

で
あ
る
。
蓋
し
閣
氏
と
は
、
女
子
の
稱
で
あ
つ
て
、
孫
は
即
ち
客
の
意
義
で
あ
る
、
云
は
“
侵
害
す
る
者
だ
と
謂
ふ
の
で

あ
ら
う
。
其
の
閣
氏
を
奉
す
る
法
例
は
.
女
像
の
雛
形

(
小
供
の
翫
具
の
樣
に
)
を
造
り
て
，
緑
衣
.
紅
裳
を
着
せ
.
化
粧
の
器

具

(閠

女
が
生
存
す
る
時
に
用
ひ
る
如
く
し
て
)
を
，
紙
箱
に
入
れ
て
箪
笥

の
申

に
藏
し
、
時
に
巫
女
を
呼
ん
で
，
触
祀
を
行
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(魍

以
て
要
鰻
せ
し
む
る
。
朝
鮮
地
方
の
風
俗
に
、
處
女
が
死
す
れ
ば
、
其
の
葬
式
は
、

一
つ
の
奇
觀
で
あ
る
，
騫
麥
の
麪
餅
を
用
ひ

て
，
其

の
七
窺
を
塞
ぎ
，
叉
麺
餅
を
兩
手
で
以
つ
て
、
男
子
の
服
を
着

せ
、
痲
布
の
袋
を
拵

へ
て
、
全
體
を
包
み
，
十
字
街
道
の

中
央
に
埋
め
る
が
，
蓋

し
孫
閣
氏
の
鬼
を
防
ぐ
爲
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ

木

寛

山

紳

祠

(
南
山
の
國
師
堂
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 
(514

)

 
李
朝
實
録
に

「
太
靦
四
年
冬
十
二
月
に
，
吏
曹

へ
命
じ
て
，
南
山
を
封
じ
て
、
木
覓
大
王
と
な
し
，
郷
大
夫
及
び
士
庶
の
祭
b

を
禁
せ

し
む
」
云
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(614
)

 
輿
覽

に

「
木
覓
祕
祠
は
、
木
覓
山
の
頂
に
あ
り
、
毎
年
の
春
秋
に
醺
祭
を
行
ふ
」
云
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(暫

 
五
洲
衍
文
に

「
京
城
木
覓

山
蠶
頭
峯
の
國
師
堂
淫
祀
は
.
木
覓
山
紳
を
以
て
祀

つ
た
が
、
典
祀
廳
は
私

に
國
師
党
と
稱

へ
て
，
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高
麗
恭
愍
王
.
本
朝
の
信
無
學
.
高
麗
の
僧
懶
翁
、
西
域
の
偲
指
杢

の
像
及
び
其
の
他
の
紳
像
を
掛
け
.
叉
は
盲
者
の
像
.
小
女

兄
の
俶
も
有
る
が
、
女
兒
は
痘
祕
と
云
ひ
、
帥
の
前
に
脂
粉
の
類
を
澤
山
列
べ
て
あ
る
の
は
、
甚
だ
淫
褻

で
あ
る
が
.
所
疇
は
頗

る
盛

ん
で
あ
る
，
併
し
國
は
禁
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
云

々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

自

岳

山

貞

夫

人

の

廟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 

(8-4
)

 

天
偵
録
に

「權
石
洲
韓

が
、
小
供
の
時
、
白
岳
山
に
遊
ん
だ
が
、
山
の
頂
に
聊
堂
が
立

て
ら
れ
.
俗
に
所
謂
貞
夫
人
の
廟

で
あ

つ
た
，
省
像
は
其
の
中

に
安
置
さ
れ
て
居

て
、
編
を
求
む
る
者
の
輻
輳
す
る
を
見
て
、
石
州
は
奮
然
と
し
て
.
「
女
子
は
何
物
ぞ
.

爾
は
乃
ち
怪
誕
な
る
者

で
あ
る
。
天
地
の
鬼
祕
ぱ
昭
然
と
し
て
居

る
の
に
、
何
ん
で
汝
の
女
鬼
を
容
許
し
て
渦
幅
の
懽
を
恣

に
行

は
し
む

る
か
」
と
云
つ
て
，
其
の
像
を
毀
破
し
て
し
ま
つ
た
。
其
の
晩
の
夢
に
、

一
人
の
婦
人
は
白
衣
青
裾
で
.
憤
怒
の
顔
を
現

は
し
、
「
妾
は
天
帝
の
女

で
あ
つ
て
，
帝
前
の
國
士
に
嫁
り
、
貞
女
夫
人
の
號
を
賜
は
れ
た
が
.
高
麗
の
蓮
命
は
既
に
去
り
，
天
は

李
氏
を
佑
け
て
.
鼎
を
漢
陽
に
移
さ
れ
た
の
で
.
帝
は
國
士

に
命
じ
て
予
を
木
覓
に
降
し
，
以
て
東
土
を
鎭
む
る
こ
と
に
し
た
。

予
は
思
念
の
餘
ゐ
獪
豫
し
て
ゐ
た
が
、
帝
は
予
の
意
を
諒
と

せ
ら
れ
、
白
岳
及
び
木
覓

の
兩
峙

へ
降
下
す
る
こ
と
を
命
せ
ら
れ
た

の
で
，
妾
は
三
百
年
間

程
此
の
土
に
居
往
し
た
が
、
貴
圖
ら
ん
や
汝
の
爲
め
に
凌
辱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
吾
れ
は
此
の
事
を
以
て

帝
の
前

に
訴
ふ
る
積
b
で
あ
る
，
併
し
數
十
年
後

に
は
.
君
邊
地

に
於

い
て
，
甚
だ
危

い
事
が
あ
る
で
あ
ら
う
」
と

云

は

れ

た

が
，
其

の
後
石
洲
は
終

ひ
に
詩
渦

に
依
り
て
逮
捕
さ
れ
，
北
塞
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
夜
城
東
族
宿
に
於
い
て
.
叉

】
人
の
婦

人
が
枕

邊
に
立
つ
て

「
君
.
吾
を
覺
え
て
ゐ
る
か
.
吾
は
即
ち
貞
女
夫
人
で
あ
る
が
.
是
れ
で
昔
の
腹
癒

せ
が
出
來
た
」
と
云
つ

て
去
つ
て
し
ま
た
。
石

洲
は
驚

い
て
醒

め
た
が
.
そ
れ
は
夢

で
あ
つ
た
。

こ
の
夜
に
石
洲
は
邃

に
逝
去
し
た
の
で
あ
る
。
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
働

肅

清

門

騨

像

(粛
清
門
に
或
廟

靖
門
で
あ
る

)

 
柳
得
恭
京
都
雜
誌
に

「
都
城
の
北
門
を
粛
清
と
云
ふ
が
、
常

に
閉
ぢ
て
開
か
な
い
。
併
し
溪
壑
は
清
幽
で
あ
る
か
ら
、
正
月
の

望
の
前
後

に
.
閭
巷
の
婦
女
は
、
三
度
此
の
門

へ
遊
び
に
來
て
.
惡
魔
拂
ひ
を
す
る
」
と
云
ふ
。

 
李
圭
景
五
洲
衍
文
に

「
肅
清
門
は
國
都
の
北
門

で
あ
る
が
.
忌
迸
す
る
所
が
あ
る
と
て
、
門
を
緊
く
閉
ぢ
た
の
で
あ
つ
た
。
若

し
此

の
門
を
開
け
ば
.
都
の
中
に
桑
中
河
間
の
様
な
事
が
、
あ
ら
う
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
門

に
は
諸
紳
像
を
掛
け
.
歳
の
初
め

に
は
閭
里
の
女
子
蓮
が
集
つ
て
所
福
を
す
る
の
で
あ
る
。

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ゆ

仁

主

山

の

七

星

堂

 
 
 

 
 
 
 
 

 

(
(姻
)

 
五
洲

衍
文
に

「
城
内
の
仁
王
山
に
、
七
星
菴
の
祕
堂
が
あ
つ
て
、
所
鷹
を
す
る
者
が
毎
日
あ
つ
て
絶
え
な
い
。
若
し
士
人
が
所

れ
ば
科
試

に
當
る
と
て
、
儒
生
等
が
時

々
所
り
に
來
て
居
る
」
云
々
。

一25(180)一



朝

鮮

の

巫

俗

㈹

禁
轉

載
李

能

和

圏
八
 
京
城
の
巫
俗
及
び
神
祠

(績
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

家
 
 

宅
 
 

鼬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
軆

に
五
つ
の
祀
り
が
あ
る
。
即
ち
二
月
に
は
戸
に
祭
り
、
五
月
に
は
竃

に
祭
り
、
六
月
に
は
土
に
祭
b
、
八
月
に
は
門
に
祭
b
，

十

一
月
に
は
井
に
祭
る
常
典
で
あ
る
。
是
れ
に
由
つ
て
見
れ
ば
，
戸

・
竈

・
土

・
門

・
井
に
各
々
紳

が
あ
る
の
で
，
云
は
ば
家
宅

の
内

に
紳
が
居
な
い
處

は
な
い
と
云
つ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。
朝
鮮
の
風
俗
と
し
て
，家

々
に
奉
す
る
所
の
紳
の
稱
は
、
城
主
紳

.

土
主
祕
ボ
帝
釋
祕

・
業

王
紳

・
守
門
紳
，
及
び
竈
王
紳
で
あ
る
。

 
(
イ
)
〔
城
主
紳
〕
城
主
と
は
家
宅
を
統
轄
す
る
帥
の
名
で
あ
る
。
俗
に
安
宅
と
云
つ
て
，
毎
年
の
十
月
(肝
朋
勲
赴
)
に
巫
を
用
ひ

て
雜

を
す
る
の
が
例
で
あ
る
・
安
宅
の
翠

に
・
攣

釋
(ω
薦

9
島

鼠

論

黎

繊
蝕
韓

譱

読

は
璽

云

ヨ

L̂

(
QΩ
ロ
冒
αq
O
ε

犀
き
嵐

国
暮
)
が
あ
る
が
.
即
ち
城
主
を
奉
安
す
る
紳
事
で
あ
つ
た
。
城
主

「
叫
司
」
(
て
鈎
〇
三
)
は
處

に
依
つ
て

儀
式

が
異
ふ
が
，

京
城
で
は
白
紙
を
用
ひ
，

銅
錢
を
包
ん
で
折
帖
を
作
り
、

叉
白
米
帖
を
拵
え
て
、

共

に
糅
面

へ
貼
り
つ
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(324
)

が
，

忠
清
道
も
京
城
と
略
ぽ
同
様
で
あ
る
。

併
し
準
安
道
及
び

成
鏡
道
邊
は
.

米
を
缸

に
・欠
れ
て
糅

の
上
に
奉
置
す
る
の
で
あ
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る

。人
民
の
寥

で
は
、
毎
年
の
+
月
に
鍛

の
終
る
を
俟
ち
，
新
穀
を
以
て
議

餅
を
蒸
し
・
酒
果
を
加

へ
て
轟

す
る
の
を
伽
)

造
と

云
ふ
、
成
造
と
は
印
ち
邦
家
を
造
成
す
る
と
の
意
義
で
あ
る
。
壇
君
は
始
め
人
民
に
居
處
す
る
制
度
を
教

へ
て
，
宮
室
を
造

ら
し

め
た
が
，
人
民
は

冫
、れ
を
永
遑
の
愨

と
し
て
，
必
ら
窿

雪

ゼ
以
'、
鋤

を
馨

す
る
の
で
・の
る
。

(漱
飜

.
)

 

余

は
こ

丶
に
城
虫
釋

の
巫
歌
の
大
要
を
紹
介
し
て
見
よ
う

「
慶
徇
道
安
東
の
蕎
院
は
 
即
ち
紳
の
本
郷
で
あ
る
，
松
の
種
を
彼

れ
の
高
岡
に
蒔
い
た
が
、
そ
れ
が
生
長
し
て
柱
に
も
な
れ
ば
叉
糅

に
も
な
る
。
材
木
を
伐
る
に
は
山
の
陽
に
上
り
，
筏
を
作
つ
て

は
水

の
梁
に
下
る
」
云

々
(下
11
略
す
)
。
是
れ
に
依
つ
て
も
，
家
屋
を
造
成
す
る
と
の
意
が
含
ま
れ
て
居
る
の
が
察

せ

ら

る

の
で
あ

る
。
併

し
紳
の
名
を
城
主
叉
は
土
主
と
云
ふ
の
は
、
城
池
及
び
人
民
を
柔
管
す
る
と
の
意
で
あ
つ
て
、
即
ち
城
隍
紳
の
如
き
で
あ

る
。
叉

人
民
が
自
己
の
砠
先
の
墳
墓
の
あ
る
處
に
於
い
て
其
の
郡
守
を
城
蛮
と
稱
呼
し
.
若
し
齟
先
の
墓
が
な
く
て
，
た
だ
住
宅

の
み
が
あ
る
所

で
は
，
郡
守
を
土
主
と
呼
ぷ
が
，
蓋
し
城
主
と
は
廣
義
で
あ
つ
て
，
土
主
と
は
狹
義
で
あ
る
。
祕
の
名
稱
も
是

れ

に
根
據
し
た
の
で
あ
ら
う
。

 
(
ロ
)
〔
土
孟
紳
〕
朝
鮮
の
風
俗
に
人
民
の
家
で
.
土
圭
紳
を
奉
す
る
儀
式
は
、
米
と
布
を
藁
嚢

に
入
れ
て
、
竈
の
後
の
壁
に
置

き
、
且

つ
織
物
を
買
入
れ
た
時
に
は
、
必
ら
す
小
ぎ
れ
を
切
つ
て
、
紳
蠹

に
掛
け
る
の
が
常
谷
あ
る
。
十
月
に
安
宅
紳
祀
を
行
ふ

に
は
土
主
釋
と
云
つ
て
、
城
圭
釋
が
終
る
と
同
時
に
遣
る
が
、
そ
れ
を
後
殿
釋
「
荊
望
孚
司
」
(日
昌

9
§
”
犀
三
)と
も
云
つ
て
ゐ

る
。

 
(
ハ
)
〔
帝
釋
紳
〕
帝
釋
紳
に
就
て
其
の
源
を
推
究
廿
ぱ
.
三
國
遯
事
古
記
桓
國
の
下
に
， 
一
然
禪
師
(
嶢
細
蹴
都
)
の
註
解
に

「
謂
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帝
釋
也
」
と
の
文
句
か
ら
，
誤
傳
さ
れ
て
逾

に
桓
國
の
紳
市
を
し
て
，
天
王
の
帝
釋
に
變
ら
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
今
巫
家
の
扇

面
に
三
つ
の
佛
慷

が
書

か
れ
て
あ
る
が
，
三
佛
帝
釋
と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
帝
釋
祕
を
奉
す
る
に
は
、
城
主
ヌ
は
土
主
紳
を
奉
す
る

の
と
数
の
儀
式

が
違

つ
て
、
米
を
臼
缸

に
察
つ
て
屋
倉
に
置
き
。
毎
年
秋
の
收
穫
を
し
て
は
新
米
と
取
b
換

へ
る
が
、
荷
米
を
用

ひ
て
臼
餅
を
拵

へ
、

素
解
清
酌
を
以
て
、

其
の
紳

に
供

へ
.

女
巫
は
歌
を
以
て
侑
け
る
の
で
、
是
れ
を
帝
釋
「
囲
司
」
(渚
。 .凶)と

云
ふ
が
、
「
囲
司
」
と
は
歌
調
の
事
で
あ
る
。
帝
釋
を
以
て
宅
穀
帥
と
し
た
の
は
，
佛
俗
よ
り
出
た
の
で
あ
つ
て
.
佛
寺
で
は
除
夕

の
月

縷

は
各
々
齋
米
(
供
養
の
米
)
を
持
ち
.
叢

の
處
呈

り
.
委

さ
れ
て
居
る
帝
鷲

▲

劉

鬮

図

に
三
拜
し

て
か
ら

、米
を
庫
の
中

に
納
め
る
。
元
日
か
ら
は
寺
の
別
座
(冽
嘔
q
睇
臍
棘
瞰
蠍
茄
囎
で
)
は
朝
と
晩
の
供
養
の
時
毎

に
「
釋
提
桓
因
位
」

に
三
琿

し
て
か
ら
.
米
を
取
つ
て
飯
を
炊
く
の
で
あ
る
。
蓋
し
釋
提
桓
因
は
壇
君
の
頑
の
名
で
あ
つ
て
，
壇
君
は
固
よ
h
'誤
穀
者

で
あ
る
か
ら
、
邃

に
帝

釋
聯
と
轉
變
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 

(4
)

 

(
二
)
〔業
王
祕
〕
業

王
は
財
紳
の
事

で
あ
る
，
俗
に
業
樣
と
も
云
ふ
が
、
樣
は
王
の
韓
變
で
あ
る
，
例

へ
ば
十
王
世
界
を
十
様

惜
界
と
云
ふ
如
き
で
あ
る
。
俗
に
業
王
を
季

る
に
，
其
の
類
は
三
つ
あ
る
が
、
即
ち
人
美

繋

識

難

騏
御
)，
蛇
業
、
舳
業
が

是
れ
で
あ
る
。

 
家
宅

の
内
に
地
を
擇

ぴ
壇
を
築
き
、
土
器
に
穀
物
を
盛

つ
て
壇
上
に
置
き
、
藁
草

で
編
ん
だ
も
の
を
以
て
掩
ふ
て
.
扶
婁
壇
地

或
は
業

王
嘉
利
(朝
鮮
の
風
松…に
禾
穀
の
堆

積
を
露
積
嘉
利
と
云
ふ

)
と
云
ふ
が
、
蓋
し
壇
君
の
子
扶
婁

は
賢
で
多
幅
で
あ
つ
た
か
じ
'、
國
の
人
は
奉
じ
て
財
紳

と
な
し
た
の
で
あ
る
。
(壇
君
単亀
己

㊧」讐馴)

 
按
す

る
に
、
業
王
嘉

利
と
の
義
は
凖
常
の
見
る
處
か
ら
出
で
た
の
で
あ
ら
う
、
即
ち
穀
物
を
堆
積
し
て
ゐ
る
處
に
は
、
常
に
蛇
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や
舳

の
居
る
の
を
見
ら
れ
る
か
ら
，
人
は
そ
れ
が
守
穀
紳
で
あ
る
と
思
つ
て
、
逾
に
業
王
と
韓
稱
す
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う

か
。

叉
蛇
業

の
設
に
就

て
は
次
の
如
き
古
文
が
あ
る
。

 
 
金
剛
山
靈
源
庵
異
蹟
記
に

「
靈
源
靦
師

(
姓
は
金
氏
で
慶
州
の
人
で
あ
る
)
輩
眞
で
出
家
し
て
，
東
筴
梵
魚
寺
明
學
禪
師
に

 
剃
熨
さ
れ
、
永
く
教
養
を
受
け
て
屠
た
が
、
或
時
大
い
に
域
す
る
處
あ
つ
て
.
古
蹟
及
び
高
信
を
訪
ね
る
が
爲
め
に
，
諸
名
山

 
を
巡
遊
す
る
途
次
、
此
處

(
金
剛
山
)
に
於
い
て
、
定
住
參
殫
す
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
或
日
俄
然
、
南
穴
峯
の
下

で
喧

 
し

い
聲
が
す
る
か
ら
.
師
は
靜
か
に
聽

い
て
見
た
が
、
聞
羅
王
は
明
學
師
を
逮
捕
し
て
，
其
の
罪
状
を

一
々
舉
げ
t
鞠
問
し
.

終

に
金
蛇
に
化
け
し

め
、
業
鏡
壼
に
拘
留
し
た
の
で
あ
つ
た
。
祺
師
は
始
め
て
、
此
の
師
は
現
世
に
生
存
し
て
房
る
時
，
餘
り

 
の
貪
欲
者
で
あ
つ
た

か
ら
、
途
に
か
う
云
ふ
目
に
遏
つ
た
の
だ
と
悟
つ
た
。
是
れ
か
ら
は
毎
日
三
度
づ

丶
窟

の
前
に
於
い
て
、

叩
頭
涕
泣
し
な
が
ら
、
祕
呪
を
暗
誦
し
て
居
た
が
、
或
日
金
蛇

が
突
然
見
え
な
く
な
つ
た
の
で
、
砠
師
が
調

べ
て
見
る
と
，
前

世

の
貪
罪
は
未
だ
浩
滅
さ
れ
て
な
い
か
ら
、
梵
魚
寺
の
倉
庫
を
守
る
に
往
か
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
祀
師
は
直
ち

ー7
旅
裝
を
整

 
へ
.
南
に
歸
り
其
の
師
の
爲
め
に
，
九
齋
を
設
け
る
事
に
し
た
。
齋
薦
の
晩
に
門
徒
を
し
て

一
器
の
粥
を
持
た
せ
、
親
し
く
庫

の
門

を
開
け
た
が
、
果
し
て
E
蟒
が
涙
を
流
し
て
居
る
の
で
あ
つ
だ
。
祕
師
は

「
吾
師
ば
前
世
の
貪
欲
者

で
貪
る
計
り
で
施
す

こ
と
を
知
ら
な
い
、

不
信
仰
者
で
あ
つ
た
爲
め
，
今
日
此
の
報
應
を
受
け
て
ゐ
る
。
何
卒
此
の
法
應
を
受
け
て
，
速
か
に
解
脆

せ
よ
と
云
つ
た
が
、
蛇
は
此
の
法
語
を
聞
い
て
、
門
の
外

へ
轉

ん
で
行
き
.
頭
身
を
三
度
暴
げ
て
、
石

に
叩
き
邃
に
死
ん
で
し

ま
つ
た
。
祓
師
は
其

の
鰻
魂
を
引
導
し
，
歸
る
路
で
或
畜
類
の
交
尾
す
る
の
を
見

て
は
，
直
ぐ
に
も
這
入
う
と
す
る
事
も
あ
つ

た
。

祀
師
は
十
分
保
護
し
て
，
江
原
道
三
陟
郡
内
に
至
b
、
邃
に
全
氏
の
胎
中

に
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
組
師
は
全
氏
を
訪
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問

し
て

「
+
ヶ
月
後

に
は
必
ら
す
貴
い
子
を
生
む
だ
ら
う
が
，
七
年
後
に
な
つ
て
は
、
出
家
せ
し
め
よ
、
其
の
時
吾
は
更
に
來

 

て
連
れ
て
往
く
で
あ
ら
う
」
と
云
つ
て
去
つ
た
。
其
の
後
七
年
立
つ
て
か
ら
，
元
の
約
束
の
通
り
に
其
の
小
供
を
蓮
れ
往
き
，

 

畫
夜
を
問
は
す
、
殫
理
を
講
究
せ
し
め
た
が
，
容
易
に
開
悟
せ
な
い
の
で
.
靦
師

は
方
便
と
し
て
後
院

の
密
室
の
中

に
置
き
、

 

針
を
以
て
聰
の
紙
に

一
つ
の
穴
を
穿
ち

「大
牛
が
此
の
穴
か
ら
入
つ
て
，
汝
の
生
命
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
，
牛
の
侵
入

 

を
防
禦
せ
よ
」
と
云
付
け
た
。

小
信
は
命
を
受
け
て
志
を
立

て
、
七
年
間
を

一
日
の
如
く
、

兢

々
孜

々
と

努
め
て
居
た
が
.

 

或

日
窓
か
ら
牛
が
這
入
つ
て
く
る
と
大
叫
し
て
居
る
の
を
見
た
祺
師
は
、
禪
機
が
漸
熟

に
至
る
の
を
知
つ
た
の
で
あ
る
、
更
に

 

極
力
防
禦
す
る
事
を
教

へ
た
が
、

七
日
目
に
至
つ
て
、

果
し
て
牛
が
針
の
孔
か
ら
入
つ
て
來
る
の
を
見
る
や
，
小
信
は
大
悟

 

し
た
の
で
、
仍
つ
て
名
を
後
院
砠
師
と
命
じ
た
。
洞
の
申
に
は
十
王
峯
、
業
鏡
崟
、
黄
泉
江
、
金
蛇
窟
，
使
者
峯
等
が
あ
る
」

 

云

々
。

 
此

の
傳
設
は
，
古

へ
か
ら
霞
源
及
び
梵
魚
の
兩
寺
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
財
物
を
愛
し
た
か
ら
と
て
，
蛇
に
な
し
て
庫
を

守
ら
し
む
る
と
は
，
佛
家
の
輪
廻
因
果
の
設
で
あ
る
。
朝
鮮
の
俗
設
に
、
吝
嗇
の
富
者
を
「
守
錢
虜
」
と
か
、
或
は
其
の
人
が
死
ん

で
は
蟒

に
な
る
と
か
，
云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
此
等
の
傳
読
に
由
つ
た
も
の
と
思
ふ
。

 
 
 
 

(924
)

 
(
ホ
)
〔竈
王
紳
〕
論
語
に

「
竈

に
媚
ぷ
」
と
云
ふ
語
句
が
あ
る
。
蓋
し
竈
は
飲
食
を
烹
造
す
る
處
で
あ
つ
て
、
人
間
の
生
活
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(柵
)

最
も
電
要
な
る
處
で
あ
る
か
ら
.
紳
を
以
て
祀
る
の
で
あ
る
。
李
眸
光
芝
峯
類
設
に

「
男
子
酌
を
捧
ぐ
れ
ば
女
子
は
避
く
」
(
范
至

能
祭
竈
詞
)
と
云
つ
て
居
る
し
，
稗
史
に

「
竈
に
は
必
す
祭
婦
人
を
避
け
る
」
と
あ
り
。
叉
「
竈
紳
は
毎
月
の
終
り
に
、
必
ら
す
天

に
登
つ
て
，
人
の
罪
惡
を
告
げ
る
が
，
己
丑
の
日
卯
時
に
又
天
に
上
つ
て
.
總

べ
て
を
決
裁
す
る
か
ら
，
此
の
日
に
傭
告
を
す
れ
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ぱ
幅
を
得
る
」
と

て
，
支
那
人
は
皆
竈
を
祭
る
，
故

に
朱
子
も
祭
竈
の
覗
文
を
作
b
て
.
家
禮
儀
節

に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
.

當
然
是

れ
に
倣
う
て
行

ふ
べ
し
」
云
々
。

 
按
す

る
に
李
芝
峯
は
紳
祀
に
就
て
は
虚
妄
な
る
事
で
あ
る
と
云
つ
て
.

一
切
斥
け
て
あ
つ
た
が
.
獨
り
竈
の
紳
祀
だ
け
は
.
支

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(134
)

那
人

が
祭
り
，
朱
子
が
祭
る
か
ら
と
て
，
當
然
倣
つ
て
之
れ
を
行
ふ
べ
し
云
々
と
.
彼
れ
の
定
見
が
既
に
之
れ
無
く
，
徒
ら
に
華

人
を
崇
拜
す
る
卑
劣
が
暴
露
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
の
弊
は
李
芝
峯

一
人
計
り
で
な
く
，
朝
鮮
の
所
謂
儒
學
者
は
大
概
か
う
云
ふ
風
で

あ
つ
た
か
ら
.
慨
歎
す

べ
き
で
あ
る
，
朝
鮮
の
慣
例
に
依
れ
ば
.
竈
を
祭
る
に
た
だ
小
釜
の
飯
を
用
ひ
，
又
は
燈
を
付
け
て
夜
を

通
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
因
燈
と
云
ふ
が
，
即
ち
神
燈
の
事
で
あ
る
。
因
燈
の
由
來
は
或
は
壇
君
の
父
桓
因
天
王
に
由
つ
て
云

ひ
出

さ
れ
た
流
傳
で
は
な
か
ら
う
か
。

 
 
 
 
 
(234
)

 
(
へ
)
〔
守
門
神
〕
山
海
經
大
荒
北
經
に

「
大
荒
の
巾
に
山
が
あ
つ
て
，
名
を
衡
天
と
云
ふ
が
，
先
民
の
山
が
あ
b
，
千
里
に
亙

る
槃
木
が
あ
る
」
と
，
鄰
懿
行
註
に

「総
行
案
.
大
載
禮
五
帝
徳
篇

に
，
東
は
蟠
木
に
至
る
と
云
つ
て
.
史
記
，
五
帝
記
も
皆
同

じ
く
詮

い
て
あ
る
は
，
恐
ら
く
は
是
れ
で
あ
ら
う
」
と
。
劉
昭
註
禮
儀
志
に
此
の
經
を
引
い
て

「
東
海
中
に
度
朔
山
が
あ
る
が
、

山
上

に
は
大
卸、・な
桃
樹

が
あ
つ
て
，
三
千
里
に
蟠
屈
し
て
居
ろ
。
其
の
低

い
枝
は
東
北
鬼
門
と
云
つ
て
、
萬
鬼

が
出
入
を
す
る
處

で
あ
つ
て
，
其
の
上
に
は
祚
茶
と
鬱
儡
と
云
ふ
二
人
の
紳
人
が
居
b
.
諸
鬼
を
監
説
し
て
ゐ
る
が
、
其
の
中

に
若
し
人
を
害
す
る

悪
鬼

が
あ
つ
た
ら
，
事
繩
を
以
て
縛
つ
て
、
虎
に
食
は
せ
た
の
で
あ
る
が
，
黄
帝
は
是
れ
を
法
と
し
て
象
b
，
之
を
驅
除
し
て
仕

舞
ひ
.
因
に
桃
梗
を
立

て
，
門
后
の
上
に
鬱
儡
を
鑑
き
、
以
て
凶
鬼
を
防
禦

し
た
の
で
あ
る
」
云
々
。

 
 
(334
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(纈
)

 
類
書

に

『、黄
帝
時
代

に
、
祕
茶
と
鬱
儡
と
云
ふ
二
入
の
兄
弟
が
ゐ
た
が
、
能
く
鬼
を
殺
し
た
。
後
に
入
が
海
度
朔
方
に
至
り
.
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(
534
)
一
四

三

年

大
桃
樹

が
三
千
里

へ
蟠

屈
し
て
ゐ
る
、
そ
の
下
に
二
人
の
紳
が
あ
つ
て
，
草
の
繩
を
以
て
凶
惡
な
る
者
を
縛
る
の
を
見
た
一
と
。

こ
う

い
ふ
詮
は
昔
の
風

俗
に
據
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
，
除
夕
に
は
桃
符
を
造
つ
て
戸
口
に
付
け
、
慷
を
門

に
晝
き
，
之
れ
を
門

祕
と

云
つ
て
、
属
鬼
を
防
が
し
む
る
の
で
あ
る
。

 
桃
符

艾
人
語
に

「桃
符
は
艾
人
に
向

つ
て
、
何
だ
.
爾
は
草
芥

で
あ
り
な
が
ら
，
吾
れ
の
上
位
に
居
る
か
」
と
云
つ
た
が
、
艾

人
は
桃
符
に
封
し

「
爾

の
身
は
既
に
孕
分
折
れ
て
あ
る
の
に
、
敢

へ
て
吾
と
高
下
を
爭
ふ
か
」
と
云
つ
た
。
門
紳
は
傍
で

「
爾
等

は
現

に
人
の
門
β
を
借
居
し
て
居
な

が
ら
，
口
論
を
す
る
勇
氣
が
あ
る
か
」
と
云
つ
て
笑

つ
た
と
云
ふ
。
周
醴
註
に

「
桃
荊
は
鬼

の
畏

れ
る
所

で
あ
つ
て
、
不
詳
を
掃
除
す
る
」
と
。
郭
註
に

「桃
梗
、
桃
符
は
鬼
を
斥
け
る
の
だ
」
と
云
つ
て
居
る
。

 
 
 
 
 
 

(孀
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(燭
)

 
李
朝
實
録
に

「
太
宗
十

一
年
辛
卯
五
月
丙
寅

に
、
經
師
の
業
を
罷
菟
し
よ
う
と
し
た
が
、
果
さ
な
か
つ
た
。
王
は
闕
内
の
門
戸

に
付
け
ら
れ
て
居
る
.
端
午
の
符
を
見
て
「
思
ふ
に
、
是
れ
は
禳
災
の
術
だ
ら
う
が
、
何
で

一
定
の
式
を
以
て
そ
れ
を
や
ら
な
い
か
」

と
云
は

れ
た
の
で
、
經
師
業
の
偲
に
問
ふ
た
が
、
僧
は

「
但
だ
授
け
ら
れ
た
の
で
，
實
は
符
本
が
な
い
」
と
答

へ
た
.、
王
は

「
今

 
 
 
(734
)

後
は
書
雲
觀
を
し
て
掌
ら
し
め
、
經
師
の
業
は
廢
し
た
ら
ど
う
か
」
と
。
・代
言
等
は

「
此
の
信
等
は
本
よ
り
正
術
で
は
な
い
が
、

葬
式
其

の
他
の
者
か
ら
俵
頼
し
て
來
る
者
が
多

い
」
と
素
し
て
、
沙
汰
止
み
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(齠
)

 
柳
得
恭
撰
京
都
雜
誌

に
依
れ
ば
五
月
五
日
，
觀
象
監
は
朱
塁
で
書

い
た
魔
除
け
文
を
門
楯
に
張
り
付
け
る
が

「
7
月
五
日
天
中

の
節

に
.
上
で
は
天
祿
を
，
下

で
は
地
福
を
得
る
.
蚩
尤
の
紳
は
銅
の
頭
鐡
の
額
、
赤
い
口
，
赤
い
舌
を
以
て
，
四
百
四
病
を

】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(934
)

時
に
淌
滅
す
る
，
急

々
律
令
の
如
し
」
と
。
叉
壽
星
仙
女
、
直
日
祕
將
圏
を
歳
商
と
云
ひ
，
叉
門
排
と
云
ふ
て

一
丈
餘
b
の
金
甲

二
將
軍

の
像
に
.
斧
叉
は
節
を
持
た
せ
，
宮
門

の
兩
扉
に
掲
げ
て
居
る
。
又
絳
袍
鳥
帽
の
陳
を
電
閤
門
に
掲
げ
て
居
る
が
、
閭
巷
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一
般

の
者
も
掲
げ
る
事
が
出
來
る
。
併
し
薔
ば
門
扉
に
依
つ
て
大
小
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
又
門
楯
に
鬼
の
頭
を
藹
い
て
張
つ
て
居

る
が
、
俗
に
金
の
甲

の
者
は
尉
邏
恭
秦
.叔
寳
で
あ
つ
て
、
絳
袍
鳥
帽
者
ば
魏
鄭
公
で
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
。

 

(魍

 

洪
錫
謨
撰
東
國
歳
時
記
に

「
漢
の
制
を
按
す
る
に
，
桃
印
或
は
赤
靈
符
を
以
て
惡
鬼
を
除
け
る
と
云
ふ
が
、
皆
端
午
の
奮
制

で

あ
つ

て
，
今
の
符
制
も
大
概
是
れ
に
據
つ
た
の
で
あ
る
。
又
俗
に
金
の
甲
の
者
を
四
天
王
の
祕
像
或
は
，
尉
遲
恭
・秦
叔
寳
と
な
し

た
と

も
云
ふ
。
又
元
日
圖
齎
署
で
は
、
壽
星
仙
女
，
直
日
祕
將
圖
を
満
い
て
宮
家
に
獻
納
す
る
計
b
で
な
く
、
亦
歳
識
と
云
つ
て

知
人
間
に
膾
り
物
と
し

て
用
ひ
ら
る
事
も
あ
る
と
云
ふ
。

 

金
邁
淳
撰
冽
陽
歳
時
記
に
、
「
元
日
囲
薔
署

で
は
歳
箭
を
獻
上
す
る
。
金
の
甲
の
榊
將
は
宮
毀
門
に
張
り
，
仙
人
難
虎
は
壁
に
貼

付
せ
し
む
る
が
，
時
に
依
つ
て
戚
里
近
臣
に
賜
は
る
事
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

 

門
紳

に
就
て
の
諸
記
録
に
依
つ
て
按
す
る
に
，
或
は
聊
茶
鬱
儡
と
云
ひ
.
或
は
尉
遲
恭
秦
叔
寳
と
云
ひ
、
或
は
葛
周
二
將
軍
，

叉
は
馨

と
云
銃

籌

希

夊

直
晶

將
と
も
一云
て
居
る
が
・
そ
れ
は
悉
く
支
那
人
の
神
の
名
で
あ
つ
て
・
灘

本
源
は
襲

よ

り
出

で
、
高
麗
中
葉

に
始
め
て
東
方

へ
傳
來
し
た
の
で
あ
つ
た
。
蓋
し
高
麗
睿
宗
の
時
代
。
宋
よ
り
道
教
を
傳

へ
受
け
て
，
道
觀

(
輻
源
宮
)
を
立
て
羽
流
を
置
き
，
門
に
榊
像
を
設
け
た
の
も
，
其
の
當
時
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮

で
は
立
春
の
日
に
祕
茶
鬱
儡
と
高

い
て
門
扉
に
貼
付
す
る
が
、
是
れ
は
樽
を
以
て
謁
に
代

へ
た
の
で
あ
つ
て
，
紳
茶
鬱
儡
は
黄
帝
時
代
か
ら
始
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

 
朝
鮮

の
風
俗
と
し
て
、
詞
、
或
は
徴
を
貼
付
し

て
魔
除
け
を
し
た
の
は
、
新
羅
時
代
か
ら
始
ま
つ
た
の
で
、
三
國
遺
事
の
鼻
荊

郎
及
び
處
容
郎
の
事

が
即
ち
其
れ
で
あ
る
。
是
れ
は
古

へ
よ
り
固
有
の
慣
例
と
云
ふ
べ
き
で
道
教
と
は
何
等
の
因
線
が
な
い
の
で

あ
る
。
今
參
考
の
爲
め
遺
事
を
引
い
て
、
左
に
掲
ぐ
。
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三
國
遣
事
鼻
荊
郎
條

に

「第
二
十
五
舍
輪
王

(姓
は
金
氏
で
謚
は
眞
智
大
王
で
あ
る
。
妃
は
起
鳥
公
の
女
で
あ
つ
て
，
知
刀
夫

人
と
稱
す
)
は
、
大
建
八
年
丙
申
に
，
即
位
せ
ら
れ
，
國
政
を
料
理
す
る
事
四
年
に
至
り
，
王
の
荒
淫
に
依
つ
て
政
事
が
紊
れ

た
か
ら
、
國
人
は
之
を
廢
し
た
。
前
に
沙
梁
部
の
廉
女
は
號
を
桃
花
娘
と
云
つ
て
，
美
人
で
あ
つ
た
が
、
王
は
之
を
聞
き
宮
中

に
召
さ
れ
て
，
親
愛

せ
ん
と
さ
れ
た
が
、
女
は
夫
が
あ
る
故
を
以
て
，
從
は
な
か
つ
た
。
王
は
「
殺
し
た
ら
，
ど
う
か
」
と
云
は

れ
た
が
，
女
は
「
寧

ろ
市
に
斬
ら
れ
て
も
，
致
し
か
た
が
な
い
」
と
斷
は
つ
た
。
王
は
冗
談
牛
分
で

「
愈

々
夫
が
居
な
か
つ
た
ら

宜

い
か
」
と
云
は
れ
た
。
そ
れ
で
は
宜

い
と
云
ふ
か
ら
、
王
は
之
れ
を
放
還
せ
し
め
ら
れ
た
。
此
年
に
王
は
廢
せ
ら
れ
て
崩
御

さ
れ
た
。
其
の
後
二
年
立
つ
と
.
彼
の
夫
も
亦
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
或
る
夜
王
は
雫
素
の
通
り
に
し
て
女
の
室

に
來
ら
れ
、「
汝

は
昔
の
約
束
も
あ
つ
た
通
り
.
今
は
汝
の
夫
が
居
な
い
か
ら
宜
か
ら
う
」
と
云
は
れ
た

.
女
は
輕

々
に
承
諾
せ
す
し
て
彼
れ
の

父
母
に
告
げ
た
。
父
母
は
「
君
王
の
要
請
で
あ
る
か
ら
、
拒
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
云
つ
て
、
七
日
間
程
同
宿
せ
し
め
た
が
，
五
色

の
雲
霧
常
に
屋
宇
を
覆
ひ
、
香
氣
は
室
の
中

に
滿
ち
た
。
七
日
後
に
至
つ
て
王
は
忽
ち
見
え
な
く
な
つ
た
が
、
女
は
孕
娠
し
た

の
で
あ
る
。
後
産
期

に
至
つ
て
天
地
振
動
し
.
果
し
て

一
入
の
男
子
が
生
れ
た
.
名
を
鼻
荊
と
云
つ
た
。
眞
甼
大
王
は
之
れ
を

聞

き
，
驚
異
と
し
て
宮
中
に
收
養
さ
れ
た
が
、
十
五
歳
に
至
つ
て
差
執
事
を
授
け
た
。
處
が
毎
夜
逃
け
て
遙
方

へ
往
つ
て
遊

ぷ

と
云
ふ
か
ら
、
王
は
勇
士
五
+
人
を
使
つ
て
、
之
を
窺
は
し
む
る
に
、毎
夜
月
城
を
飛
び
越

へ
、
西
方
の
荒
川
の
岸
い
上
に
往
き
、

衆
鬼
を
卒
ゐ
て
遊
歔
し
て
居
る
。
而
て
曉

に
寺
の
鐘
を
聞
く
と
、
い
つ
も
歸
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。
王
は
鼻
荊
を
召
さ
れ
て
「
汝

は
鬼
紳
を
蓮
れ
て
宜
く
遊
戯
を
す
る
と
云
ふ
が
、
今
度
は
鬼
を
使
つ
て
，
脚
元
寺
の
北
渠
に
橋
を
架
け
て
は
ど
う
か
」
と
云
は

れ
た
。
荊
ば
直
ち
に
其
の
徒
衆
を
集
め
、

一
夜
の
中
に
大
き
な
石
橋
を
か
け
し
肉
た
、
之
れ
を
鬼
橋
と
云
つ
て
居
る
.，
王
は
夏
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に

「
鬼
衆
の
中
で
，
人
間
杜
會
に
出
現
し
て
，
能
く
國
政
を
輔
佐
し
て
く
れ
る
者
が
あ
る
か
と
問
は
れ
た
が
，
吉
達
と
云
ふ
者

が
適
當
だ
と
云
つ
て
，
荊
は
之
を
引
輩
し
て
來
た
か
ら
，
執
事
を
賜
は
つ
た
が
、
果
し
て
忠
實
無
比
で
あ
つ
た
。
當
時

の
角
干

林
宗
は
子
が
な
い
か
ら
と
て
、
王
は
勅
命
を
以
て
嗣
子
と
し
た
が
，
林
宗
は
吉
達
を
し
て
與
輸
寺
に
門
棋
を
立
て
，
共
の
樓
上

に
宿
泊
せ
し
め
た

の
で
，
そ
れ
を
吉
逮
門
と
云
つ
て
居
る
。
吉
逹
は
或
日
狐

に
攣
つ
て
逃
げ
た
か
ら
，
荊
は
鬼
を
し
て
捕

へ
し

め
之
を
殺
し
た
が
、

鬼
衆
は
之
れ
を
聞
き
、

皆
怖
が
つ
て
逃

て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

或
人
は

「
聖
帝
魂
生
子
、
鼻
荊
郎
室

亭
.
飛
馳
諸
鬼
衆
，
此
處
莫
溜
停
。」
と
の
詞
を
作
り
、
閭
巷
で
は
此
の
詞
を
張
り
つ
け
て
鬼
を
斥
け
る
の
で
あ
つ
た
L
。

三
國
蓬

礬

郎
條
三

螽

+
九
憲
爨

王
鯖

騫

㊥

に
遊
ん
で
歸
る
婁

汀
邊
に
於
い
て
，
暫
-
休
ん
で
ゐ
る

と
、
雲
霧
が
忽
ち
周
圍
を
掩
ふ
て
、路
を
迷
ふ
釋
に
な
つ
た
の
で
、王
は
怪
ん
で
左
右
の
人
に
問
ふ
た
。
日
官
奏
す
る
に

「
此
れ

は
東
海
龍

の
所
爲

で
あ
る
か
ら
、
敬
意
を
表
し
て
解
除
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
云
つ
た
。
王
は
龍
の
爲
め
近
い
處
に
寺
を
立
て

る
事
を
定
め
た
が
、
其
の
勅
令
が
出
る
と
同
時
に
、
雲
霧
は
忽
ち
散
つ
て
し
ま
つ
た
。
仍
つ
て
開
雲
浦
と
名
づ
け
た
。
東
海
龍
は

喜

ん
で
，
七
人
の
子
を
卒
ゐ
て
.
王
の
前
に
現
は
れ
、
聖
徳
を
譛
美
し
.
舞
と
樂
を
獻

奏
し
た
。
之
れ
か
ら

一
人
の
子
は
，
王

に
從
ひ
京
城
に
入
り
、
王
政
を
忠
貴
に
輔
佐
し
た
の
で
，
王
は
處
容
と
名
づ
け
、
美
女
を
以
て
妻
と
な
し
、
大
い
に
其
の
歡
心

を
買
ひ
永
ぐ
之
を
留
め
よ
う
と
し
た
。
處

が
其
の
妻
は
頗
る
美
人
で
あ
つ
た
の
で
，
疫
紳
は
之
を
戀
ひ
慕
ひ
，
人
に
化
け
て
暗

夜
竊
か
に
其
の
家

へ
來
て
泊
つ
た
。
處
容
は
外
か
ら
家
に
歸
り
，
二
人
が
寢
て
居
る
の
を
見
て
，
其
處
で
歌
つ
た
り
，
舞
つ
た

り
し
て
出
て
し
ま

つ
た
。
疫
紳
は
忽
ち
起
き
て
處
容

の
前
に
跪
坐
し
て

「
吾
れ
は
公
の
妻
の
美
容

に
迷
つ
て
今
犯
し
た
が
、
公

の
怒
ら
な
い
の
に
は
戴
服
し
た
。
今
後
は
公
の

謁
像
を
見
て
も

決
つ
し
て
其
の
門
に
入
ら
な
い

こ
と
を
誓
ふ
」
と
云
つ
た
か
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ら
，
國
の
人
は
自
家

の
門
に
處
容
の
像
を
畫
き
、
以
て
邪
鬼
を
斥
け
る
や
う
に
な
つ
た
。

 

(輔
)

 
 

鄭
東
愈
書
永
編

に

「
正
月
十
四
日
に
閭
閻
で
岐
藁
草
を
以
て
人
形
を
造
り
、
若
干
の
錢
を
其
の
中

へ
入
れ
る
が
，
頭
、
腹
，

 
臂

，
股
と

一
定
し
た
處
は
な
か
つ
た
。
或
は
小
供
の
衣
類
を
着
せ
で
、
名
を
處
容
と
云
つ
て
魔
除
け
の
法
と
し
て
居
る
。
薄
簒

 

の
時
分
に
街
上
の
兒
童
は
十
百
の
群
れ
に
な
つ
て
、
家
毎
に
尋
ね
て
往
き
處
容
の
有
無
を
問
ふ
の
で
あ
る
が
、
持
つ
て
居
る
家

 

で
は
.
門
の
外

へ
投

げ
出
す
と
，
群
童
は
爭
つ
て
其
の
入
形
に
取
り
掛
り
、
或
は
頭
、
或
は
脚
を
勝
手
に
毀
破
し
て
、
其
の
中

 

に
あ
る
錢
を
探
b
出
す
と
云
ふ
。
可
笑

い
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
打
處
容
と
云
つ
て
、
久
し
き
以
前
か
ら
行
は
れ
て
來
た
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(744
)

 
あ

る
。
其
の
由
來

は
、
恐
ら
く
元
の

時
代
か
ら
と
思
ふ
、
元
の
史
に
依
れ
ば

「
十
二
月
の
下
旬
に
鎭
國
寺
の
垣
の
束
に
於
い

 

て
，
稈
草
を
束
ね
て
入
形
を
作
b
，
細
い
毛
を
取
り
、
又
綵
緞
を
膓
胃
と
し
て
腹

の
中

へ
入
れ
置
き
，
達
官
世
家
の
貴
顯
な
る

 
者
を

し
て
，
交
代
に
射
撃
せ
し
め
，
糜
爛
に
至
れ
ば
羊
肉
を
以
て
之
を
祭
る
が
，
祭
り
が
終
る
と
，
帝
后
及
び
太
子
嬪
妃
は
再

 
び
之
を
射

る
，
又
自
分
が
着
て
居
る
衣
服
を
腕
い
で
，
蒙
古
の
巫
覡
を
し
て
所
祀
せ
し
め
、
其
れ
が
濟
む
と
，
そ
の
衣
類
を
巫

 
に
給

は
る
.
是

れ
を
脱
災
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
處
容
の
事
と
稍
彷
彿
し
て
居
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
働

痘
 

 

 

禪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
按
す

る
に
、
朝
鮮
の
天
然
痘
は
、
今
よ
り
約
四
百
餘
年
前
に
，
支
那
方
面
か
ら
傅
來
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
爲
め
に
幾
千
萬

人
の
生
命
が
犧
牲
に
さ
れ
た
が
、
朝
鮮

に
は
固
よ
り
人
口
死
生
に
係
は
る
統
計
が
な
か
つ
た
か
ら
、
痘
病
死
者
の
數
を
調
ぶ
る
方

法
が
な

い
。
併
し
人
口

が
是
れ
に
由
つ
て
、
減
じ
た
の
は
當
然
の
事
實
で
あ
ら
う
。
蓋
し
此
の
痘
疫
の
由
來
に
就

い
て
の
諸
誂
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

綜
合
し

て
見
る
に
，
其

の
痘
源
の
嚢
生
は
漢
の
馬
援
が
交
趾
を
征
伐
す
る
時
分
に
、
其
の
軍
隊
が
始
め
て
此
の
病
魔
に
罹
り
，
そ
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れ
か
ら
支
那
本
部
に
傳
播
し
.
其
の
地
か
ら
途
に
朝
鮮

へ
傳
來
し
た
の
で
あ
る
。

 

(944
)

 
清
袁
枚
隨
園
詩
話

に
、「
痘
祕
の
設
は
.
經
傳
に
見
え
な
い
。
蘇
州
名
醫
薛
生
白
が
云
ふ
に
，
西
漢
以
前
は
、
痘
瘡
に
罹
つ
た
と

云
ふ
事
實
ば
な

か
つ
た
が
、
馬
伏
波

が
交
趾
を
征
伐
せ
し
時
に
，
軍
人
が
此
の
病
を
持
ち
歸
つ
た
の
を
，
世
の
人
は
之
れ
を
虜
瘡

と
云

つ
て
ゐ
た
。
即

ち
不
名
痘

で
あ
つ
た
」
と
。
(語
ば
醫
統
に
見
.凡
て
居
る
)

 
李

朝
李
暉
光
芝
峯
類
設

に
依
れ
ば
、「
格
致
叢
書
に
，
漢
の
光
武
時
代
、
馬
援
が
南
蠻
を
征
伐
し
た
が
、
軍
隊
が
虜
疫

に
傳
染
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

て
來
た
と
。
叉
東
國
醫
方
に
、
天
疱
瘡
は
正
徳
年
後
始
め
て
，
支
那
か
ら
傳
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。
支
那
に
も
元
は
此
の
病
が
な

か
つ
た
が
、
西
域
か
ら
傳

へ
て
來
た
」
云
々
。

 
李
圭
景
五
洲
衍
文

に
、「
痘
病
の
源
始
を
究
極
ず
る
に
，
古

へ
は
全
く
見
え
な
い
，
故
に
内
經
に
も
據
る
處
は
な
か
つ
た
が
、
魏

の
時

代
か
ら
始
め
て
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
隋
の
菓
元
も
痘
論
を
唱

へ
た
事
は
あ
る
が
，
藥
方
は
な
か
つ
た
。
唐
の
孫
眞
人
思
遞
が

始
め
て
治
す
る
方
術
を
發
明
し
た
の
で
あ
る
。
或
は
秦
の
時
代
字
を
製
す
る
に
、
其
の
瘡
は
豆
に
似
た
か
ら
象
形
し
た

と
。
秦
の

扁
鵲

の
處
方
に
.
三
豆
湯
が
あ
つ
た
が
，
よ
く
天
行
の
痘
を
治
め
る
」
と
云
つ
て
居
る
。

 
朝

鮮
は
固
よ
り
痘
疫
が
あ
つ
て
、
或
は

一
年
置

に
、
或
は
年
を
繼
ぎ
て
，
發
生
流
行
し
，
入
の
命
を
傷
害
す
る
こ
と
，
隨
分
酷

か
つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
天
然
痘

に
罹
つ
て
は
，
始
め
非
常
に
苦
痛
を
戴
じ
て
，
之
れ
か
ら
疱
瘡

が
身

に
現
は
れ
る
が
、
膿
熟
，

叉
は
痂
皮
が
腕
落
す
る
迄
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
日
づ

丶
掛
つ
て
，
都
合
十
餘
日
程
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
然
痘
が
流
行
す
る
時
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(154
)

は
.
紳
が
あ
る
と
て
俗
間
で
は
非
常
に
恐
怖
し
、
仍
つ
て
奉
疇
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
兒
童

に
痘
瘡
が
發
生
す
れ
ば
、
直
ち
に
紙

旗
を
造
b

「
江
南
戸
口
別
星
司
命
旗
」
と
書

い
て
.
門
扉
の
上
に
懸
け
る
が
.
痘
瘡
の
全
快
を
俟
つ
て
.
巫
女
を
呼
ん
で
紳
を
逾
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る
の
で
あ
る
。
蓋
し
江
南
と
は
巫
が
支
那
を
云
ふ
の
で

(
痘
紳
は
支
那
か
ら
傳
來
し
た
と
の
意
昧
)
あ
つ
て
.
戸
口
と
は
痘
紳
が

戸
毎

口
毎

厂
染
め
て

一
人
も
逾
さ
な
い
と
云
ふ
意
義
で
あ
る
。
別
星
と
は
特
別
の
使
命
を
帶
び
て
來
た
客
星
だ
と
の
事
で
あ
る
。

俗
仁
痘
帥
を

「
4
“
ロ
」
(
ω
◎昌
2
一已
)
と
云
ふ
が
，
即
ち
客
星
の
事

で
あ
る
。
別
星
の
專
は
牧
民
心
書

に
見
え
て
居

る
が
.
茶
山

筆
談

に
、「
御
路

に
黄

土
を
敷
く
が
、
其
の
由
來
の
始
め
は
知
ら
な
い
。
或
は
太
陽
の
黄
道
を
象
つ
た
の
だ
と
云
ふ
が
.
確
か
な
こ

と
は
解
ら
な
い
。
併
し
勅
命
を
奉
じ
た
使
臣
が
、
郡
縣
に
入
る
時
、
黄
土
を
路
の
兩
方
に
撤
布
す
る
が
、
牛
路
先
か
ら
始
ま
つ
て

官
舍

に
至
る
迄
す
る
の
と
同
様
で
あ
つ
た
。
巫
が
疫
鬼
を
淦
る
に
も
，
此
の
法
を
用
ひ
る
」
云
ん・と
，
叉
朝
鮮
の
俗
語

に
痘
艸
を

「
疫
紳
姆

々
」
と
云
ふ
が
、
姆

時
と
は
、
卸
ち

「
娘
ら・」

の
事
で
.
女
の
偉
稱
で
あ
る
。
司
命
と
は
痘
紳
が
人
の
生
命
を
掌
つ
た
と

の
意
儀

で
.
其
の
奉
遑
の
儀
式
は
.

一
切
高
官

が
出
動
す
る
時
の
樣

で
あ
つ
て
、
馬
及
び
馬
夫
を
用
ひ
て
以
て
，
紳
の
乘
物
を
備

へ
，
若
し
馬
が
無
け
れ
ば
.
蒭
馬
を
以
て
代
用
す
る
の
で
あ
る
。
巫
は
倡
夫
の
歌
を
唱
ふ
が
、
陪
觀
す
る
者
は
堵
列
し
，
爭
ふ
て

金
錢
を
投
げ
賞
給
す

る
の
で
あ
る
。
貧
乏
の
家
で
は
.
多
く
巫
を
用
ひ
な
い
で
，
祭
文
を
作
つ
て
以
て
紳
を
迭
る
事
も
あ
つ
た
。

こ

丶
に
痘
聯
論
に
就

い
て
の
諸
家
の
記
録
を
掲
げ
る
が
，
是
れ
に
依
つ
て
朝
鮮
の
風
俗
が
如
何
に
痘
…祕
を
畏
敬
し
た
か
.丶
察
セ
ら

る
で
あ
ら
う
。

 
魚
叔
權
稗
官
雜
記

に
、「
朝
鮮
の
風
俗
の
痘
祕
に
對
す
る
忌
み
避
く
る
電
な
る
も
の
は
、
祭
祀
.
宴
會
。
男
女
の
交
骨
.
雜
人
の

出
入
、
及
び
油
，
蜜
、
限
膊
、
汚
穢
の
臭
氣
等
で
あ
る
。
是
れ
は
醫
方
に
も
麓
い
て
あ
る
廼
ら
、
疸
瘡
が
是
れ
等

に
依
つ
て
、
時

々
變
化
す
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
其
の
外
に
も
怎
み
避
ぐ
る
も
の
が
色
々
あ
る
。
若
し
犯
す
者
あ
れ
ば
直
ち
に
死
す
る
が
 
沐
溶
薦

請
す
れ
ば
甦
生
す
る
講
も
め
る
か
ら
、
入
は
愈
々
僧
じ
C
至
誠
を

以
て
崇
奉
す
る
の
で
あ
る
。
叉
家
長
が
出
入
の
際
必
す
冠
帶
を

一38(167)一
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整

へ
、
痘
瘡
が
終
つ
て

一
二
年
立

つ
て
も
.

佝
ほ
祭
祀
を
忌
み
、

所
謂
上
流
家
庭
に
於
て
も
.

祭
祀
を
往

々
廢
止
す
る
事
が
あ

る
ぐ
蓋
し
痘
艸
を
崇

ぷ
事
が
か
く
の
如
ぐ
で
あ
る
か
ら
.
今
よ
b
四
五
十
年
も
經
過
せ
ぱ
.
果
し
て
如
何
な
る
奇
現
象
を
現
は
す

の
で
あ
ら
う
か
」
と
。

 
 
 
 

(554
)

 

魚

叔
椛
攷
事
撮
要
痘
瘡
経
驗
方
に

「
祕

の
有
無

に
就

い
て
は
詳
か
で
な
い
。
巫
の
云
ふ
通
b
苟
も
神
が
あ
る
と
せ
ぱ
.
事
の
輕

亘
を
問
は
す
、
悉
く
明
言
し
得
る
筈

で
あ
る
の
に
、
大
な
る
こ
と
は
全
く
知
ら
な
い
。
併
し
時
に
依
つ
て
小
な
る
事
は
當
る
が
、

是
れ
は
何
で
あ
ら
う

か
。
世
に
帥
卓
を
設
け
な
い
で
も
.
時
に
痘
瘡

の
縄
過
が
良
好
で
あ
る
者

が
あ
り
，
衣
類
其
の
他
の
寳
物
を

以
て
榊
に
至
誠
を
盤
し

て
も
，
終

に
救
ひ
を
得
な

い
者
も
あ
る
か
ら
、
此
の
位
の
事
は
痘
家
が
知
つ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で

あ
ら
う
。
凡
彡
.痘
熟

が
高
度
で
あ
る
時
，
魚
や
肉
類
を
食

べ
な
い
の
は
自
然
の
勢
ひ
で
あ
ら
う
が
，
女
巫
が
そ
れ
を
信
尼
の
紳
で

あ
る
か
ら
と
云
つ
て
.
家
内

】
般

の
者
に
精
進
を
勸
め
る
。
病
兒
が
亦
魚
や
肉
類
を
求
め
る
と
.
女
巫
は

「
痘
紳
が
試
す
の
で
あ

る
か
ら
，
與

へ
た
ら
病
兒
が
却
つ
一、
危
險
に
陷
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
云
ひ
，
家
の
者
は
皆
懼
れ
て
少
し
も
食
は
な
い
か
ら
，
病
兒

の
慥

は
益

々
衰
弱
し
.
病
状
が
變
つ
て
死
に
至
る
事
が
あ
る
.
俗
習
の
身
を
誤
る
も
程

が
あ
ら
・「!
}
と
。

(654

)

 
柳
夢
寅
於
于
野
談
に

「
世
俗
に
兒
堂
バ
痘
疫
に
罹
れ
ば
。
聊
と
し
て
鶯
奉
し
、
鳥
諱
し
，
所
禳
を
す
る
の
み
で
.
藥
石
を
用
ひ

な
い
。

是
れ
は
人
の
命

が
夭
折
さ
れ
る
か
ら
と
て
，
可
哀
相
に
な
る
計
b
で
な
く
.
英
俊
豪
傑
の
才
も
疹

の

一
疾
に
殱
滅
さ
れ
る

誠
に
惜
し
い
事
で
あ
る
。
此
の
病
氣
に
就
い
て
、

一
切
巫
瞽
の
指
揮
に
從
ふ
の
は
.
た
ゴ
に
婦
女
計
り
は
な
く
，
所
謂
有
識
者
の

間
に
も
行
は
れ
て
居
る
.
洵
に
寒
心
に
堪

へ
な
い
所
で
あ
る
。
余

が
考
ふ
る
に
，
此
の
病
氣
は
熟
で
あ
つ
て
.
熟
は
火
で
あ
る
。

明

い
火
が
心
の
虚
叢
と
接
合
す
れ
ば
、
其
の
叢
明
す
る
所
は
、
鬼
紳
の
如
き
で
あ
ら
う
か
ら
.
籍
室
の
中

に
居
て
能
く
外
の
事
を

一一39(166)



(854

)
一
七

二

七

年

云

へ
る
で
あ
ら
う
。
入

は
其
れ
を
見
て
驚
き
惑
ふ
が
.
佛
や
仙
等
も
能
く
心
靈
を
精
錬
す
る
か
ら
.
方
丈
に
坐
つ
て
山
の
外

の
事

を
知

る
の
で
あ
る
。
人
の
心
を
洞
察
す
る
と
は
、
畢
覚
す
る
に
、
自
己
の
心
の
火
を
明
く
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
痘
疫
を

患
ふ
小
供
の
事
も
，
何
等
是
れ
と
異
な
る
事
は
な
か
ら
う
」
と
。

 
 

(754
)

 
南

夏
正
桐
菓
漫
録
に

「
我
が
村
の
洪
氏
と
云
ふ
人
は
，
老
年
に
三
人
の
小
供
を
産
み
.
非
常
に
之
を
愛
護
し
て
居
た
が
，
其
の

長
男

が
痘
疫
に
罹
る
や
，
全
家
大
い
に
物
忌
み
を
駕
し
、
肉
類
を
食
は
す
酒
を
飮
ま
す
，
床
卓
を
設
け
て
紳
を
所
b
，
日
に
三
度

づ
丶
沐
浴
し
て
少
し
も
倦
ま
な
か
つ
た
が
、
病
子
は
俄
に
死
亡
し
た
。
洪
氏
は
自
家
の
誠
意
が
足
ら
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と

心
配
し

て
，
瓮

々
謹
腋
を
加

へ
た
が
、
そ
れ
で
も
病
兒
は
叉
死
ん
だ
。
洪
氏
大
い
に
憤
慨
し

「
吾
は
祕
に
樹
し
て
失
策
が
な
い
の

に
、
紳

は
吾
れ
に
渦
を
降
し
た
。
吾
は
三
人
の
子
を
持
つ
て
ゐ
た
が
，
二
人
の
子
を
巳
に
失
ひ
，
後
の

一
人
の
子
も
生

の
保
障
が

得
ら
れ
な
い
。
祕
よ
.
祕
よ
，
任
意
に
遣
れ
」
と
云
つ
て
，
床
卓
を
毀
破
し
、
病
兒
を
外
の
聞
に
出
し
置
き
，
牛
を
殺
し
、
酒
を

買
ひ
.

日
夜
昏
醉
し
て
，
病
兒
の
如
何
を
問
は
な
か
つ
た
。
然
る
に
其
の
小
供
は
十
日
た

丶
な
い
で
全
快
し
た
の
で
あ
る
。
筍
も

聯
が
あ
る
と
せ
ぱ
、
敬

て
報
ひ
を
得
す
，
虐
待
し
て
却
つ
て
佑
け
を
得
る
と
は
、
何
事
で
あ
ら
う
か
。
」
(舶
矚
4

 
痘
瘡

の
最
も
忌
む
の
は
、
祭
享
の
燒
香
と
葬
式
と
で
あ
る
。
故

に
痘
疫
に
罹
る
と
。
世
俗
で
は
自
家
の
察
奠
を
駮
す
る
と
同
時

に
，
入

の
家
の
葬
式
に
も
參
列
し
な
い
。
又
自
分
が
參
列
し
な
い
計
b
で
な
く
，
葬
式
の
あ
る
家
か
ら
來
る
人
を
も
禁
す
る
の
で

 
 
 

(854
)

あ
る
。

丁
朱
春
の
事
で
あ
る
，
外
靦
父
の
葬
式
に
就
い
て
日
取
b
を
し
忙
が
，
丁
度
其
の
時
は
.
墓
の
あ
る
村
に
痘
瘡
が
猾
獗
し

て
.
墓
守
b
の
家
に
も
死
ん
だ
者
が
あ
つ
た
。
舅
氏
は
そ
れ
を
構
は
な
い
の
み
か
.
下
男
等
の
中
に
も
敢

へ
て
言
ふ
者
は
居
ら
な

か
つ
た
。
喪
輿
を
發
し

て
其
の
家

へ
停
柩
し
，
祭
奠
及
び
燒
香
の

一
切
を
行
ふ
た
が
、
墓
守
り
の
子
は
共
の
近
處
に
病
臥
し
て
、

一40(165)一
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病
状

は
甚
だ
輕
か
つ
た
。
そ
の
時
祭
鯉
を
乞

，訪
て
食

べ
た
が
，
發
痘
及
び
落
疹
を
順
序
よ
く
經
過
し
た
の
で
あ
る
。
右
の
二
論
を

合
せ
て
見

て
も
.
或
は
痘
祕
は
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
。

 
李
圭
景
五
洲
衍
文
痘
疫
有
祕
辨
證
論

に
、「
凡
そ
病
氣
は
七
情
の
障
碍
か
、
叉
は
六
氣
の
威
染
に
由
つ
て
發
生
す
る
の
で
.
何
で

鬼
祕

が
あ
つ
て
其
の
間

に
作
用
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
併
し
疫
癘
に
就
て
の
鬼
紳
設
は
、
史
傳
或
は
醫
經
に
多
く
説
い
て
居
る
が

共
の
中
痘
疫
に
至
つ
て
は
.
偏
に
鬼
紳
の
作
用
で
あ
る
と
童
張
し
て
居
た
か
ら
.
そ
れ
に
就
い
て
少
し
陳

べ
て
見
よ
う
。
醫
學
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(954
)

門
に
、
「
大
背
に
は
痘
疹

が
無
か
つ
た
.
周
の
末
，
黍
の
初
め
に
，
之
れ
が
發
生
を
見
た
。
秦
の
扁
鵲
の
處
方
を
按
す
る
に
、
コ
ニ
豆

湯
は
能
く
天
然
痘
を
免

る
」
と
、
隋
の
桀
.兀
は
病
論
を
獲
衷
し
た
が
、藥
方
は
云
は
無
か
つ
た
。
唐
の
高
宗
時
代
箕
人
孫
思
遞
が
始
め

て
笋

纂

明
し
た
」
と
。
畜

の
陽
誓

勘

嘉

難

鸚

鰻

拷

)
は
蕪

で
あ
つ
だ
が
・
王
會

由
つ
て
諺
毒

の
痘
瘡

集
要

(
上
下
二
部
)
を
撰
し
、
自
序
す
る
に
、
「姙
娠
中
孕
み
子
の
鳩
尾
に
集
中
し
た
穢
惡
の
氣
が
.
火
運
の
歳

に
遏

へ
ば
自
然
の

戚
應

に
依
つ
て
、
痘
瘡

を
嚢
す
る
が
、
凡
そ
血
氣
の
あ
る
者
は
，
小
供
の
蒔
代
よ
り
老
年
に
至
る
迄
の
間
に
，
必
ら
す
や

一
度
は

此
の
病

氣
に
罹
る
か
ら
、
或
は
百
畿
瘡
と
も
云
ふ
の
で
あ
る
。
人
若
し
是
れ
に
罹
れ
ば
，
但
だ
所
疇
を
す
る
の
み
で
，
決
し
て
藥

を
施
さ
な
か
つ
た
、
今

の
楽
上
は
大
英
斷
を
以
て
、
人
民
を
救
ふ
方
法
を
講
究
せ
し
め
ら
れ
.
先
づ
宮
申
よ
り
實
施
せ
ら
れ
て
居

る
」
云

々
。
醫
書
に
「
妊
娠
中
母
燈
よ
b
受
け
た
毒
素
が
.
孕
み
兒
の
鳩
尾
に
隱
れ
て
居
て
，
小
陽
と
相
俟

つ
て
君
臣
の
二
火
に

な
り
，
熟
毒
流
行
の
年

に
當
れ
ば
。
直
ち
に
僉
作
す
る
の
だ
」
と
。
宋
の
興
宗
時
代
に
.
王
旦
が
其
の
子

(
名
ば
素

で
あ

る
)
の
爲
め
に
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(姻
)

江
南
の
女
道
士
に
救
ひ
を
求
め
た
が
、
女
道
士
は
峨
嵶
山
に
於

い
て
よ
く
紳
痘
の
術
を
究
め
、
幸
ひ
に
素
を
し
て
痘
癒
を
全
快
せ

し
め
セ
。
即
ち
こ
れ
が
冷
の
種
痘
洪
で
あ
る
。
甞

つ
て
張
淡
種
痘
新
書
を
閤
覽
す
る
に
、「
痘
瘡
に
罹
れ
ば
.
先
づ
女
人
像
の
榊
位

一41(164)一



(
4
)
七

三

五

年

(
564
)
六

二
六

年

を
設
け
て
，
痘
神
娘

々
と
稱
し
，
衣
裳
を
提
供
し
て
所
疇
を
す
る
が
，
是
れ
は
峨
嵋
種
痘
の
女
冠
に
依
つ
て
附
會
し
た
の
で
あ
ら

先

朝
鮮
で
は
轟

を
胡
鬼
斐

鶉

旧
論

難

罰

襯
吻
で
)と
云
ひ
，
曇

(諾

狽
讌

憲

譲

饕

と
も
稱
し
，
三
睡

方
で
は
西
紳
と
云
つ
て
居
る
が
，
痘
兒
が
あ
る
時
に
は
.
毎
日
清
水
及

び
蒸
餅

一
器
づ
丶
を

以
て
，
疇
祀
を

す

る
の
が
常
で
あ

る
。
結
果
が
宜
け
れ
ば
拜
迭
♪
云
つ
て
.
盛
大
な
迭
る
儀
式
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
且
つ
痘
疫
が
流
行
の
際
家
人
の
夢

に
、
若
し
貴

顯
の
人
が
家

へ
臨
め
ぱ
兒
堂
に
必
ら
す
發
痘
す
る
と
の
設
は
、
古
書
に
は
見

へ
な
い
が
.
和
漢
三
才
圖
會

に
、
「
本
朝
豪
武
天
皇
天

蔕
七
年
に
、
痘
療
が
始

め
て
流
行
し
た
と
。
叉
或
書

に
依
れ
ば
「
推
古
天
皇
三
+
四
年
に
、
臼
木
は
非
常
に
凶
作
で
あ
つ
た
か
ら
，

三
韓

は
糧
食
を
調
進
す

る
爲
め
に
、
船
百
七
十
艘
を
迭
つ
て
、
浪
華

に
碇
泊
し
て
居
た
が
.
船
の
中
に
三
人
の
少
年
が
痘
瘡
を
患

つ
て
居
た
。
共
の
三
人

の
少
年
に
，
老
床
と
婦
女
と
信
侶
と
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
附
5.・添
う
て
居
た
が
，
そ
れ
は
何
れ
の
國
の
人

で
あ

る
か
解
ら
な
か
つ
π
。
傍
の
人
が
其
の
名
前
を
聞
い
た
が
，
附
き
添
ひ
の
者
は

「
予
等
は
疫
榊
で
あ
る
。
予
等
は
始
め
此
め

病
に
罹
つ
て
、
死
ん
で
疫
紳
に
な
つ
た
の
で
，
專
ら
痘
瘡
を
管
理
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
國

の
人
は
A
「年
始
め
て
痘
疥
…を
忠
ふ
事

に
な

る
の
で
あ
ら
う
，
痘
瘡
は
倭
國
で
痘
と
云
ふ
の
で
あ
る
」
云

々
と
。
叉
云
ふ
に

「痘
病

の
始
め
發
熟
の
際
、
其
の
父
母
叉
、佩

乳
母
01
夢
に
、
老
娠
が
見

へ
た
ら
吉
鮮
の
前
兆
だ
が
，
壯
女
な
ら
ば
悪
い
，
叉
僧
及
び
士
人
は
中
位
で
あ
ら
う
」
と
。
臼疋
れ
に
依

つ
て
其
の
俗
詮
が
、
朝
鮮
の
風
俗
と
偶
た
符
合
し
て
居
る
の
を
發
見
し
た
の
で
あ
る
L
と
、

 
 

 
 
 
 
 
 

 

鋤

太

子

鬼

或

は

明

圖

鬼

 
 

(664
) 

 

 

 

 

ー
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(絣
)

 
朝

鮮
俗
に
紳
託
に
依
つ
て
，
ト
ひ
を
費
り
業
を
爲
す

】
種
の
紳
婆

が
あ
つ
た
。
京
城
で
は
[
覇
季
L
(目
診
一
9
旨
)と
云
ふ
が
，
即

ち
太
子
「黙

」
(霍

Ω
ε

の
靆

で
あ
り
・
轟

地
方
で
は
「
翫

r
(り
夏

日
8
)と
云
ふ
が
・
響

踰

(
ξ

・蔦

・)
の
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李能和 「朝鮮 の巫俗」註

訛
稱

で
あ
る
。
俗
論
に
痘
疫
に
罹
つ
て
死
し
た
幼
兒
の
靈
魂
が
婦
女
に
乘
り
移
つ
た
ら
，
口
笛
の
樣
な
聲
を
出
し
，
分
明
な
ら
ざ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(174
)

る
語
b
を
爲
し
、
若
し
人
が
ト
ひ
を
問

へ
ば
、
一
切
の
應
答
を
紳
婆

が
岱
冒
す
る
の
で
あ
る
。
瀞
婆
は
興
の
鬼
を
阿
哥
氏
「
斗
オ
列
」

(
御
孃
樣
)
と
呼
ぷ
が
，
蓋
し
幼
女
の
敬
稱

で
あ
つ
て
.
多
く
は
人
の
禍
福
を
預
言
す
る
の
は
、
或
は
當
る
こ
と
も
あ
る
が
多
く
は

當
ら
な

い
。
叉
人
の
組
先
の
墓
の
吉
凶

に
就
い
て
語
る
に
は
，
先
づ
自
分
が
實
地
を
踏
査
し
て
昆
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
つ
て
出

て
往

く
が
、
暫
く
し
て
叉
歸

つ
て
來
た
風
を
鴛
し
、
凖
野
を
渡
り
高
嶺
を
越
え
，
往
復
に
辛
苦
を
し
た
と
云
ふ
、
そ
れ
か
ら
，
零
の
組

先
の
墓

は
，
業
處
の
何
方
向
で
あ
る
が
、
或
處
は
吉
，
或
處
は
凶
だ
と
明
言
し
て
居
る
。
叉
西
天
.
西
域
に
往
つ
て
，
聖
祕
に
禀

請
す

る
こ
と

が
あ
る
と
云
つ
て
居
る
時
も
あ
つ
た
。
此
の
鬼
紳
は
男
を
忌
避
す
る
の
で
.
若
し
男
子
が
隣
座

へ
で
も
居
る
の
が
解

つ
た
ら
.
直
ぐ
に
立

つ
て
往
か
う
と
す
る
が
，
紳
婆
は

「
そ
れ
は
處
女
の
身
分
で
あ
る
か
ら
，
男
子
と
相
對
す
る
の
を
恥
し
く
思

ひ
，
且

つ
話
し
も
ぜ
ぬ
」
の
だ
と
。
蓋
し
男
子
に
は
理
解
す
る
者
が
多
く
て
、
瞞
着
し
得
な
い
か
ら
，
か
う
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て

謝
絶
す
る
の
に
.
愚
婦
等
は
是
れ
に
由
つ
て
.
瓮
ん・惑
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
，

 
(
イ
)
 
明
圖
の
出
所

 
束
國
稗
溌
に

「
新
羅
太
夫
舒
發
翰
金
庚
信
の
母
寓
明
は
.
死
し
て
愁
と
な
つ
た
が
、
巫
女
は
萬
明
と
呪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(274
)

稱
…し
て
祀
る
。
萬
明
祕
祠

に
は
必
ら
す
銅
製
の
圓

い
鏡
を
掛
け
，
號
を
明
岡
と
云
つ
て
居
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(374
)

 
(
ロ
)

・太
子
鬼
の
出
所
 
成
俔
慵
叢
話
に

「
現
に
女
子
紳
と
云
つ
て
、
・杢
中
に
於
い
て
唱

へ
，
巫
現
に
憑
つ
て
，
能
く
過
去
の

事
を
語
る
の
が
あ
る
。

叉
肓
の
張
得
な
る
者
は
.
卜
窟
の
術
に
長
じ
て
居
て
.
世
の
人
は
皆
明
鏡
數

(
明
鏡
數
は
古

へ
よ
り
傳

へ

て
來
た
，
有
名
の
ト
筮

の
書
で
あ
る
)
を
持
つ
て
居
る
と
云
ふ
か
ら
、
朝
廷
で
は
之
れ
を
聞
き
，
彼
に
求
め
ら
れ
た
。
然
る
に
盲

は
持
つ
て
居
な
い
と

云
ひ
張
る
の
で
，
監
獄
に
入
れ
て
栲
審
し
た
が
.
そ
れ
で
も
出

さ
な
か
つ
た
。
安
孝
禮
は

太
子
に
問
ふ
た

一一43(162)一



が
.
太
子
は

「
張
は
其

の
本
を
彼
の
親
戚
の
某
に
授
け
て
.
牛
峯
蜆
の
民
家
に
隱
匿
し
た
。
其
家
の
東
方
に
は
柴
扉
が
め
b
.
堂

の
前
に
は
大
樹
が
あ
つ
て
.
堂
の
中
に
は
瓮
が
あ
ろ
が
、
瓮

の
上
に
は
小
盤

を
以
て
差
を
し
て
居
る
か
ら
.
其
れ
を
取
つ
て
見
れ

ば
，
き

つ
と
其
の
中

に
這
入

つ
て
居
る
だ
ら
う
か
ら
，
若
し
君
が
探
し
に
往
つ
て
.
大
樹
に
向
つ
て
吾
を
呼

べ
ぱ
，
吾
は
即
時
に

應
答
し

て
遣
る
」
と
云

つ
た
。
孝
禮
は
肓
に
問
ふ
て
，
其
の
親
戚
が
牛
峯
蜆
に
居
る
こ
と
が
解
つ
た
の
で
，
直
に
啓
奏
し
た
が
、

王
は
孝
禮
を
し
て
、
見
速
捜
索

に
出
張
せ
し
め
た
。
孝
禮
は
靫
騎
の
随
者
を
凖
ひ
，
即
夜
其
の
家

へ
往
つ
て
見
る
と
.
果
し
て
柴

靡
及
び
大
樹
が
あ
る
か
ら
、
堂

に
上
つ
て
瓮
の
蓋
を
取
つ
て
見
た
，
併
し
何
物
も
な
か
つ
た
、
又
樹

に
向
つ
て
太
子
を
呼
ん
で
見

た
が
.
應

へ
が
な
い
の
で
，
孝
禮
は
噴
慨
し
て
歸
り
太
子
に
反
駁
し
.
太
子
は

【、君
は
常
に
盧
言
を
以
て
.
人
を
欺
す
か
ら
.
吾

も
亦
君
を
瞞
着
し
た
」
云

々
と
。

 
李
圭
景
撰
充
洲
衍
文
長
箋
散
稿
太
子
鬼
辨
證
詮
に

「
朝
鮮
に
は
巫
硯
の
外
、
亦

一
種
の
太
子
鬼

が
あ
る
.
乃
ち
死
兒
の
靈
魂
が

女
流

に
乘
り
移
つ
て
.
人
の
禍
幅
を
豫
言
す
る
が
，
但
だ
其
の
聲
ば
鞭
を
揮
ふ
楼
で
あ
つ
て
、
何
事
を
語
る
か
は
解
ら
な
い
。
併

し
聯
婆

は
そ
れ
を

一
々
譯
し
得
る
の
で
あ
る
，
彼
れ
は
若
し
問
は
れ
て
，
婚
辨
し
得
な
い
處
が
あ
れ
ば
、
必
ら
す
西
天
西
域
國
に

行
つ
て
，
詳
か
に
聞
き
來
る
と
云
つ
て
居
π
。
其
の
所
謂
西
域
國
と
は
、
印
ち
竈
突
の
事
で
あ
る
。
若
し
堅
い
物
を
以
て
.
豫
め

其
の
煙
突
を
塞
い
で
置

け
ば
、
彼
は
其
の
靈
能
を
現
し
得
す
と
て
.
但
だ
默
つ
て
去
つ
て
し
ま
ふ
が
、
其
の
家
に
は
必
ら
す
殃
咎

の
果
報

が
あ
る
と
云
ふ
。
史
を
按
す
る
に

「
漢
武
帝
時
代
方
士
五
剥
欒
大
少
君
等
は
、
竈
祕
を
祭
つ
た
が
，
即
ち
誠
意
を
以
て
竈

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(輌
)

聯
を
煉
祭
す
れ
ば
.
能
く
人
の
吉
凶
を
語
る
」
と
。
五
雜
組
に
、「
俗
に
十
二
月
二
十
四
日
は
竈
祀
を
行
ふ
と
て
、
婦
人
等
は
大

に

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(574
)

謹
愼
を
衷
し
て
居
る
が
，
此
の
夜
竈
脚
ば
天
憩
の
前
で
、

一
家
の
行
ふ
た
所
の
善
憑

に
就

い
て

一
々
奏
上
す
る
」
と
。
潅
南
子
畢

一44(161)e



李能和 「朝鮮の巫俗」註

術
に
、
「
竈
帥

α
日
々
に
天
に
歸
り
.
人
の
罪
過
を
告
ぐ
る
が
、
蓋
し
竈

嘗

、家
人
の
.行
爲
に
就

い
て
、

一
々
藏
さ
な

い

で

上

言

す
る
か
ら
、
太
子
鬼
は
竈
君
に
聞
き
さ
え
す
九
ぱ
其
の
事
情
は
自
然
に
解
る
41
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。
此
鬼
艸
に
就

い
て
は
，
古

 
 
 

 
 
 
 
 

(孀
)

へ
は
見

へ
な
い
が
，
星
湖
李
禝
の
溌
が

一
寸
振
る
所

が
あ
る
か
ら
、
そ
の
大
略
を
次

に
掲
ぐ
。

 
其
説
に

「
世
俗
の
太
子
鬼
と
は
，
即
ち
小
兒
の
魂
魄

が
人
に
乘
移
つ
て
、
人
の
吉
凶
及
び
逗
方
の
事
情
を
判
斷
し
，
且

つ
問
は

れ
た
事
は
直
ぐ
返
答
す

る
が
、
或
民
晋
喪
子
申
生
を
云
ふ
の
で
な
か
ら
う
か
。
其
の
魂
魄
飄
然
と
し
て
室
中
に
飛
び
廻
り
.
時
と

し
て
は
人
家
に
立
寄
つ
て
弟
子
を
呼
ぴ
，
若
し
應
す
る
者
あ
ら
ば
寄
り
附
き
て
去
ら
な
い
。
應
じ
な
け
れ
ば
後
は
呼
ん
で
も
顧
み

も
せ
す
し
て
.
離
れ
て
往
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
余
の
剰
戚
の
婦
人
が
.
偶
々
彼
の
呼
ぴ
聲
を
聞

い
て
、
冗
談
牛
分
で
應
じ
た

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(钁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(粥
)

が
，
鬼

は
邃

に
乘
b
移

つ
て
離
れ
な
い
の
で
、
幾
多
の
方
法
を
以
て
所

を
し
て
も
効
力
が
な
く
、
畢
竟
そ
れ
に
祟
つ
て
不
歸
の

 
と

な
つ
て
し
ま
つ
た
と
云
ふ
て
居
る
.
瞥
戒
す

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
」。

醫
書

に

「
魃
鬼
と
は
即
ち
小
兒
鬼

で
あ
つ
て
，
鬼

が
乳
を

飲
む
の
で
あ
る
。
其
の
母
の
身
に
若
し
他
の
紳

が
附
い
て
居
れ
ば
，
兒
は
妬
ん
で
病
む
と
云
ふ
が
.
或
は
今
の
太
子
の
類

で
は
な
か
ら
う
か
。
蓋
し
魃
と
は
鬼
の
散
ら
な
い
と
云
ふ
意
義
だ
が
，
壽
命
が
終
ら
な
い
で
夭
死
を
し
た
ら
，
或
は
そ
の
魂
が
靈

能
を
發
作
す
る
事
も
あ

る
で
あ
ら
う
」
と
。

一一一45(160)一



朝

鮮

の

俗

㈲
李

(禁

輔

載
)

能

和

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
九

地

方

の

巫

風

及

び

神

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(椚
)

 
地
方
諸
處
の
巫
に
於
け
る
風
俗
を
考
察
す
る
に
、
開
城
及
び
西
北
地
方
の

一
帶
が
、
最
も
盛
で
あ
る
。
開
城
の
人
は
巫
を
仙
官

と
云
つ
て
ゐ
る
・
轡

麑

毅
宗
時
代
兩
京
(開
城
凖
壊
)
の
兩
班
の
屯

資
裹

を
攀

て
，
名
を
仙
家
と
セ

婁

に
八
關
の
黎

を
掌
ら
し
め
た
が
、
そ

の
名
稱
が
巫
に
ま
で
加

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
北
鮮
地
方
で
は
、
巫
を
師
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
其
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(捌
)

地
が
濔
洲
と
接
近
し
て
居
る
か
ら
、
其
の
風
習
に
染
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
滿
洲
で
は
薩
滿
を
師
巫
と
云
つ
て
ゐ
る
が
，
是
れ

は
高
句
麗
の
遺
俗
で
あ
る
。
(
師
巫
の
稱

へ
は
三
國
史
記
の
高
句
麗
本
紀
に
見
え
て
居
る
。
)
凡
そ
朝
鮮
内
各
地
に
散
在
し
て
ゐ
る

紳
祠
及
び
巫
覡
が
行

ふ
聯
祀
の
状
況
を
，
左
に
列
記
し
て
參
考
に
供
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

京

畿

遘

の

巫

風

及

び

騨

祠

〔京
城
〕
(騨

聖
(塩

塒
)
饗

簗

迎
爨

詞
に
↓
肇

之
上
陳
護

酒
清
既
旨
羞
亦
珍
・
薯

滿
座
衆
琴

鼓
悪

兮
迎
群
聯
。
紳
之
來
兮
風
颶
々
、
紛
進
拜
兮
紳
無
言
。
中
有

一
巫
稱
善
舞
.
舞
袖
長
兮
旋
叉
飜
。
綺
態
繊
冶
隨
顔
變
.
妍
姿
婀
娜

無
定
源
。
蹈
歌
蹈
節
如
捷
猿
、
赴
曲
中
節
迅
驚
鴻
。
左
顧
右
眄
發
清
嘯
，
伸
眉
扼
腕
談
吉
凶
。
危
辭
苦
言
那
可
辨
内
復
道
奇
數
丁

家
公
。

主
人
管
然
喪
其
紳
，
千
金
事
紳
々
夢
力
。
聊
夢

々
兮
罷
歌
舞
.
杯
盤
狼
籍
日
亦
窮
。
男
負
女
戴
歸
于
巫
、
巫
既
富
兮
家
巳

一46(159)一
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(4

) 

四

一
一
年

(584

)
一
五

六

五
年

、

杢
。
紳
乎
悄
有
憑
，
何
厚
於
巫
民
之
恫
。

 

〔
開
城
松
岳
山
紳
祠
〕 
太
宗
十

一
年
辛
卯
五
月
癸
未
に
，
軆
曹
よ
b
報
祀
の
制
を
泰
上
し
た
。
王
は
醴
曹
に
命
じ

「
松
岳

・
徳

積

.
紺
岳
等
の
名
山
紳
祠
に
、
官
員
を
遣
は
し
て
覗
文
を
修
め
，
香
皚
を
行
は
し
め
て
ゐ
る
の
に
，
前
朝
時
代
よ
り
内
行
所
恩
と

云
つ
て
.
四
節
季
毎
に
，
兩
殿
よ
り
内
臣
司
鑰
を
使
は
し
，
巫
女
と
共

に
密
か
に
無
名
の
祭
り
を
行
は
し
む
る
が
，
禮
に
も
據
る

所

が
な

い
か
ら
、
爾
等
は
前
朝
以
來
の
祀
典
を
詳
か
に
考
査
し
て
，
書
状
を
以
て
聞
か
せ
よ
，
予
は
當
さ
に
軆
を
以
て
之
れ
を
行

ふ
べ
し
」
と
。
叉
秋
七
月
に
、
禝
習
よ
b
啓
し

「
教

へ
に
依
つ
て
別
監
を
松
岳

に
遣
は
し
，
香
を
捧
げ
て
祭
う
を
行

は
し

む

る

に
，
春
秋
祭
の
外
，
叉
別
所
恩
が
あ
る
と
は
，
重
複
の
事
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
。
王
は

「
別
所
恩
は
久
し
き
以
前
よ
り
行
ひ
來

れ
る
ゆ

ゑ
、
廢
す

べ
が
ら
す
」
と
(李
朝
彼
録
)。

○
松
岳
山
祠
に
於

い
て
は
城
隍
，
大
王
，
國
師
，
姑
女
.
府
女
の
五
つ
の
紳
を
祭
り
て

ゐ
る
が
，
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
は
蟹

な
い
(輿覽
)。
(・唖
明
宗

二
+
年

丙
寅
正
月
に
・
開
城
府
儒
生
は
松
霪

祠
に
放
火
を
す
る
と

云
ふ
か
ら
，
王
大
妃
は
中
止
を
命
じ
た
が
.
儒
生
は
命
令
に
應
じ
な
い
の
で
.
王
は
禁
府
に
命
じ
て
儒
生
を
逮
捕
し
.
之
を
審
問

に
附
し
た
。
併
し
廷
臣
及
び
學
舘
の
生
等
が
，
上
跣
を
以
て
爭
ふ
の
で
.
王
は
放
還
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
初
め
民
俗

は
非
常
に
祕
道
を
好
み
大
王
祠
を
松
岳
に
立
て
，
祭
る
に
互
財
を
費
す
の
み
で
な
く
、
男
女
の
混
雜
は
風
紀
上
面
白
か
ら
ざ
る
風

聞
が
多
い
の
で
、
儒
生
篷

に
發
憤
し
祠
を
焼
き
像
を
毀
ち
た
が
・
馨

は
却
て
其
の
羃

を
霧

し
た
(欝

石
蕊

既

時

代
に
、
松
都
文
士
金
履
鮮
(號
を
心
滴
堂
と
云
つ
で
、
官
ば
司
盛
を
勤
め
た

が
、
月
汀
が
留
守
の
時
代
に
其
稿
に
跋
を
し
た
。
)
の
弟
履
道
は
、
孝
子
朴
成
林
と
親
友
で
あ
つ
た
が
、
時
時
巫

覡
大
い
に
跋
属
し
、
人

々
病
氣
に
罹
れ
ば
た
ゴ
所
濤
に
の
み
た
よ
り
て
，
醫
桑
を
用
ひ
す
，
宮
家
及
び
士
庶
人
に
至
る
ま
で
，
成

る
べ
く
多
く
の
財
物
を
費
し
て
祀
る
の
を
、

一
つ
の
自
慢
と
す
る
の
風
が
あ
つ
て
.
そ
の
影
響
の
甚
し
き
に
も
か

丶
は
ら
す
，
識

一47(158)一



(094

) 

四

一

一
年

者
の
そ

れ
を
咎
む
る
も

の
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
金

・
朴
二
人
は
之
を
憤
り
.
二
百
餘
人
の
諸
生
を
李
ゐ
て
，
松
岳

に
立

て
ら

れ
た
る
大
王
大
夫
人
の
紳
祠
及
び
木
像
を
悉
く
燒
却
し
た
。
文
定
王
后
は
大
い
に
憤
怒
せ
ら
れ
、
首
倡
者
二
十
餘
人
及
び
其
の
他

を
本
府

へ
引
致
す
る
こ
と
を
嚴
命

さ
れ
た
。
雇
遣
等
の

一
行

が
京
城

に
到
着
す
る
や
、
政
府
六
曹
以
下
の
各
司
は
，
人
を
使

つ
て

之
を
慰

め
，
且

つ
食
料

品
を
供
給
し
，
大
い
に
其
の
正
し
き
氣
概
を
譽

め
た
。
そ
れ
か
ら
政
府
及
び
玉
堂
は
聯
合
し
て
諸
生
の
正

當
な
る
行
爲
を
力
言
し
た
が
・
王
は
瓷

に
從
は
れ
㌔

硲

靆

谷
)

 
〔
開
城
徳
物
山
槌
瑩

將
軍

の
祠
〕
 
松
都
城
の
東
南

一
里
餘
に
あ
る
徳
積
山

(鵬
緲
れ
)
に
、
崔
瑩
の
紳
祠
が
あ
つ
て
、
土
民
は
之

を
所
つ
て
ゐ
る
が
.
霞
慮
あ
り
と
て
、
民
間
の
處
女
を
祠
に
奉
仕
せ
し
め
.
老
嚢
に
及
ぺ
ぱ
更
に
少
女
を
以
て
之
に
代
か
一
百
餘

年
間
之
を
績
け
て
ゐ
る
が
.
侍
女
は
夜
に
祕
靈
と
の
間
に
度
々
自
然
の
交
渉
が
あ
る
と
，
自
白
す
る
事
も
あ
つ
た
と

(盆

3

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(904
)

 
〔
開
城
三
聖
朱
雀
及

び
大
國
の
紳
〕
 
太
宗
十

】
年
秋
七
月
に
、
注
書
楊
秩
を
海
豐
に
逡
は
し
.
三
聖
朱
雀
及
び
大
國
の
騨
祀
に

就

い
て
、
前
の
捻
制
金
瞻
に
問
ふ
た
。
瞻
は

「
朱
雀
は
前
朝
時
代
に
，
松
都
宮
の
南
薫
門
外
に
立
て
ら
れ
.
朱
雀
七
宿
を
祀
つ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(194
)

ゐ
た
が
、
今
も
以
前
の
處

で
行
ふ
こ
と
は
、
甚
だ
不
便
で
あ
る
か
ら
、
現
の
宮
闕
の
南
に
移
し
た
方
が
便
利
だ
ら
う
。
三
聖
と
は
、

世
阻
皇
帝
の
女
で
、
雨
水
及
び
蝸
幅
を
虫
管
す
る
紳
で
あ
る
。
前
朝
忠
烈
王
時
代
、
支
那
の
南
方
か
ら
，
又
大
國
紳
は
麦
那
の
北

方
か
ら
、
何
れ
も
來
臨
を
請
ふ
て
祀
つ
た
の
で
。
亦
祀
典
に
も
載
せ
て
あ
る
か
ら
，
廢
す

べ
か
ら
す
」
と
。
王
は

「
未
雀
は
新
た

に
，
現
の
宮
の
南
方
に
設
け
、
三
聖
は
属
祭
の
意
に
倣
つ
て
、
元
の
處
に
於
い
て
祀
る
べ
し
」
と
云
は
れ
た
が
。
十
二
月
に
殪
曹

の
奏
請

に
依
り
、
南
の
方
に
於
い
て
朱
雀
を
祀
る
こ
と
を
罷

め
し
む
る
と
。
(李
朝
賓
錬
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(294
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(柵
)

 
〔
畳
徳
望
徳
靈
祠
〕
 
東
國
輿
地
勝
覽

に
依
れ
ば
、
叢
徳
府
「
八
景
」
望
徳
盛
祠
詩
に
、
山
深
祠
邃
紳
亦
明
.
多
少
居
民
苦
乞
靈
。
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(
494

)
一
三

九

三

年

(594

)
一
四

=

年

(694

) 

五

〇

〇

年

靈
亦
來
年
應
自
愧
.
瘡
痍
何
事
未
全
醒
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(姻
)

 
〔
積
城
紺
岳
山
帥
祠
〕
 
太
靦
二
年
癸
酉
春
正
月
丁
卯
に
、
吏
曹
の
奏
請
に
依
う
，
紺
岳

・
三
角

・
白
岳
を
封
じ
て
護
國
伯
と
爲

 
 
 
 
 
(594
)

し
た
。
○
太
宗
十

一
年
秋
七
月
に
，
瀘
暫
よ
b
啓
し

「
教

へ
に
依
つ
て
，
別
監
を
紺
岳
に
遣
は
し
，
香
を
捧
げ
て
祭
り
を
行
は
し

め
た

が
，
春
秋
祭
の
外

に
，
別
所
恩
が
あ
る
の
は
重
複
の
事
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
。
王
は

「
別
所
恩
は
廢
す

べ
か
ら
す
」
と
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4
)

從
は
れ
な
か
つ
た
。
○
燕
山
君
六
年
庚
申
二
月
丁
酉

に
.
議
政
府
よ
り
.
紺
岳
祕
堂
の
修
繕
を
撤
贋
す

べ
き
を
奏
講
し
た
が
、
王

は
「
紺
岳
の
手
入
れ
は
鰯

ち
轟

の
蕚

か
ら
撤
廢
す
べ
か
ら
2

冫
八
巍

李
Y

・
東
體

地
糶

に
依
費

靉

縣
祠

廟
條

に
、「
紺
岳
祠
は
、
新
羅

で
は
、
唐
の
薛
仁
貴
を
以
て
，
山
紳
と
な
し
た
が
、
李
朝
で
は
、
名
山
と
し
て
中
祀
に
載
せ
ら
れ
，

春
秋
毎

に
香
と
祀
文
を

以
て
祀
る
」
と
。

 
〔
楊
州
楊
津
祠
〕
 
東
國
輿
地
勝
覽
を
按
す
る
に
，
楊
州
牧
祠
廟
條
に
、
「
楊
津
祠
は
・廣
津

に
あ
つ
て
.
下
の
方
に
は
祭
龍
壇
が
あ

る
。
春

秋
毎
に
香
と
祀
文
を
以
て
捧
げ
.
新
羅
時
代
に
は
.
申
祀
と
し
て
扱
つ
た
が
、
今
は
小
祀
に
載
せ
て
居
る
」
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

黄

海

…逍

の

巫

風

及

び

…禪

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
〔
海
州
鳩
城
山
紳
祠
〕
 
海
州
口巴
誌

に
、
「
鳩
城
山
に
紳
祠
が
あ
つ
て
，
名
を
上
室
と
云
ふ
が
，
州
の
人
は
非
常
に
敬
ひ
て
、
天
變

人
事

に
就

い
て
、
悉
く
所
願
す
る
が
、
紳
の
感
應
も
相
應
に
見
ら
れ
る
。
祠
が
州
の
鎭
山
に
あ
る
の
は
、
面
白
し
か
ら
す
と
て
、

他

の
山
に
移
韓
せ
ん
と
す
る
時
、
豫

め
祠

に
傭
り
告
げ
て
、
紙
片
を
飛
揚
せ
し
め
た
が
.
そ
の
紙
は
首
陽
山
の
南
麓

に
往
つ
て
落

ち
た
、
仍

つ
て
其
處
に
祠
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。

 
 
 
 
 
 
 
(894
)

 

〔延
安
淫
祀
〕
 
丁
若
嬬
牧
民
心
書
に
、
「
府
使
李
廷
岳
は
府
政
の

】
般

に
亙
り
、
大
い
に
革
新
を
拒
ふ
た
。
且
つ
淫
祀
の
爲
め
.

一49(156)一



(005
)
 
七
九
九
年

冖

土
民
が
非
常
な
る
悪
影
響
を
蒙
る
と
て
，
直
ち
に
毀
破
す
る
こ
と
を
命
じ
、「
若
し
禪
の
怒
り
が
あ
つ
た
ら
，
先
づ
吾
れ
の
身
に
祟

る
だ
ら
う
」
と
云
つ
た

が
、
そ
れ
に
依
つ
て
府
民
は
.
大
い
に
悟
る
所
が
あ
つ
た
」
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(柵
) 
 
 
 
(㎜
)

 
〔
夲

山
三
太
師
祠
〕
 
象
山
録
に
、
「嘉
慶
己
未

の
春
に
、
李
山
府
使
は
，
澱
川
守
李
民
秀
と
.
長
淵
守
具
絳
と
三
人
で
，

一
緒
に

太
白
山
の
三
太
師
祠
堂
を
巡
禮
す
る
こ
と
に
し
た
が
，
三
太
師
と
は
、
申
崇
飜
，
卜
智
謙
.
庚
黔
弼
で
あ
る
。
祠
堂
の
戸
を
開
け

ば
，
三

つ
の
銕
像

が
儼

然
と
し
て
坐
つ
て
ゐ
る
。
叉
粉
面
朱
唇
に
し
て
黄
裳
紅
裾
を
以
て
粧
飾
し
て
居
る
こ
つ
の
女
像
を
見

て
，

皆
驚
歟
し
た
が
敬
拜
は
せ
な
い
て
歸

つ
て
來
た
」
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
(謝
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(蹴
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鵬
)

 
〔
長

山
島
天
妃
〕
 
金
荷
憲
清
陰
集
を
按
す
る
に
、
長
山
島
天
妃
祭
文
と
云
つ
て
、「
某
月
日
，
敬
祭
天
妃
之
聯
、
夫
以
小
事
大
，

天
地
之
常
經
、
由
陰
濟

陽
、
鬼
紳
之
聖
徳
、
是
以
塗
山
執
玉
.
寔
嚴
後
至
之
休
.
雎
水
揚
沙
、
允
籍
冥
佑
之
力
，
惟

彼

周

郎

赤

壁
，
與

便

一
日
之
中
、

王
勃
南
昌
.
借
勢
車
帆
之
上
、
叔
世
以
降
、
斯
迹
逾
彰
、
況
我
大
明
、
徳
偉
夏
后
、
威
増
漢
家
.
四
海
六

合
、
盡

八
提
封
，
九
夷
八
蠻
，
罔
不
通
道
，
量
但
臣
妾
億
兆
.
尤
極
敬
禮
祕
祗
.
恭
惟
尊
紳
。
以
太
陰
之
元
精
、
主
純

陽

之

土

界
，
顧
聖
久
稱
於
歴
代
、
膺
寵
途
隆
於
昌
辰
，
用
坤
承
乾
，
理
不
爽
於

一
致
.
與
天
作
配
、
尊
無
對
於
百
鰻
，
昭
厥
崇
奉
之
儀
，

賓
無
遑
邇
之
間
，
伏
念
某
三
韓
老
臣
.

一
介
行
李
、
乘
風
破
浪
.
素
乏
奇
偉
之
材
.
望
日
就
雲
.
祗
切
朝
宗
之
心
、
駕
扁
舟
而
逖

來
，
阨
孤
島
而
難
進
、
目
駭
波
漉
、
信
靆
弱
水
千
里
、
身
無
朋
翼
、
眞
畳
蓬
山
萬
重
.
敢
具
薄
禮
冀
薦
菲
誠
、
倫
蒙
淵
鑒
囘
明
，

丞
霈
竝
恩
、
廡
幾
令
節
祀
聖
、
無
廢
王
命
，
菓
敢
不
齋
心
行
蒋
，
稽
首
歸
依
，
修
黄
繭
之
妙
辭
，
竊
愧
文
章
之
筆
，
聾
膏
丘
之
羣

聽
，
永

傳
靈
應
之
符
、
佝
饗
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④

域

鏡

道

の

墨

風

及

び

髀

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(705
) 

五

〇
七

年

 
(脳
)

 
洪
良
浩
耳
溪
集

に

「
北
方
の
俗
習
は
、
鬼
紳
を
好
み
て
，
男
巫
を
師
と
云
ふ
が
，
師
と
は
民
衆
の
尊
敬
す
る
所
で
あ
る
」
と
。

 
(505
)

叉
北
關
記
事
に
「
上
流
瓧
會

で
は
，
巫
覡
を
徇
ぴ
て
，
病
氣
に
罹
れ
ば
醫
藥
を
用
ひ
す
.
専
ら
牛
を
殺
し
て
薦
賽
を
す
る
」
と
。
○

(鵬
)

李
裕
元
林
下
筆
記
に
、「
北
青
で
は
女
三
人
を
産
ん
だ
ら
.

】
人
は
農
家

に
嫁
し
，

一
人
は
官
妓
，

一
人
は
巫
祀
と
云
ふ
風
で
あ
る

か
ら
，
北
膏
二
郡
丈
け
で
も
，
妓
生
及
び
巫
祀
の
數

が
，
各
々
三
四
百
人
も
あ
る
」
と
。

 
〔
上
仙
〕
 
海
濱
に
澹
ひ
た
る
西
北
の

一
帶
で
は
，
上
仙
と
云
つ
て
，
十
月

一
日
よ
b
末
日
に
至
る
ま
で
の
間
に
，
農
功
祭
を
行

ふ
が
、
飯
.
餅
，
魚
，
肉
は
成
る
べ
く
盛
大
に
設
備
す
る
の
を
，
各
自
の
誇
り
と
し
て
居
る
。
院
外
に
陣
を
取
つ
て
.
藁
草
を
敷

き
，

巫
を
し
て
祀
傭
を
す
る
の
は
、
恐
く
は
女
眞
の
舊
俗
よ
り
傳
來
し
た
の
だ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(705
)

 
〔成
鏡
祕
堂
〕

李

朝
實
録
に
、
「中
宗
二
年
丁
卯
春
正
月
丁
亥
、
左
議
政
朴
元
宗
、
右
議
政
柳
順
汀
.
吏
曹
判
書
成
希

顔

等

は

「
成

鏡
艸
堂
を
撤
廢
す
べ
き
を
啓
奏
し
た
」

が
，
傳

へ
に

「
是
れ
は
永
遙
に
廢
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
，
幾
度
も
卿
等
の

泰
請

が
あ
る
か
ら
，
暫
く
之
れ
に
從
ふ
」
と
云
は
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(嬲
)

 
〔宣

威
大
王
帥
〕
 
東
國
輿
地
勝
覽
に

「
安
邊
の
紳
祠
は
.
鶴
城
山
に
あ
る
が
.
俗
に
宣
威
大
王
の
紳
と
稱

へ
て
居
る
。
」
 
○
霜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鵬
)

陰
紳
祠
は
，
霜
陰
縣

に
あ
る
が
、
世
俗
で
は
宣
威
の
夫
人
と
云
つ
て
。
毎
年
の
端
午
節

に
、
宣
威
大
王
を
迎

へ
て
、
並

に
之
れ
を

祭
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O15
)

 
〔
徳
源
山
祠
〕
 
輿
地
勝
覽
に

「
徳
源
府
民
が
信
仰
す
る
遑
山
祠
に
は
，
春
秋
毎
に
本
邑
よ
り
致
祭
す
る
」
と
。

 
〔
慶
源
豆
滿
江
神
祠
〕
 
朿
國
輿
地
勝
覽
に
依
れ
ば
，
祭
典
例
に
依
つ
て
、
北
濱
祭
を
慶
源
府
豆
滿
江

(女
眞
語
に
萬
を
豆
滿
と

云
ふ
が
.
衆
水
が
此
處
に
至
b
て
合
流
す
る
か
ら
で
あ
ら
う
)
に
於
い
て
、
中
祀
を
以
て
行
ふ
で
居
る
。
豆
濔
江
紳
祠

貳
，
東
林
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(315

) 

一五

五

年

(
415
)
、
三

九

九

年

城
の
内

に
あ
る
が
.
春
秋
毎
に
香
と
祀
文
を
以
て
致
祭
し
て
居
る
。

 
 
 
 
 
 
 
(l15
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(証
)

 
〔
簫
愼
閣
氏
〕
 
北

關
の
俗
に
、
粛
愼
閣
氏
を
棄
祀
す
る
が
.
蓋
し
其
の
地
は
肅
愼
氏
の
舊
墟
で
あ
つ
た
か
ら
，
其
の
紳
祀
の
遺

例
が
，
今
迄
傅

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
松
田
劉
猛
氏
も
甞

つ
て
此
の
地

の
民
俗
を
覗
察
し
是
れ
を
實
見
し
た
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

忠

清

道

の

巫

風

及

び

騨

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鵬
)

 
〔
忠
州
月
岳
紳
祠
〕
 
輿
地
勝
覽
に
、「
忠
州

の
月
岳
祠
は
，
月
岳
山
に
あ
る
が
、
高
麗
高
宗
四
十
二
年
に
、
蒙
古
兵
侵
入
し
.
州

の
城
に
擦

つ
て
山
城
を
攻
む
る
の
で
、
官
民
老
弱
は
非
常
に
之
を
恐
れ
て
，
肺
祠
に
避
難
し
て
ゐ
た
が
、
雲
霧
，
風
雨
。
雷
電
等

の
天
變

が
忽
ち
起
つ
て
，
暗
黒
の
冊
」界
と
化
し
て
仕
舞
つ
た
の
で
，
蒙

古
兵
は
騨
の
佐
け
が
あ
る
と
云
つ
て
.
逃
亡
し
て
し
ま
つ

た
」

と
。

 
〔
鎭
川
吉
澣

山
金
庚
信
祠
〕 
輿
地
勝
覽
に
依
れ
ば
、「
鎭
川
縣
山
川
條
に
、
吉
鮮
山
(
一
名
は
胎
靈
山
)
は
，
縣
の
西
の

一
里
牛
に

な
る
處
で
あ
る
が
.
新
羅
眞
準
王
時
代
に
，
萬
弩
郡
守
金
舒
玄
の
妻

が
，
妊
娠
し
て
か
ら
二
+
箇
月
も
た
つ
て
，
子

が
生
れ
た
か

ら
、
庚
信
と
云
つ
て
.
胎
盤
を
此
山
に
蔵
し
、
仍
つ
て
吉
鮮
山
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
」
と
。
祠
廟
條

に
、「
新
羅
時
代
，
金
庚
信

祠
を
吉
鮮
山
に
置
き
.
春
秋
毎
に
香
と
祀
文
を
以
て
，
祭
祀
を
行

ふ
た
が
、
高
麗
朝
も
其
の
祭
例
を
襲
用
し
た
の
で
あ
る
。
李
朝

 
 

(415
)

の
大
組
八
年
に
至
り
，
始
め
て
停
止
し
て
、
縣
官
を
し
て
致
祭
せ
し
め
た
。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(515
)

 
〔

鎭
川
龍
王
聯
及
び
三
祕
堂
〕 
東
國
歳
時
記

(洪
錫
謨
の
手
記
)
に
，
鎭
川
で
は
、
三
月
三
日
よ
り
、
四
月
八
日
に
至
る
間
，

女
人

が
巫
を
卒
ゐ
て
.
牛
潭
堂

・
東
北
龍
王
堂
及
び
三
紳
堂

に
於

い
て
.
子
を
所
求
す
る
が
、
四
方
の
女
人
が
皆
所
り
に
來
て
絶

え
な

い
，
叉
見
物
人
が
市
の
如
く
で
あ
つ
て
，
こ
れ
が
毎
年
の
こ
と

丶
な
つ
て
ゐ
る
」
と
。
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〔清
安
國
師
帥
〕
 
洪
錫
謨
東
國
歳
時
記
に
、「
清
安
の
俗
に
、
三
月
の
初
縣
の
首
吏
は
，
邑
人
を
蛮
ゐ
て
.
國
師
紳
の
夫
婦
を
.

東
而

の
長
岬
山
大
樹
に
迎

へ
て
邑
内
に
入
り
.
巫
覡
を
用
ひ
て
，
酒
食
を
供

へ
、
錚
及
び
皷
を
以
て
.
縣
衙
及
び
各
官
廳
に
於
い

て
紳
祀
を
行
ひ
，
二
十

日
後
に
至
つ
て
，
共
の
紳
を
元
の
處

へ
奉
邇
す
る
が
、
二
年
置
』・・に
之
れ
を
行
ふ
の
で
あ
る
」
と
。

 
〔
報
恩
俗
離
山
大
自
在
天
王
紳
〕
 
輿
地
勝
覽
に
、
「
報
恩
郡
俗
異
山
の
頂
に
、
大
自
在
天
王
祠
が
あ
つ
て
，
典

の
帥
は
毎
年
十
月

寅
日
に
，
法
住
寺

へ
降

る
.
僭
侶
等
は
祕
を
迎

へ
祀
つ
て
、
四
十
五
日
後
に
歸

る
の
で
あ
る
」
と
。

 
余

は
法
住
寺

の
信
侶

に
聞

い
た
が
，
自
在
天
王
紳
祀
は
、
甚
だ
淫
猥
な
も
の
で
あ
つ
た
。
大
晦
の
日
に
、
寺
の
僭
衆
は
大
會
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6且5
)

て
佛
事
を
行

ふ
に
當
り
、
木

の
棒
に
朱
塗
り
を
し
て
陽
莖
の
形
を
造
り
、

一
場
の
戯
劇
を
演
じ
て
典
の
紳
を
妥
じ
，
そ
れ
を
行
は

ね
ば
寺
に
災
難

が
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
近
年

に
至
つ
て
.
全
く
厥
止
よ。・
れ
て
居
る
云
々
。
按
す
る
に
.
自
在
天
王
と
は
.
佛
家

の
所

謂
欲
界
魔
王
で
あ

る
，
佛
が
道
を
成
就
す
る
時
、
魔
王
が
沮
害
す
る
と
は
，
佛
書
に
義
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
法
住
寺
で
は
、

此
の
紳
は
魔
力
μ
あ
る
と
て
，
淫
歔
を
以
て
委
す
る
が
，
實
は
之
れ
を
辱
か
し
む
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(脚
)

 
〔
清
風
木
偶
紳
徴
〕
 
清
風
郡
名
譽
の
あ
る
郡
守
金
延
壽
條

に

「
初
め
、
郡
の
人
は
木
偶
人
を
得
て
.
紳
と
し
て
毎
年
の
五
六
月

に
、
客
舎

(闕
牌
を
安
置
し
、
出
張
の
官
員
を
宿
泊

せ
し
む
る
舘
會
)

へ
奉
置
し
て
、
大
い
に
費
用
を
掛
け
て
祀
事
を
張
る
が
.

一
郡

の
人
が
皆
集
る
の

で
，
其
の
弊
害

の
及
ぷ
所
は
非
常
で
あ
つ
た
。
金
郡
守
着
任
す
る
や
，
直
ち
に
巫
覡
及
び
首
犯
者
を
逮
捕

し
て
杖
打
ち
、
且
つ
そ
の
木
偶
を
燒
却
し
た
が
、
妖
祀
は
逾
に
廢
絶
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。
(輿
地
勝
覽
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(815
)

 
〔
堤

川
方
面
の
金
溥

大
王
紳
〕 
金
溥
大
王
と
は
、即
ち
新
羅
の
末
王
敬
順
王
で
あ
る
が
，
忠
清
北
道
の
堤
川
清
風
及
び
江
原
道
の

原
州
の
人
は
，
其

の
紳
を
奉
じ
て
居
る
。
李
圭
景
五
洲
衍
文
、
金
溥
大
王
…辨
證
読
を
按
す
る
に

「
世
の
訛
傳
は
、
疑
に
由
つ
で
，
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造
ら
る
丶
の
で
あ
る
か
ら
.
據
る
所
の
あ
る
事
蹟
に
就
い
て
は
、
證
據
を
舉
げ
て
…辨
明
し
て
置
か
な
い
と
，
盆

々
鱒
變
に
轉
變
が

加
ふ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
，
竝
に
念
の
爲
め

一
言
し
て
置
か
う
。
余
が
甞

つ
て
、
忠
州
の
徳
山
面
城
巖
及
び
森
田
里
に
.
寓
居
す

る
時
，
清
風
府
月
岳

山
の
紳
勒
寺
に
遊
ん
で
.
老
僭
に
聞

い
た
が
，
此
の
地
は
即
ち
金
溥
大
王
の
避
亂
せ
ら
れ
た
處
で
あ
る
。
而

し
て
月
岳
の
後
に
、
徳
周
寺
が
あ
る
が
、
是
れ
は
徳
周
夫
人
の
立
て
ら
れ
た
所
で
あ
つ
て
、
寺
の
後
峯
に
，
金
溥
大
王
の
祠
が
あ

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(915
)

る
と
云
ふ
。
併
し
諸
書
を
考
察
し
て
も
.
據
る
所
が
な
か
つ
た
、
恐
く
は
是
れ
高
麗
の
恭
愍
王
が
，
紅
巾
の
亂
を
避
く
る
が
爲
め

に
、

幅
州

へ
往
か
れ
る
時
，
此
の
寺
を
通
過
し
把
か
ら
，
父
老
等
は
.
金
溥
大
王
と
訛
稱
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
最
後
に

U

書
を
得
た
が
、
そ
こ
に
は
記
事

が
詳
か
で
あ
つ
た
。
按
す
る
に
、
關
東
麟
蹄
縣
に
新
羅
敬
順
王
の
居
住
せ
ら
れ
花
處
が
あ
つ
て
，

仍
つ
て
金
溥
大
王
洞

と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
邑
誌
に
多
く
の
事
蹟

が
載
せ
ら
れ
て
居
る
が
，
こ
れ
は
即
ち
新
羅
の
降
王
金
溥
で

あ
る
。
其
の
後
百
濟
甄
萱
の
亂
が
起
る
や
、
國
の
小
京
に
來
往
せ
ら
れ
た
事
が
あ
つ
た
か
ら
，
忠
州

・
清
風

・
堤
川

・
原
州
の
間

に
は
，
多
く
の
遯
蹟

が
あ
つ
て
、
今
ま
で
傳

へ
ら
れ
て
居
る
。(
そ
の
時
金
溥
と
稱
し
て
居
る
は
.
他
の
琢
稱
す
べ
き
所
が
な
い
か

ら
、
そ
の
儘
姓
名
を
呼
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
る
。

 
原
州
龍
華
山
に
、
鶴
樹
菴
と
敬
順
王
願
堂

が
あ
る
。
敬
順
は
離
宮
を
堤
川
の
遏
慶

に
構

へ
紀
が
、
天
は
石
佛
を
降
さ
れ
.
龍
華

山
の
絶
頂
に
立
て
ら

れ
た
か
ら
.
王
は
堤
川
よ
b
移
住
せ
ら
れ
、
毎
日
白
雲
山
の
南
蛻

に
登
つ
て
拜
み
，
仍
つ
て
願
堂
を
山
の
下

に
築

き
て
.
黄
山
寺
と
號
し
た
。
王
は
又
高
自
罨
を
造
り
.
御
自
身
の
省
像
を
奉
安
せ
ら
れ
た
が
.
寳
徳
十
四
年
秋
八
月
に
。
追

從

々
孫
臣
金
信
倫

が
、
更
に
敬
順
王
の
肯
像
を
作
り
影
堂
を
佛
閣
の
左
に
改
築
し
，
敬
天
廟
と
號
し
た
の
で
あ
る
。
叉
順
天
の
松

展
寺

に
.
省
像
を
奉
安
さ
れ
て
ゐ
た
が
，
甞

つ
て
、
倭
人
が
自
國

へ
迎
ひ
入
れ
て
、
之
を
模
瀉
し
奉
還
し
た
と
云
ふ
。
慶
州
黄
南
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(025
) 
 
 

(謝
)

殿
に
、
又

一
幅
の
薔
像

が
置
か
れ
て
ゐ
て
，
本
州
よ
り
慕
奉
を
涙
遣
し
て
守
謹
せ
し
め
た
が
.

一
里
外
に
影
池

が
あ
つ
て
.
殿
閣

の
影

が
常
に
映
つ
て
居

π
と
云
ふ
読
も
あ
る
。
鷄
林
佛
國
寺
に
，
叉
唐
鞋

一
足
，
水
晶
製
の
冠
の
紐

・
玉
佩

・
金
螺
盃
が
あ
b
，

京
畿
長
湍
高
浪
洞
に
、
金
溥
大
王
の
陵
が
あ
る
と
云
つ
て
居
る
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恥

江

原

道

の

巫

風

及

び

騨

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

〔
原
州
雉
岳
山
祠
〕
 
輿
地
勝
覽
に

「
原
州
雉
岳
山
祠
は
、
其
の
山
上
に
あ
る
が
、
俗
に
普
門
堂
と
稱
し
て
，
春
秋
毎
に
香
と
祀

文
を

以
て
、
致
祭
す
る
の
で
あ
る
」
と
。

 

〔高
城
紳
祠
〕
 
洪
錫
謨
東
國
歳
時
記
に
、
「
高
城
の
俗
に
，
毎
月
の

一
日
と
十
五
日
に
、
官
は
郡
の
祠
堂

に
於
い
て
祭
る
。
そ
の

時
綵
緞
を
以
て
紳
の
假
面
を
作
り
.
堂
の
中
に
置
く
の
で
あ
る
。
臘
月
の
二
十
日
よ
り
は
，
其
の
聯
が
邑
村
に
降
る
と
云
つ
て
，

其
の
假
裝
を
持

つ
て
，
官
衙
及
び
民
家
を
舞
蹈
し
な
が
ら
訪
問
す
る
が
、
家

々
は
喜
び
之
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
翌
年
の
正
月
十

五
日

に
は
，
祕
を
堂
に
奉
還
す
る
の
が
，
毎
年
の
常
例
で
あ
る
」
と
。

 
〔
三
陟
鳥
金
簪
紳
〕
 
東
國
輿
地
勝
覽
に
依
れ
ば
，
三
陟
風
俗
條

に
、「
巫
と
鬼
を
信
頼
し
て
.
烏
金
簪
を
祭
る
。
邑
内
の
人
は
簪

を
小
凾

に
入
れ
て
、
城

の
東
隅
の
樹
下
に
藏
し
置
き
，
毎
年
の
端
午
節

に
は
.
官
民
共
同
立
會
の
下
に
取
b
出
し
て
之
を
祀
り
、

祭
祀
が
終

つ
た
ら
，
璽

日
元
の
處

へ
還
納
す
る
の
を
例
と
し
て
ゐ
た
。
是
れ
は
高
麗
太
租
時
代
の
遣
物
で
あ
る
と
云
ふ
傳
読
も
あ

る
が
、
何
磬

之
集

る
か
の
嚢

は
詳
で
な
い
。
併
し
官
撞

例
と
し
て
之
を
禁
じ
な
か
つ
た
。
」
と
撃

先
生

(黼
別
集
)
毳

庵
(孝元
)
遺
事
に
、
「蒙

三
陟
宰
の
時
代
に
は
.
何
よ
り
も
民
政
の
革
新
を
霧

と
し
て
居
た
・
邑
内
に

一
本
の
金
の
禦

あ
り
・

新
羅
時
代
か
ら
傳

へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
緊
重
に
封
緘
し
て
城
隍
に
蔵
し
，
居
民
は
紳
明
の
如
く
に
信
奉
し
、
邑
村
の
穂

ぺ
て
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の
事
は
必
す
濤
告
し
て
後
に
行
ふ
の
で
あ
つ
た
。
故
に
巫
覡
は
毎
日
是
れ
に
奔
走
し
.
幾
百
世
代
を
經
て
徇
人
民
の
惑
ひ
は
，
深

く
な
る
ば
か
り
て
、
そ
の
害
毒
は
到
抵
救

へ
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
公
は
憤
然
廓
清
の
決
心
を
起
し
，
日
を
擇

ぴ
て
祭
料
を
供

へ
、
士

人
の
強
き
者
若
干
人
を
招
き
，
親
し
く
淫
祠
に
往
つ
て
，
金

の
包
裝
を
破
棄
し
.
之
を
火
中
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。
時
に

新
任
の
官
が
.
親
し
く
之
を
祭
り
，
村
閭
の
會
衆
が
大
變
で
あ
つ
た
が
、
是
れ
を
見
る
や

一
般
に
吃
驚
し
.
今
に
も
何
か
の
災
難

が
起
る
か
と
恐
怖
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
公
は
夲
然
と
し
て
.
堂
宇
を
掃
除
せ
し
め
。
城
隍
の
位
版
を
其
の
中

に
移

安

し
.
冠
服
を
整

へ
て
親
く
祭
祀
を
行

つ
た
が
、
拜
觀
者
は
愈

々
悚
然
と
し
て
，
歟
服
せ
ざ
る
者
は
な
か
つ
た
。
元
來
三
陟
は
嶺
と

海
の
間

に
介
在
す
る
僻
村
で
あ
つ
て
、
俗
は
鬼
紳
を
街
び
.
民
は
質
朴
に
し
て
.
文
化
に
邏
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
公
は
鏡
意
舊

習
を

一
新
し
.
賦
税
搖
役
に

一
定
の
標
準
を
立
て
、
民
間
の
子
弟

に
教
育
を
施
し
、
秀
才
を
擇
び
て
詩
と
禝
儀
を
授
け
，
冠
婚
喪

薬
等
も

一
々
簡
便
の
式

に
依
り
、
之
れ
を
行
は
し
め
た
が
、
風
俗
大
い
に
革
ま
b
.
民
衆
は
官
を
親
み
、
心
か
ら
悦
服
す
る
に
至

つ
た
」
と
。

 
 
(425
)

 
許
眉
叟

(穆
)
記
言

に
、
「
烏
金
簪
は
そ
の
由
來
甚
だ
久
し
く
、
其
の
始
を
知
b
得
な
い
が
、
毎
年
の
五
月
五
日
に
群

巫

を

聚

め
，
三
日
間
大
祀
を
行

ふ
て
ゐ
る
。
儀
式
の
切
は
戸
長
が
主
管
し
、
祭
祀
を
始
め
る
に
先
き
立
つ
て
，
大
い
に
忌
み
避
く
る
の
で

あ
る
。

こ
の
時
放
客
を
留
め
な
い
，
叉
喪
家
を
し
て
泣
聲
を
制
止
せ
し
む
る
。
祭
祀
に
從
事
す
る
數
人
の
者
は
、
幅
を
受
け
ん
と

て
、
爭

ふ
て
財
物
を
散
ら
し
て
居
る
が
.
若
し
敬
意
が
足
ら
な
け
れ
ば
.
殃
咎
が
立
ち
所
に
至
る
と
し
て
.
戰

々
兢

々
た
る
も
の

で
あ
つ
紀
。
府
使
丁
彦
墳
は
、
其
の
祠
を
禁
じ
，
そ
の
簪
を
石
室
の
中
に
閉
ぢ
た
の
で
あ
つ
た
。
」
と

 
(躅
)

蔡
濟
恭
樊
巖
集
三
陟
烏
金
簪
歌
に
、
「
烏
金
簪
は
高
麗
朝
よ
b
傳

へ
ら
れ
た
と
云
つ
て
.
州
の
人
は
之
れ
を
奪
ぴ
て
祀

祕

と

し
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た
。
叢
祠
は
古
城
の
陰
げ
に
立
て
ら
れ
、
毎
年
の
五
月
五
日
に
.
簪
紳

が
出
動
す
る
と

て
爭
ふ
て
之
れ
を
観
る
。
老
巫
は
彩
衣
を

着
け

て
先
導
を
な
し
.
大
鬢
廣
場
を
以
て
翩
た
と
舞
ふ
。
三
陟
府
内
數
百
の
民
戸
悉
く
俯
首
せ
ざ
る
者
は
な
い
。
笙
簫
の
合
奏
忽

ち
断
ち
叉
忽
ち
績
く
、
巫
が
簪
の
代
言
を
す
る
。
即
ち
「
爾
の
家
の
眷
口
は
凡
そ
幾
人
ぞ
，
吉
凶
渦
輻
は
た
ゴ
吾
の
權
限
に
あ
る
。

愚
氓
よ
紙
布
米
粟
金
錢
等
を
獻
納
す
る
に
惜
む
勿
れ
.
鳴
呼
，
鳥
金
簪
よ
.
人
の
厚
施
を
受
け
、
將
さ
に
何
を
以
て
報
ゆ
る
か
.

皇
天
の
紳
は
上
に
あ
つ
て
之
を
俯
瞰
す
、
汝
は
恐
ら
く
不
安
に
包
ま
れ
る
で
あ
ら
う
。
病
人
は
療
り
を
求

め
.
貧
家
よ
り
は
富
を

求
む
，

爾
の
責
任
愈

々
重
く
し
て
，
吾
却

つ
て
之
を
憂
ふ
。
簪
よ
簪
よ
.
寧
ろ
祠
肺
に
な
ら
な
い
方
が
よ
か
つ
た
。
肺
を
溝
壑
に

棄
て
た

ら
.
留
底
の
煩
悶
は
な
く
な
る
た
ら
う
」
と
。

 
是
れ
に
依
つ
て
按
す

る
に
、
烏
金
簪
は
た
ゴ

一
箇
の
み
な
る
に
.
金
孝
元
は
火
中

に
投
じ
.
丁
彦
墳
は
石
室
に
閉
ぢ
た
と
云
ふ

記
事
が
あ
る
。
叉
正
宗
時
代
に
蔡
濟
恭
が
淫
祀
に
就
い
の
歌
を
作
つ
た
の
を
見
れ
ば
，
蓋
し
烏
金
簪
自
禮
は
な
く
な
つ
て
も
，
州

民
等

の
心
的
信
仰
は
除
け
な
か
つ
た
か
ら
.
其
の
後
も
續
け
て
祀
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

 
〔嶺

東
山
聯
祭
〕
 
南
孝
温
秋
江
冷
話

に
、「
巓
東
の
民
俗
に
、
毎
年
の
三
、
四
，
五
月
中
に
.
日
を
擇
ぴ
.
巫
を
迎

へ
て
山
紳
を

祭
る
が
，
富
裕
な
る
者

は
馬
に
載
せ
.
貧
乏
な
る
者
は
背
負

つ
て
.
鬼
帥
の
前
に
陳
列
す
る
の
で
あ
る
。
笙
簫
鼓
瑟
を
以
て
、
三

日
績
け

て
醉
飽
を
擅

に
し
て
か
ら
.
家
に
歸
つ
て
始
め
て
賓
買
を
す
る
の
で
あ
る
」
と
。

 
m
太
白
紳
祠
〕 
成
俔
虚
白
堂
集
、
紳
堂
退
牛
論
に
云

ふ
。
禮
記
を
按
す
る
に
、
天
子
は
天
地
を
祭
り
.
諸
侯
は
山
川
を
祭
り
，

大
夫
は
廟
を
祭
り
.
庶

人
は
砠
先
を
祭
つ
て
，
共
の
名
位
が
順
序
に
定
め
ら
れ
.
少
し
も
紊
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
山
川
を
祭

る
は
、

嶽
檀
丘
陵
を
鎭

壓
し
て
，
民
國
に
功
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
も
山
川
が
祀
典
に
載
せ
ら
れ
て
.
毎
年
の
春
秋
に
，
使
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 天

臣
を
し
て
香
と
祀
文
を

以
て
.
先
王
の
禮
を
用
ひ
祭
ら
し
む
る
が
.
其
の
軆
節
は
誠
を
盡
し
て
居
る
。
從

つ
て
紳
の
報
應
も
速
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(925
)

で
且

つ
豐
富

で
あ
る
。

然
る
に
、
太
白
山
紳
は
何
帥
で
あ
ら
う
か
，
山
は
高

い
と
雖
も
，
祀
典
に
は
載
せ
て
な
い
、
こ
れ
は
民
國

に
何
等
の
功
盆
が
な
い
か
ら
で
あ
ら
う
。
若
し
祭
日
に
な
れ
ば
，
三
道
か
ら
の
會
衆

が
潮
の
如
く
や
つ
て
く
る
が
，
祭
り
が
絡
れ

ば
、
各
々
そ
の
牛
を
紳
堂

の
前
に
繋
ぎ
，
若
し
顧
み
れ
ば
紳
罰
を
受
く
る
と
て
、
其
の
儘
歸
る
の
で
あ
る
。
三
日
後
に
は
郡
が
之

れ
を
收
用
す
る
，
退
牛
と
云
ふ
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
毎
年

の
四
月
八
日
に
，
其
の
紳

が
城
隍

に
降
つ
て
、
五
月
充
日
に
は
、
叉

た
還

山
式

が
あ
る
が
、
邑
人
等
の
迎
迭
振
は
非
常
な
も
の
で
あ
つ
た
。
祭
る
前
に
魚
を
食

へ
ば
、
票
b
が
あ
る
と
て
，
家
に
珍
貴

な
る
海

昧
が
あ
つ
て
も
泱
し
て
食
は
な
い
、
蓋
し
惑
の
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
孔
子
は

「
鬼
紳
を
敬
ひ
て
之
を
遑
ざ
く

べ
く
、
叉

鬼
紳

で
な

い
の
を
祭
る
の
は
諂
ひ
で
あ
る
」
と
云
は
れ
た
。
恩
愛
を
受
け
て
居
た
其
の
親
の
祭
祀
を
，或
は
闕
く
こ
と
が
あ
る
が
，

何
等
直
接
の
關
係
な
き
も
の
を
祭
る
に
却
つ
て
厚
く
す
る
の
は
.
先
王
の
制
で
も
な
け
れ
ば
.
又
朝
廷
の
大
法
に
も
違
反
す
る
の

 
 
 
 
 
 
 
(035
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

で
あ
る
。
昔
，
西
門
豹

は
，
河
棘
に
婦
を
娶
ら
む
る
が
爲

め
に
，
巫
女
を
沈
め
た
が
、
そ
の
地
の
惡
習
慣
が
忽
ち
消
滅
し
た
。
又

狄
仁
傑
.
范
仲
淹
は
、
淫
祀
を
焼
き
拂
つ
て
，
大
い
に
怪
俗
を
革
清
し
た
の
で
あ
る
。
現
に
字
牧
の
官
と
し
て
、
此
の
頽
麼
せ
る

風
俗
を
挽
囘
す
る
も
の
が
，

一
人
も
ゐ
な
い
の
を
惜
む
」
と
。

〔溟
州
囈

姦

轟

〕

蓼

蠎

覆
饕

大
嶺
山
礬

並
び
に
序
文
を
撃

る
に
・
礬

の
冥

余
は
溟
州
長

る
時
五

月
五
日
州
人
が
大
嶺
紳
を
迎
ふ
る
の
を
見
た
が
、
そ
れ
は
新
羅
將
軍
金
庚
信
の
帥
だ
と
云
つ
て
ゐ
た
。
公
が
少
年
時
代
本
州

へ
來

b
，
山
紳
よ
b
釼
の
妙
術
を
教
は
る
計
b
で
な
く
.
叉
紳
の
指
圖
に
依
り
，
南
禪
智
寺
に
於
い
て
.
九
十
日
も
か
丶
つ
て
寳
刀
を

鑄
造
し

だ
が
。
刀
の
光
り
は
霜
雲
を
凌
ぐ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
公
は
之
を
佩
用
し
て
嚇

々
た
る
武
功
を
收
め
、
死
し
て
嶺
の
紳
に
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祀
ら
れ
.
靈
感
著
し
と

て
、
か
く
州
人
が
祭
る
の
で
あ
る
。
五
月

一
日
よ
b
旋
蓋
及
び
花
環
等
を
持
ち
，
大
嶺

へ
往

つ
て
紳
を
迎

へ
、
府
廰

へ
奉
安
し
て
五
月

一
ば
い
は
諸
戯
娯
樂
を
爲
す
。
若
し
紳

に
喜
ぴ
あ
れ
ば
、
そ
の
年
豐
作
の
兆
で
旋
蓋
が
倒
れ
な
い
が
・

若
し
風
水
の
災
難
で
も
あ
る
な
ら
ば
，
必
ら
す
旌
蓋

が
倒
れ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
。
余
は
公
の
生
前
の
偉
業
を
慕
ふ
と
同
時
に
、
又

死
後

ま
で
も
人
の
渦
幅
を
操
縱
す
る
の
は
、
洵
に
奇
異
と
し
て
，
茲

に
賛
辭
を
呈
す
る
の
で
あ
る
」
云
々
。

 
〔
楊

口
城
隍
祕
〕 
成
倪
虚
臼
堂
集
，
楊
口
驛
亭
條
に
、「
迎
帥
曲
，
清
晨
鼓
笛
花
山
阿
.
端
午
隍
祕
降
人
家
、
競
扶

風

馭

相

傳

芭
.
雅
鬟
萬
袖
紛
婆
娑
.
老
巫
變
顏
降
帥
語
轂
朝
、
霞
邁
同
飯
口
、
漉
醪
炊
黍
自
去
來
、
歸
途
月
黒
長
林
阻
、
湊
清
渙

々
紅
芍
藥
，

邂
逅
相
逢
爭
戯
謔
。
偶
因
紳
食
酢
爲
歡
，
不
必
更
憑
青
鳥
約
。
逾
紳
曲
.
雲
林
斉
翠
多
喬
木
.
約
捷

芝
梁
編
小
屋
、
坎

々
伐
鼓
振

幽
谷
，
茅
縮
清
醪
宰
黄
犢
.
爭
膜
萬
指
所
百
穀
.
淫
祀
年
々
自
成
俗
，
三
日
醉
歡
獪
未
足
，
叉
向
豪
門
來
糶
穀
.
紙
錢
焼
破
風
生

寒
，
渺

々
霓
旋
不
可
攀
.
欄
…街
兒
女
紛
聚
觀
.
逾
祕
萬
騎
還
松
巒
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎

慶

尚

道

の

巫

風

及

び

禪

祠

 
〔陜

川
正
見
大
干
祠
〕
 
輿
覧
陜
川
郡
祠
廟
條
に
、「
正
見
大
王
祠
は
.
海
印
寺
の
中
に
あ
る
が
、
俗
に
大
伽
椰
國
王
后
正
見
が
・

死
し
て
山
肺
と
な
つ
た
」
と
。

〔
蔚

山
戒
邊
紳
〕

輿
覽
蔚
山
府
古
跡
條
に
、
「
紳
鶴
城
即
ち
戒
邊
城
は
、
郡
の
束
の
牛
里
の
所
に
あ
る
が
，
金
克
己
の
所
謂
戒
邊

紳
は
，
鶴
を
駕
し
て
紳
頭
山
に
降

る
と
云
つ
て
ゐ
た
が
，
今
も
そ
の
遣
址
が
あ
る
」
と
。

 
〔
寧
海
八
鈴
祕
「〕
 
輿
覽
寧
海
都
護
府

(名
匿
)
條
に
、
「
民
俗
は
八
鉛
紳
に
惑
ひ
て
，
祭
祀
は
甚
だ
淫
演
で
あ
つ
た
。
禹
倬
は
司

録
と
し

て
赴
任
し
て
か
ら
.
そ
れ
を
粉
碎
し
て
海
に
沈

め
た
が
、
淫
祀
は
逑
ひ
に
絶
つ
た
の
で
あ
る
。
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〔
軍
威
金
庚
信
祠
〕
 
輿
覧
，
軍
威
縣
祠
廟
條
に
、「
金
庚
信
祠
は
、
孝
寧
縣
西
岳
に
あ
つ
て
、
俗
に
三
將
軍
堂
と
稱

へ
て
居

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(735
)

が
，
毎
年
の
端
午
節

に
、
縣
の
首
吏
は
邑
人
を
攀
ゐ
て
、
驛
騎
旗
鼓
を
以
て
紳
を
迎
へ
、
村
閭

へ
遊
び
に
歩
く
し
と
。
○
許
樞
詩

 
 

(835
)

に
、
人
言
古
將
主
西
城
、
遣
俗
于
今
祀
事
明
。
毎
歳
無
違
重
五
日
.
竪
旗
槌
鼓
慰
紳
情
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鵬
)

〔
晋
州
智
異
山
聖
母
祠
〕
 
輿
覽
 
晋
州
牧
祠
廟
條

に
、
「
聖
母
祠
は
.
智
異
山
天
王
峯
に
あ
る
が
、
聖
母
倣
に
靱
の
痕
跡

が
あ
る

と
云

ふ
。
傳
設
に

「
倭
寇
が
李
朝
の
太
組
に
逐
は
れ
、
窮
逍
に
陷
る
や
，
天
王
の
祟
b
だ
と
云
つ
て
.
憤
然
と
其
の
面
を
斫
つ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0騒
)

去
つ
た
」
と
，
高
麗
名

臣
傳
に

「
鄭
地
が
倭
を
防
ぐ
が
爲
め
に
、
南
海
に
到
つ
た
が
，
折
か
ら
大
雨
が
降
り
て
，
軍
の
行
動
は
不

便
で
あ
つ
た
、
人
を
使

つ
て
智
異
山
祠
に
所
ら
し
め
，
國
の
存
亡
は
こ
の

一
擧
に
あ
る
か
ら
，
冀
ふ
、
予
を
助
け
て
聊
の
赤
面
に

至
る
を
作
る
勿
れ
と
云

つ
た
が
，
雨
が
果
し
て
止
ん
だ
」
と
。

 
 
 

(測
)

 
高
麗
朴
全
之
撰
，
靈
鳳
山
龍
巖
寺
亘
創
記
に
、「
昔
し
開
國
祀
師
道
読
が
、
智
異
山
聖
母
天
王
の
密
囑
に
依
り
.
若

し

三

…巖
寺

(諜

騒

燬
)を
創
建
し
窒

三
撃

壟

し
て
遣
る
士
云
々
熱

鑿

爨

)

 

(糒
)

 
鄭

弘
溟
睡
翕
謾
筆

に
、
「
天
然
禪
師
は
豪
傑
で
あ
つ
た
。
身
の
丈
八
尺
，
そ
の
勇
敢
な
る
膽
力
は
人
に
勝
れ
て
居
る
。
甞

つ
て
智

異
山
を
邇
過
す
る
に
、

所
謂
天
王
峯
淫
祠

が
あ
つ
て
 

夙
か
ら
靈
怪
を
現
す
と
て
、
遞
行
す
る
者
の
中
に
.
若
し
誠
心
を
以
て
所

ら
す

ぱ
，
數
歩
も
立
た
な
い
う
ち
に
、
人
蓄

が
共

に
倒
れ
死
に
を
す
る
と
云
ふ
恐
し
い
傳
詮
が
あ
つ
た
。
併
し
天
然
師
は
，
彼
れ

虎
妄

で
あ
る
と
臂
を
揮
ひ
大
書
壯
語
し
，
邇
過
せ
ん
と
し
た
が
。
少
し
歩
い
て
乘
馬

が
忽
ち
倒
れ
た
の
で
、
天
然
は
大

い
に

憤

り
，

死
馬
を
祠
の
中

に
て
屠
り
.
血
を
以
て
祠
の
壁
を
汚
し
、
擧
骨
で
紳
像
を
打
破
し
、
堂
宇
を
燒
却
し
て
去
つ
た
が
、
其
の
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(445
) 
 
 
(猫
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(躅
)

紳
の
怪
設
が
な
く
な
つ
た
の
で
，
通
行
す
る
者
は
大
い
に
安
心
し
て
ゐ
た
」
と
。
○
松
川
梁
應
鼎
.
天
然
に
題
し
た
詩
に
、「
張
拳

  60(145)



李能和 「朝鮮の巫俗」註

一
碎
峯
頭
石
、
魍
魎
無

依
臼
査
(啼
)。
」
と

 

〔
熊
川
熊
山
紳
堂
〕
 
輿
覽
，
熊
川
縣
祠
廟
條
に
、「
熊
山
紳
堂
は
，
其
の
山
の
上
に
あ
る
が
，
土
人
は
毎
年
の
四
月
に
、
帥
を
迎

へ
て
山
に
降
り
，
四
方

か
ら
の
會
衆
が
、
鍾
鼓
雜
戯
を
以
て
之
れ
を
祭
る
」
と
。

 

〔
宛
丘
紳
堂

「
宛
丘

は
義
城
で
あ
る
」
〕

鶴
峯
金
誠

一
集
に
、
「
父
堤

は
成
均
儒
生
で
あ
つ
て
.
常
に
世
俗
が
巫
覡
崇
信
す
る
の

を
憤

慨
し
、
嚴
に
排
斥
し

て
ゐ
た
か
ら
、
當
時
の
巫
覡
は
父
の
名
を
聞
い
て
は
、
大
い
に
戰
慄
し
、
父
の
居
住
す
る
所
に
は
，

一

人
も
近

づ
く
者
は
な
か

つ
た
。
縣
の
南
山
に
紳
祠
が
あ
り
、
俗
に
高
麗
朝
の
廉
興
邦
の
紳
だ
と
云
つ
て
，
日
々
に
淫
祀
が
盛
で
あ

つ
た
。
父
は
或
日
其
の
紳
を
叱
り
.
汝
は
前
朝
の
奸
臣
で
あ
つ
て
、
死
す
と
も
爾
ほ
そ
の
罪
は
餘
b
あ
る
に
.
却
つ
て
靈
と
し
て

人
民
を
惑
は
す
の
は
、
甚
だ
不
屆
の
至
り
で
あ
る
と
云
つ
て
、
人
を
し
て
毀
破
せ
し
め
た
の
で
、
宛
丘
の
妖
俗
は
少
し
は
改
革
さ

 
 
 
 
 

(355
)

れ
た
の

で
あ
る
。

 
〔
慶
州
豆
豆
里
祕
〕
 
輿
覽
 
慶
州
府
古
跡
條

に
、「
府
の
南
の

一
里
あ
る
所
に
.
王
家
の
妖
藪
が
あ
つ
て
、
俗
に
豆
豆
里
と
云
つ

て
ゐ
る
が
、
豆
豆
里
紳
或
は
鼻
荊
の
紳
と
し
て
祭

つ
て
ゐ
る
」
と
。
(新
羅
眞
智
王
の
死
嵬
に
、
桃
花
螟
と
配
し
て
、
子

を
産
み
、
鼻
荊
郎
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
)

〔
嶺
湖

蔕

地
方
靈
轟

〕

李
響

宗
+
年
丙
午
に
・
掌
令
柳
河
源
跣
を
以
て
・「欝

靉

の
論
は
五
+
箭

に
洛
海
か
ら
始

ま
つ
て
，
其
の
後
は
各
州
郡

へ
傳
播
さ
れ
、
家

々
が
奉
祀
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
，
民
俗
は
甚
だ
妖
妄
で
あ
る
か
ら
，
溢

臣
を
し

て
禁
せ
し
め
た

い
」
と
云
つ
た

が
.
王
は
之
れ
に
從
は
れ
た
。
(録

)

李
朝
正
譖

代
，
石
北
申
光
簗

叢

謹

懿

鋸

趨

謬

、)詩
に
・
「石
麺
東
北
是
契

琶

春
風
渺
可
隣

孤
島
似
萍
浮
積
水
，
遞
帆
如
水
入
蒼
畑
、
今
朝
已
盡
迎
燈
月
.
故
國
先
歸
御
史
船
.
漫
作
飄
零
南
斗
客
。
白
頭
漸
愧
漢
鞍
仙
。
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(鰤
)

 

洪
錫
謨
東
國
歳
時
記

に
、「
嶺
南
俗
に
。
二
月
に
な
れ
ば
，
家
々
が
祕
を
祭
る
が
.
そ
れ
を
靈
登
紳
と
云
つ
て
居
る
。

 
 

(5
)

 

尹
廷
鋳
寅
寰
録
に
、
「嶺
登
紳
と
は
，
二
月
に
風
帥
を
祀
る
と
稱

へ
て
あ
る
」
と
。

 

按
す

る
に
、
此
の
聯
に
對
す
る
稱
號
は
、
そ
れ
み
丶
違
つ
て
ゐ
る
が
，
何
れ
が
正
當
で
あ
る
か
は
確
か
で
な
い
。
蓋
し
靈
童
は

農
家
の
奉
す
る
所
の
祕

で
、
紳
の
起
源
は
、
諸
詭
紛

々
と
し
て
詳
で
な
い
。
或
は
永
同
郡
知
印
の
祕
で
，
名
を
永
同
と
し
た
と
云

ひ

(永
同
と
窺
童
と
ば

普
が
同
じ
で
あ
る
)
或
は
慶
山
郡
田
童

の
帥
で
あ
る
故
に
、
嶺
童
と
稱

へ
て
祭
れ
ば
.
農
作
が
嬰
登
す
る
か
ら
.
農
民
が
多
く
奉

す
る
と
云
つ
て
ゐ
る
。

又
俗
に
嬾
登
紳
と
云
つ
て
.
女
の
兒
を
帶
同
し
て
降
れ
ば
，
其
年
に
は
風
が
多
く
あ
る
が
、
若
し
男
の
子

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(955
)

を
蓮
れ

て
下
り
た
ら
雨

が
多

い
。
故

に
風
靈
登
雨
靈
登
の
稱

へ
が
あ
る
。

蓼

恭
(魑
集

風
激

に
・「蔕

作
餅
鬢

粤

刎篝

轟

前
伏
・
黎

但
甃

嬰

昨
募

覆

亦
得
・
黄
蠱

庭

鼓
鼕

々
、
村
家
有
願
誠
不
侈
。
宅
中
牛
羊
迭
牛
雛
、
為
與
衆
子
爲
生
理
。
東
陂
種
木
多
鳥
雀
.
願
帥
騙
去
滋
我
穗
。
秋
成
及
時
入

宜
倉
，
令
我
肥
膚
菟
楚
策
。
生
孫
二
歳
或
三
歳
、
柢
恐
名
入
簽
丁
裏
。
帥
手
砧
我

一
家
人
.
明
年
二
月
復
迎
肺
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

物

關
 

西
 

巫
 

風

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(

 

(265
) 
 
 
 
 
 
(彎

 
〔
關
西
巫
術
〕
 
李
朝
純
宗
十
三
年
壬
申
六
月
壬
寅
に
、
「
教

へ
て
、
關
西
地
方
に
は
、
偲
巫
の
雜
術
が
並
び
行
は
れ
，
民
俗
が
頽

敗
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
.

一
切
そ
れ
を
禁
斷
す
べ
し
」
と
。
瑜
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

④

 
全
羅
道
の
巫
風
及
び
紳
祠

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(

 
〔
光
州
無
等
山
紳
祠
〕
 
輿
覽
、
光
州
縣
祠
廟
條
に
、「
無
等
山
祠
は
.
縣
の
東

一
里
の
所
に
あ
る
。
新
羅
で
は
小
祀
に
載
せ
て
ゐ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鰯
)

た
が
，
高
麗
朝
で
は
國

祭
と
し
た
の
で
あ
る
。
東
征
元
帥
金
周
鼎
は
各
官
の
城
隍
を
祭
つ
て
、
紳
の
異
蹟
を
許
し
た
。
縣
の
城
隍

一62(143)一
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(665

)
一
四

九

一
年

は
鉛
を

三
度
鳴
ら
し
た

の
で
、
金
は
朝
廷
に
報
告
し
て
爵
を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
，と
。

 
〔
羅

州
錦
城
山
紳
祠
〕
 
李
朝
實
録
に
依
れ
ば
，
成
宗
二
十
二
年
辛
亥
九
月
丙
戊
に
、
鄭
啓
鐸
は
啓
し
、「
臣
が
甞
つ
て
.
全
羅
道

都
事
に
任
せ
ら
れ
.
本
道

の
風
俗
を
觀
察
し
た
が
、
淫
祀
を
佝
ぴ
て
、
錦
城
山
祠
に
所
傭
を
す
る
者
は
、
た
だ
そ
の
附
近
に
居
住

す
る
者

ば
か
b
で
な
く
.
遑
方
よ
り
來
る
者
も
澤
山
あ
る
。
ヌ
士
族
の
婦
女
は
處
女
等
を
連
れ
來
ら
て
、
留
ま
る
こ

と

も

あ
る

が
、
家

族
等
を
失
つ
て
、
是
れ
に
由
る
醜
聞
も
ぞ

あ
る
。
併
し
守
令
藁

薄

ざ
る
は
、
そ
の
紳
税
米
を
取
つ
て
・
毎
欝

厚

署
に
納

め
る
か
ら
で
あ
る
。
謫
ふ
，
之
れ
を
革
め
て
風
俗
を
革
め
弛
い
」
と
云
つ
た
が
.
王
は
叉
左
右
の
人
に
問
は
れ
た
の
で
，

洪
應
は

「
始
め
は
，
淫

祀
す
る
者
を
抑
壓
す
る
が
爲
め
に
，
税
を
定

め
ら
れ
た
の
だ
が
、
未
だ
根
本
問
題
が
解
決
せ
ら
れ
な
か
つ

た
か
ら
、
税
米
も
叉
廢

す
べ
き
で
な
い
」
と
答
湊
し
た
。
王
は
丞
政
院
に
命
じ
て
，
監
司
を
し
て
錦
城
山
祠
を
嚴
禁
せ
し
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
〇
十
月
己
未
に
、
全
羅
道
觀
察
使
金
克
儉
啓
し
、「
屡
々
の
教

へ
に
依
つ
て
、
羅
州
錦
城
山
淫
祀
を
禁
斷
せ
し
む
る

が
、
紳
米
と
し
て
毎
年
歸
厚
署
に
、
納
め
る
の
が
六
十
石
の
多
額

に
上
る
か
ら
，
是
れ
に
由
つ
て
守
令
も
但
だ
士
族
婦
女
を
禁
す

る
の
み
で
，

一
般
の
庶
人
は
放
任
に
附
し
て
ゐ
る
樣
で
あ
る
。
そ
れ
は
淫
祀
取
締
り
の
大
意
と
矛
盾
し
て
居
る
，
紳
布
米
の
條
令

を
革
除
し
た
い
」
と
云

つ
た
が
，
議
政
府
で
會
議
の
結
果
、
「
淫
祀
の
禁
斷
は
大
典
に
載
せ
て
あ
る
計
り
で
な
く
，
是
れ
に
由
つ
て

の
教
旨
も
，

一
再
に
止

ら
な
い
の
に
，
未
だ
實
行
に
至
ら
な
い
の
は
、
但
だ
守
令
の
責
任
を
問
ふ
べ
き
で
あ
る
，
必
ら
す
し
も
新

法
令
を
立

て
る
必
要
を
詔
め
な
い
、
帥
米
は
禁
令
を
犯
し
た
物
で
あ
る
か
ら
，
官
よ
b
沒
收
す
る
の
が
當
然
で
あ
ら
う
。」
と
奏
し

た
の
で
，
王
は
之
れ
に
從
は
れ
た
。

 
申
宗
+

一
年
五
月
癸
丑
に
、
記
事
官
柳
成
春
は
、
羅
州
使
牧
金
崇
組

勲

塒
の
)
の
建
議
に
依

つ
て
.
錦
城
山
紳
祠
よ
ら
徴
收
す
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(脚
)

る
六
十
石

の
紳
米
を
革
除
す
る
事
に
就

い
て
.
奏
上
し
た
が
、
王
は
裁
可
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
(175
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(糀
)

 
〔
全
州
龍
王
祭
〕
 
金
鍾
正
雲
溪
漫
稿
全
州
詩
に
、「
全
州
四
月
雜
花
香
，
燈
火
家

々
似
漢
陽
。
拾
翠
佳
人
爭
約
伸
.
水
頭
屏
帳
霽

龍
王
。
(州
俗
に
四
月
八
日
に
屏
帳
を

ホ
上
に
設
け
て
龍
王
を
祭
る
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(375
)

 
冖
古
撃
山
崔
孤
雲
紳
祠
〕

全
羅
北
道
沃
溝
郡
に
，
紫
川
杢
が
あ
る
が
，
崔
孤
雲
先
生
の
遊
び
揚
所
で
あ
つ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。

郡
の
南

海
中
に
あ
る
毫

山
島

(俗
に
島
は
古
杜
州

に
あ
る
と
云
ふ
。
)
は
、
周
園
が
二
+
里
讐

あ
る
.
島
に
金
猪
窟
が
あ
り
、
窟
の
前
の
海
を
金
猪

洋
と
云
ふ
が
、
昔
，
金

毛
の
猪
が
棲
息
し
て
.
紳
異
な
る
事
も
あ
つ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
新
羅
の
末
崔
狆
が
州
守
と
し
て
來
b
.

一
子
を
設
け
て
致
遐
と
名
つ
け
た
。
彼
は
幼
少
の
時
よ
b
聰
明
で
あ
つ
た
。
島
の
古
號
は
文
昌
郡
と
稱
し
，
漁
産
が
多

い
か
ら
，

唐
の
商

船
が
絶
え
す
往
來
し
て
ゐ
た
が
，
唐
の
商
客
は
致
湛
を
見
て
大
に
憐
ぴ
彼
を
帶
同
し
て
歸
り
。
彼
は
科

に
及
第
し
て
官
に

登
つ
た
。
彼
は
後
故
國

に
歸
つ
て
由
水
間
に
放
浪
し
た
。
島
の
月
影
臺
は
、
即
ち
彼
が
琴
を
彈
じ
た
所
で
あ
つ
た
。
今
も
島
の
人

々
は
彼
の
清
徳
を
慕
つ
て
、
祠
を
立
て
之
を
祀
る
云
々
。
(己
上
ば
古
羣
山
の

仰
説
で
あ
る
。

)

 
三
國
吏
記
崔
致
遑
傳
を
按
す
る
に
。
彼
は
王
京
沙
梁
部
の
人
で
あ
る
が
.
史
傳
が
混
滅
さ
れ
て
、
そ
の
世
系
は
不
明
だ
と
云
つ

て
ゐ
る
か
ら
、
杜
州
守
崔
狆
云

々
は
詳
か
で
な
い
読
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
が
島
に
來
遊
し
た
事
か
ら
，
そ
れ
を
記
念

す

る
爲

め

に
、
祠
を
立
て

丶
祀
る
の
で
あ
ら
う
か
。
(馬
山
浦
の
古
號
は
丈
昌
郡
で
、
又
月
影
峯
が
あ
る
が
、
彼
の
遊
蹟
と
し

て
古
羣
山
と
同
じ
で
あ
る
。
何
れ
が
本
當
で
あ
る
か
に
分
明
で
な
い
。
)
高
麗
朝
の
始
め
に
、
先
生
を

文
昌
侯

に
追
封
し
た
が
.
或
は
先
生
の
生
地
の
名
に
依
る
稱
號
で
あ
ら
う
か
。
或
は
先
生
の
能
文
に
由
つ
て
.
こ
の
美
號
を
膾
ら

れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

濟

州

の

巫

風

及

び

騨

祠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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李能和 「朝鮮 の巫俗」註

 
〔
廣
壤
堂
〕
 
輿
覽
.
濟
州
牧
祠
廟
條
に
、「
廣
壤
堂
は
州
の
南
の
漢
警
山
護
國
紳
祠
に
あ
る
。
傳
詮
に
よ
る
と
山
艸
の
弟

が
生
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(475
)

に
，
聖
徳
が
あ
つ
て
.
死
し
て
紳
に
な
つ
た
し
と
。
高
麗
時
代
宋
の
胡
宗
朝
來
b
此
の
地
を
鎭
壓
し
歸
途
に
登

つ
た
が
，
紳

が
鷹
に

化
け

て
，
そ
の
帆
檣
に
飛
揚
す
る
や
、
大
風
忽
ち
起
り
て
、
宗
朝
の
船
は
途

に
沈
ん
で
し
ま
つ
た
。
朝
廷
で
は
そ
れ
を
靈
異
と
し

て
、
廣

壤

王

に
封

馨

ら

些

髦

蓁

せ
し

む

る

こ
と

・
な

つ
た

・
(
按
ず
る
に
、
胡
宗
朝
に
高
麗
朝
に
仕

へ
身
を
終

へ

た
か
ら
、
上
記
の
仰
読
に
信
ず
べ
き
で
な
い
。

)

・
麺

衡
群

が
濟

州

牧
使
と

な
り
、
廣
壌
堂

は
土
民
の
害
毒
に
な
る
と
云
つ
て
之
を
燒
か
し
め
た
が
、
一
般
は
二
、の
快
舉
を
稱
揚
し
た
の
で
あ
る
。(牧
民
心
書
)

 
〔
遮
歸
堂
〕
 
濟
州
の
俗
に
，
・灰
色
の
蛇
を
見
れ
ば
、
遮
歸
紳
と
云
つ
て
保
護
し
て
ゐ
る
。
毎
年
の
春
秋
毎
に
，
男
女
が
遮
歸
堂

に
集
會
し

て
そ
の
帥
を
祭
る
が
、
遮
歸

と
は
蛇
鬼

の
誤
b
で
あ
る
。
祭

る
時
蛇
群
は
壁
叉
は
楔
…の
上
に
蟠

つ
て
ゐ
る
が
，
そ
れ
を

見
な

い
振
り
を
す
る
の
が
吉
鮮
で
あ
る
と
。
(輿
地
勝
覽
)

 
(675
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(辧
)

 
金
冲
庵
集
、
濟
州
風
土
銀
に
、「
土
俗
は
鬼
紳
を
酷
信
し
て
居
る
か
ら
.
男
巫
は
そ
れ
を
利
用
し
て
財
物
を
取
つ
て
ゐ
る
。
朔
望

祭
或

は
七

々
祭
と
云
つ
て
.
儀
牲
を
以
て
淫
祀
す
る
所
は
，
三
百
餘
り
あ
る
が
，
年

々
に
増
加
す
る
趨
勢
で
あ
る
。
俗
に
叉
蛇
を

忌
み
紳
と
し
て
奉
祀
す

る
。
人
が
疾
病

に
罹
れ
ば
.
鬼
の
怒
り
で
あ
る
と
て
.
決
つ
し
て
醫
藥
を
用
ひ
な
い
。
死
に
至
つ
て
も
悟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(875
)

ら
な

い
の
は
、
歎
す

べ
き
で
あ
る
」
と
。

〔
紳
纛
儺
戯
〕
(潔

誌
に
・
(麒
)
「
濟
州
俗
は
・
蚩

川
廼

蹼

墳
術

木
石
に
・
悉
轟

祠
を
馨

て
居
る
が
・
毎
年

 

 

 

 

 

 

(805
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(謝
)

の
元

日

よ

b

、

上
弦

に
至

る
ま

で
の
間

に
、

巫

覡

は

紳
纛

を

奉

じ

，

儺

戯

を

作

つ

て
邑

村

に
出

入

す

る

が
，

そ

れ

に
由

つ

て

の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(覦
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鰡
)

財

穀

の
費

漕

は
莫

大

な

も

の

で

あ

つ
た

。

○

歸

徳

金

寧

等

の
地

方

で

は
，

十

二

の
木

竿

を

立

τ

丶

種

々
の

形

を

造

り

，
彩

帛
を

以

て
飾

b

つ
け

，

躍

馬

歔

を

造

り

、

榊

を

迎

へ
て
悗

ぱ

せ

る
，

そ

れ
を

燃

燈

と

云

つ

て
、

二
月

の
朔

日

よ

b

始

ま

つ

て
，

十

五

日

一65(140)



に
至
つ
て
止
め
る
の
が
例

で
あ
る
。

 

(餌5
)

 
〔
嫁
殤
冥
婚
〕

濟
州
島
で
は
，
未
婚
の
女
子
が
死
ん
だ
ら
，
朱
婚
の
男
の
死
ん
た
者
を
求
め
，
婚
姻
す
る
と
て
合
葬
す
る
風
俗

が
あ
る
が
、
こ
の
習
俗

は
既
に
周
禮
に
も
見

へ
τ
ゐ
る
。
降
つ
て
漢
魏
時
代
に
於
い
て
も
.
徇
ほ
行
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(躅
)

で
は
海
中
離
れ
島
で
あ

る
耽
羅

で
は
，
何
に
由
つ
て
こ
う
云
ふ
風
習
が
傳

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
は
元
の
時
代
に
，

濟
洲
島

を
牧
馬
揚
と
し
、
蒙
古
人
の
來
住
者
が
多
か
つ
た
の
で
.
或
は
彼
等
に
由
つ
て
こ
の
風
が
遺
さ
れ
た
の
で
は
な

か

ら

う

か
。

 
 

(6
)

 
李

圭
景
嫁
殤
冥
魂
辨
證
設
に
、「
一
軆
功
の
あ
る
死
亡
者
に
對
す
る
膾
位
と
は
、
或
は
酌
量
す
ぺ
き
事
情
も
あ
ら
う
が
，
所
謂
嫁

殤
冥
魂

と
云
つ
て
.
死
者
と
死
者
と
の
間
に
結
婚
せ
し
む
る
は
，
幾
ら
古

へ
よ
り
の
慣
例
で
あ
ら
う
が
，
實
に
意
義
の
な
い
事
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7認
)

あ
る
。

周
讒
を
按
す
る
に
(禁
邏
葬
者
與
嫁
殤
者
)
と
説
い
て
あ
つ
た
が
、
註
に

「
生
前
既
に
嘘
を
以
て
交
は
ら
な
か
つ
た
者
を
，

死
後
合
葬
す
る
と
は
人
倫
の
紊
れ
で
あ
る
」
と
云
つ
て
ゐ
た
。
又
鄭
司
農
は

「
嫁
殤
は
何
で
.
好
傳
例
と
し
て
既

に
三
代
よ
b
行

は
れ

て
居
忙
ら
う
か
」

と
嘲

つ
た
。

三
國
時
代
魏
武
の
愛
子
倉
舒

が
病
死
し
た
時
、
司
室
椽
郁
原
の
死
ん
た
女
を
聘
し
て
.
合
葬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5
)

し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
非
禮
だ
と
云
つ
て
、
原
の
辭
諌

め
に
由
つ
て
止

め
た
の
で
あ
る
。
舊
唐
書
に

「
大
子
重
潤
は
孝
武
で

名
が
知
ら
れ
て
ゐ
た
が
，
そ
の
罪
な
き
に
死
し
た
の
で
.
中
宗
印
位
せ
ら
る
や
，
深
く
こ
れ
を
悼
惜
し
，
皇
太
子
と
追
膾
し
て
懿

徳
と
謚
し
，
國
子
監
丞
裴
粹
の
，死
ん
だ
女
と
冥
婚
せ
し
め
ら
れ
た
。
是
れ
は
既

に
帝
王
家
よ
り
行
は
れ
た
先
例
も
あ
ら
う
が
、
併

し
周
謾

で
禁
條
と
し
て
設
け
て
ゐ
る
の
は
，
是
れ
所
謂
王
者
の
政
で
あ
る
」
と
。

一一66(139)一



朝

鮮

の

俗

⑳

(禁

轄

載
)

李能和 「朝鮮の巫俗」註

二
十

支

那

の

巫

史

大

略

附

録

李

能

和

 

支

那
の
諸
記
録
に
依
つ
て
按
す
る
に
，
悉
く
殷
の
巫
成
を
以
て
，
巫
の
元
岨
と
し
て
居
た
。
伺
書
伊
訓
に

「
恒
舞
于
宮
，
酣
歌

 
 
 
 

(985
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(謝
)

于
室
.
是
爲
巫
風
」
と
記
さ
れ
て
あ
り
，
跣
に

「
巫
以
歌
舞
事
紳
故
歌
舞
爲
巫
覡
之
風
俗
」
と
設
い
て
あ
る
。
然
ら
ば
支
那
古
代

葛
天
氏
の
八
關
廣
樂
と
、
軒
轅
氏
の
青
丘
岡
皷
は
，
巫
風
の
始
b
で
、
其
後
堯

・
舜

・
萬
∵

湯
の
世
の
成
韻
韶
竰
は
.
趣
舞
の
最

も
進
化
し
た
も
の
で
あ
萇

。
併
し
其
の
由
來
の
始
め
を
究
む
れ
ば
、
何
れ
轟

に
事

へ
る
の
が
・
糞

な
る
目
的

で
あ
る
・
魎

虐
…子
は

「
箕
子
が
般

の
父
老
五
干
人
を
韲
ゐ
て
、
東
の
朝
鮮
に
來
た
が
.
醫
巫
卜
筮

の
徒
が
隨
從
し
た
」
と
云
つ
て
ゐ
た
か
ら
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(295
)

或
は
朝
鮮
の
巫
風
は
、
殷
よ
b
傳

へ
受
け
た
緩
で
あ
る
が
、
實
は
壇
君
の
神
教

が
、
朝
鮮
最
初
の
巫
源
で
あ
る
。
叉
，
遼

・
金

・
元

清
の
巫

俗
が
，
我
が
風

俗
と
稍
似
て
居
る
の
は
，
北
ハの
地
が
元
朝
鮮
に
屬
せ
ら
れ
て
居
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
遼
史
軆
志
に

「
遼
は

元
朝
鮮

の
屡
地
で
あ
つ
た
か
ら
，
昔
の
風
俗
が
徇
ほ
殘
存
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
云
つ
て
あ
る
。
蓋
し
そ
の
民
族
も
同
じ
蒙
古
種
族
で

あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
今
參
考
に
資
せ
ん
が
爲
め
、
末
尾
に
支
那
の
巫
史
大
略
を
附
加

へ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

夏
 

 

 

巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
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〔
辭
源
〕
 
云
巫
歩
即
禹
歩
也
、(
楊
子
法
言
)
昔
者
，
姐
氏
治
水
土
。
而
巫
歩
多
禹
。

〔山
嚢

讖

)〕

海
内
蘿

云
、
睡

(趾
鼈

東
，
轟

彭
巫
抵
巫
陽
巫
靈

凡
巫
相
.嘸

難

黯

霧

華

讙

儲
鄭
彫
ダ
伽
胙
躙
パ
翻
酬
罐
綱
者
、)
大
荒
西
經
云
、
大
荒
之
中
有
山
.
名
日
豊
沮
玉
門
，
日
月
所
入
、
有
盛
山
、
巫
成
巫
即
巫
盻
巫
彭
巫

姑
巫
眞
巫
靈

抵
巫
謝
巫
羅
+
巫
從
此
升
降
，
百
饗

在
。(雛

蹴

伽
藍

測
鼎

犠

鑿

い
靆

靄

箪

靆

蠶
霰

紳

舐
也
、
窟
殷
中
宗

時
、
王
逸

此
詭

恐
非
也
、
殷
中

宗
之
臣
、
雖
有

巫
成

、
非

必
即
是

遮
也
，
海
外
西
組

、
巫
成
國
監

持
坂

共
同
名
耳
、
舩
誠
如

班
、
海

内
西
維
、

六
巫
有

巫
凡
、
船

凡
或
即

一
人
、
永
経

凍
水
注

、
引

此
紗
、
作

巫
船
、
粉
舩
形
醗

ヌ
粗
近
也
。
巫
眞
ホ
經

注
、
引

作
巫
貞
、

屈
橿
作
巫
孔

、
今
案
禝

古
女
作
礼
、
札

嶼
讎

飜
難

黐

鑼

騨

黷
働
羅

難

懸

齢

譲

器

鷦
耀
嬰

、即
)
・
舞

西
經
云
.
巫
(騨

(瓏
璽
讖
叢
漏
黷
贍
輟
諮
触
蹴
嚇
購

。黠
飜
纛
懇
難
糒
慌
灘
嗣
爆
諜
灘
駁
飜
勢
轂
戯
鰯
糠
)

舞

丑
北
・
羣

馨

蛇

左
手
操
赤
蛇
、
塞

保
山
覊

漿

戰

褫
轢

懸

い)蚤

所
從
上
下
也
(採
藥
往
來
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助

殷
 
座
 
或
 
商
 
巫

楚
辭

静

將
夕
降
含

注
)・
静

即
古
靆

也
・
簸

祟

之
世
降
下
也
・
(僻源
)

顧
)羅

賤

源
誹

自
出
，
則
裔

筮

婁

慧

罎

、贈
谿
難

卵
瓏
鐔

網藷

蕾
嘉
蠅
鶲
髄

齣
懇
騒
讌

畔
駿
糶
顳
髏

竪
)麺
)爲
巫
覡
詣

也
・(欝
墾
)

齷

黯

乙
之
霜

巫
成
斈

也
愈

股
弊

季
，
民
俗
寃

，
天
下
之
人
，
慎

々
然
薯

轟

之
臨
嚢

上
、
而
死
竊

蹙

寄
命
於
巫
要

矣
。(醂
霾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋤

周
 
 

 

 
巫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

塵

巫
紛
若
吉
。(姻

一68(137)



李能和 「朝鮮 の巫俗」註

握
静

卜
、
自
何
能
穀
・
㊥

鐸

『

司
艷

群
巫
之
政
令
，
蕎

大
旱
・
則
師
巫
而
琴

女
巫
簔

時
礫

釁
溶
6

葹

掌
招
梗
紊

・
(招
善
光
悪
)

・
毀
辭

尤
・(黶

懲

)
・
紳
蟲

輕

)
・
黥
暫

招
轟

鬻

)
・
塾

祭
祀
道
布
・
(僞
紳
所
設
)
・
鑒

以
攻
讒

嚢

顰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幻

晋
 

 

 

 
巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ

鵬
)

 
左
傳
成
公
十

斛
年
條
云
.
晋
侯
夢
大
属
被
熨
及
地
，
搏
膺
而
踊
日
.
殺
余
孫
不
義
，
余
得
請
於
帝
矣
.
壌
大
門
及
寢
門
而
入
、

公
懽
入
于
室
.
叉
壞
戸
，
公
覺
，
召
桑
田
巫
.
巫
言
如
夢
，
公
日
何
如
、
日
不
食
新
矣
。
○
襄
公
十
八
年
條
云
，
申
行
獻
子
將
伐

齊
.
夢

與
属
公
訟
，
弗
勝
、
公
以
戈
撃
之
、
首
墜
於
前
、
跪
而
戴
之
.
奉
之
以
走
，
見
梗
陽
之
巫
皐
，
他
日
見
諸
道
.
與
之
言
，

同
巫
日
今
茲
主
必
死
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

励

楚
 

巫
 

又
 

荊
 

巫

 
 
 
 
 
 
 
(516
) 

ー

 
五
洲

衍
文
云
、
楚
巫
巫
陽
、
宋
玉
招
魂
賦
、
常
告
巫
陽
註
.
女
巫
也
.
日
有
人
在
下
，
我
欲
輔
之
魂
魄
離
散
.
汝
筮
予
之
巫
陽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(616
)

乃
下
、
招
日
魂
芳
歸
來
些
、
按
些
即
今
符
呪
下
娑
婆
訶
，
楚
巫
招
魂
之
聲
。
○
叉
云
、
巫
榊
之
霞
異
者
，
有
紳
保
，
楚
辭
，
皴
保

兮
賢
、
祕
保
是
饗
，
注
、
紳
保
鬼
聯
之
嘉
號
，
朱
子
日
、
近
見
洪
慶
善
設
，
嬢
保
是
巫
、
今
詩
不
説
便
是
尸
也
云
。

 
羅
隱
荊
巫
設
云
.
有
巫
初
爲
人
祀
也
、
筵
席
蕁
常
、
歌
迎
舞
將
、
所
疾
者
健
起
.
所
歳
者
豐
穰
，
其
後
爲
人
祀
也
，
羊
猪
鮮
肥
.

清
砧
滿
巵
.
所
疾
得
死
，
所
歳
得
飢
.
有
言
者
日
、
王
呈
日
遊
其
家
也
、
典
家
無
甚
累
.
故
爲
人
祀
.
誠
心
懈
于
中
，
而
幅
亦
應
于

外
.
其

胙
必
散
之
、
其
後
.
男
女
蕃
息
焉
.
衣
食
廣
大
焉
.
故
爲
人
祀
、
誠
不
得
馨
乎
中
，
而
祕
亦
不
散
於
外
，
共

昨
且

入

其

家
，
是

人
非
前
聖
而
後
愚
，
蓋
於
人
而
不
復
及
人
耳
。
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㊦

鄭
 

 
 

巫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(86
)

 

莊

子

日

.

鄭

有

祕

巫

日

塗
成

.

知

人

之

死
生

存

亡

禍

幅

壽

夭

，
期

以

歳

月

旬

日
.

若

紳

，
鄭

人
見

之
者

.
皆

棄

而

走

，
注

，

不

喜

自
聞

死

日

也

，

列
子

見

之

而

心
醉

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物

越
 
 

 

巫

 
 
 
 
 
 
 
(硼
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(枷
)

 
五
洲
衍
文
云
，
越
巫
勇
之
.
史
記
栢
梁
藁
夾
越
。
巫
勇
之
，
請
其
基
，
更
螢
之
，
尤
極
壯
麗
以
禳
之
、
漢
書
郊
祀
志
.
求
甌
王

敬
鬼
壽
百
六
十
歳
 
迺
命
越
祀
祠
而
以
難
卜
.
上
信
之
、
越
祠
難
卜
自
此
始
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

魏
 

 

 

巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

(翩
)

 
史
記
云
，
魏
文
時
、

西
門
豹
爲
郭
令
、
豹
徃
到
鄲
。
會
長
老
間
民
之
研
疾
苦
.
長
老
日
、
苦
爲
河
伯
娶
婦
.
以
故
貧
，
豹
問
共

故
.
對
日
，
鄲
三
老

廷
椽
.
常
歳
賦
歛
，
欲
收
其
錢
，
得
數
百
萬
、
用
其
二
三
十
萬
、
爲
河
伯
娶
婦
，
與
祀
巫
共
分
，
其
餘
錢
持

歸
、
常
其
時
，
巫
行
税
人
家
女
好
者
、
云
是
當
爲
河
伯
婦
，
即
聘
取
，
洗
沐
之
、
爲
治
新
繪
綺
穀
、
閑
居
齋
戒
，
爲

治
齋

宮

河

上
、
張
親
絳
帷
.
女
居
北
ハ中
、
爲
具
牛
酒
飯
食
.
行
十
餘
日
，
共
粉
飾
之
如
嫁
女
床
席
，
令
女
居
其
上
，
淨
之
河
中
.
始
淨
行
數

十
里
乃
沒
、
共
人
家
育
好
女
者
，
恐
大
巫
祀
爲
河
伯
取
之
、
以
故
多
持
女
渡
逃

亡
，
以
故
城
中
益
杢
無
人
、
叉
困
貧
，
所
從
來
久

矣
。

俗
語
日
.
即
不
爲
河
伯
娶
婦
.
水

渠
漂
沒
。
溺
共
人
民
云
∬
。
西
門
豹
云
，
爲
河
伯
娶
婦
時
，
願
三
老
巫
祀
父

老

遞

女

河

上

.幸
來
告
語
之
，
吾
亦
往
途
女
、
皆
日
諾
、
至
其
時
、
西
門
豹
，
往
會
之
河
上
，
三
老
官
楓
豪
長
者
里
父
老
皆
會
，
以
人
民
往

觀
之
者
.
二
三
千
人
、
其
巫
老
子
女
也
，
巳
年
七
十
.
從
弟
子
女
干
人
所
皆
衣
縉
軍
衣
，
立
大
巫
後
.
西
門
豹
日
，

呼

河

伯

婦

來
.

覦
其
好
醜
，
印
將
女
出
帳
中
來
前
，
豹
覗
之
.
顧
謂
三
老
巫
親
父
老
日
，
是
女
子
不
好
、
煩
大
巫
嫗
入
報
河
伯
，
得
更
求
好
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女
，
後
日
邃
之
.
印
使
吏
卒
共
抱
大
巫
蝦
投
之
河
中
.
有
頃
日
.
巫
嫣
何
久
也
，
弟
子
趣
之
，
復
以
弟
子

】
人
投
河
中
，
投
凡
三

弟
子
、

西
門
豹
日
.
巫
嫗
弟
子
是
女
子
也
，
不
能
臼
事
、
煩
三
老
爲
入
臼
之
.
復
投
三
老
河
中
、
西
門
豹
簪
筆
盤
折
、
嚮
河
立
待

良
久
，
長
老
吏
旁
觀
者
.
皆
驚
恐
，
西
門
豹
顧
日
、
巫
嫡
三
老
不
來
，
還
奈
之
何
，
欲
復
使
廷
橡
豪
長
者

一
人
入
趣
之
、
皆
叩
頭

且
破
額
血
流
地
.
色
如
死
次
，
西
門
豹
日
諾
，
且
留
待
之
、
須
臾
日
、
廷
椽
起
矣
、
映
河
伯
留
鴬
之
久
，
若
皆
罷
歸
+不
芙
.
鄰
吏

民
大
驚
恐
.
從
是
以
後
，
不
敢
復
爲
河
伯
婆
婦
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
創

韓
 
 

 
 
塁

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(硼
《

 
韓
非
子
顯
學
篇
云
.
今
巫
祀
之
祀
人
日
、
使
若
干
歳
巾禺
歳
.
千
競
萬
歳
之
聲
，
括
耳
而

一
阿
之
隷
無
徴
於
人
.
此
人
所
以
簡
巫

祀
也
、
今
世
儒
者
之
詮
人
主
，
不
言
今
之
以
爲
治
.
而
譖
巳
治
之
功
，
不
審
官
法
之
事
.
不
察
姦
邪
之
情
，
而
皆
近
上
古
之
傳
，

恐
先
王
之
成
功
，
儒
者
怖
辭
日
、
聽
吾
言
則
可
以
覇
王
，
此
詮
者
之
巫
覦
，
有
度
之
王
不
受
也
漕
故
明
王
舉
實
事
去
無
用
，
不
這

仁
義
者
.
故
不
聽
學
者

之
言
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
筋
 
漢
巫
、晋
巫
、秦
巫
、梁
巫
、荊
巫
、胡

壓
、蠻
巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 

(326
)

 
風
俗
邇
云
，
會
稽
俗
多
淫
祀
.
好
卜
筮
，
民

一
以
牛
祭
、
巫
祀
賦
歛
受
謝
.
民
畏
其
口
懼
被
祟
，
不
敢
拒
道
，
是
以
財
盡
於
鬼

聯
、
産

贋
於
祭
祀
，
或
貧
家
不
能
以
前
祀
，
至
覚
言
不
敬
食
牛
害
或
發
病
且
死
、
先
爲
牛
鳴
，
其
畏
懼
如
此
。

 
(426
) 
 
 
 
 
 

(伽
)

 
文
獻

邇
考
云
.
漢
高
靦
初
起
兵
.
徇
沛
爲
沛
公
、
祀
鯛
、无

釁
旗
皷
、
二
年
東
撃
項
籍
，
西
入
關
.
立
北
畤
.
有
司
進
祠
上
不
親

往
，
悉
召
肇

祀
宣

復
槃

樊

牢
袈

鼇

.
因
縣
爲
公
肚
。(欝

伽
)
下
詔
日
，
華

焉

而
敬
祭

全

帝
之
餐

山
川

諸
聯
當

祠
者
.
各
以
其
時
禮
祀
之
如
茜
.
後
四
歳
、
天
下
巳
定
詔
御
史
令
沛
治
粉
楡
肚
.
常
以
蒔
寒
以
羊
焼
祠
之
，
令
祀
立
貴
尤
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之
祠
於
長
安
、
置
祠
祀
女
巫
.
其
梁
巫
祠
天
地
天
吐
天
水
房
中
堂
上
之
屬
，
晋
巫
祠
五
帝
東
君
雲
中
君
、
巫
瓧
巫
祠

族

人

炊

之

屬
・(醍
鍛

葬

鸛
葹
蕪

懇

論
馳
飜

躡

也
、)瀬
)巫
黠

垂

保
蠶

之
屬
・(轄

觀
搬
認
鑠
駆
鸛

)

祠
堂

下
巫
先
司
命
施
麋

之
屬
。
(師
古
日
堂
下
在
堂
之
下
、
巫
先
巫
之
最
先
者
也
。
司
命
設

者
云
丈
昌
第
四
口
生
也
。
施
糜
共
先
常
設
糜
粥
者
也
。

)
九
天
巫
祠
九
天
。
(鰤
鷄

赦

撃

襌

鴃
躾

糧

驪

黠

靉

谿

啖黷

護

馳脚釜

耀
貍

錢

霧

麩

攀

麺
以
馨

祠
帛

詩

巫
祠
河
於
響

而
南
山
巫
祠
南
山
輦

秦
碧

二
篁

璽

融
鰭
灘

靉
驪

故
)
響

賢

〔
(㎝
)
靈
圉
〕

齋

相
如
封
禪
蚕

魂
祕
讙

輿

賓
於
間
館
.
師
菖

・
間
讀
若
閑
.
五
洲
婪

云
，
詮
姦

圉

一
作
鏤
巫
・
以

玉
事
帥
、
以
玉
靈
聲
。

〔
(鵬
)

紳
君
〕

麺
祀
志
馨

宮
磐

，
犂

簷

帷
篭

天
子
因
巫
釜

人

關
飮
食
所
壑
旨・行
下
。
(譜
囎

隸

鏨

・
文
隷

日

趨
時
上
求
聊
仙
之
人
，
得
十
郡
之
巫
、
長
陸
女
子
能
與
魂
祕
交
接
、
治
病
輒
愈
.
置
於
上
林
苑
中
、
號
日
聯
君
，
有

似

古

之

箜

圉
、
禮

待
之
於
間
舘
舍
中
即
閑
館
也
.。

 

(636
) 
 
 
 
 
 
 
 

(硼
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鵬
)

 
〔
巫
蠱
〕
 
王
氏
日
、
女
能
事
旡
形
.
以
舞
降
聊
日
巫
、
執
左
道
以
亂
政
惑
人
日
蠱
、
○
辭
源
云
，
女
巫
以
術
爲
蠱
蝋
詛
人
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(936
)

漢
武
帝

時
.
方
士
及
諸
憩
巫
、
多
聚
會
京
師
，
女
巫
往
來
宮
中
，
教
美
人
度
厄
，
埋
木
人
祭
祀
，
會
帝
病

，
江
充
言
疾
在
巫
蠱
，

掘
蠱
宮
中
。

〔
胡
巫
〕

三
鯵

萋

，
江
充
使
胡
巫
塞

以
埋
之
，
或
稱
諡
呪
。
(邁

 
 
 
 
 
 

(餌
)

 
〔
蠻
巫
〕
 
容
齋
隨
筆
云
、
蠻
巫
呪
生
於
人
腹
中
葱
生
數
莖
皆
具
、
叉
能
使
腹
間
難
雄
以
害
人
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
均

唐
 

 

 

 
巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(2餌
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(膃
)

 

〔自
香
山
神
巫
曲
〕
 
云
 
懸
橦
古
樹
紳
雲
結
.
青
莎
登
茅
李
如
壇
.
三
聾
蕩
皷
碧
山
動
、
雙
剪
舞
鸞
紅
羅
懸
.
星
盤
高
設
海
山

需
，
舞

進
花
筵
奠
酒
盃
，
紳
刀
雙
手
霓
影
飜
，
翠
口
生
風
飄
左
右
，
揮

々
鈴
語
碎
如
星
，
雲
際
來
紳
痕
有
無
、
蒼
茫

古

木

下

老

鳶
，
錯
落
準
沙
集
霞
鳥

.
諸
祕
歌
罷
撤
盃
盤
.
盤
缶
遙
途
秋
雲
舞
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拗

遼
 

 

 

巫

 
 
(側
) 
 
 
 
 
 
 

(鰯
)

 

遼
史
彊
志
祭
山
儀
.

設
天
祕
地
祗
位
于
木
葉
山
東
卿
申
立
君
樹
、
植
君
樹
以
像
朝
班
、
叉
偶
植
二
樹
以
爲
祕
門
，
皇
帝
皇
后
至

夷
窩
畢
，
具
禮
儀
牲
用
赭
自
馬
玄
牛
赤
臼
羊
.
僕
帥
日
，
旗
皷
披
刺
殺
牲
體
割
，
懸
之
群
樹
，
太
巫
以
酒
醴
牲
.
禮
官
日
、
敵
烈

痲
都
秦
儀
…辨
.：
・巫
三
致
辭
，
毎
致
辭
皇
帝
皇
后

】
拜
、
在
位
者
皆

一
拜
・：
・。

 
 
 
 
 
 
(鯔
)

 
歳
除
儀
、
初
夕
勅
使
及
伊
勒
希
巴
.
攀
執
事
郎
君
至
殿
前
、
以
醢
及
羊
膏
至
爐
[
}燎
之
.
巫
及
大
巫
、
以
次
賛
貎
火
聊
訖
.
閤

門
使
賛
皇
帝
出
火
再
拜
。

 
 
 
 
 
 
(7
)

 
喪
葬
儀
、
聖
宗
崩
、
興
宗
哭
臨
于
敢
塗
殿
.
大
行
之
夕
，
四
皷
終
皇
帝
率
群
臣
、
入
柩
前
三
致
奠
，
奉
柩
出
殿
之
西
北
門
、
就

鰮
車
，
籍

以
素
咽
、
巫
者
祓
除
之
.
詰
旦
發
鞘
至
祭
所
、
凡
充
致
奠
，
大
巫
禧
禳
，
皇
族
外
戚
大
臣
諸
京
官
，
以
次
致
祭
。

 
 
 
 
 
 

(鰮
)

 
歳
時
雜
儀
、
正
旦
囲

俗
，
以
糯
飯
和
百
羊
髓
爲
鰻
、
九
之
若
拳
，
毎
帳
賜
四
十
九
枚
，
戊
夜
各
於
帳
内
窓
中
擲
九
於
外
，
數
偶

動
樂
飲
宴
，
教
奇
令
巫
十
有
二
人
、
鳴
鈴
執
箭
、
繞
帳
歌
呼
、
帳
内
爆
鹽
爐
中
，
燒
地
拍
鼠
，
謂
之
驚
魂
.
居
七
日
乃
出
・
國
誘

謂
正
旦
爲
阿
尼
々
雅
伊
能
伊
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

金
 
 
 

巫

 
 
 
 
 
 
 
 

(餬
次

 
盛

京
通
志
，
雜
志
.
金
初
國
俗
有
被
殺
者
。
共
親
族
繋
匁
杖
端
與
衆
至
共
家
、
随
巫
家
而
祀
之
日
，
取
爾

一
角
指
天
・

一
角
指
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地
之
牛
、
無
名
之
馬
、
向
之
訓
華
面
，
背
之
則
白
虎
，
横
規
之
則
有
左
右
翼
者
.
其
聲
哀
切
悽
椀
.
若
薫
里
之
音
，
既
而
以
刃
畫

地
.
取
畜
産
財
物
而
還
其
家
.

】
經
詛
祀
、
家
道
輒
敗
。

盛
京
変

云
・
編

祀
久
無
子
，
有
巫
者
能
綿

語
甚
晦

乃
往
鸞

.
巫
良
久
日
、
男
女
之
魂
至
呆

此
子
厚
藷

毎

子
孫
昌
盛
，
可
拜
受

之
、
生
則
名
日
鳥
可
迺
、
是
爲
景
報
、
叉
良
久
日
，
女
子
之
魂
至
矣
.
可
名
之
日
五
鵐
刃
、
又
良
久
日
.
女

子
之
兆
復
見
，
可
名

日
幹
都
拔
 
叉
良
久
日
、
男
子
之
兆
復
見
然
、
性
不
馴
良
，
長
則
殘
怨
、
無
親

島・
之
恩
、
必
行
非
義
、
不
可

受
也
.
昭
祀
方
念
後

嗣
未
立
，
乃
日
雖
不
良
、
亦
願
受
之
，
巫
者
日
、
當
名
之
日
鳥
古
出
」
既
而
生
二
男
二
女
、
次
第
先
後
皆
如

巫
之
言
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 

璃

元

 

 

 
墨

(
蒙

古

巫
)

麹

祭
祀
志
云
∴
野

薐

甑
ガ
輿
瞥
行
之
・
惟
祭
祀
稍
藷

育

皿
ハ郊
之
騰

讐

所
考
，
晶

穫

而
蘰

初
奪

廢
、

貴
亦
所
謂
不
忘
其
初
者
歟
。
或
日
、
北
陲
之
俗
，
敬
天
而
畏
鬼
.
巫
祝
毎
以
爲
能
見
所
祭
者
，
而
知
其
喜
怒
，
故
天
子
非
有

祭
其
幽
明
之
故
.
禮

俗
之
…辨
則
未
能
親
格
，
量
其
然
歟
，
自
憲
宗
祭
天
于
日
月
山
，
追
景
所
生
.
與
太
覦
並
配
。

 
 
國
俗
舊
禮

(蒙
古
由
來
之
巫
俗
)

樋
歳
太
廟
四
祭

用
司
驪

宣

畳

名
蒙
古
巫
祀
，
薯

牲
暁

法
服
同
三
獻
實

升
殿
詣
害

告
願

還
牲
所
、
以
國
語

呼
結

朝
帝
后
名
諱
而
告

之
，
明
旦
三
獻
禮
畢
、
獻
官
御
史
太
帝
卿
博
士
復
升
殿
、
分
詣
各
室
，
蒙
古
横
羅
齊
詭
割
牲
、
太
僕
卿
以

未
漆
盂
，
奉
馬
乳
酌
奠
，
巫
祀
以
國
語
告
紳
訖
，
大
祀
奉
祀
幣
詣
燎
位
，
獻
官
以
下
復
位
版
，
再
拜
禮
畢
。

鑾

駕
辛
上
郁

以
八
月
二
+
四
日
祭
禊

謂
之
灑
馬
蜍
子
、
用
馬

一
羯
羊
八
、
綵
緞
練
絹
各
九
鴎

以
臼
羊
毛
纒

若
穂
者
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九
，
貂
鼠
皮
三
、
命
蒙
古
巫
覡
及
蒙
古
逹
官
四
員
、
領
共
事
、
再
拜
告
天
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(656
)

 

毎
歳
九
月
内
及
十

二
月
十
六
日
以
後
，
於
燒
飯
院
中
、
用
馬

一
羊
三
，
馬
載
酒
酖
紅
織
金
幤
，
及
裏
絹
各
三
匹
、
命
蒙
古
達
官

一
員
，
偕
蒙
古
巫
硯
，
掘
地
爲
坎
 
以
燎
肉
.
仍
以
酒
醴
馬
種
雜
燒
之
，
覡
以
國
語
呼
累
朝
御
名
而
祭
焉
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鯡
)

 

毎
歳
十
二
月
下
旬
、
擇
日
於
西
鎭
國
寺
内
墻
下
、
灑
掃
干
地
太
府
監
供
綵
幤
，
中
徇
監
供
細
氈
鍼
線
、
武
備
司
供
弓
箭
環
刀
、

束
稈
草
爲
人
形

一
、
爲
狗

一
、
剪
雜
色
絲
段
爲
之
膓
胃
，
選
達
官
世
家
交
射
之
、
非
伯
蘇
扎
拉
爾
棄
曼
孟
古
岱
拉
塔
坦
何
卜
珠
蘇

尼
特
等
氏
族
、
不
得
與
列
、
射
至
糜
爛
、
以
羊
酒
祭
之
，
祭
畢
、
帝
后
及
太
子
嬪
妃
併
射
者
，
各
解
所
服
衣
、
俾
蒙
古
巫
覡
祀
讃

之
、
祀
譛
畢
、
途
以
與
之
、
石
日
腕
災
，
國
俗
謂
射
草
狗
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6
)

 

毎
歳
十
二
月
十
六
日
以
後
、
選
日
用
白
黒
羊
毛
爲
線
、
帝
后
及
太
子
自
項
至
手
足
.
皆
用
羊
線
纏
繋
之
、
坐
于
寢
殿
・
蒙
古
巫

覡
念
呪
語
，
奉
糟
貯
火
，
置
米
糠
于
其
中
.
沃
以
鮃
油
、
以
其
烟
熏
帝
之
身
、
斷
所
繋
毛
線
納
諸
槽
内
、
叉
以
紅
帛
長
數
寸
，
帝

手
裂
碎
之
、
唾
之
三
、
併
投
火
中
、
即
解
所
服
衣
帽
付
巫
覡
.
謂
之
蛻
莓
災
迎
新
禁
云
。

 

(956
)

 

凡
宮
車
晏
駕
.
槌
用
呑
橡
木
中
分
爲
二
，
刳
省
人
形
、
其
廣
狹
長
短
、
僅
足
容
身
而
己
，
驗
用
貂
皮
襖
皮
帽
，
其
靴
臘
繋
腰
盒

鉢
倶
用
白
粉
皮
爲
之
，
殉
以
金
壺
瓶
二
毳

一
椀
楪
匙
筋
各

一
驗
訖
，
用
黄
金
爲
箍
四
條
以
束
之
、
輿
車
用
臼
氈
青
緑
訥
克
實
駕
簾

覆
棺
，
亦
訥
克
實
爲
之
，
前
行
蒙
古
巫

】
人
衣
新
衣
，
騎
牽
馬

一
匹
，
以
黄
金
飾
鞍
轡
，
籠
以
訥
克
實
，
謂
之
金
靈
馬
，
日
三
次

用
羊
奠
祭
、
至
所
葬
陵

地
、
其
開
穴
所
起
之
土
成
塊
依
次
排
列
之
，
棺
既
下
，
復
依
次
掩
覆
之
、
共
剩
土
則
遽
置
他
所
，
逾
葬
之

員
居
警

景

日
毳

輟

醵
三
舞

(攀

 
元
呉
莱
北
方
巫
者
降
紳
歌
日
、
天
深
洞
房
月
漆
黒
，
巫
女
瓔
皷
唱
歌
發
.
高
梁
鐵
鐙
懸
牛
筌
，
塞
向
横
戸
跡
不
通
.
酒
肉
滂
泥
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靜
几
席

.
淨
琶
朋
指
凄
霜
風
.
暗
中
鏗
然
那
敢
觸
.
塞
外
祇
紳
喚
來
速
塊
祇
水
草
肥
馬
群
.
門
巷
光
輝
耀
狼
識
，
舉
家
側
耳
聽
語

言
、
出

無
入
有
凌
嵬
崙
.
狐
狐
聲

音
共
叫
嘯
.
健
鶻
形
勢
同
飛
飜
、
甌
暁
故
王
大
獵
處
，
燕
支
廣
磧
黄
沙
樹
.
休
屠

收

像

接
秦

宮
，
于
闃
清
鍋
開
漢
路
、
古
今
世
事

一
渺
茫
.
楚
磯
越
女
幾
災
鮮
 
是
耶
非
耶
降
靈
場
，
麒
麟
被
髭
跨
大
荒
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瑚

日

本

の

巫

源

(別
附
録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
k

 
(鯤
)

 
和
漢
三
才
圖
會
に
依
れ
ば
、「
古

へ
は
人
心
が
、
質
朴
で
且
つ
紳
話
も
明
白
で
あ
つ
た
の
で
，
國
の
政
治
及
び
賞
罰
は
、
多
く
紳

勅
に
依
つ
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
又
皇
女
を
し
て
伊
琳
齋
宮
及
び
加
茂
齋
院
に
.
齋
』、・祀
ら
し
め
ら
れ
た
が
、
雄
略
天
皇
は
皇

女
日
本
媛
命
を
、
伊
勢
齋
宮
に
、嵯
峨
天
皇
は
皇
女
智
子
内
親
王
を
加
茂
齋
院
に
、
齋
き
祀
ら
し
め
ら
れ
た
の
が
始
り
で
あ
つ
た
。

今
の
巫
女
は
，
紳
樂
を

奏
じ
て
聯
を
慰
む
る
が
、
叉
蕩
立
と
云
つ
て
，
熟
湯
を
竹
葉
に
漬
し
て
身
に
溶
み
、
身
疲
れ
心
亂
る
丶
に

及
び

て
，
祕
の
託
宣
を
得
て
，
人
の
吉
匈
を
告
ぐ
る
が
，
其
の
巫
を
但
智
と
云
つ
て
居
る
」
と
。

 
按

す
る
に
，
日
本
の
巫
に
、
巫

・
市
子

・
榊
子

・
祕
巫
及
び
御
巫
の
稱
號
等

が
あ
る
が
、
御
巫
は
世

々
に
.
伊
勢
祕
宮
の
艸
官

と
し

て
，
因
に
苗
字
を
取
つ
て
ゐ
る
。
蓋
し
其
の
本
源
は
，
初
め
の
齋
き
祀
ら
し

め
ら
れ
た
皇
女
に
由
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
是

れ
に
由
つ
て
.
古
代
の
巫
祀
。
即
ち
紳
官
は
.
朝
鮮
古
代
の
天
君

(蘇
塗
紳
壇
を
設
け

て
天
を
祭
る
人
。
)
或
は
次
々
雄
と
似
て
居
る
事
を
知
る
べ
き
で

あ
る
。

叉
巫
を
市
子
と
云
ふ
の
は
、
蓋
し
日
本
は
、
昔
期
日
を
定
め
て
市
を
開
い
た
か
ら
.
巫
業
者
は
市
日
毎
に
市
場

へ
出
て
、

弓
を
彈

き
人
を
聚

め
て
.
神
の
事
を
宣
傳
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
是
れ
に
よ
つ
て
市
子
と
，
朝
鮮
古
代
帥
市
氏
の
意
義
と
を

聯
想

し
得

べ
き
で
あ
る
。
(絡
)
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註
(823
) 

儒
教
経
典

『易

経
』

ま
た

『易
』

の
こ
と
。

(923
) 

周

の
時
代

の
祭

で
の
ち

の
臘
と
同

じ
。
穀
物
を
持
ち
寄

っ
て
の
大
饗
宴

の
こ
と
か
と

い
う

(
『荊
楚
歳
時
記
』
東
洋
文
庫

三
二
四
、
平
凡
社
、

}
九
七

八
年
、
十

二
月

八
日

 
 

「臘
祭
」

の
項

に
詳
細
な
訳
註
が
あ

る
)
。

(
033
) 

唐
代

に
作
ら
れ
た
正
史
、
五
十
巻
。

(133
) 

後
唐

の
末
帝
時
代
。
九
三
四

-
九
三
六
年
。

(333
) 

松
公
で
は
な
く
列
公

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘

」

(H
)
五
八
頁
)
。

(433
) 

中
国
か
ら
高
麗

へ
公
的
に
城
隍
祭
祀
が
導

入
さ
れ
た
の
は
文
宗
九
年

、

一
〇
五
五
年

三
月

で
あ

る
。
な
お
場
所
は

「新
城
鎮
」

が
正
し

い
。
城
隍
神

の
ま

つ
り

は
別
神
祭

 
 

と
し
て
民
間

の
祝
祭

と
な

っ
て

い
く
。
前

註

の

(82
)
、

(83
)
も
参

照
の
こ
と
。

な
お
、

日
本

に
お
け
る
中
国

の
城
隍

神
研
究

は
相
当

に
積
み
重
ね

ら
れ

て
い
る
が
、
民
間

 
 
信
仰
化

し
た
変
容

の
諸
相
と

か
朝
鮮
と

の
対

照
研
究
と

い

っ
た
視
点

は
考
慮
さ
れ

て

い
な

い
。

こ
う
し

た
面

で
は
む

し
ろ
、
李
能

和
が

こ
こ
で
展
開
し

て

い
る
城
隍
神

の
記

 
 
述

が
ま
あ

た
ら

し

い
く
ら

い
で
あ

る

(研
究
史

の
詳
細

は
、
拙
稿

「忘
れ
ら
れ
た
芸
能

史
、
序
説

(第

二
稿

)」

『朝
鮮

文
化
研
究
』
第
九
号

、
東

京
大
学
大
学

院
人
文
社
会

 
 
系
研
究
科

.
文
学
部
朝
鮮
文
化
研
究
室
、

二
〇
〇

二
年
、

二
四
頁
参
照
)
。

(
533
)

古
代
か
ら
朝
鮮
王
朝

の
末
期
ま

で
の
文
物
、
制
度
な
ど
を
整
理
し

て
述

べ
た
も

の
。

一
七
七
〇
年

に

『
東
国
文
献
備
考
』
と

し
て
編
纂
さ

れ
、

一
七
八

二
年

に
そ

の
増
補

 
 
版
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に

一
九
〇
八
年
に
は
全
二
五
〇
巻
に
ま
と
め
ら
れ

『増

補
文
献
備
考
』

と
し

て
刊
行
さ
れ
た
。

(633
) 
属

祭
は
無
祀
孤
魂

の
ま

つ
り
。
高
麗
時
代
に
も
そ
の
重
要
性
は
認
識

さ
れ
て

い
た
と
お
も

わ
れ
る
が
、
文
献

上

で
は
朝
鮮
朝
太

宗

一
年

(
一
四
〇

一
)

一
月

の
記
事

が
初

 
 
出
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
権
近

が
国
王
に
上
書

し
て
、
明
の
制
度

(
「洪
武
礼
制
」
、

一
三
八

一
年
)

に
な

ら

っ
て
孤
魂
を

ま

つ
る

べ
き

こ
と
、
さ
も
な

い
と

冤
鬼

が
満
ち

て
災

 
 
厄
が
広

が
る
と
訴
え

て

い
る
。
こ
れ
は
城
隍

の
祭
祀
と
と
も

に
受
容
さ
れ

て
朝
鮮
王
朝
末
ま

で
維
持

さ
れ
た
。
な
お
、
そ

の
ば
あ

い
の
城
隍

は
無
祀

の
霊
魂

を

つ
か
さ
ど

る

 
 
神

で
あ

る
。

(
833
) 

『続
大
典
』
は
、

『経
国
大
典
』

の
続
典

で
、

一
七
四
四
年
に
国
王

の
命
令
を
受
け
て
編
纂
が
は
じ
め
ら
れ

一
七
四
六
年
に
完
成
し
た
。

(
933
) 

都
邑

の
後
方

に
、
鎮
山
が
あ
る
と
す
る

の
は
古
く
か
ち

の
こ
と

で
、
す
で
に

『高
麗
史
』

に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
城

の
鎮

山
は
松
岳

(王
京

開
城
府

の
項
)
、
全

 
 
羅
道
珍
島
県

の
鎮
山
は
漢
拏
山

(全
羅
道
珍
島
県

の
項
)
と
さ
れ
、
ま
た
光
州

の
鎮

山
は
無
等

山
と
さ
れ
て

い
る

(
『高
麗
史
』
楽
志

)
。

(143
) 

南
山
は
も
と
木
寛

山
と

い
っ
た
。
木
寛
は
南
を
意
味

す
る
固
有
語

の
当

て
字
表

現
。

(343
) 

白
岳

山
は

ソ
ウ
ル
の
鎮

山
で
景
福
宮

の
北
に
そ
び
え

る
。
北
岳
山

の
こ
と

。
こ
こ
の
山
神

は
も
と

は
女

神

で
あ

っ
た
よ
う

で
、
そ

の
荒

ぶ
る
性
格

に
ま

つ
わ
る
話

が
後

述

 
 

=

八
 
京

城
の
巫
俗

及
び
神
祠
」

の
章

の

「
(8
)
白
岳
山
貞
夫
人

の
廟
」

の
項

に
み
ら
れ

る
。

つ
ま
り
元
も
と
女
神

の
い
た
山

に
城
隍
神
が
は

い

っ
て
き

て
そ

の
地
位

を

 

奪

っ
た
か
た
ち

に
な

っ
た
。
朝
鮮

で
は
こ
の
よ
う
な
城
隍
神
が
各
地

に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

こ
で
は
山
神
と
城
隍
神
が
ほ
と
ん
ど
同
格
な

の
で
あ
る
。
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(543
) 

李
稷

(
一
三

二
八

-

一
三
九
六
)
は
李
成
桂
を
助
け
た
朝
鮮
朝
開
国

の
功
臣
。

(
743
) 

唐

の
第
三
代
高
宗

の
后
、
則
天
武
后
。

(843
) 

宋

の
真
宗

(九
九
八

-

一
〇

二
二
)
。

(
943
) 

洪
武
礼
制
に

つ
い
て
は
註

の

(躅
)
を
参
照
。

(053
) 

こ
こ

で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
高
麗
王
朝
に
お

い
て
は
、
山
や
川
に
封
爵

し
、
そ

の
神
が
み
を
家
族

の
形

で
、
し
か
も
神
像
を
も

っ
て
ま

つ
っ
て

い
た

こ
と

で
あ
る
。
す
な

 
 
わ
ち
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
あ
る

い
は
宋

の
時
代

の
山
川

の
ま

つ
り
方
が
す
で
に
高
麗
王
朝
に
は
十
分

に
伝

わ

っ
て
い
た
。
そ
れ

は
ま
さ
に
城
隍
神

を
は
じ
め
と

し
た
民
間

 
 
祭
祀
が
中
国
か
ら
流
入
し

て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、

こ
こ

で
の
礼
曹

の
建
議
は
受

容
さ
れ

て
、
山

川

の
神
像
は
壊

さ
れ
た
と
さ

れ
た
と
記
さ
れ

て

い
る
が
、
実
際

 
 
に
は
そ

の
祭
祀
は

つ
づ
け
ら
れ
た
。

(
253
) 

こ
こ
で
の
世
宗

の
見
方
は
、
多
く

の
儒
教
官
僚
ら

の
見
解
を
反
映
し
た
も

の
な

の
で
あ

ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
中
世
以

来
人
び
と
は
、
山
神

を
人
格
化
し
、
そ

の
像
を
作
り
、

 
 
そ
し

て
山
上

に
詣

で
て
、

こ
の
神
と
接
し
よ
う
と
し

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
官
僚
は
こ
れ
を
分
不
相
応

な

こ
と
、
あ

る

い
は
淫
祀
と

し
て
統

制
し
よ
う

と
し
た
。
元
来
、
山

 
 
や
川
は
人
び
と
が
身
近

に
接
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ

の
神
は
遠
く
仰
ぎ
み
る
神
で
は
な
か

っ
た
。
し
か

し
、
世
宗

お
よ
び
新
進
官

僚
ら

は
、

こ
れ
を
新

し

い
国
家

秩
序

の
も

 
 
と

に
統
制
し
よ
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ

に
対
し

て
李
稷
は
中
国

の
歴
史
を
顧
み

て
す
で
に
唐
宋

の
時
代
か
ら
始
ま

っ
た
こ
と

で
あ

り
、
統

制
は
難
し

い
と

い

っ
た
。

 
 
そ
れ
は
ま
さ

に
そ

の
と
お
り
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

(
453
)
 
漬
は
漬
溝
、

み
そ

の
こ
と
。

(
553
)

咸
鏡
道

の
こ
と
。

一
四
六
七
年
か
ら

一
五
〇
九
年
ま

で
、

こ
の
呼
称
を
用

い
た
。

(
653
) 

咸
鏡
道
所
在
。

(
753
) 

忠
清
南
道
礼
山
郡
徳
山
面
地
域

の
古
称
。

(
853
) 

星
湖
李
溟

(
一
六
八

一
-

一
七
六
三
)
は
朝
鮮
後
期

の
学
者
。

『星
湖
僥
説
』
は
当
時

の
社
会
制
度
を
実
証
的
に
分
析
批
判
し
た
も

の
と
し

て
名
高

い
。

(
953
) 

一
四
七

四
年

に
刊
行
さ
れ
た
五
礼

に
関
す

る
書

『国
朝
五
礼
儀
』
。

(
063
) 

清

い
酒
と
さ
ま
ざ
ま
な
食

べ
物
。

(
163
) 

陸
游

(
一
一
二
五

-

一
二

一
〇
)
は
南
宋
時
代

の
詩
人
。

(263
) 

李
穡
は

、
城
隍
は
人

の
死
霊
を
管
掌
す

る
神
な

の
で
あ
り
、
そ

の
神
が
す

で
に

い
る

の
に
あ
と
か
ら
死

ん
だ
人
間
が
城
隍

に
な
る

の
は
お
か
し

い
と

い
う
。

そ
し

て
陸
游

 
 
が
そ
の
こ
と
を
疑
問

に
し
な

い
ま
ま
詩
を
書

い
た
と
批
判
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
理
詰

め
の
批
判

で
あ

る
。
こ
れ
は
要
す

る
に
、
中

国
で
も
死
者

が
城
隍
神
と

 
 
し

て
ま

つ
ら
れ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
陸
游
は
そ
う
し
た
民
間
信
仰
を
事
実

に
即
し

て
述

べ
た
ま

で
で
あ
り
、
格
別
批
判

す
る
に
は
当
た

ら
な

い
。
そ
し

て
朝

鮮

で
も
死

 
 
後

に
城
隍
と
な

る
事
例

は
数
多
く
あ

っ
た
。
李
穡

は
そ
れ
を
淫
祀
と
み
な
し

て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

(363
) 

配
食

は
配
享

の
こ
と
。
功
臣

や
徳

の
有

っ
た
人

の
位
牌
を
ま

つ
る

こ
と
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(餌3
)

中
宗

二

年

(
一
五

一
六
)
六
月
、
癸
丑

の
記
事

で
あ
る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(563
) 

「
挿
ひ
」
は
原
文
に
は
な

い
。
原
文
に
な
ら

っ
て
単
に

「
城
隍
神
と
謂

い
」

と
す

れ
ば
よ

い
。

(663
) 

李
圭
景
、
前
出
注
九
参

照
。
『
五
洲
衍
文
長
箋
散

稿
』

巻
四
三
所
収

(前

引
徐

永
大

「李
能
和
朝

鮮
巫
俗
考

校
勘

」

(H
)
六
三
頁

)
。

(763
) 

関
索

は

『三
国
志

演
義
』

に
登
場
す
る
武
将
。

(863
) 

磊
碩

は
石
積

み
。

(963
)

髪

。

(073
) 
南
宋

の
程

大
昌

の
著
。

原
文

に
よ
る
と
、
『演
繁
露
』

は

『
通
典
』

(唐
代

に
編
纂

さ
れ
た
制
度
史
)

を
引

用
し
て
以
下
の
こ
と
を
述

べ
て

い
る
、
と

な
る
。

(173
) 

輿
覧

は
地
理
書

『東

国
輿
地

勝
覧
』

(五
〇
巻

、

一
四
八

一
年
。
増
補

さ
れ
た
も

の
は

一
五
三
〇
年
成

立
)

の
こ
と
。

(273
) 

原
文

「
三
間
」
。
城
隍
祠

の
大
き

さ
を

い
っ
て

い
る
。

(373
) 

こ
の
配
置

は
、
東

が
大
王
大
妃
位

、
北
が
上
室

の
聖
王
位

、
南

が
山
堂
位

・
中
室

の
神

位

・
下
室

の
神
位

・
十
二
諸
神
位
、
西
が
姑

婦
人
神
位

・
下
堂

巫
主
神
位
と

い
う

 
 
の
で
あ

ろ
う

。

(473
) 

槐
山

は
忠
清

北
道
所
在
。
た
だ

し
こ
の
記
事

は
、
『東
国
輿
地
勝
覧
』

に
は
み
ら
れ
な

い
と

い
う

(前
引
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(
H
)
六

四
頁
)
。

(573
) 

玄
風

は
慶
尚

北
道
所
在
。

(673
) 

静
聖
大
王

は
山
神

の
名
前
だ

が
由
来

不
明
。

(773
) 

梁
山

は
慶
尚
南
道
所
在
。

(
873
) 

原
文

は
金
忍
訓
。
新
羅
末
期
、
後

三
国
時
代

の
梁
山

に
い
た
将
軍
。

(
973
) 

義
城
は
慶
尚
北
道
所
在
。

(
083
) 

後
三
国
時
代

の
義
城

の
武
将
。

(
183
) 

甄
萱
は
八
九

二
年

に
後
百
済
を
建

て
た
。

(
283
) 

密
陽
は
慶
尚
南
道
所
在
。

(
383
) 

全
州
は
全
羅
北
道
所
在
。

(
3
) 

李
奎
報
に

つ
い
て
は
前
註

(㎜
)
を
参
照
。
な
お
書
名

は

「
夢
験
記
」
が
正
し

い

(前

引
徐

永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(H
)
六
四
頁
)
。

(
583
) 

固
城
は
慶
尚
南
道
所
在
。

(683
) 

こ
れ
は
村
民
が
儺
人
に
扮
し

て
お
こ
な

っ
た
素
朴
な
仮

面
戯

の
こ
と
で
あ
ろ
う

。
な
お
、
固
城
で
は
風
雲
堂

で
儺
戯

が
あ

っ
た
こ
と
が
知

ら
れ

て
い
る

(
一
八
九
三
年
、

 
 
呉
蜜
黙

の
記
述
)
。
そ
れ
は
端
午
と
十
二
月
末
日
に
郷
吏
た
ち
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
今

日
に
伝
承

さ
れ
て

い
る

「
固
城
五
広
大
」
と
同
じ
も

の
が
広
く

お
こ
な
わ
れ

て
い

 
 
た

の
で
あ
ろ
う
。
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(
783
) 

許
笏

(
一
五
六
九

-

一
六

一
八
)
は
朝
鮮
中
期

の
文
人
。
小
説

『洪
吉
童
伝
』
は
著
名
。

『惺
所
覆
甑
藁
』
は
著
書
。

(
883
) 

咸
山

の
頂
き

に
、
祠
が

ひ
と

つ
聳
え
立

っ
て
い
る
。
城
隍
と

い

っ
て
、
民
は
敬
虔

に
祈
り

を
さ
さ
げ

て

い
る
。
あ
る
日
、
突
然
、
空

に
霧

が
か
か
り
、

土
や
雨
が
飛

び
交

 
 

い
強
風
が
吹

い
て
き
た
。
木

々
を
揺

る
が
し
、
家
を
飛
ば
し
、
神
像

の
額

に
も
吹
き

つ
け

る
。
翌
朝

、
巫
が
や

っ
て
き

て
、
そ

の
神

の
座

を
整
え
、
髪
を
整
え

衣
を
直

し
た

 
 
が
、
風

は
ま

た
強
く
吹

い
て
き
た

。
こ
れ
が
三
度
く
り
返
さ
れ
た
。
わ
た
し
は
ひ
ど
く

い
ぶ
か
し
く
お
も

い
、
巫

に
そ

の
い
わ
れ
を
た
ず
ね
た
。
す

る
と

巫
は
拝
礼

し
て

い
っ

 
 
た
。
「
咸
神
は
夫

で
あ
り
、
林
神
は
婦
だ
。
咸
が
妾

に
溺
れ
、
婦
を
醜

い
と
謂

っ
た
た
め
、
婦
が
そ

の
妾

に
腹
を
立

て
て
踏
み
に
じ
ろ
う
と
し
た
。
そ
こ

で
風
雨
を
あ
び
せ

か

 
 
け
、
夫

の
衣
を
裂
き
、
妾

の
首
を
傷

つ
け
た
。
そ
し

て
、
ひ
と
た
び
去

っ
て
は
ま
た
来
た
り
、
昼
も
夜
も
吹

き

つ
け
た

の
だ
」
と
。
巫

の
霊
も

い
か
ん
と
も
す

る
こ
と
が

で

 
 
き
な

い
の
か
、

こ
れ
を
止
め
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
た
だ
、
衣
冠
と
裳
だ
け
は
改

め
て
、
そ

の
土
偶
を
だ

い
じ

に
し

て
い
る
。
わ
た
し
は
、
た
め
息

を

つ
い
て
い

っ
た
。

「神

 
 
よ
、
か
く
も
、
激
す
る
も

の
な

の
か
」
と
。
「
わ
た
し
は
神
に
真
心
を
さ
さ
げ
、
北
斗
に
願

い
を
こ
め
、
焼
香
し
祝
辞
を
さ
さ
げ
て
は
べ
り
ま
す
。
祝
辞
に

い
わ
く

『わ
が
后

 
 
皇
は
土
地
を
分
け
て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
神
を
置
き
、
人
び
と
を
守

り
助

け
る
に

い
た

っ
た
。
あ
る

い
は
日
が
差
し
あ

る

い
は
雨
が
降
り

、
そ
れ

に
よ
り
農
事

を
助

 
 
け
た
。
だ
が
、
そ

の
職
分
を
忘
れ
、
天
か
ら
降
り
て
社
廟

を
壊
す

の
だ
か
ら
、
神

の
恥

で
あ

る
。
今
、

こ
の
二
神
は
、
夫
婦

の
好

き
仲
と
な

る
こ
と
は
、
帯
と
衣

の
ご
と
く

 
 
で
、
地
を
分
け
て
住
ん
で

い
る
。
祭
祀
を
受

け
、
末

永
く
享
受

す
る

の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
福
祐

を
く
だ
し
、

田
畑
を

豊
年
に
し
、
風
も

雨
も
滞
り
な
く

し
穀
物

の
苗

も
み
ご

 
 
と
育

つ
よ
う

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、
若

い
女

へ
の
愛
情

に
よ
り
夫
婦

が
争

い
、
瞳
を
怒
ら

し
て
睨
み
、
雷
を
も

っ
て
霧
を
起

こ
し
台
風
を
吹

か
せ
、
神

の
幃

 
 
を
断

ち
、
そ

の
腰
を
割

き
、
神

の
旒

を
壊

し
、

い
た
く
う

な
り
跳
び
擲

げ
、
威
圧

し
恣

に
殴

る
と

は
。
犬

ど
も

の
争

い
の
よ
う

に
二
神

は
あ
だ
仇
と

な

っ
て
い
る
。

こ

の
た

 
 
め
に
妖
気

が
く
だ
り
、
牧
場
も
損

な
わ
れ
、
穀
物
も
損
な

わ
れ
、
民
の
憂

い
と
な

る
こ
と
甚
だ

し
く

、
長

い
こ
と
休
息

が
得
ら
れ
な

い
。
大

い
に
世
を
明

ら
か

に
し
穀

物

の

 
 
芽
を
育

み
、
罪
を
挙

げ
て
討
ち
、

わ
れ
ら
に
穀
食
を
与
え
』

云
々

(983
) 

巫
覡
が

い
う

に
は
、
「神

の
し
わ
ざ

で
は
な

い
。
嘉
林

は
女

で
は
な
く
た
だ
男
子

で
あ

る
。
神
を
も

っ
て
神
を
攻
め

る
と

は
理

の
な

い
こ
と
だ
。
風
霧

の
災

い
は
、
た

だ
民

 
 
の

い
た
す
と

こ
ろ
な
の
に
。
民

は
む

や
み
と

巫
覡
の
淫
祀
を
崇
め
、
不
敬

に
し

て
こ
れ
を

お
こ
な
う
ば

か
り
だ
。
不
忠
不
孝

、
不
信

不
義
、
よ

こ
し
ま

に
し

て
罪
深

く
、
ず

 
 
る
く
利
を
ね

ら

い
、
符
呪
を
身

に

つ
け
て
来

る
者
も

い
る
が
、
そ

の
う
ち

に
ま
た
順
吏
は
ま
れ

だ
。
ひ
そ
か

に
楽

し
み
上
辺
を
飾
り
、
名
誉

を
売
り
美

を
掠
め
、
大
げ

さ
に

 
 
し
て
こ
び

へ
つ
ら

い
、
偽

っ
て
恥
じ

る
こ
と
な
く
、
教
化
を
施
さ
ず
、
上
も
下
も
互

い
に
騙
し
あ

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
神
に

つ
か
え

る

の
で
、
神

の
怒

る
こ
と
は
も

っ

 
 
と
も

で
あ

る
。

こ
こ
に
神
が
災

い
を
く
だ

し
た

の
は
皆

こ
れ

に
よ

る
の
だ
。
し
か
る

に
、
そ

の
咎

を
お
も
わ
ず

、
か
え

っ
て
、
鰻
戯
を
加
え

、
神

が
闘
う
な
ど

と

い

っ
て
は

 
 
ば
か

る
こ
と

が
な

い
。
神
は
ま
す
ま
す
怒
り
、
災

い
は

い
や
増
し

に
増
し
た
。
雷
罰
が
く
だ
さ
れ
た

の
は
た
だ
巫
だ

け
が
こ
れ
を
視
た
。
大
夫

の
明
も
、

こ
れ
に
惑
わ
さ

れ

 
 
て

い
る
の
で
、

い
わ

ん
や
愚
者
を
惑
わ
す

こ
と
は
容
易

で
あ

る
」
と
。

余
は
伏
し

て
不
智
を
詫
び
、
頭
を
上
げ

て
み
た
が
、
神
は
す

で
に
、
去

っ
た
あ
と

で
あ

っ
た
。
空
を

 
 
仰

い
で
み
る
も

の
の
ど

こ
に
い

っ
た

の
か
見
え
な

い
の
で
あ

っ
た
。

(093
) 
以
下
の
神
に
つ
い
て
、
李
能
和
は
そ
れ
ぞ
れ
項
を
立
て
て
説
明
し
て
い
る
。
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
神
名
は
膨
郡
彬
、
郡
ヨ
彬

(郡
雄
禰
)、
か
盟
彬
、
慶
陣
彬
、
献
鳴
蝕
離
彰
、

 
 
仁
王
山
七
星
堂

で
あ
る
。

(293
)

朝
鮮
時
代
、

ソ
ウ
ル
に
設
け
ら
れ
た
各
種
官
庁
を
総
称
し

て
京
各

司
、
あ
る

い
は
各

司
と
よ
ん
だ
。
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(393
) 

高
麗
時
代
以
来
、
設
置
さ
れ

て
い
た
観
察
行
政
機
関
。
司
憲
府
。

(493
) 
各

地
方
は
外
邑

(原
文
)
。

(693
) 

神
祠

(原
文
)
。

(793
) 

李
能
和
は
、
府
君
堂

の
神
は
も
と
も
と
孫
閣
氏

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
推
定

し
て

い
る
。
こ
れ
は
注
目

さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
高

麗
時
代

に
す

で
に
、
若

い
女
性

の
死
霊
を
慰

 
 
霊
す
る
こ
と
が
重
要
事

と
な

っ
て

い
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
地
域

の
安
定

が
保

た
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
発

想
は
中
国

に
お

い
て
す

で
に
み
ら

れ

 
 
た
。
従

っ
て
、
そ
れ
を
中
国
風
に

「
宋
氏
姐
」
と
書

い
た

の
は
、
あ
る
面
で
は
う

な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

(893
) 

註

(蹣
)
を
参

照
。

(993
) 

魚
孝
瞻

(
一
四
〇
五

-

一
四
七
五
)
は
朝

鮮
朝
前
期

の
文

臣
。

(004
) 

以
下
は
李
能
和

の
見
解

で
あ
る
。

(104
) 

恭
愍
王

(
=
壬
二
〇

1

二
二
七
四
)
は
高

麗
末
期

の
国

王
で
元
と
の
関
係
を
絶

つ
な
ど

、
改
革
を
志
す
も

、
失

政
で
挫
折

、
暗
殺

さ
れ
る
。

(204
) 

李

碎
光

(
一
五
六
三

-

一
六
二
八
)
は
王
朝

中
期

の
人

。
号

は
芝
峯
。

『芝
峯
類
説
』

は
百
科
事
典

の
性
格
を
持

っ
た
書

で

一
六

一
四
年

に
編
纂

さ
れ
た
。
註

(
15
)
も
参

 
 
照
。

(
304
) 

以

下
は
李
能
和

の
見
解

で
あ

る
。

(
404
) 

君
王
神

は
今

日
よ
く

軍
雄
と
も
記

さ
れ
る
が
、
李
能
和

の
所
説

が
適
当
か
も
し
れ
な

い
。

(
504
) 

英
宗

の
子

は
莊
獻
世
子

(
一
七

三
五

ー

一
七

六
二
)
が
正
し

い
。

(
604
)

今

日

一
般

に
テ
ガ
ム

(大
監
)
神

は
欲

の
深

い
神
と
さ
れ
、
相
応

に
も

て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
も

て
な
す
と

反
対
給
付
も
多

い
と

い

っ
て
、
人

気

の
あ

る
神

で

 
 
あ

る
。
中
部
以
北

の
ク

ッ
で
み
ら
れ

る
。

(
704
) 

関
壯
繆
は
手

に
燭
火
を
取

っ
て
書

に
励

ん
だ
と

い
わ
れ

る
中
国

の
民
間
故
事

の
人
物
。

(
804
) 

建
立
は
乞
粒

(物
乞

い
)

で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
乞
食

の
テ
ガ

ム
神

で
あ
る
。

(
904
) 

戸

口
大
監
は
ホ

グ
テ
ガ

ム
と
よ
ば
れ

る
。

(O14
) 

城
主
は

ソ
ン
ジ

ュ
と
発
音
さ
れ
、
家
宅
神

の
名
前
。
成
造
と
も
書
く
。

(
114
) 

独
甲
は
今

日

一
般
に
ト

ッ
ケ
ビ
と
発
音
さ
れ
る
。

(214
)
 
イ

ェ
ー
タ

ム
ク
ッ
と
発
音
さ
れ
る
。

(314
) 

孫
は
当

て
字

で
、
客

の
こ
と
を

ソ
ン
と

い
う
。

(414
) 

若

い
む
す
め

の
死
が
特
別

の
意
味
を
持

つ
こ
と
は
中
世
以
来

の
中
国
に
お

い
て
も
同
じ
で
あ

っ
た
。

(614
) 

醺
祭
は
星
辰
を
ま

つ
る
祭
儀
で
あ
る
。

一一81(124)一



(
714
) 

こ

の
国
師
堂
は
元
来
は
朝
鮮
王
朝
を
護

る
神
堂

で
あ

っ
た
が
、

の
ち

に
は
巫
覡

の
ク

ッ
の
場

と
な
り
、
そ

の
た
め
に

「
淫
祀
」
と
さ

れ
た

の
で
あ

ろ
う

。

一
九

二
五
年

に
、

 
 
日
本

の
総
督
府

に
よ
り
、
現
在

の
仁
王
山
上

に
移
さ
れ
た
。
巫
神
図
が

二
八
点
あ
り
、
重
要
民
俗
資
料
と
さ
れ

て
い
る
。

(814
) 

『天
倪
録
』
は
朝
鮮
後
期
に
記
さ
れ
た
野
談
集

(民
間
伝
承
を
書
き
留
め
た
も

の
)

で
あ

る
。
従
来
作

者
が
知
ら

れ
て

い
な
か

っ
た
が
、
近
年
、

こ
う

し
た
分
野

へ
の
関

 
 
心
が
高
ま

っ
た
せ

い
か
、
研
究
が
か
な
り
進
ん
だ
。
李
康
旭

「
天
倪
録

の
野
談
史
的
位
置
」

(韓
国
古
小
説
学
会

二
〇
〇
〇
年
学
術
発
表
会
発
表
要
旨
Y

に
よ
る
と
、
編
著
者

 
 
は
任
堕

(
一
六
四
〇

1

一
七

二
四
)
と

い
う
人

で
、
そ

の
編
纂

の
時
期
は
、

一
七

一
六
年
か
ら

一
七

二
四
年

の
問
と
推
定

さ
れ
る
。
李
能
和

は
朝

鮮
巫
俗

の
痕
跡
は

こ
う

し

 
 
た
野
談

の
な
か
に
さ
ぐ

っ
て
い
く

べ
き
と

い
う
視
点
を
持

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
確
か
に
、
そ

こ
か
ら

の
引
用

は
時

代
に
先
駆

け
て

い
た

の
だ

が
、
こ

の
書
名

は

 
 
事
典
類
に
も
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ

て
い
な

い
の
を
み
る
と
、
李
能
和
以
降
、
こ

の
書
を
取
り
上
げ
る
研
究
者
は

い
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

 
 
 
と
こ
ろ

で
李
能
和
は
先
に

=

三
 

巫
覡

の
術
法
」
「
(11
)
降
神

の
術
法
」

の
箇
所
で
も

『天
倪
録
』

か
ら
二
例

の
挿
話
を

引
用
し
た
。
そ

れ
は

一
七
世
紀
前

半

の
性
剛

 
 
直
な
文
臣
宋
象
仁
が
巫
女

の
降
神

の
儀
に
感
服
し
た
話
で
あ
り
、
ま
た
宰
相
崔
有
源

(
一
七
世
紀
初
め
に
活

躍
し
た
文
臣
)
と

お
も

わ
れ
る
人

が
巫
儀

の
不
思
議

に
感
動
し

 
 
た
話
で
あ
る
。
李
能
和
は
こ
う

し
た
記
事

の
引
用
に

つ
い
て
、
格
別
、
評
言
を
付
し
て
は

い
な

い
が
、
世
に
は
必
ず

し
も
儒
教

の
合

理
主
義
だ
け

で
は
解
決

し
な

い
事
縁
が

 
 
多

く
、
私
儀
に
も
相
応

の
リ

ア
リ
テ

ィ
が
あ

っ
た

の
だ
と

い
う

こ
と
を
暗

に
示
唆

し
て

い
る
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。

 
 
 
さ
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
白
岳
山
貞
夫
人

の
挿
話
は
宗
教
史

の
上
で
興
味
深

い
点
を
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
王
朝

で
は
山
神
を
女
性
と
す

る
こ
と
が

一
般
的
と
な

っ

 
 
て

い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
高

麗
王
朝

の
時
代
に
す
で
に
山
川
が
夫

婦

の
か
た
ち
で
ま

つ
ら
れ

て

い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
か
な
り
古

い
民
俗
宗
教

で
あ

っ
た

 
 
と
お
も
わ
れ
る
。
も
と
も
と
原
初

の
山
神
は
女
性

で
あ

っ
た
可
能
性

が
あ

り
、
こ
れ
が
城
隍
神

な
ど

の
導
入
と
と

も
に

一
度
男
性

の
神

で
代
表

さ
れ
た
が
、
な
お
女

神

へ
の

 
 
根

源
的

な
信
仰
は
根

強
く
、
そ
れ
が
中
世
を
経
て
近
世
社
会

に
至
る
と
徐

々
に
顕
著

に
な

っ
て
き

た
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
う

し
た

こ
と
は
、
た
と
え

ば
中
国
南

部

の
中

 
 
世
社
会

に
媽
祖

や
臨
水
夫

人
が
台

頭
し
、
あ
る

い
は
日
本

の
中
世
に
神
功
皇
后

や
丹
生

の
女
神
あ

る

い
は
三
輪

の
女
神

が
台

頭
し

て
く

る
こ
と
な
ど
と
軌

を

一
に
し
た
も

の

 
 
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
イ

エ
に
お
け
る
女
性

た
ち

の
役
割

の
潜
在
的

な
強

さ
が
反
映
さ

れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
意
味

で
、
権

石
洲

(
一
五
六
九

-

一
六

一

 
 
二
年
)

が
女
性

山
神

に
よ
り
と
り
殺

さ
れ
た
な
ど
と

い
う

口
碑

は
注

目
さ
れ
る
。

こ
れ
は
巫
女
を
通

し
て
女
性

の
あ

い
だ

に
広
く
語

ら
れ
た
も

の
と

み
ら
れ
る
。

(914
) 

柳
得
恭

(
一
七
四
九

1
?
)

は
朝
鮮
朝

、
後
期

の
学
者

、
文
臣
。

(024
) 
李
圭
景

、
前
出
注

(9
)
参

照
。

(124
) 

仁
王

山
は

ソ
ウ
ル
の
鎮
山

の
ひ
と

つ
、
風
水

の

い
わ

ゆ
る
右
白
虎

に
あ
た

る
。

(224
) 
城
主
釈

は

ソ
ン
ジ

ュ
プ

リ
と
発
音
す

る
。

プ
リ
は

「釈
」
、
解
く

こ
と
を
意
味
す

る
。

(324
) 

米
を
缸

に
入
れ
て
梁

の
う
え

に
安
置
す

る
の
は
全
羅
道

で
も

み
ら
れ

る
。

(424
) 

成
造

は
ソ
ン
ジ

ュ
と
発
音
す

る
。

(524
) 

鷲
院

は
チ

ェ
ビ

ウ
ォ
ン
と
発
音
す

る
。
な

お
、

ソ
ン
ジ

ュ
の
故
郷
を
チ

ェ
ビ

ウ
ォ
ン
と
す

る
巫
歌
は
各
地

に
あ

っ
て
相
当

に
広
く
流
布
し

て
い
た
。

(624
) 

土
主
神

は
ト
ジ

ュ
シ
ン
と
発
音
す

る
。
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(
724
) 

帝
釈
神
は
チ

ェ
ソ
ク
シ
ン
と
発
音
す

る
。

(824
) 

業
王
神
は
オ
プ

ワ
ン
シ
ン
と
発
音
す

る
。

(924
) 

竈
王
神
は
チ

ョ
ワ
ン
シ
ン
と
発
音
す
る
。

(034
) 

李
碎
光
、
前
出
注

(
15
)
参
照
。

(
134
) 

李
碎
光
に
対
す
る
李
能
和

の
こ
の
批
評
は
、
朝
鮮

の
儒
学
者
全
般
に
対
す
る
彼

の
視
点
を
表
明
す

る
も

の
と
し

て
注
目

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
李

能
和
は

い
わ
ゆ
る
事
大
主

 
 
義
を
排
し

て
主
体
的
に
朝
鮮

の
文
化
史
を
再
構
成
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
も

っ
と
も
そ
れ
は
や

や
も
す
る
と
、
壇
君

へ
の
過
剰
な
思

い
入
れ

に
傾
く
傾
向
も
あ

っ
た
。

(234
) 

守
門
神
は

ス
ム
ン
シ

ン
と
発
音
す
る
。

(334
) 

類
書
と
は
李
圭
景

『五
洲
衍
文
長
箋
散
稿
』

の
こ
と

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝

鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(H
)
七
八
頁
)
。

(434
) 

朔
方
は
北
方
。

(634
) 

経
師
は
経
文
を
講
釈
す
る
僧
侶

の
こ
と

で
講
師
と
も

い
う
。
こ

こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
学
理
を

探
求
す
る

の
で
は
な
く
、
儀
礼

に
関
与
し
経
文

を
講
釈
す

る

 
 
だ
け

の
僧
が

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
庶
民
大
衆
に
対
す
る
唱
導

を
担

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

(734
) 

書
雲
観
は
高
麗
時
代
に
設
立
さ
れ
朝
鮮
王
朝
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
天
文
、
暦
数

、
測
候
、
時
刻
な
ど

の
こ
と
を
司

っ
た
。

(834
) 

一
四
二
五
年
に
書
雲
観

を
改
称
し
た
も

の
。

(934
)

歳
画
は
主
と
し
て
年
初
に
門
に
貼
り
付
け
る
も

の
で
人
物

像
、
ま
た
竜
虎

の
文
字

な
ど
が
多

い
。

(044
) 

洪
錫

謨
は
純
祖

(
一
八
〇

一
-

一
八
三
四
)

の
時
代
の
学
者
。

(144
) 

金
邁

淳

(
一
七
七
六

1
?
)
は
朝

鮮
後
期

の
学
者
。

(244
) 

高
句

麗

の
時
代
に
五
斗

米
道

が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
朝
鮮

に
は
、
三
国
時
代

に
す

で
に
道
教
が
伝
来

し

て
い
た
と
考

え
ら
れ

る
。
た

だ
李
能
和
は
、

こ
こ
で
高
麗

 
 
時
代
に
改
め
て
宋
か
ら
系
統

だ

っ
た
道
教
が
伝
え

ら
れ
た
こ
と
に
注

目
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
民
間
信
仰
化

し
た
道
教

の
習
俗
は
、

=

一世
紀

以
降
、
さ
ま
ざ

ま
な
形

で

 
 
も

た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う

。
な
お
、
こ
う

し
た
道

教
の
歴
史

を
考
え

る
と
き

、
李
能
和

の
よ
う

に
新
羅

の
処

容
説
話
を

「道
教

と
は
何
等

の
因
縁
が
な

い
」
と
断
定

し

て

 
 
よ

い
の
か
ど
う

か
は
ま
た
別

の
問
題
と
な
る
。

(344
) 

高
麗
睿
宗

の
時
代

(
一
一
〇
五

-

一
=

一二
)
。

(444
) 

真
智

王
、
在

位
、
五
七
六

-
五
七
八
年

。

(544
)
 
憲
康

王
、
在

位
、
八
七
五

ー
八
八
五
年

。

(644
) 

鄭
東
愈

(
一
七
四
四

ー

一
八
○
八
)

は
朝

鮮
後
期

の
実
学
者

。
著
書

は

『晝
永
編
』

(
一
八
〇
五
年
)
。

(744
) 

朝
鮮

の
伝
統

的
な
民
俗
行
事
と

さ
れ
て

い
る

「打
処
容
」

の
行
事

が
元
代

の
蒙
古

の
巫
俗

「脱
災
」

に
由
来
す

る
と

い
う
考
え
方

は
注
目
さ

れ
る
。
す

な
わ
ち
高
麗

時
代

 
 
に
は
、
北
方

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

巫
俗
信
仰

が
流
入

し
て

い
た
と

み
ら

れ
る
の
で
あ

る
。

こ
の
行
事

に

つ

い
て
は

「
二
十
 
支
那

の
巫
史

大
略
」

の
な

か
で
も
取
り
上
げ

ら
れ

一一83(122)一



 
 

て
い
る
。

(844
) 

交
趾
は

ベ
ト
ナ

ム
北
部

の
地
名
。

(944
) 

袁
枚

(
一
七

↓
六

-

一
七
九
七
)
、

『小
倉
山
房
詩
文
集
』

『隨
園
詩
話
』
。

(054
) 

正
徳
年

間
は

一
五
〇
六

-

一
五
二

一
年

で
あ
る
。

(154
) 

以
下

の
習
俗
が
、
近
代
に

い
た

っ
て
も
残

っ
て

い
た
こ
と
は
、
村
山
智
順

の
残
し
た
写
真
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
る

(
『自
然
と
文
化
』

 
 

二
〇
〇

一
年

所
収

の
図
版
懈
参

照
)
。

(254
) 

魚
叔
権

は

一
六
世
紀
前
半

の
学
者

、
正
確
な
生
没
年

は
未

詳
。

(354
) 

腥
臆

は
な
ま
ぐ

さ

い
も

の
。

(
454
) 

こ
れ
は
四
代
ま

で
の
祖
先

に
対
す

る
家
庭
内

の
祭
祀

の
こ
と
。

(
554
) 

『攷
事
撮
要
』

は
中
国
と

の
交
隣

や
日
常
生
活

に
か
か
わ

る
こ
と
を
ま
と

め
た
も

の
。
魚
叔
権

は
中
国
語

に
通
じ
て

い
た

。

(
654
) 

柳
夢
寅

(
一
五
五
九

ー

一
六

二
三
)
は
朝
鮮
中
期

の
文
臣
。

『於
于
野
談
』
は
朝
鮮
最
初

の
野
談

(
口
碑
伝
承
)
集
と

し
て
名
高

い
。

(
754
) 

南
夏
正

(
一
六
七
八

ー

一
七
五

一
)
は
朝
鮮
後
期

の
学
者
。
号
は
桐
巣
。

(954
) 

中
国
古
代

の
伝
説
的
な
名
医
。

(064
) 

許
浚

(
一
五
四
六

ー

一
六

一
五
)
は
宣
祖

の
時
代

の
医
者

で

『東
医
宝
鑑
』

(
一
六

二
二
)

で
名
高

い
。

(164
) 

中
国
四
川
省
に
あ
る
山
で
、
普
賢
菩
薩

の
霊
場
と
し
て
古
来
名
高

い
。

(264
) 

三
南

地
方
は
全
羅
道
、
慶
尚
道
、
忠
清
道

の
こ
と
。

(364
) 

『和

漢
三
才

図
会
』

(
一
七

一
二
年

)
は
明
代

の

『三
才
図
会
』

(王
圻
選
)

に
な
ら

っ
て
寺
島
良
安

に
よ
り
著
わ
さ
れ
た
。

(664
) 

東
俗

(原
文

)

(764
) 

テ
ジ

ュ
と
発
音
す

る
。

(864
) 

テ
ジ

ャ
と
発
音
す

る
。

(964
) 

ミ

ョ
ン
ド
ゥ
と
発
音
す

る
。

(
074
) 

ミ

ョ
ン
ド
と
発
音
す

る
。

(
174
) 

ア
ガ

シ
と
発
音
す

る
。

(
274
) 

以
上
は
李
圭
景

『五
洲
衍
文
長
箋
散
稿
』
巻

二
六
、
巫
覡
弁
証
説

に
お
け
る
引
用
文

(前
引
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(H
)

(
374
) 

『大
東
野
乗
』
所
収

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(H
)
九
〇
頁
)
。
成
俔
に

つ
い
て
は
註

一
一
二
参
照
。

(
474
) 

『五
雑
俎
』
は
明
代

の
随
筆
集
。

六

六

、

日

本

ナ

シ

ョ
ナ

ル
ト

ラ

ス

ト

、

九

〇

頁

)
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(574
) 

『淮
南

子
』

の
引
用
は

「
人

の
罪
過
を
告
ぐ
る
」

ま
で
で
、
そ
れ
以
下
の

「蓋

し
」
云
々
は
李
能
和

の
意
見
で
あ
る
。

(674
) 

李
溟

に

つ
い
て
は
註

(跚
)
を
参

照

の
こ
と
。

(774
) 

「祈
禳

を
し
て
も
」

(874
) 

不
帰

の
人
と
な

っ
て
し
ま

っ
た

(原
文

は

「
不
起
而
殤
」
)
。
こ
れ
以
下
、
李
能
和

の
原
文

は

『史

記
』
封
禅
書

か
ら

の
引
用
な

ど
が
あ

る
が
、

日
本

文

で
は
そ

れ

の
要
約

 

 
と
な

っ
て

い
る
。

(974
) 

西
北
地
方

は
平
安
道

。

(084
) 

毅
宗

、
在
位

は

一
一
四
六

1

=

七
二
年

。
八
関
会
を

つ
か
さ
ど
ら

せ
た
と

い
う

こ
と
。

(
184
) 

薩
満

は
北
方
民
族

の
巫
の
こ
と
。

(
284
) 

申
翊

聖

(
一
五
六
七

ー

一
六
〇
八
)

は
朝
鮮
中
期
宣
祖
時
代

の
文
臣
。
著
書

は

『楽
全
堂
集
』
。

(
384
) 

高
堂

の
上

に
華

や
か
な
筵
を
広
げ

、
酒
と
供
物
を
十
分

に
整
え

て
あ

る
。

い

っ
ぱ

い
に
集
ま

っ
た
客

の
前

で
、
音
楽

を
奏

で
、
太
鼓

を
打
ち
、

コ
ム
ン
ゴ

(瑟
)
を

演
奏

 

 
し
、
群
神
を

お
迎
え
す

る
。
神

の
く

る
音

は
静

か
に
聞

こ
え

、
神

に
ぬ
か
つ

い
て
迎
え

る
け
れ
ど
も

、
神
は
無
言

で
あ
る
。
神

迎
え
を
す

る
者

の
う
ち

に

一
人

の
巫

が

い
て

 

 
舞
を

よ
く
す

る
と

い
う
。
そ

の
舞

の
袖

は
長
く

め
ぐ
り
翻

る
。
錦

の
よ
う

に
う

る
わ
し

い
顔
は
時

々
に
変
わ
り

、
あ

で
や
か
な
姿

は
変
幻

自
在
だ
。
踏
歌
踏

節
す

る
こ
と
は

 

 
猿

の
ご
と
く
す
ば

や
く
、
走
り

回
る
素
早

さ
は
鴻

に
も
負
け
な

い
。
左
顧
右
眄
し

て
清
ら

か
な
声
を
張

り
上
げ
、
晴

れ
晴

れ
と
し
た
顔

で
腕
を
延

べ
て
吉
凶
を

か
た
る
。
危

 

 
辞
苦
言
を
た

め
ら

い
な
く
か
た
り
、
ま
た
危
う

い
運
数

が
家
公

に
あ

る
と

い
う
。
主
人
は
う

ろ
た
え
正
気

を
失

い
、
千
金
を
も

っ
て
神

に

つ
か
え
る
が
神

は
こ
た
え

る
こ
と

 

 
が
な

い
。
無
言

の
神

の
前

で
の
歌
舞

は
終
わ
り
、
並

べ
ら
れ
た
供
物

の
数
か
ず
が
残
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
男

が
背
負

い
女
が
頭

に
乗
せ
、
巫

の
も

の
と
な
る
。
巫

は
富

み
、

 

 
家
は
空

し

い
。
神

よ
、

よ
り
ど

こ
ろ
が
あ

る
も

の
な
ら
ば
、
巫
ば
か
り

に
手
厚
く
し
、
民
が
悲
し
む

こ
と

に
な

る
の
は
な
ぜ
な

の
か
。

(
684
) 

こ
の
話
は

『大
東
野
乗
』
巻

一
四
に
収

め
ら
れ

て
い
る

(徐
永
大

「李
能
和
朝

鮮
巫
俗
考

校
勘
」

(m
)

『比
較
民
俗

学
』
第

七
輯
、
比
較
民
俗

学
会

、

一
九
九

一
年

、
七

 

 
頁
)
。

(
784
) 

明
宗
時
代

(
一
五
四
五

-

一
五
六
七
)
。

(
884
) 

成
均
館
大
学
大
東
文
化
研
究
所
刊

『潜
谷
全
集
』
所
収

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(
皿
)
、
八
頁
)
。
金
埼

(
一
五
八
O

l

一
六
五
八
)
は
朝
鮮
朝
中
期

 

 
の
文
人
。

(
984
) 

李
重
煥

(
一
六
九
〇

1
?
)
は

一
八
世
紀
前
半

の
実
学
者
。
そ

の
著
書

『択
里
志
』

(八
域
志
)
は
名
高

い
。
な
お
、
李
能
和

の
原
文

で
は
、

こ
の
あ
と

に

「
今

は
、
霊
験

 

 
は
全
く

み
ら
れ
な

い
が
、
巫
女
た
ち
は
常

に
誇
張
し

て
、

こ
の
神
は
霊
験
あ
ら
た
か
だ
と

い

っ
て
い
る
。
李
圭
景
撰
 
五
洲
衍
文
」
と

い
う
文
が
あ
る
。

(
194
) 

こ
こ
は
原
文

に
よ

っ
て
訳
出
す
る
。
す
な
わ
ち

「
時
坐
宮

の
南

に
壇
を
設
け
る

の
が
よ

い
。
三
聖
と

は
す

な
わ
ち
前
朝
忠

烈
王
が
世
祖
皇
帝

の
女
を
尚

ん
で

(そ

の
意
向

 

 
を
尊
重
し

て
 
野
村
)
中
国

の
南

に
あ
る
神
を
請
う

て
ま

つ
っ
た
も

の
で
あ
る
。
蓋
し
水
道
と
禍
福
を

つ
か
さ
ど
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
大
国

は
す

な
わ
ち
中
国

北
方

の
神

で
、

 

 
や
は
り
忠
烈
王
が
請
う

て
ま

つ

っ
た
も

の
で
あ
る
。
昔
周
公
が
新
邑
を
作
り
、
祀
典
に
無

い
神
も
み
な
ま

つ

っ
た

こ
と

が
あ
る
。
上

の
二
神
も

正
統

の
も

の
で
は
な

い
が
、
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祀
典
に
も
記
載

さ
れ
て

い
る

の
で
あ
り
廃
す
べ
き
で
は
な

い
」
と
。

(294
)
 
豊
徳

は
京
畿
道

開
豊
郡

の
南

部
地
域
。

(394
) 

山
中

深

い
と
こ
ろ
の
祠

に
奥

深

い
神

も
ま

た
顕
在
す

る
。
居
民
の
な
か
に
神
霊

の
来
臨
を
切

に
願
う

者
も

い
る
。
神
霊

は
ま
た

つ
ね
つ

ね
み
ず
か
ら
羞

じ
る

べ
き

で
は
な

 
 

い
か
。
瘡
痍

(憂

い
災

い
)

は

い
か
な
る
ゆ
え

に
な
く

な
ら

な

い
の
か
。

(794
) 

こ
こ
に
み
ら

れ
る
よ
う

に
、
朝
鮮

の
山
神

は
も
と

は
多
く
女
神

で
あ

っ
た
が
、
新
羅

の
時
代

に
お

い
て
す

で
に
男
性
神
と
さ

れ
る
傾
向
が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

(
894
) 

丁
若
鋪

は
註

(
16
)
参
照
。

(
994
) 

こ
れ
は
丁
若
鋪

『牧
民
心
書
』
礼
典
六
、
祭
祀

に
み
ら
れ

る
記
事

で
あ
る

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
、

一
〇
頁
)
。

(
105
) 

金
尚
憲

(
一
五
七
〇

1

一
六
五

二
)
は

一
七
世
紀
前
半

の
文
臣
。

『清
陰
集
』
は
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
。

(
205
)
 
天
妃
は
中
国
南
部

一
体

で
広
く
崇
拝
さ
れ

る
航
海
神
媽
祖
。
朝
鮮

で
は
媽
祖
は
信
仰
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。
な
お
、
徐

永
大

に
よ
る
と
、
こ

の
李
能

和

の
引
用

は

 
 
錯
誤

で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
金
尚
憲

(
一
五
七
〇

1

一
六
五

二
)

の
文
集

『清
陰
集
』
巻
九
朝
天
録

に
収
録

さ
れ

て

い
る
も

の
だ
が
、
そ

の
祭

文
は

一「六

二
六
年
、
金
尚
憲

 
 
万
海
路
、
明
国

に
使
臣
と
し

て
い

っ
た
と
き

の
こ
と
、
中
国

の
領
土
内

の
長
山
島

に
お

い
て
天
候
が
芳
し
く
な

か

っ
た
た
め
、
天
妃
を

ま

つ

っ
た
と

き
に
作

っ
た
も

の
な

の

 
 
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
天
妃
は
海
難
か
ら
救

助
を

し
て
く
れ
る
も

の
と
信
じ
ら
れ
た
中
国

の
民

間
信
仰

の
神
格

で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
長
山
島

天
妃

祭
文
は

 
 
黄
海
道

の
、
地
方
巫
俗
と
は
か
か
わ
り

の
な

い
資
料
だ
と

い
う

こ
と

が
で
き

る
」
と

い
う

(李
鍾

殷

・
徐

永
大

・
梁
銀
容

・
宋

錫
準

・
崔
俊
植

・
金
壽
根

・
金

鐸

・
申
光
激

 
 

『わ
が
文
化

の
根

源
を
探
る
李
能

和
研
究
-

韓
国
宗

教
史

学
を
中
心
に
ー
』
、
集

文
堂
、

一
九
九

四
年

、
四

二
頁
)
。
た
だ

し
、
当
時

、
朝

鮮

の
船
員
た

ち
も
中
国

の
民
俗
信

 
 
仰
に
な
ら

っ
て
媽

祖
を
崇
敬

し
て

い
た
可
能
性

は
残

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
李
能
和

は
こ
こ
に
引
用

し
た

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
媽
祖

が
福

建
由
来

の
女
神

で
天
子

か
ら
も

 
 
崇
敬

さ
れ
る
ほ
ど
の
神

と
な

っ
て

い
た
こ
と
は
周
知

の
こ
と

で
あ
り

、
そ
の
て

い
ど

の
こ
と

は
李
能
和
も
十
分
知

っ
て

い
た

で
あ

ろ
う
。

(305
) 

某
月
某

日
、
天
妃

の
神
を
敬

い
祭

り
ま
す

。
そ
も

そ
も
小
を
も

っ
て
大

に

つ
か
え

る
の
は
天
地

の
道

理

で
あ

り
、
陰

に
由

っ
て
陽
を
済

う

の
は
鬼
神

の
聖
徳

で
す

。
そ
こ

 
 
で
塗

山
に
玉
を
執

る
の
は
ま

こ
と

に
こ
れ
を
厳

か
に
す

べ
き

で
あ
り
、
雎
水

に
沙
を
揚
げ

る
こ
と
は
冥
佑

の
力
を
借
り

た
も

の
で
あ
り

ま
す
。
か

の
周
郎

は
赤

壁
に
お

い
て

 
 

一
日
の
便
を
授

か
り
、
王
勃

は
南
昌

に
お

い
て
半
帆

の
勢

い
を
借
り
ま
し
た
。
世
が
く
だ

る
に
つ
れ

て
、
神

の
そ

の
跡

は

い
よ

い
よ
盛

ん
で
あ
り
、

い
わ

ん
や
大
明

に
お

い

 
 
て
、
そ

の
徳

は
夏
后
を
伴

い
、
威

は
漢
家

に
も
増
し
、
四
海
六
合
は
す

べ
て
神

の
提
封

に
入
り
、
九
夷

八
蛮

に
お

い
て
通

じ
な

い
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
せ

ん
。

わ
た
く
し

ひ
と

 
 
り
だ
け
が
神
祇
を
敬

い
奉

る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
も
う

に
こ
の
尊
神
は
太
陰

の
元
精
を
も

っ
て
純
陽

の
土
界
を

つ
か
さ
ど
り
、
顕
聖
久

し
く
歴
代

に
称

え
ら
れ
、
寵
を

 

受
け

る
こ
と

は
日
増
し

に
盛

ん
と
な

っ
て
い
ま
す
。
乾
坤
を

つ
か
さ
ど
り
、
理
は
た
が
う

こ
と
な
く

一
致

し
、
天
と

一
対
と

な
り
、
そ

の
尊
き

こ
と

は
百
霊

の
う

ち
に
並

ぶ

 
 
も

の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ

の
崇
奉

の
儀
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
実
に
遠
近

の
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伏
し

て
お
も
う
に
そ
れ

が
し
は
三
韓

の
老

臣
に
し

て

一
介

の
行
李

(旅

 
 
具
)

に
し
か
す
ぎ
ま
せ

ん
。
海
上
、
風
浪

に
遭

い
、
素
よ
り
奇
偉

の
志
に
乏
し
く
、
日
を
な
が
め
雲
に
従

い
ま
す

が
、
朝

宗
を
お
も
う

心
だ
け
は
切

な
る
も

の
が

あ
り
ま
す
。

 

扁
舟

に
駕
り
逖
く
き
た
り
、
孤
島
に
阨
が
れ

て
進
む

こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
波
濤
を
驚

き
な
が
め
る
と
弱
水
千

里
を
越
え

る
か

の
よ
う

で
あ
り
、
ま

た
身

に
は
羽
翼

が
無

い

 
 
の
で
、
ま
さ

に
蓬
山
万
重

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
敢
え

て
薄
礼

を
整
え

て
僅

か
ば
か
り

の
ま
こ

こ
ろ
を
差

し
上
げ
ま
す

の
で
、
な
お
ご
面
倒
を

み

て
い
た
だ

き
、
慈
恩
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

 

 
を
こ
う

む
り
た

い
と
存

じ
ま
す

。
令
節
祝
聖

の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
遂
げ
、
君
命

に
そ
む
く

こ
と

な

い
よ
う

に
と

、
そ
れ
が
し
、
敢
え

て
取

る
に
た
ら
な

い
こ
こ

ろ
で
祈

り
申
し

 

 
上
げ
ま
す
。
稽
首
帰

依
、
黄
陵

の
妙
辞

を
修

め
て
は
、
ひ
そ
か
に
文
章

の
筆
を
愧

じ
ま
す
。
青
丘

の
群
聴

を
そ
ば
た
だ
せ
て
、
永

く
霊
応

の
符
を
伝
え

ま
す
。
尚
饗

。

(405
) 

洪
良
浩

(
一
七
二
四

ー

一
八
〇
二
)

は
朝

鮮
朝
後
期

の
文
臣

、
学
者
。

(505
) 

『北
塞
雑
要
』
巻

一
所
収

(前

引
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮

巫
俗
考
校
勘
」

(
皿
)
、

一
一
頁
)
。

(605
) 

李
裕

元

(
一
八

一
四

-

一
八
八
八
)

は
朝
鮮
朝
後
期

の
文
臣
。

(805
)

安
辺

は
咸
鏡
南
道

の
南
端

の
地
方
。

(905
) 

こ
こ
に
も
地
域

に
お

い
て
崇
拝

さ
れ
た
女
神
が

み
ら
れ

る
、

こ
の
た
ぐ

い
の
女
神
は
数
が
多
か

っ
た
も

の
と
お
も
わ
れ

る
。

(
015
) 

徳
源
は
咸
鏡
南
道

の
南
部

に
位
置
す

る
。

(
115
) 

北
関
は
咸
鏡
南
北
道

の
こ
と
。

(
215
)

蕭
慎
は
古
朝
鮮
時
代
、
満
州
東
部

に
い
て
狩
猟
生
活
を
し
た
部
族
。
四
世
紀
末
に
高
句

麗
に
服
属
し
た
。
担
婁
、
靺
鞨
は
こ

の
後
裔
と
み
ら
れ

て
い
る

(
『改
訂
増
補
版
国

 

 
史
大
事
典
』
、
教
育
図
書
、

一
九
八
九
年
、

ソ
ウ
ル
、
七
三
三
頁
参
照
)
。

(
515
) 

朝
鮮
朝

に
お

い
て
女
性

の
外
出

や
外

で
の
活
動
は
抑
圧
さ
れ
て

い
た
と

一
般
に

い
わ
れ
て

い
る
が
、
鎮
川

で
は

一
ヶ
月
以
上
も

の
長

い
期
間
、
女
性

た
ち
が
巫

を
伴

っ
て

 

 
祠
堂
巡
り
を
し

て
い
た
。
こ
れ
は
女
性
た
ち
が
祈
子
を
名
目
に
し

つ
つ
存
外

、
自
由

な
行

動
を

と

っ
て

い
た

こ
と
を
も

の
が
た

る
も

の
で
あ

ろ
う

。
こ
う

し
た

こ
と
は
忠
清

 

 
道

の
鎮
川
に
限
ら
な

い
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。

(615
) 

こ

の
戯
劇
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
は
今

の
と
こ
ろ
、
ま

っ
た
く
知

る
よ
し
は
な

い
。
た
だ
、

こ
こ
で
李
能

和
が
大
自
在

天
に

つ
い
て
単

に

「所

謂
欲
界
魔

王

で

 

 
あ
る
」
と
し
、
「
こ

の
神
に
魔
力

が
あ
る
と
て
、
淫
戯
を
以
て
妥
す

る
が
、
実

は
之

れ
を
辱

か
し
む
る
の
で
あ
る
」
と

い
っ
た
の
は
疑
問

で
あ

る
。
そ
も
そ
も
大
自
在

天
は
イ

 

 
ン
ド

の
シ
バ
神
が
仏
教
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
護
法
神

に
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
は
摩
酸
首
羅
天
と

も
記
さ
れ
、
外
道

の
主

神
と
し

て
各
種

の
経
典

に
取

り
上
げ
ら

れ
て

 

 
い
る
。
た
と
え
ば
、
『涅
槃
経
』
十
九

で
は

「自
在

天
喜
衆
生
安
楽
。
自
在
天
賦
衆
生
苦
悩
。

一
切
衆
生
若
罪
若
福

、
乃
是
自
在
天
之
所
為
作
。
云
何
当
言
人
有
罪
福
」

な
ど

 

 
と

い
う

。

つ
ま
り
、
こ
の
神

の
喜
怒

こ
そ
は
人

び
と

の
安
楽

、
苦
悩

の
も
と
な

の
だ
と

い
う
。
ま
た
、

シ
バ
の
神

に
由
来
す

る
の
で
当
然
か
も
し
れ
な

い
が
、

『続
高
僧
伝
』

 

 
玄
奘
伝

に
よ
る
と

、
こ
の
神

は
男
根

の
か
た
ち

で
ま

つ
ら

れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
の
神
は
宋
代

に
は
ず

い
ぶ
ん
と
は

や

っ
た

の
だ
ろ
う
、
「
『大
自
在

天
子
因
地
経
』

一
巻

、

 

 
趙
宋
施
護
訳

、
仏
対
目
連
等
説
大
自
在

天
子
之
往
因
」
と

い
う
記
述
も

み
ら
れ

る

(以
上

『
仏
学
大
辞
典
』
、
上
海
書
店
出
版
社

、

一
九
九

一
年

、
三
八
六

⊥

二
八
八
頁
参

照
)
。

 

 
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、

『東
国
輿
地
勝
覧
』

の
な

か
で
こ
の
神
を
四
十
五
日
も

の
長

い
あ

い
だ
ま

つ

っ
た
と
記
さ
れ
た

こ
と
が
尋
常

の
も

て
な
し

で
は
な

い
こ
と
が
知
ら

 

 
れ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
男
根

の
力

で
衆
生

に
福
を
授
け

る
も

の
で
、
中
世

に
中
国
か
ら
伝
わ
り

、
そ

の
ま

つ
り
方

が
踏
襲
さ
れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

。
そ
し

て
、
大
晦

 

 
日
に
も
ま
た

「陽
莖

の
形
を
造
り
」
戯
劇
を
演
じ
た
と

い
う

の
は
、
こ

の
神
を
喜
ば
せ
、
そ

の
威
力
を
借
り

て

一
種

の
儺
戯
を

お
こ
な

っ
た
も

の
と
み
ら

れ
る
。
少

な
く
と

 

 
も
辱
め

る
た

め
と

い
う

の
は
当
た
ら
な

い
。

(
715
) 

清
風
郡
は
忠
清
北
道
提
川
市
清
風
面
地
域

の
古
名
。
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(
815
) 

新
羅

の
敬
順
王
は
在
位
、
九

二
七

-
九

三
五
年
。

(
915
)

恭
愍
王

は
註

(
砌
)
参
照
。

一
三
五

一
年

に
中
国

の
河

北
に
お

い
て
白
蓮
教
徒

が
反
乱
を
起

こ
し
た
。
こ
れ
が
紅
巾

の
賊

で
、
か
れ

ら
は
華
中
か
ら
華

北
そ
し

て
満

州
に

 
 
ま

で
進
出

し
た
。

や
が
て
元

の
軍
隊

に
よ
り
追
わ

れ
て
、
遼
東
半
島

か
ら
高
麗

の
領
土

に
進
出
し
、

=
二
五
八
年
と

=
二
五
九
年

の
二
回
に
わ
た

っ
て
高

麗
は
侵
略

を
受

け

 
 
た
。

こ
の
時
、
恭
愍
王
は
開
京

か
ら
福
州

(安
東
)

へ
避
難
し
た
。

(
025
) 

本
州
は
原
州
。

(
125
) 

参
奉
は
第
九
品

の
官
吏
。

(
225
) 

南
冥
先
生
は
曹
植

(
一
五
〇

一
-

一
五
七

二
)
。
朝
鮮
朝
中
期

の
学
者
、
南
冥
は
号
。

(
325
) 

金
孝
元

(
一
五
三

二
ー

一
五
九
〇
)
は
朝
鮮
朝
中
期

の
文
臣
。
号
は
省
庵
。

(
425
) 

許
穆

(
一
五
九
五

-

一
六
八

二
)
は
朝
鮮
朝
中
期

の
学
者
、
文
臣
。
号
は
眉
叟
、
文
集

『記
言
』
。

(
525
) 

蔡
済
恭

(
一
七

二
〇

1

一
七
九
九
)
は
朝
鮮
朝
後
期

の
学
者
。
文
集

『樊
厳
集
』
。

(
625
) 

以
下
は
李
能
和

の
考
察

で
あ
る
が
、
要
す

る
に
、

一
六
世
紀

に
た
び
た
び
規
制
が
加
え
ら
れ
た

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
烏
金
簪

の
信

仰
は

一
八
世

紀

の
後
半

に
お

い
て
も

な

 
 
お
依
然
と
し

て
、
数
百
数
千

の
人
び
と
を
集
め

て
お

こ
な
わ
れ

て
い
た
。
さ
す
が

に
李
能
和
は

こ
れ
を
積
極

的
に
評
価
す

る
こ
と
は

で
き

な
か

っ
た

が
、

こ
の
歴
史
的
な

記

 
 
事

の
引
用
を
通
し

て
、

二
〇
〇
年
以
上

に
わ
た
る
、
巫
俗
信
仰

の
根
強
さ
に
思

い
を
は
せ
て

い
た

の
は
確
か

で
あ

ろ
う
。

(
725
) 

こ
の
記
事
は
、

『秋
江
集
』
お
よ
び

『大
東
野
乗
』
に
あ
り
、

『秋
江
冷
話
』

に
は
み
ら
れ
な

い
と

い
う

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
、

一
八
頁
)
。

 
 
な
お
秋
葉
隆
も

『秋
江
冷
話
』

の
記
述
と
し

て
引
用
し

て
い
る
。
た
だ
、
出
典
は
と
も
か
く
、
こ
う
し

た
こ
と
は
民
俗

と
し

て
は
事
実

あ

っ
た

の
だ

ろ
う

。
今

日
、
江
陵
端

 
 
午
祭
に
言
及
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど

こ
の
記
事
を

『秋
江
冷
話
』

の
も

の
と

し
て
引
用

し
て

い
る

(前
引
、
李
鍾
殷

・
徐
永

大

・
梁
銀
容

・
宋
錫
準

・
崔
俊

植

・
金
壽
根

・
金

 
 
鐸

・
申
光
撤

『わ
が
文
化

の
根
源
を
探
る
李
能
和
研
究
-

韓
国
宗
教
史
学
を
中
心
に
ー
』
、
四

一
頁
参
照
)
。

(825
) 

成
俔

(
一
四
三
九

i

一
五
〇
四
年
)
は
朝
鮮
朝
前
期

の
学
者
、
文
臣
。
文
集

に

『虚
白

堂
集
』
、
随
筆
集

『慵
斎
叢

話
』
。
ま
た
楽
典

『楽
学
軌

範
』

の
編
纂

に
も
携
わ

る
。

(925
) 

太
伯
山

の
神
堂

(城
隍
祠
)
に
各

地
か
ら
人
び
と
が
集
ま
り
牛
を
捧
げ
た
と

い
う

の
は
注
目
さ
れ
る
。
成
俔

の
批

判
は
と
も
か
く

一
五
世
紀

に
は
各

地

の
城
隍

堂

で
こ
の

 
 
種

の
に
ぎ
わ

い
が
あ

っ
た
も

の
と
み

て
よ

い
。
士
大
夫
に
は
到
底
、
理
解

の
で
き
な

い

「
淫
祀
」
は
全
羅
南
道

の
錦

城
山
城
隍
堂

が
名
高

い
が
、

そ
れ
ば
か
り

で
は
な
か

っ

 
 
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

(035
) 

西
門
豹
は
中
国
戦
国
時
代

の
政
治
家
。
地
方

の
者
た
ち
が
河

の
神
に
女
性

を
娶
ら
す
の
を
中
止

さ
せ
る
た
め
に
首
謀

者

の
巫
女
を
河
に
投
げ
込
ん
だ
と

い
う

(
『史
記
』
滑

 
 
稽
列
伝
)
。
こ

の
故
事

に

つ
い
て
は

「
二
十
 
支
那

の
巫
史

大
略
」

の
な
か
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

(135
) 

許
笏
に

つ
い
て
は
註

(謝
)
参

照
。

(335
) 
華

蓋
を
引
き
出
し
て
歩
く
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で

の
記
述
に
近

い
行
事

は
今

日
の
端
午
祭

で
再

現
さ
れ
て

い
る
。

(435
) 

楊
口
郡
は
江
原
道
中
部
に
位

置
す
る
。
成
俔

の
以
下
の
文
章
を

み
て
も

、
城
隍
神

の
た
め
に
あ
り

と
あ
ら

ゆ
る
供
物
を
捧
げ
、
人

び
と
は
何

日
も
歓
喜

の
時
を

過
ご
し
、

一88(117)一
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神
を
送

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
そ

の
多
く
は
、
「
児
女
」
す
な
わ
ち
婦
女
子

で
あ

っ
た
。

(
535
)

迎
神
曲
に

い
爻

暁
に
鼓
笛
が
花
山

に
響
く
。
端
午

の
日
、
城
隍
神
が
人
家
に
隣
る
と
、
人
は
き
そ

っ
て
風
に
乗
り
伝

尺
て
回
る
・
黒

い
纔

の
人
び
と

は
袖

を
連
ね

て
殺

 
 
到
す
る
。
老
巫
は
表
情
を
変
え

て
神

の
こ
と
ば
を
告
げ
る
。
そ

の
動
き
は
ま

っ
た
く
す
ば

や

い
こ
と
だ
。
酒
を

か
も
し
、
飯
を
た
き

、
進

ん
で
往
き
来
す

る
と
、
帰
り
道

、

 
 
月
も
林
に
阻
ま
れ
る
。
う
る
わ
し

い
男
女
は
紅

い
芍
薬

の
よ
う
だ
。
邂
逅
し
互

い
に
き
そ

っ
て
戯
れ

る
。
た
ま

た
ま
神
と

の
出
会

い
に
よ

っ
て
酔

い
歓
楽
す

る
か
ら

に
、

こ

 
 

の
上
青
鳥

(文
書
)

の
約
束

は
頼
む
に
足
ら
な

い
。

 
 
 
そ
し
て
送
神
曲
に

い
う

。
雲
林

は
青

々
と
し
て
喬

木
多

く
、
芝

梁
を
結
ん
で
小

屋
を
編

む
。
タ

ン
タ

ン
と
す

る
鼓

の
音
は
幽
谷

に
ひ
び
き
、
清
酒
を

か
も
し
子
牛

を

つ
ぶ

 
 
し
て
捧

げ
ま

つ
る
。
互

い
に
あ
ら
そ

っ
て
百
福

を
ね
が
う

の
で
、
淫
祀
は
年

ご
と

に
風
俗

と
な
る
。
三
日

の
酔
歓
も

な
お
足
ら
ず

、
さ

ら
に
ま
た
豪

門
を
訪
れ

て
食

べ
物
を

 
 
乞
う

。
紙
銭

を
焼

く
と
風

は
お
さ
ま

り
ひ
ん
や
り
と
す

る
。
う

る
わ
し

い
神

の
裳

は
遠
く

に
あ

っ
て
引
き
寄

せ
る

こ
と

は
で
き
な

い
。
道

に
は
児
女

が
集
ま

っ
て
眺
め
、
送

 
 
神

の
万
騎

(行
列
)

は
松
巒

に
還

っ
て

い
く

。

(大
意

は
原
文

の
字
句

に
よ
る
。
以

下
同
)

(
635
) 

寧
海

は
朝
鮮
朝
後
期

の
行
政
区
域

で
、

現
在

の
慶
尚
北
道
盈
徳
郡

に
属
す

る
。

(
735
) 

許
枢
と

い
う
人

の
経
歴
は
未
詳
。

(
835
) 

人
び
と

は
、
古
将
が
西
城
を

つ
か

さ
ど

っ
た
と

い
う
が
、
そ

の
遺
俗
は
今

の
ま

つ
り
ご
と

に
明
ら
か
だ
。
毎
年
、
端
午

に
な
る
と
、
決
ま

っ
て
旗
を
立

て
鼓
を
打
ち
神

の

 
 
こ
こ
ろ
を
慰

め
て
い
る
。

(
935
) 

こ
の
記
事
を

み
る
と
、
聖
母
と
天
王
は
同
じ
も

の
で
、
要
す
る

に
智
異
山

の
女

の
山
神

で
あ

る
。
朝
鮮

の
文
化
史

に
聖

母
と

い
う

こ
と

ば
が
登
場
す

る

の
は
、
お
そ

ら
く

 
 

一
三
世
紀

に
記
さ
れ
た

『三
国
遺
事
』

の

「
仙
桃
山
聖
母
」
が
は
じ
め

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
代
か
ら
あ

っ
た
山

の
女
神

の
中

世
的

な
復
権

の
ひ
と

つ
の
か

た
ち
で
あ

っ
た

 
 
と
み
ら
れ
る
。
智
異
山
聖
母
も
ま
た
同
様
と
み
ら
れ
る
。

(045
) 

鄭
地

(
一
三
四
七

-

一
三
九

一
)
は
高
麗
末
期

の
人
。
こ

の
時
代
に
す
で
に
智
異
山
神

(聖
母
)
は
霊
験
あ
ら
た
か
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(145
) 

朴
全
之

(
一
二
五
〇

1

一
三
二
五
)
は
高
麗
末

の
文
臣
。

(245
) 

こ

の
箇
所

の
あ
と
に
原
文
で
は
大
略
、
次

の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

 
1
 

金
宗

直

(
一
四
三

一
ー

一
四
九

二
)
の
文
集

に
よ

る
と
、
聖
母
は
雨
乞

い
に
霊
験
が
あ
り
、
ま
た
聖
母

の
額

に
は
傷
が
あ

っ
た
が
、

こ
れ
は
太
祖
が
引
月
駅

で
倭
寇
を
討

っ

 
 
た
と
き
、
倭
寇
が
峰

に

の
ぼ

っ
て
あ
だ
を
な
し
た
も

の
で
あ
る
。

 
2
 

聖
母
祠

の
東

側
に
小
仏
が
あ

っ
て
国
師
と

い
う

。
李
承
休

(
=

一
二
四

1

=
二
〇
〇
)

の

『帝

王
韻
記
』

に
よ
る
と
、
今

の
智
異
天

王
は
高
麗
太
祖

の
亡
母

で
あ

る
戚
粛

 
 
王
后

の
こ
と
で
あ
る
と

い
う

。
高

麗

の
人
び
と
は
仙
桃
聖

母
の
こ
と

に

つ
い
て
よ
く
き
き
知

っ
て

い
た

の
で
、
こ
ん
な
話
を
作
り
出

し
た
の
だ
。

 
3
 
金

駟
孫

(
]
四
六
八

-

一
四
九

八
)

に
よ
る
と

、
聖
母

祠
に
は
白
衣

の
女

の
像

が
あ

る
。
高
麗
太
祖

の
母
だ
と

い
う
。
賢
王
を
生
育

し

て
三
韓
を
統

一
し
た
た

た
め
、
高

 
 
く
崇
敬

さ
れ
て
き
た
と

い
う
。
慶
尚
道

、
全
羅
道

の
福
を
祈

る
者
た
ち
が
集
ま
り
、
淫
祀
、
尚
鬼

の
風
俗

を
な
し

て
き

た
。
遠

近

の
巫

が
こ
れ
に
こ
と
よ

せ
て
生
活

し
て

い

 
 
る
。

一一89(116)一



(345
) 

鄭
弘
溟

(
一
五
九

二
ー

一
六
五
〇
)
は
朝
鮮
朝
中
期

の
文
臣
。

(445
) 

こ

の
記
事

の
後
に
原
文
で
は
次

の
よ
う
な
文
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
柳
夢
寅

の

『於
于

野
談
』

に
よ

る
と
、
天
然

禅
師
は
、
義
気

の
あ

る
人

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
彼

 
 
は
智
異
山
天
王
峯
に
ま

つ
ら
れ
た
石
像
が
城
隍
神
と
さ
れ
、
遠
近

の
巫
が
こ
れ
を
ま

つ
り
、
人
び
と
も
ま
た
生
業

を
お

ろ
そ

か
に
し
て
、

こ
の
石
像

を
あ
が
め

て

い
る
と

い

 
 
う
こ
と
を
聞

い
た
。
そ

こ
で
、
天
然
は

一
人

で
そ

の
石
像
を
破
壊
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
巫

の
力
は
衰
え

て
、
二
度
と
人
び
と

を
だ
ま
す

こ
と
が

で
き
な

く
な

っ
た

 
 
と

い
う
。
以
上

の
記
述
を
み
る
と
、

一
六
、
七
世
紀
ご
ろ
に
は
智
異
山
聖
母

の
信
仰
は
非
公

然
化

さ
れ

て

い
た
も

の
と

み
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ

の
民
俗
そ

の
も

の
は

つ

 
 
づ

い
て

い
た

で
あ
ろ
う
が
。

(545
) 

梁
応
鼎

(
一
五

一
九
～
?
)
は
朝
鮮
朝
中
期

の
文
臣
。
号
は
松
川
。

(645
)

拳
を
ひ
と
に
ぎ
り
し
、
峰

の
上

の
石
像
を
砕

い
た
た
た
め
に
、
魍
魎

は
寄

る
辺
な
く
白
昼

に
啼

い
て

い
る
。

(”
) 

こ

の
後
に
お
よ
そ
次

の
よ
う

な
文
が
脱
落

し
て

い
る
。
智
異

山
の
神
事

が
依
然

と
し
て
お
こ
な

わ
れ
て

い
た
こ
と
を
も

の
が
た
る
。

 

一
、
金
善

臣

の

『
頭
流
志
』

(地
理
書

、
刊
年
未

詳
、
智
異

山
を

頭
流

山
と
も

い
う
)

に
よ
る
と

、
天
王
峯

の
聖
母
の
額

は
倭
寇

に
よ

っ
て
傷

つ
け
ら

れ
た
も

の
だ
。

 
二
、
金
善
臣

の
考
え
で
は
、
李
承
休

の
記
し
た
、
聖
母
は
す
な
わ
ち
高
麗
太
祖

の
母
と

い
う

説
は
根
拠
が
な

い
。
ま
た
天
然
と

い
う
僧
は
山

々
を
歩

い
て
き
て
聖
母
廟
に

い
た

っ

 
 
た
。
そ
し
て
神

像
を
う

ち
砕
き

、
そ
こ
で
寝

て
憧
旛
を
裂

い
て
鞋

に
し
、
山
を

く
だ

っ
て
い

っ
た
。
と
こ

ろ
が
、

『晋
陽

旧
志
』

(
一
六
三

二
)

に
よ
る
と
、
こ

の
の
ち
愚

民

 
 
は
ま
た
神

像
を
作

っ
て
淫

祀
を

つ
づ
け
た
。

(845
) 

熊

川
県

は
現
在

の
慶
尚
南
道
鎮
海
市
熊

川
洞
地
域
。

(945
) 

こ
こ
は

「
山
を
下
り
る
。」
と
す

る
ほ
う

が
よ

い
。
四
月

に
神
を
迎
え

て
下
山
す

る
と
、
遠
近

の
人
び
と
が
集
ま
り
、
雑
戯
を
と
も
な
う
盛
大
な

ク

ッ
を
し
た
。

四
月
、
五

 
 
月

に
お
け
る
、
こ
の
類

い
の
行
事

は
相
当

に
広
く

み
ら
れ
た
と

い
え

よ
う
。

(055
) 

義
城

は
慶
尚

北
道

に
あ
り
安
東

に
隣
接

し
た
地
域
。

(155
) 

金
誠

一

(
一
五
三
八

-

一
五
九

三
)

は
朝
鮮
朝
前
期

の
文
臣
、
義
城

の
人
。

(255
) 

廉
興
邦

(?

1

一
三
八
八
)

は
高
麗
末
期

の
権
臣
。

(355
) 

こ
の
あ

と
、
原
文

で
は

「安
東
烏
金
簪
神
」

に

つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
先

に
江
原
道

の
三
陟

の
烏
金
簪

の
こ
と
が
記

さ
れ
て

い
た

の
で
省

略
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ

の

 
 
記
事

は
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
丁
若
鋪

『牧
民
心
書
』

に
よ

る
と
、
丁
彦
磧

が
安
東
府
使

に
な

っ
た
と
き
、
高
麗

時
代
以
来
、
新
羅

の
公
主

で
あ

 
 
る
烏
金
簪
神

が

い
て
、
府
民
た
ち

は
深
く
信
奉
し

て
い
た
。
金
孝
元

(
一
五
三

ニ

ー

一
五
九
〇
)
が
府
使

(
三
陟

府
使
 
野
村
)
に
な

っ
た

と
き
、
そ

の
神
廟
を

燃
や
し

て

 
 
し
ま

っ
た
が
、

そ
の
後

に
、
吏
民
た
ち

は
ま
た
神
を
ま

つ
り
、
毎
年
端
午

の
時
に
な
る
と
、
巫
堂
と
そ

の
神
を
奉

る
者
た
ち
数
十
名

が
群
れ
を
な

し
て
府
内
を
徘

徊
し

て
い

 
 
た
。

か
れ
ら
は
こ
れ
を
端
午
使
だ
と

い
っ
た
。
人
び
と
は
農
業

に
関
心
が
な
く
、

こ
の
祠
を
壊
す
こ
と
も
知

ら
な
か

っ
た
。
ま
た

以
前

の
太
守
ら
も

こ
れ
を
禁

じ
る
こ
と
が

 
 
で
き
な

か

っ
た
。
し

か
し
、
丁
彦
磧
は
儒
生
た
ち
を
集
め

て
、
そ

の
怪
し
げ
な
服
を
す

べ
て
燃
や
し

て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
か

ら
は
妖
気
が

つ
い
に
根
絶
し
た
。
そ

し

て
李
能

 
 
和

は
こ
れ
に

つ
い
て

い
う
、
三
陟

に
も
烏
金
簪

の
神
は
現
れ
た
。
そ
し

て
丁
彦
磧
と
金
孝
元
が
同
じ
よ
う

に
そ

の
神
を
破
壊

し
た
。
そ

こ
で
こ
れ
は
、
三
陟
か
ら

は
じ
ま

っ
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た
も

の
と

い
う

の
が
正
し

い
よ
う
だ
と
。

(455
) 

こ
れ
は
正
宗
九
年

(
一
七
八
五
)
四
月
戊
子

の
記
事

で
あ
る
。

(555
) 

申
光
洙

(
一
七

一
ニ
ー

一
七
七
五
)
は
朝
鮮
朝
後
期

の
文
臣
。
号
は
石
北
。

(655
) 

石
城

の
東
北
は
朝

天
と

い
う

と
こ
ろ
で
あ
る
。
春
色

春
風
は
ぼ
う

と
し
て
可
憐

だ
。
こ

の
孤
島

は
水

の
上

の
浮

き
草

の
よ
う

で
あ
り
、
遠
く

の
帆
船

は
ま

る
で
青

い
も

や

 
 

の
な
か
に
は

い
り
こ
ん
だ
よ
う

だ
。
今

朝
、
迎
燈
月
は
終

わ
り
、
故

国

へ
の
御
史
船
も

還

っ
て

い
く

の
に
、
わ
た

し
は
漫
然
と

さ
す

ら

い
ま

る
で
南

斗

の
客
だ
。
漢

拏
山

の

 
 

神
仙

に
比
し
て
わ
が
白

頭
を
恥
ず

か
し
く
お
も
う

。

(755
)
 
嶺
南

は
慶
尚
道
。
霊
登
神

は
ヨ
ン
ド
ゥ
ン
シ
ン
と
発
音

さ
れ
る
。
前
掲
正
宗
九
年

の
条

に
あ

る
よ
う

に
朝
鮮
南

部
で
広
く
信
仰

さ
れ
た
が
、
洪
錫
謨

の
時
代

(
一
九

世
紀

 
 

前
半
)
、

ヨ
ン
ド
ゥ
ン
信
仰

は
特

に
慶
尚
道

で
顕
著
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

(
855
) 

尹
廷
鋳

は

一
八
五
九
年

に

『東
寰
録
』
を
著
わ
し
た
。

(
955
) 

こ
の
あ
と
、
原
文

で
は
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
文
が
記
さ
れ

て
い
る
。

 
 

一
、

こ
の
神
は
霊
登
神

ハ
ル
モ
ニ

(お
ば
あ
さ
ん
)
と
よ
ば
れ
る
。
よ
く
怒
る
と

い
う
。

 
 

二
、

『三
国
遺
事
』
や

『東
国
輿
地
勝
覧
』
を
参
考

に
す

る
と
、
百
済

の
武
王
は
童
名
を
薯
童
と

い

っ
た

の
で
薯
童
大
王
と
も

い
う
。
そ
れ
は
ま
た
末
通
大
王
、
さ
ら

に
な
ま

っ

 
 
 

て
永
通
大
王
と
も

い

っ
た
。
永
通
と
霊
童
は
音
が
似
て

い
る
。

 
 

三
、
こ

の
神
を
お
ば
あ
さ
ん
と
よ
ぶ

の
は
正
し
く
な

い
と

い
う
者
も

い
る
が
、
こ
れ
を
信
ず

る
者
た
ち

は
通
例
、
お
ば
あ

さ
ん
と

い
っ
て

い
る
。

 
 

四
、
朝

鮮
で
は
王
を
上
監
媽
媽

と
よ
び
、
大
監
媽
媽
と

い
う

。
こ
れ
は
、
夫
人

の
あ

る
男
性

に
対
す

る
尊
称

で
あ

る
。

(065
) 

蔡
済
恭

は
註

(
躅
)
参
照
。

(
165
) 

新
婦

は
餅
を
作
り
、
子
供
た
ち
は
肉
を
買

い
、
翁
婆
は
再
拝
を
し

て
、
神
前

に
ぬ
か
つ

い
て
い
る
。
神

が
来

て
飲
食

に
興
じ
る

の
だ

か
ら
、
貧

し

い
な
ど
と

い

っ
て
は
な

 
 
ら
な

い
。
昨

日
、
わ
た
し
は
穀
物
を
分
け

て
も
ら

っ
た
。
庭

に
黄
土
を
撒
き
、
鼓
を
ど
ん
ど
ん
と
打

ち
、
村

の
家

で
は
願
う
こ
と
あ

っ
て
、
真

心
を
尽
く

し
て

い
る
。
家

の

 
 
牛
と
羊
は
子
を
授
か
り
、

こ
れ
を
子
孫
に
分
与
す
る

の
で
利
得
と
な
る
。
東

の
陂
に
植
え
た
禾

に
は
鳥

雀
が
多

い
。
神

よ
、
願

わ
く
は

こ
の
鳥

た
ち
を
追

い
払

い
、
わ
れ
ら

 
 

の
稲
穂
を
守
り
た
ま
え
。
秋
に
取
り
入
れ
、
官

の
倉
に
納
め
る
と
き
、
わ
れ
ら
が
飢
え

に
苦

し
む

こ
と

の
な

い
よ
う

に
。
ま
た
生
ま
れ

て
、
わ
ず

か
二
歳
、
三
歳

の
孫
た
ち

 
 
が
冥
府
に
は

い
る
こ
と

の
な

い
よ
う
に
、
神
よ
、
わ
が

一
家

の
者
を

た
す

け
た
ま
え

。
明
年

の
二
月

に
ま
た
神

を
迎
え

ま
し
ょ
う

。

(265
) 

関
西
は
摩
天
嶺

の
西
側
地
域
で
平
安
道

と
黄
海
道

の
北
部
。

(365
)

純

祖
十
二
年

(
一
八

一
二
)。

こ
こ
で
僧

巫
の
雑
術
と

い
っ
て

い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
中
国

の
民
間
信
仰

の
担

い
手

で
あ

る

「法
師
」

の
儀
礼
と
あ

い
通
じ

る
も

の
で
あ

ろ

 
 
う

。
そ

の
淵
源

は
宋

元
の
時
代

の
仏
教

、
道
教

の
流

入
に
求

め
る
べ
き
も

の
と
考
え

る
。

こ
れ
は
地
理
的

に
も
大

い
に
あ
り
得

る
こ
と

で
あ

る
。

(5
) 

金
周
鼎

(?

1

一
二
九

〇
)

は
高
麗
末
期

の
文
臣
。

(565
) 

原
文

「
以
験
神
異
」
と
あ

る
の
で
、
神
異
を
あ
ら
わ
さ
せ
た

の
意
味
。
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(
765
) 

帰
厚
署

に
つ
い
て
は
註

(観
)
参
照
。

(865
) 

金
克
儉

(
一
四
三
九

-

一
四
九
九
)
は
朝
鮮
朝
前
期

の
文
臣
。

(
965
) 

一
五

一
六
年
。

こ
こ
ま

で
の
錦
城
山
関
連
記
事
を
み
る
と
、
そ

の

「
淫
祀
」
す
な
わ
ち
賑
わ

い
は

一
六
世
紀
前
半
ま

で
は
確
実

に
つ
づ

い
て
い
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

(
075
) 

こ
の
あ
と
、
原
文

で
は
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
文
が
記
さ
れ

て
い
る
。
金
宗
直

(
一
五
世
紀
後
半

の
人
)

の
詩

の
な

か
に

「邑

の
犬

が
人

に
吠
え

る
と
籬

に
穴
が
あ
き

、

 
 
野
巫
が
鬼
を
迎
え
る
と
紙
が
銭
と
な

る
」
。

(
175
) 

金
鍾
正

(
一
七

二
ニ
ー

一
七
八
七
)
は
朝
鮮
朝
後
半

の
文
臣
、
学
者
。

(
275
) 

全
州
は

四
月

に
雑
花
が
香

る
。
燈
火
が
家

々
に
灯
り
さ
な
が
ら
漢
陽

の
よ
う
だ
。
う
る
わ
し
き
相
手

を
得
た
人

た
ち
は
、
争

っ
て
伴
侶

と
な
る

こ
と
を

約
束
し
、
水
上

で

 
 
は
屏
帳
を

め
ぐ
ら
し
竜
王

に
ク

ッ
を
施

し
て

い
る
。

(
375
) 

崔
孤
雲

は
新
羅
末
期

の
文
人
学
者
崔
致
遠

(
八
五
八

1
?
)

の
こ
と
。

(
475
) 

胡
宗
朝

は
胡
宗
旦

の
こ
と
。
中
国
福
建
省
福
州

の
出
身

で
、

一
二
世
紀

の
初
め

に
高
麗
に
き

て
帰
化
し
官
僚
と
な

っ
た
。

(
575
) 

李
衡
祥

(
一
六
七

五

-

一
七

一
〇
)

は
朝
鮮
朝
後
期

の
文
臣
。

(675
)

金
浄

(
一
四
八
六

-

一
五
二

一
)

は
朝
鮮
朝
前
期

の
文
臣
。
号
は
沖
蛬
。

一
五

一
九
年

に
済
州
島

に
流

さ
れ
た
。

(775
) 

原
文

「男

巫
甚
多
」
。
以

下
の
記
述

に
よ
れ
ば
、
済
州
島

で
は
、
男
巫
が
特

に
多
か

っ
た

こ
と
、
そ
し

て
蛇
を
神
と
し

て
ま

つ
り
、
ま
た

一
日
、

一
五

日
の
祭
、
あ

る

い
は

 
 
七
七
日

(七
、
十
七

、
二
七
日
)

の
祭

が
巫
俗
と

し
て
お
こ
な
わ
れ

て

い
た

こ
と
も
知
ら
れ

る
。

(875
) 

こ
の
あ

と
原
文

で
は
次

の
文

が
あ

る
。
「蛇

を
見

る
と
呪
し

、
敢
え

て
駆
殺
し
な

い
。
蛇
は
殺
す

べ
き
も

の
だ
と

い
う

こ
と
を
最
後
ま

で
悟
ら
な

い
。
惑
う

こ
と

は
笑
止

の

 
 
限
り
だ
。
わ
た
し
は
以
前

こ
う
聞

い
て

い
た
。
こ
の
地

に
蛇

が
甚
だ
多
く
、
天

が
雨
を
望
む

と
蛇
が
現

れ
城
を
め
ぐ

る
と

。
し
か
し
、
こ

こ
に
到

っ
て
、
験
し

て
み
る
と
、

 
 
嘘

で
あ

っ
た
。
単

に
陸
地
よ
り
も

蛇
が
多

い
と

い
う

に
す

ぎ
な

い
。
要
す

る
に
土
民
ら

は
崇
拝
し
す
ぎ

て

い
る
の
だ
。
」

こ
う
し
た
蛇

の
ま

つ
り
方

は
中
国
南
部
、
特

に
福

建

 
 
省

あ
た
り
に
も
み
ら
れ
る
も

の
で
、
そ
う

し
た
地
方
と

の

つ
な

が
り
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
(拙
稿

「
東
シ
ナ
海
周
辺

の
女

神
信
仰

と

い
う
視
点
」

『
日
吉

紀
要
 
言
語

・

 
 
文
化

・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
』

26
号

、
慶

応
義
塾
大
学

日
吉
紀
要
刊
行
委
員
会

、
二
〇
〇

一
年

、
一
二

頁
参

照
)
。

(975
) 

以
下
の
記
事

は

『耽
羅
志
』

(
一
六
五
二
年
)
、

『済
州
郡
邑
誌
』

(世
祖
年
間

、

一
八
世
紀
後
半
)
の
風
俗

の
条
に
み
ら
れ
る

(前
引
徐
永
大

「
李
能
和
朝

鮮
巫
俗
考
校
勘
」

 
 

(皿
)
、
三

一
頁
)
。

(085
) 

上
元

(原
文
)
。

(185
) 

儺
戯
を
な
し
て
。

(285
) 

二
月
朔
日
に

(原
文
)
帰
徳
金
寧
等

の
地
方
で
は
、
と

つ
づ
く
。
帰
徳

里
は
北
済
州
郡
翰
林
邑
所
在

。
金
寧

は
北
済
州
郡
旧
左
邑
所
在
。

(385
) 

こ

の
部
分
、
李
能
和

の
要
約
は
少
し
雑
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
は

「
迎
神
祭
之
」
、
神
を
迎
え

て
こ
れ
を
ま

つ
る
と
あ
る
。
そ
し
て

「涯
月

に
住
む
者

た
ち

は
筏
を
組

ん
で

 
 
馬
頭

の
ご
と
く
し
彩
帛

で
飾
り
躍
馬
戯
を
な
し
娯
神
す
る
」
と

つ
づ
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
あ

と
次

の
よ
う

な
記
事
も

原
文

に
は
み
ら
れ
る
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

 

1
 

二
月

は
乗
船
を
禁

じ
る
。

 

2
 
春
秋

に
男
女
が
廣
壌
堂
、
遮
帰
堂

に
集
ま
り
酒
肉
を
供
え

て
神
を
ま

つ
る
。

 

3
 
そ

こ
に
は
蛇
、

ム
カ
デ
が
多

い
。
も
し
も
灰
色

の
蛇
を
見
た
と
き
は
遮
帰

の
神
と
し

て
殺
す

こ
と
を
禁
じ

て
い
る
。

 

4
 

李
溟

の

『星
湖
倥
説
』
に
よ
る
と
済
州
島
民
は
淫
祀
を
は
な
は
だ
尊
ん
で

い
て
ど

こ
に

で
も
淫
祠

が
あ
る
。
李
衡
祥

が
淫
祠
を
焼
き
払

っ
た
た

め
、
人

び
と
は
皆
、

か
れ

 
 

が
帰
途
、
溺
れ
る
に
ち
が

い
な

い
と
恐
れ
た
が
、
無
事
帰
還
し
た

の
で
、
皆
驚

き

い
ぶ
か
し
が

っ
た
。

(5
) 

殤
は
若
死
に
。
嫁
殤
冥
婚
は
未
婚

の
ま
ま
死
ん
だ
男
女

の
霊
を
結

婚
さ
せ
る
こ
と
。
こ
れ
は
東

ア
ジ

ア
に
お

い
て
広
く
お

こ
な
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
今

日
で
は
徐

々

 
 

に
み
ら
れ
な
く
な

っ
て

い
る
。
ち
な
み
に
在

日
済

州
島

民
の
あ

い
だ

で
は
、

一
世

の
老
人

の
意
向

で
今

日
な
お
、
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

が
あ

る
と
き

い
て

い
る
。

(585
) 

李
能
和

の
こ
の
推

測
は
す

こ
ぶ
る
興
味
深

い
。

そ
れ
は
神
房

の
か
な
り
組
織
だ

っ
た

(そ
し

て
道
教

や
仏
教
と
混
交

し
た
部
分
が
多

く
み
ら
れ

る
)

巫
俗
儀
礼

の
由
来

を

 
 
示
唆
し

て
も

い
る
と
考
え

る
。
ち
な

み
に
、
朝
鮮
全
土

の
巫
俗
儀
礼
、
巫
歌
を
対
照
す

る
と
、
平
安
道

・
咸
鏡

道

の
も

の
と
済
州

島

の
も

の
と

の
あ

い
だ

に
類

似
す

る
点

が

 
 
多

い
こ
と

が
す

で
に
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
い
わ
れ

に

つ
い
て
は

こ
れ
と

い

っ
た
説
が
出
さ

れ
て

い
な

い
の
も
確

か

で
あ

る
。
元

の
時

代
に
民
間

の
諸
種

の
文
化

 
 
と
と
も

に
巫
俗
が
流
入
し
た

こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
685
) 

李
圭
景
は
前
出
注

(
9
)
参
照
。

(785
) 

葬
者
を
遷
し

て
嫁
殤

の
者

に
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
と

い
う
意

味
。

(885
) 

『旧
唐
書
』

は
唐

の
滅
亡
直

後

(九
四
五
年

)
、
後

晋
に
お

い
て
作

ら
れ
た
歴
史
書
。

(985
) 

原
文

「時
為

巫
風
」
。
す
な

わ
ち

「恒

に
宮

に
舞

い
、
室

に
酣

し
ん
で
歌
う

の
で
、
時

に
巫
風
を
な
す
。
」

(
095
) 

註

に

「
巫
は
歌
舞
を
も

っ
て
神

に
事
え

る
の
で
あ

る
か
ら
、
歌
舞
は
巫
覡

の
風
俗
な

の
だ
」
と
あ

る
。

(
195
) 

涵
虚
子

は
明

の
太
祖

の
子
。

い
く

つ
か

の
著
作
を
残
し

て
い
る
。

(
295
) 

こ
こ
で
、
李
能
和
は
箕
氏
朝
鮮
説
を
斥
け
、
壇
君

の
神
教
を
朝
鮮

の
は
じ
め

の
巫
俗
と

し
て

い
る
。

こ
れ
は
李
能
和

の

一
貫

し
た
主
張

(信
念

?
)

で
あ

っ
た
が
、
同
時

 
 
に
遼
、
金
、
元
、
清

の
巫
俗
と
似

て
い
る
と
述

べ
、
以
下
に
簡
単
な
が
ら
比
較

の
素
材
を
提

示
し
た

こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
残
念
な

が
ら
、
李
能

和
以
後

に
、

こ

の
視
点
を

 
 
歴
史
民
俗
的
に
検
証
し

て
い
く

こ
と
は
な
さ
れ

て
い
な

い
。

(395
)

以
下

の
試
訳
で
は
前
引
徐

永
大

の

「
李
能

和
朝

鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
を
拠
り
所
と

し
て
、
原
文

お
よ
び
日
本
文

の
斈

表
記
を
改

め
た
と

こ
ろ
が
少
な

く

な

い
・
特

に

 
 
蒙
古

の
人
名

な
ど
で
は
こ
れ
が
著

し

い
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
個

々
に
注
記
を
し

て

い
な

い
。

 
 
巫
歩

と

い
う

の
は
即
ち
禹
歩

で
あ

る

(揚
子
法
言
)
。
昔

、
似
氏

が
水
土
を
治
め
た
が
、
巫
歩

の
多
く
は
禹

で
あ

っ
た
と

い
う
。

(495
) 

開
明

(上
文

で
は
崑
崙

の
南
と

い
う
)

の
東

に
、
巫
彭
、
巫
抵
、
巫
陽
、
巫
履
、
巫
凡
、
巫
相
が

い
た
。

(
こ
れ
ら
は
皆
、
神
医

で
あ
る
。
世
本

で
は
巫
彭
が
医
を
な
し

た

 
 
と

い
い
、
楚
辞

で
は
、
黄
帝
が
巫
陽

に
告
げ
た
と

い
い
、
懿
行
案

で
は
説
文
に
お

い
て
古
に
巫
彭
が
初
め

て
医
を
な
し
た
と

い
っ
て
い
る
と

の
こ
と
。
郭

の
引
く

楚
詞
と

い

 

う

の
は
招
魂

の
篇
文

の
こ
と

で
あ
る
。
詳
細
は
大
荒
西
経
に
あ
る
。
)
な
お
、

(

)

の
な
か
は
李
能
和

の
注
で
あ
る
。
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(595
) 

巫
咸
、
巫
即
、
巫
眄
、
巫
彭
、
巫
姑
、
巫
真
、
巫
礼
、
巫
抵
、
巫
謝
、
巫
羅

の
十
巫
は
こ
こ
か
ら
昇
降
し
、
百
薬
が
そ
こ
に
あ
る
と

い
う

。

(群

巫
が
こ

の
山
を
上
下
し

て

 
 
薬
を
採

っ
た
。
懿
行
案
に
よ
れ
ば
、
説
文

で
は
、
巫
咸
が
初
め
て
巫
を
な
し
た
と

い
っ
て

い
る
と

の
こ
と
。
ま
た
越
絶
書

で
は
、
虞
山
が
巫
咸

の
出
た
と

こ
ろ
で
、
虞
は
神

 
 
の
現
れ
る
奇
怪
な
と
こ
ろ
だ
と

い
う
。
「
離
騒
」

で
は
、
巫
咸
は
夕

べ
に
降
る
と

い
っ
て

い
る
。
王
逸
は
注
で
、
巫
咸
は
古

の
神
巫
、
殷

の
中
宗

の
時

の
者
と

い
う
。
し
か
し
、

 
 
王
逸

の
こ
の
説
は
お
そ
ら
く
非

で
あ
ろ
う
。
殷

の
中
宗

の
臣
に
巫
咸
が

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
巫
で
は
な

か

っ
た
に
ち

が

い
な

い
。
海
外
西
経

に
よ
る
と
巫
咸

国
が
あ

る

 
 
が
、

こ
れ
は
名
を
同
じ
く
す
る
だ
け

の
こ
と

で
あ
る
。
巫
眄

の
眄
は
班
と
も
読
む
。
海
内
西
経
で
は
、
六
巫

に
巫
凡
が

い
る
が
、
巫
眄

と
巫
凡

は
同

じ
者

で
は
な
か
ろ
う

か
。

 
 
水
経
辣
水

の
注
に
よ
る
と
、
こ

の
海
内
西
経
を
引
用
し

て
巫
盻
と
し
て

い
る
が
、
盻
と
眄
と
は
形
声
が
よ
く

似
て

い
る
。
巫
真

は
水
経

の
注

に
引
用
が
あ

っ
て
巫
貞
と

し
、

 
 
ま
た
巫
礼
を
巫
孔
と
し
た
。
今
、
礼
を
考
え
る
と
、
古
文

で
は
札
と
し
て

い
る
。
札
と
孔
は
形
が
近

い
の
で
ま
ち
が

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
海
内

西
経
に
は
巫
履

が

い
る

が
、

 
 
履
は
す
な
わ
ち
礼

で
あ
り
、
同

一
人

で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
か
ろ
う
。
ま
た
巫
相
は
巫
謝
で
、
謝

の
音

が
相
に
転
じ
た

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

同

一
人

で
あ

る
。
郭
注

で
は

 
 
薬
を
採

っ
た
と

い
う
が
、
水
経

の
注

の
引
用

で
は
、
薬
を
採
り

つ
つ
往
来
し
た
と
あ
る
。
お
も
う

に
、

こ
れ
ら
は

い
ず

れ
も
海

外
西
経

の
巫
咸

国

の
注

な
の
だ
が
、
鄭
氏
が

 
 
誤
記
し
た

の
で
、

こ
こ
で
引
用
し
た

の
で
あ
る
。
)

(
695
) 

巫
咸
国

(懿
行
案
に
よ
れ
ば
、
地
理
誌

で
は
河
東
郡
安
邑
巫
咸
山
は
南
に
在
る
と

い
う
が
ま
ち
が

っ
て

い
る
。
こ

の
国

は
海

外
に
在

る
に
ち

が

い
な

い
。
ま

た
登
備
山

が

 
 
南
荒
経

に
在

る
の
を
観
る
。
水
経
楝
水

の
注
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
巫
咸
山
は
す
な
わ
ち
巫
咸
国
な

の
で
、

こ
の
海
外

西
経

で
引

用
し
て
云

々
し
た

の
は
ま
ち

が

い
で
あ

る
。

 
 

『太
平
御
覧
』
七
百
九
十
巻

で
は
外
国
図
を
引
用
し

て
い
う
、
昔
、
殷
帝

の
太
戊
は
巫
咸
を
し

て
山
河

に
祈
ら
せ
た
。
そ

こ
で
巫
咸
は
山

河
に
住
ん
だ
。

こ
れ
が
咸

氏
と
な

 
 
り
南
海
、
万
千
里

に
い

っ
て
住

ん
だ
。
そ
れ
が
巫
咸
国
な

の
で
あ
る
。
)

(
795
) 

巫
咸
国

に
丑
北
と

い
う
名

の
女
性
が

い
て
、
右
手
は
青
蛇
を
操
り
、
左
手
は
赤
蛇
を
操
り

し
て
、
登
保
山

に

い
る

(懿

行
案

に
よ

れ
ば
、
登
葆
山
。
大
荒
南

経
は
登
備
山

 
 
と
す

る
。
葆
と
備
は
音
が
転
じ
た

の
で
あ

る
。

『淮
南
子
』
墜
形
訓
は

「
保
」
と
し

て
い
る
)
。

(
895
)

多
く

の
巫
が
丑
北

に
つ
き
従

っ
て
登
保
山
を
上
り
下
り
し
た

(薬
を
採
り

つ
つ
往
来
し
た
)
。

(
995
) 

巫
咸

は
夕
刻

に
な
る
と
降
り

て
く

る
。

(
006
) 

以
下

は
注
釈

で

「巫
咸
は
す
な
わ
ち
古

の
神
巫

で
あ

る
。
殷

の
中
宗

の
世
に
下
界

に
降
り

て
き
た

(辞
源
)
」
。

(
106
) 

巫
覡

は
賤

し

い
も

の
だ
が
、
そ

の
出
自
す

る
と

こ
ろ
は
す
な
わ
ち
商

(殷
)

の
巫
咸

で
あ
る

(世
本

に
巫
咸
を
筮
と
す
る
。
筮
は
筮
占

で
あ
る
。

『礼
記
』
で
は
亀
を
ト
と

 
 

い
い
、
蓍
を
筮
と

い
う
。
元
命
を
苞

み
古
く
は
司
恠
し
、
主
ト
し
た

(?
)
。

『周
礼
』

の
筮
氏

は
掌
娯
、
憔
契
し

て
ト
事

を
待

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
筮
は
巫

覡

の
つ
か

さ
ど

 
 
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、

か
れ
ら
は

よ
く
吉
凶
を

い
い
あ

て
た
。
易

で
は

「
兌
」
は
巫

で
あ
り

口
で
あ
る
。

『説
文
』

で
は
そ
れ
を
巫
祝
と
し
た
。
巫

の
字
は
人
が
両
側

で
舞
う

か

 
 
た
ち
を
象

っ
て

い
て
文
女
と
同
意

で
あ

る
。
古

の
巫
咸

は
初

め
て
巫
を
し
た
者

で
あ

る
)
。

(206
)
 
実

に
巫
咸

が
巫
覡

の
祖
な

の
で
あ

る
。

(306
) 

巫
賢

は
殷

の
祖

乙
の
こ
と

で
賢
相

で
あ

る
。

こ
れ

は
巫
咸

の
子

で
あ

る
。
な
お

こ
の
文
は
、

『書
経
』

『周
書
』
の
君
爽
篇

の
伝

に
基

づ

い
て
李
能
和

が
作
文

し
た
も

の

(前

 
 
引
、
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮

巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)

三
五
頁
)
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(406
) 

商
と
自
称

し
た
殷

、
そ
の
殷

の
末
期

に
天
下
の
人
び
と

は
鬼
を
尚

び
、
常

に
鬼
神

が
か
れ
ら
の
上

に
臨

ん

で

い
る
か

の
ご
と
く

お
そ
れ
、
死
生
禍
福

を
巫
覡

に
託

す
こ
と

 
 
が
久

し

い
。
柳
成
竜

(
一
五
四
ニ

ー

一
六
〇
七
)
は
朝
鮮
朝

中
期

の
文
臣

・
学
者
。

(506
) 

卜
史
と

巫
を
頻
繁

に
用

い
れ
ば
吉

で
あ

る
。

(606
) 

粟
を
も

っ
て
出

て
占
ト
し

、

い
ず

こ
か
ら
ゆ
け
ば

よ

い
の
や
ら
。

『詩
経
』
小
雅
小
苑

(前
引

、
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(
皿
)

三
五
頁
)
。

(
706
) 

周
礼

の
春
官

の
条

(前
引
、
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(
皿
)

三
五
頁
)
。

 
 
 
司

巫
は
群

巫
の
政
令
を
管
掌
す

る
。
も

し
国

に
大
早
が
あ

れ
ば
、
巫
を
帥

い
て
舞
專
を

さ
せ
る
。
女
巫

は
歳

時

の
祓
除
、
釁
浴

(香
草
を

か
ら
だ

に
塗

っ
て
沐
浴
す

る
こ

 
 
と
)
を
管
掌
す

る
。

(
806
)

女
祝
は
時

に
招

(善
祥
を
招
く

こ
と
)

・
梗

(事
前

の
災

い
除
け
)

・
繪

(祓

い
)

・
禳

(凶
災
を
除
く

こ
と
)
を
管
掌
す
る
。

(
906
) 

悪
し
き
事

に
は
尨
を
用

い
る
。

(
016
) 

男
巫
は
春

に
招
福
、
禳
災
を
す
る
。

(
116
) 

司
巫
は
祭
祀

に
道
布
を
設
け
る
。

(216
) 

毒
疉

(毒
物
)
は
攻
説
を
も

っ
て
檜

(祓

い
)
を
す
る
。

(316
) 

左
傳
は
中
国

の
春
秋
時
代
に
関
す
る
史
料

『春
秋
左
史
伝
』

の
こ
と
。
晋
侯

の
夢
に
大
属
が
現
れ
た
。
そ

の
髪
は
ほ
ど
け

て
地
に
達
し
、
胸
を
た
た

い
て
跳
び

は
ね

、
「
わ

 
 
が
孫
を

い
わ
れ
な
く
殺
し
た
か
ら
、

こ
れ
を
上
帝
に
訴
え
た
ぞ
」
と

い

っ
て
、
大
門
と
寝
室

の
門
を
破
壊

し
は

い

っ
て
き
た
。
公
は
お
そ

れ

て
部
屋

に
は

い

っ
た
が
、
大
属

 
 
は
部
屋

の
戸
も
破
壊
し
た
。
公
は
目
覚
め

て
桑
田

の
巫
を
召
ん
だ
と
こ
ろ
、
巫

の
い
う
と
こ
ろ
も
夢
と
同
じ

で
あ

っ
た
。
公
が

「
ど
う
し
た
も

の
か
」
と

い
う

と
、
巫
は

「新

 
 
し
き
も

の
を
食

べ
る
な
か
れ
」
と

い

っ
た
。

(416
) 

中
行
献
子
が
斉
国
を
討
と
う

と
し
た
と
き
、
夢

の
な
か
で
属

公
と
訴
訟
を
し
た
も

の
の
勝

て
な
か

っ
た
。
公
が
戈

で
こ
れ
を
撃

つ
と
、
首

が
前

に
墜
ち
た
。
そ

こ
で
跪

い

 
 
て
こ
れ
を
戴
き
さ
さ
げ
も

っ
て
走

っ
た
。
途
中
で
梗
陽
の
巫
皐

に
あ
う

と
、
巫
皐

は
他

の
地
方

の
こ
と
を

は
な
し
た
が
、

こ
れ

が
公

の
し
た

こ
と
と

同
じ

こ
と

で
あ

っ
た
。

 
 
そ
し
て
巫
は

「
今

の
こ
こ
の
王
は
必
ず
死
ぬ
だ
ろ
う
」

と

い
っ
た
。

(516
) 

徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮

巫
俗
考

校
勘
」

(皿
)
に
よ
る
と

、
こ
こ
は
、
「楚

の
巫

で
あ

る
巫
陽
」
。
そ
し

て
以

下
は
細
注

で
あ

る

(
三
六
頁
)
。
な
お

『楚
辞
』

の
訳

文
は
青

 
 
木

正
児

訳

(春
秋
社

、

一
九

五
七
年

)
を
参

照
し
た
。

 
 

宋
玉

の
招
魂
賦

に
お

い
て
帝

が
巫
陽

(注
 
女

巫
)

に

い
っ
た
。

「
下
界

に
人

が

一
人

い
る
が
、

わ
た

し
は
そ
の
者
を
輔

け
よ
う
と

お
も
う

。
そ

の
魂
魄

が
離
散

し
よ
う

と

 
 
し
て

い
る
の
で
、
お
前

は
筮

っ
て
こ
の
者

に
魂
を
与
え

よ
」
と
。
そ

こ
で
、
巫
陽

が
下
界

に
向

か

っ
て
日

っ
た
。
「魂

よ
、
帰

っ
て
き
な

さ

い
」

(原
文
 
魂
芳
帰
来

些
)
と
。

 
 
 
さ
て
お
も
う

に
、

「些
」

の
字

は
今

、
符
呪

の
下
に
付
け

る

「娑
婆
訶
」

で
あ
り
、

こ
れ
は
楚
巫

の
招
魂

の
声
だ

ろ
う
。

 
 
以
上

の
う
ち
、
最
後

の

一
文
は
李
圭
景

の
解
釈

で
あ

る
。

(616
) 

ま
た

『
五
洲
衍
文
』

で
い
う

に
は
、
巫
神

の
霊
異
な

る
こ
と
は
神
保
が
あ
る
か
ら
だ
。
「
楚
辞
に

い
う
、
霊
を
助
け

る
の
は
賢
明

で
あ
り
、
神
保
は
饗
宴
す

る
こ
と
だ
と

。

一95(110)



 
 
注
に
神
保
と
は
鬼
神

の
嘉
号
で
あ
る
と

い
い
、
朱
子
は

「
近
ご
ろ
洪
慶
善

が
霊
保
は
巫
だ
と

い

っ
て
い
る
の
を
み
た
。
今

の
詩

で
は
説
か
な

い
が
、
こ
れ
は
す

な
わ
ち

尸
の

 
 
こ
と
だ
」
と

い

っ
た
。

(716
) 

羅
隠

(八
三
三
～
九
〇
九
)
は
唐
末

の
人
。
ひ
と
り

の
巫
が

い
て
人
び
と

の
為
に
ま

つ
り
ご
と
を

は
じ
め
た
。
常

に
筵

を
敷
き
、
歌

い
舞

い
、
病
む
者

の
健
康

を
祈
り
、

 
 

一
年

の
豊
饒
を
祈
り
、
そ

の
の
ち
に
、
ま

つ
り
ご
と
を
し
た
。
し
か
し
、
上
等

な
羊
や
豚

の
肉

と
十
分
な
清

酒

で
も

っ
て
、
病

の
回
復
を
祈

っ
て
も
死

ん
だ

し
、
ま
た
年

の

 
 
豊
饒
を
祈

っ
て
も
飢
え

て
し
ま

っ
た
。
あ
る
者
が

い
う

に
は
、
私
は
昔
、
そ

の
家

に

い

っ
て
遊

ん
だ

こ
と
が
あ

る
。
そ

の
家

に
は
、
子
供

が
な

か

っ
た

の
で
、
そ
の
人

の
た

 
 
め
に
ま

つ
り
ご
と
を
し
た
。
誠
心
誠
意
祈
り
、
残

っ
た
肉

と
食

べ
物

は
外

に
投

げ
捨

て
た
。
そ

の
後

、
男
女
が
増
え

、
衣
食

も
ま
た
広
大

に
な

っ
た
。

つ
ま

り
、
真

心
を
尽

 
 
く
し
て
ま

つ
れ
ば
、
神
も
ま
た
散

ら
ば
る
こ
と
な
く
穀

物
も
家

の
な
か
に
は

い
っ
て
く
る

の
だ
。
以
前
は
賢

明

で
あ
り
、
後

に
愚

か
に
な

っ
た

と

い
う

こ
と

は
な
く
、
お
も

 
 
う

に
、
ま
こ
こ
ろ
が
神
に

い
た
ら
な
か

っ
た
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う
。

(816
) 

季
咸

は
人

の
死
生
、
存

亡
、
禍
福
、
寿
夭
を
知
り
、
歳
月
旬

日
ま
で

い
い
あ
て
る

の
で
神

の
よ
う

で
あ

っ
た
。
鄭

の
人

び
と
は

こ
の
人

を
見
る
と
、
皆
、
も

の
を
棄

て
て

 
 
逃
げ
た
。

(注
に

い
う
、
み
ず
か
ら

の
死
ぬ
日
を
聞
く
こ
と
を
喜

ば
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
)
列
子
は
こ
れ
を
見
て
心
酔

し
た
。

(916
) 

越

の
巫
で
勇
と

い
う
者

が

い
た
。

『史
記
』

に
よ
る
と
、
栢

梁
台

は
越
巫
の
勇

の
も

と
に

い
き
、
勇

を
招

い
て
そ
の
土
台

を
ま

つ
っ
て
も

ら

っ
た
。
勇

は
非

常
に
壮
麗

に
組

 
 
ん
で
こ
れ
を
禳

っ
た
。

(026
) 

東
歐

王
敬
鬼

は
寿

百
六
十
歳

に
し
て
、
越
巫
に
命

じ
て
越
祝

祠
を
立
て
さ
せ
た
。
そ
し
て
鶏

の
占
ト

を
さ
せ
た
。
上
は
こ
れ
を
信

じ
た

の
で
あ
る
。
越
祠

で
鶏
ト

を
す
る

 
 
の
は
こ
れ
か
ら
は
じ
ま

っ
た
。

(126
) 

『史

記
』
に

い
う

。
魏
の
文
侯

の
と
き
、
西
門
豹
が
郢

の
県
令

に
な

っ
た
。
豹

は
赴
任

し
て
郊
に
到
着
す

る
と

長
老

を
集
め

て
、
民

が
ど

の
よ
う

な
こ
と

に
苦

し
ん

で
い

 
 
る
か
を
た
ず
ね
た
。
長
老

た
ち
は

「
河
伯
に
婦
を
め
と
ら
せ
る
こ
と
に
苦

し
ん
で
お
り
ま
す

、
そ

の
た
め

に
貧

し

い
の
で
す
」
と

い

っ
た
。
豹
が
理
由

を
た
ず
ね

る
と
答
え

 
 
て

い

っ
た
。
「
鄰

の
三
老
や
廷
掾

は
、
毎
年

民
に
税

金
を
課
し
て
、
そ
の
税
金
を
収
納

し
数
百

万
銭

を
得

て

い
ま
す

が
、
そ
の
内

二
、
三
〇
万
だ
け
を
用

い
て
、
河
伯
に
婦
を

 
 
め
と
ら
せ
、
残
金
は
祝
や
巫
と
山
分
け
し
て
持
ち
帰
り
ま
す
。
そ

の
時
に
な
る
と
巫
が
で
か
け
て

い
っ
て
、
人

の
家

の
美

し

い
娘

を
見

つ
け

『
こ
の
娘

こ
そ
河
伯

の
婦
と
な

っ

 
 
て
し
か
る
べ
き
だ
』

と
言

い
、
そ
し

て
結
納
を
贈

っ
て
そ

の
娘

を
迎
え

、
沐
浴

さ
せ
繪

、
綺
、
穀

の
衣
服
を
新

調
し

て
や
り
、
閑

居
し

て
斎
戒

さ
せ
る
た
め

に
、
斎

宮
を
黄

 
 
河

の
ほ
と
り
に
建

て
、
黄
色
や
赤

の
帷
を
張

り
、
そ

の
中
に
住

ま
わ
せ
ま
す

。
そ
れ
か
ら
娘

に
牛
肉

や
酒

、
飯

な
ど
を
供
え
、

一
〇
日
あ
ま
り
た

つ
と
、
皆

で
化
粧

し
て
や

 
 
り
、
嫁
入
り

の
と
き

の
床
席

の
よ
う
な
も

の
を
作

っ
て
、
娘
を
そ

の
上
に
座

ら
せ
、
こ
れ
を
黄

河

の
中

に
浮

か
べ
ま
す
。
は
じ

め
は
浮

い
て
い
ま
す

が
、
数
十
里

い
く
と
沈

 
 
み
ま
す
。
美
し

い
娘

の
あ
る
家

で
は
、
大
巫
、
祝
が
河
伯

の
た
め
に
そ
の
娘
を
と

り
に
く

る
の
で
は
な

い
か
と
恐

れ
て

い
ま
す
。
そ

こ
で
多

く

の
者

は
娘

を
連
れ

て
遠
方

へ

 
 
逃
亡
し
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
城
中
は
ま
す
ま
す
空

に
な

っ
て
人

が

い
な
く

な
り
、
ま
た
貧
乏

し
て

い
ま
す

。
こ
の
由
来

は
久

し

い
も

の
が
あ
り
ま

し
て
、
諺

に
も
、

『も

 
 
し
河
伯
に
婦
を
め
と
ら
せ
な
け
れ
ば
、
水
は
あ
ふ
れ
て
城
は
没
し
、
人
び
と
を

お
ぼ
れ
さ
せ
る
だ

ろ
う
』

と

い

っ
て
お
り

ま
す
」

と
。

 
 
 
そ
こ
で
西
門
豹
は

「
河
伯
に
婦
を
め
と
ら
せ
る
時
期

に
な
り
、
三
老

、
巫
祝

、
父
老

が
娘
を

河
の
ほ
と
り

に
送
る
と
き

は
、
ど
う

か
私

に
も
知

ら
せ
て
ほ
し

い
。
私

も
出

 
 
か
け
て

い

っ
て
娘
を
送
る
か
ら
」
と

い

っ
た
。
皆

は

「
わ
か
り
ま
し
た
」
と

い
っ
た
。

さ
て
そ

の
時
が
き

て
、
西
門
豹
が
河

の
ほ
と
り

に

い
っ
て
み
る
と
、
三
老
、
官

属
や

一一96(109)



李能和 「朝鮮巫俗考」註

 
 
豪
族
、
里

の
父
老
た
ち
も
皆
集
ま
り

、
そ
の
う
え
見
物
人
も

二
、

三
千
人
は

い
た
。

こ
の
た
び

の
巫
は
老
女

で
年

は
す

で
に
七

〇
。
弟

子

の
女
を
十

人
従

え

て

い
た
、
弟

子

 
 
た
ち
は
皆
、
繪

の
単
衣
を
着

て
、
大

巫
の
後

ろ
に
立

っ
て

い
た
。
西
門
豹
が

「河
伯

の
婦
を
呼

ん
で
き
な

さ
い
。
そ

の
美
醜
を
見

よ
う
」

と

い
う

の
で
、
娘

を
帷

の
中

か
ら

 
 
連
れ
出
し

て
彼

の
前

に
ご
さ
せ
た
。
豹

は
こ
れ
を
見

て
か
ら
振
り
返

っ
て
、
三
老
、
巫
祝
、
父
老

に
い

っ
た
。

「
こ
の
娘
は
美
し
く
な

い
。

ひ
と

つ
、
大
巫

の
ば
あ
さ

ん
を

煩

 
 
わ
し
、
河
伯

に

『も

っ
と
美
し

い
娘
を
見

つ
け
出
し

て
後
日
お
送
り

い
た
し
ま
す
』
と
報
告

さ
せ

て
も
ら

い
た

い
」
と
。
そ
し

て
、
即
座

に
吏
卒
全
員
を

し

て
、
大
巫

の
老

 
 
女
を
抱
き
上
げ
河

の
中

に
投
げ
込
ま
せ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
西
門
豹
は

「
巫

の
ば
あ
さ
ん
は
何
を

ぐ
ず
ぐ
ず

し
て

い
る

の
か
。
弟
子

が

い

っ
て
き
な

さ

い
」
と

い

っ
て
、

 
 
ま
た
弟
子

の

一
人
を
川

の
中
に
投
げ

こ
ま
せ
た
。
お
よ
そ
三
人

の
弟
子
を
投
げ

い
れ
さ
せ

て
か
ら
、
西
門
豹

は

「
巫

の
ば
あ

さ
ん
や
弟
子
は
女
だ

か
ら
う
ま
く

告
げ
ら
れ

な

 
 

い
の
だ

ろ
う
。
そ

こ
で
三
老
を
煩
わ
し
、
河

の
中

に
は

い

っ
て
告
げ

て
き

て
も
ら
お
う
」
と

い

っ
て
、
三
老

を
河

の
中

に
投

げ
こ
ま
せ
た
。
西
門
豹

は
筆
を
冠

の
前

に
差

し
、

 
 
腰
を
曲
げ

て
拝
礼
し
、
黄
河
に
向
か

っ
て
立
ち
、
し
ば
ら
く
待

っ
た
。
傍
ら
で
観

て

い
た
長
老
や
属
官

は
み
な
驚
き
恐

れ
た
。
西
門
豹
は
振

り
返

っ
て

「
巫

の
ば
あ
さ

ん
も

 
 
三
老
も
も
ど

っ
て
こ
な

い
。
ど
う

し
た
も

の
か
」
と

い

っ
た
。
そ
し

て
、
廷

掾
と
豪

長
者

の

一
人

に
河
に
入
ら

せ
、
も

の
を

い
わ
せ

よ
う

と
し
た

の
で
、
皆

は
、
叩
頭
し
た
。

 
 
し
か
も
か
れ
ら
は
額
を
破
り
、
そ

の
血
が
地
面
に
流
れ
、
顔
色
は
冷
え
切

っ
た
灰

の
よ
う

で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
西

門
豹

は

「
よ
ろ
し

い
。
し

ば
ら
く
留
ま

っ
て
待
と
う
」
と

 
 

い
い
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た

い

っ
た
、
「
廷
掾
よ
、
起
ち
な
さ

い
、
ど
う
も

河
伯

は
客

を

い
つ
ま
で
も
留

め
て

い
る
よ
う

だ
、
皆

も
や
め
て
帰

る
が
よ

い
」
と
。
鄰

の
里
民

 
 
は
大

い
に
驚
き
恐
れ
、
そ
れ
か
ら
は
河
伯
に
婦
を
め
と
ら
せ
る
こ
と
は
し
な
く
な

っ
た
。
野
口
定
男

訳

『史
記
』

(中
国
古
典
文
学
大
系

；
第

=

一巻

)
平

凡
社

、

一
九
七

一

 
 
年

、
滑
稽
列
伝
参

照
。

(226
) 

今

の
巫
祝

は
人
を
祝

し
て

「も

し
も

千
歳
萬
歳
を

し
て
千
歳
萬
歳

の
声
を
耳

に
は

い
ら

せ
た
と

し
て
も

一
日

の
寿
を
人

に
得

さ
せ
る

こ
と

は
な

い
」
と

い
う
。
そ

れ
が
巫

 
 
祝

に
祈
り
を

さ
せ
る
ゆ
え

ん
で
も
あ

る
。
今

の
世
の
儒
者

は
人
主

に
説

い
て
、
今
、
治

め
る
べ
き

こ
と
を
言

わ
ず

、
す

で
に
治
め
た

こ
と

の
功
績
を
語

り
、
ま
た
官
法

の
事

 
 
を

つ
ま

び
ら
か
に
せ
ず

、
姦
邪

の
事
情
を
究

め
ず
、
す

べ
て
上
古

の
伝
を

い
い
、
先
王

の
成
功
を
称
え

て

い
る
。
儒
者

は
こ
と
ば
を
飾

っ
て

い
う
、

「わ
た

し
の
い
う

こ
と
を

 
 
き
け

ば
、
覇

王
と

な
る
こ
と
も

で
き

る
」
と

。
こ
れ
を
説
く
者

こ
そ

は
巫
祝
な

の
で
あ
り
、
器
量

の
あ
る
王

は
受

入
れ
な

い
。
そ
れ

ゆ
え

、
明
王
と
は
実
事

を
挙
げ

て
無

用

 
 
を

し
り
ぞ
け

、
仁
義
な
ど
を

口
に
し
な

い
者

で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
ま
た
学
者

の
言

に
も
耳
を
貸
さ
な

い
。

(
326
) 

会
稽

の
俗

に
淫
祀
が
多
く
、
卜
筮
を
好

み
、
民
は

ひ
と
え

に
牛
を
も

っ
て
祭
る
。
巫
祝
は
賦
斂

(租
税

)
と
し

て
謝
を
受

け
る
が
、
民

は
そ
の
巫
祝

の
口
を
畏
れ
祟

ら
れ

 
 
る
の
を
懼
れ

て
敢
え

て
逆
ら
わ
な

い
。

こ
こ
を
も

っ
て
財
は
鬼
神

に
す

べ
て
さ
さ
げ
、
産
も
祭
祀

に
匱
す

。
或

い
は
貧
家

に
し
て
時
を
も

っ
て
祀
る

こ
と

が
で
き
ず
、

つ
い

 
 
に
は
牛
を
食

べ
よ
う
と
せ
ず
、
病
を
起

こ
し

て
死
な

ん
と
す

る
の
に
先
ず
牛
鳴
を
な
し
た
と

い
う
。
そ

の
巫
祝
を
懼
れ
る
こ
と
は

こ
ん
な
あ
り
さ
ま

で
あ
る
。

(
426
) 

『文
献
通
考
』
は
南
宋
末

に
馬
端
臨

に
よ
り
著
わ
さ
れ
た
制
度
、
文
物

の
歴
史
書
。

(
526
)

漢

の
高
祖
が
は
じ
め

て
兵
を
起

こ
し
た
と
き
、
沛
に

い
き
沛
公

の
た
め
に
蛩
尤
を
祀
る
に
旗
と
鼓

に
血
を

ぬ

っ
て
か
か
げ
た
。

二
年

に
東
に
項
籍
を
撃

ち
、
入
関
し
、
北

 
 
時

(ま

つ
り
処
)
を
立

て
た
。
有
司
を
祠

に
い
か
せ

て
上
、
み
ず
か
ら
は
往
か
な
か

っ
た
。
古

の
秦

の
祀
官

を
す

べ
て
集

め
て
、
ま
た
太
祝
大
牢

を
故
儀

の
ご
と
く
置
き
、

 
 
こ
れ
に
よ
り
県
を
公
社
と
し
た

(李
奇
が

い
う
に
は
、
こ
れ
は
官
社

の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
)
。

(626
) 

漢

の
高
祖
は

「
わ
た
し
は
祠
を
非
常
に
重
ん
じ
て
祭
祀
を
尊

く
お
も

っ
て

い
る
。
今

、
上
帝

の
祭

と
山
川

の
諸
神
を

ま

つ
る
者
は

そ

の
時
ど
き

の
礼

を
古

の
ご
と

く
し
な
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さ

い
」
と

い

っ
た
。

四
年
後
、
天

下
が
平
定

さ
れ

る
と
御
史

に

詔

し

て
沛

に
枌
楡
社
を
建

て
さ
せ
、
春

に
な

る
と
常

に
羊
と
豚
を
も

っ
て
ま

つ
ら
せ
た
。
ま
た
祝
を

し
て
蚩

 
 
尤

の
祠
を
長
安

に
建

て
さ
せ
、
祝
官
と
し

て
女
巫
を
置

い
て
ま

つ
ら
せ
た
。
さ

て
梁

巫
に
は
天
地
、

天
社

、
天
水
、
房
中
、
堂
上
な

ど
を
ま

つ
ら

せ
た
。
晋

巫
に
は

五
帝

、

 
 
東
君
、
雲
中
君
、
巫
社
、
巫
祠
、
族
人
炊
な
ど
を
ま

つ
ら

せ
た
。

(服
虔
が

い
う

に
は
、
東
君
以
下
は
皆
神
名

で
あ

る
。
師
古

に
よ
れ
ば
、
東
君
は

日
神
、
雲
中
君

は
巫
神

、

 
 
駆
社

・
巫
祠
は
皆
古
巫

の
神
、
族
人
炊

は
古
主

で
あ
る
炊
母

の
神

で
、
鱚
塚
と

い
う
と
。
)

(
726
) 

秦
巫

に
は
社
主
、
巫
保
、
族
紫
な
ど
を
ま

つ
ら
せ
た
。

(師
古
に
よ
れ
ば
、
社
主
に
は
五
社
主
が
あ
る
。
巫
保
、
族
彙
は
神
名

で
あ
る
。
)

(
826
) 

荊
巫

に
は
堂
下
、
巫
先
、
司
命
、
施
麋
な
ど
を
ま

つ
ら
せ
た
。

(師
古
に
よ
れ
ば
、
堂
下
は
堂

の
下
に
あ
り
、
巫
先
は
巫

の
最
先
者

で
あ
る
。
司
命
は
文
昌

の
第
四
子

で
あ

 
 
る
。
施
麋
は
真

っ
先

に
設
け
ら
れ
た
も

の
で
、
麋
鬻
と
も

い
う
。
)

(
926
) 

す

べ
て
時

に
し
た
が

っ
て
宮
中

で
ま

つ

っ
た
。
さ

て
河
巫
は
河
を
臨
晋
に
ま

つ
り
、
南
山
巫
は
南
山
、
秦
中
を
ま

つ

っ
た
。
秦
中
と
は

二
代

の
皇
帝
を

い
う
。

(張
晏

に
よ

 
 
れ
ば
、
 

彊

で
死
ん
だ
者

の
魂
魄
は
属
と
な

る
の
で
ま

つ

っ
た
。
帝

の
時
に
匡
衡
が
奏
上
し

て
や
め
さ
せ
た
。
)

(
036
) 

そ
れ
ぞ
れ
ま

つ
る

に
は
決
め
ら
れ
た
時
日
が
あ

っ
た
。

(
136
) 

以
下

の
記
事
は

『漢
書
』
巻
五
七
下
、
司
馬
相
如
伝
に
み
ら
れ
る

(前
引
、
徐
永
大

「
李
能
和
朝

鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
四

一
頁
)
。

(
236
) 

司
馬
相
如
が
禅
書
を
封
じ
る
と
き
、
鬼
神
が
霊
圉
に
接
し
、
間
館
に
賓
し
た
。
師
古
に
、
問

の
読

み
は
閑

の
ご
と

し
と

い
う
。
五
洲
衍
文

の
説
文

で
は
、
霊
圉

は
あ
る

い

 
 
は
霊
巫

に
作
る
。
そ
し

て
霊
巫
は
玉
を
も

っ
て
神

に
事
え
、
玉
か
ら
は
霊
声
が
き

こ
え
る
と

い
う
。

(
336
) 

以
下

の
記
事
は

『漢
書
』
巻

二
五
上

に
み
ら
れ
る

(前
引
、
徐
永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
四

一
頁
)
。

(
436
) 

郊
祀
志

に
よ
る
と
寿
宮
に
神
君
を
置

い
た
が
、

こ
の
神
君
は
帷
を
張

っ
た
室
中
に
住
ん
だ
。
天
子
は
祓

い
を

し

て
か
ら
な

か
に
は

い
る
。
そ
し

て
巫
に
飲
食
を

ふ
る
ま

い
、

 
 
主
人
に
向
か

っ
て
い
い
た

い
こ
と
を

い
わ
せ
た
。

(晋
灼
は

「
神
君

の
こ
と
ば
は
す
な
わ
ち
巫
師

の
こ
と
ば

で
あ
る
」
と

い
う
。
)

(
536
) 

こ
の
と
き
天
上

の
神
仙
を
求
め
る
人
が
十
郡

の
巫
を
得
た

の
だ
が
、
長
陵

の
女
子
が
鬼

神
と
よ
く
交
接

す
る

こ
と
が

で
き

、
治

病
す

る
に
た
ち
ま
ち
癒
え

た
。
こ
れ
を
上

 
 
林
苑

の
中

に
置
き
神
君
と
名
づ
け
た
。
古

の
霊
圉
に
似

て
い
た

の
で
、
間
館

(す
な
わ
ち
閑
館

)

の
舎

中
に
お

い
て
礼
遇
し
た
。

(
636
) 

以
下
は

『漢
書
』
巻
五
七
下
、
司
馬
相
如
伝
に
み
ら
れ
る

(前

引
、
徐

永
大

「
李
能
和
朝

鮮
巫
俗

考
校
勘
」

(皿
)
四

一
頁
)
。

(
736
) 

女
は
無
形
に
よ
く
事
え
、
舞
を
も

っ
て
降
神
す
る
。
こ
れ
を
巫
と

い
う

。
ま
た
左

道
を
お
こ
な

い
政
治
を
乱
し
、
人
を
惑

わ
す
。
こ
れ
を
蠱

と

い
う

。

(836
) 

女
巫
は
術
を
も

っ
て
蠱
を
な
し
、
も

っ
て
人
を
詛
う
。

(
936
) 

美
人
を
し

て
厄
を
防
が
せ
も
し
、
木
人
を
埋
め

て
祭
祀
を
し
た
り
し
た
。
か

つ
て
皇
帝

が
病

ん
だ
と
き
、
江
充

が
疾

病
は
巫
蠱

の
手

に
か
か

っ
て

い
る
と

い
っ
た

の
で
、

 
 
蠱
を
宮
中

に
置

い
た
。

(0
) 

三
輔
旧
事
に
よ
る
と
、
江
充
は
胡
巫
を
し

て
蠱
を
な
し
埋
め
さ
せ
た

の
だ
が
、
こ
れ
を
説
呪
と
よ
ぶ
者
も

い
た
と

い
う

。

(
1
) 

容
斎
随
筆
に
よ
る
と
、
蛮
巫
呪
は
人

の
腹
中
に
葱
を
生
じ
さ
せ
る

の
だ
が
、
そ

の
う

ち

い
く

つ
か
に
は
根
が
生

じ
る
と

い
う
。
ま

た
人

の
腹

の
な

か
に
よ
く
鶏

の
雛

を
生

 
 
じ
さ
せ
、
も

っ
て
人
を
損
な
わ
せ
る
と
も

い
う
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(
246
) 

こ
の
文
章
は
白
居
易

の
も

の
ら
し

い
が
、
出
典
が
確
認

で
き
な
か

っ
た
。

(
346
) 

憧
旛
を
懸
け
た
古
樹

に
神
は
集

い
、
青

い
莎
、
白

い
茅
は
壇

の
よ
う
だ
。
絵

の
よ
う
な
青

い
山

に
鼓

の
音

が
響
き
、
紅
羅
を
着

た
巫
女
は

ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
鸞

の
よ
う

だ
。

 

 
銀

の
盆

に
高
く
盛

っ
た
山
海

の
珍
味
、
舞
を
舞
う
花

の
筵

に
ゆ
き
交
う
酒
杯
、
両
手

の
神
刀
は
あ
ち

ら
こ
ち
ら
と
翻

り
、
行

き
当
た

る
た

び
ご
と

に
風

が
そ
よ
ぐ
。
り

ん
り

 

 

ん
と
し
た
鈴

の
音
は
星
が
砕
け
散
る
か

の
よ
う
だ
。
雲
に
乗
り
下
降
し
た
神

の
痕
は
あ
る

の
や
ら
な

い
の
や
ら
。
空
高
く

そ
び
え
た
古
木

の
下
に
は
老

い
た
鳶
、

一
面

に
広

 

 
が
る
砂

の
上
に
は
群
が
る
霊
鳥
、
諸
神

の
帰

っ
た
あ
と
盃
は
下
げ
ら
れ
、
酒
甕
を
打

つ
声
は
遙
か
遠
く
送
秋

の
雲

の
な
か
。

(4
) 

遼

(九

一
六

-

一
一
二
五
)
。
は
ヤ
リ

ツ
ア
ボ
キ

の
開

い
た
契
丹
系

の
国
家
。
渤
海
を
滅

ぼ
し
て
満
洲
地
域
を
支
配
し
た
。

『遼
史
』

は

一
四
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
正
史
。

(546
) 

天
神
地
祇

の
位
を
木
葉
山

の
東
郷
中
に
立

つ
君
樹

の
前
に
設
け
、
群
樹

を
植

え
て
も

っ
て
朝
班

に
象

る
。
ま

た
二
樹
を
偶
植

し
て
神
門
と
す

る
。
皇

帝
と
皇
后

と
が
至
れ

 
 
ば
霾

.畢

礼
儀
を
具
す
。
牲
に
癒

6-
の
吊

玄
生

赤
白
の
羊
を
用
い
る
が
・
貲

牡
で
あ
る
・
僕
臣
が

撫

轅
撹
軌
が
牲
を
殺
し
た
L
と
い
う
と
・
体
を
割
き
こ
れ

 

 
を
君
樹

に
懸

け
る
。
太
巫
が
酒
を
牲

に
爵
ぐ
と
、
礼
官

が

「敵

烈
麻
都

が
儀
弁

を
奏
し
た
」
と

い
う

。
…
巫
、
三
た
び
辞
を
致

す
。
辞
を
致
す

ご
と

に
皇
帝
、
皇
后

は

一
拝

 

 
し
、
位

に
在

る
者
も

一
拝
す

る
。
…

(646
)

宵

の
・
に
勅
使
と
識

.禦

執
事

郎
君

を
率

い
て
殿
前

に
至
唆

塩
と
羊

の
磁

を
爐

の
中

に
置

い
て
焼
く
・

巫
と

大
巫
は
次
第

に
し
た
が

い
火
神

を
賛
祝
す

る
・
こ
れ

 

 
が
終

わ
る
と

、
閤
門
使

が
皇
帝
を
賛
え

て
火
を

い
だ

し
て
再
拝
す

る
。

(7
) 

聖
宗

が
崩

じ
る
と
、
興
宗
は
哭
を
し

て
敢
塗
殿

に
臨
む
。
ま
だ
お
く
り
名
を

つ
け
な

い
日

(大
行

)

の
夕
刻
、

四
鼓
を
終

え
る
と
、
皇
帝

は
群

臣
を
率

い
て
柩

の
前

に

い

 

 
き
、

三
た
び
拝
礼
を
す

る
。
柩
を
車

に
載
せ

て
西
北

の
門
か
ら
出

て
い
く
。

こ
れ

が
輻

鯨
車

で
あ
る
。
す

る
と
白

い
肌
着
を
着

た
巫
が

こ
れ
を

祓
除
す

る
。
翌
朝

、
発

矧
し

 

 
て
祭
所

に
至

る
と
、
太
巫
が
五
た
び
拝
礼
し
、
祈
祓
を
す
る
。
皇
族

や
外
戚
、
大
臣
、
諸
京
官
が
順
に
ま

つ
り
ご
と
を
す
る
。

(
846
) 

正
月

一
日
は
国

の
習

い
で
、
糯
米

の
飯
と
羊

の

髄

を
混
ぜ

て
餅
に
し
、
丸
め
て
拳
ほ
ど
に
し
、
こ
れ
を

ひ
と

つ
の
帳
ご

と
に
四
十
九
個

ず

つ
授
け

る
。
戌

の
夜

に
そ

れ

 

 
ぞ
れ

の
帳
内

の
窓

の
中
か
ら
丸

い
餅
を
外
に
投
げ
る
。
そ

の
数
が
偶
数
に
な
る
と
宴
を
張
り
、
奇
数

に
な
る
と
巫
を
十

二
名

よ
ん

で
鈴
を
鳴

ら
し
、
矢
を
取

っ
て
、
帳
を
巡

 

 
り
な
が
ら
歌
を
う
た
わ
せ
る
。
帳

の
な
か

で
は
火
爐
に
塩
を
入
れ
、
地
を
焼

い
て
鼠

を
拍

く
。
こ
れ
を
驚
鬼

と

い
う
。
帳

の
な

か
に
居
る

こ
と

七
日
に
し

て
出

る
。
国
語

で

 

 
は
正
旦

の
こ
と
を
阿
尼
尼
雅
伊
能
伊
と

い
う
。

 

 
 
な
お
徐

永
大
に
よ
る
と
、
阿
尼
尼
雅
伊
能
伊
で
は
な
く

「
迺
捏
嘲
喨
」

で
あ

る
。

こ
れ
は

『遼

史
』

巻
五
三
、
礼
志

六
嘉
儀

の
項

に
み
ら
れ

る

(前
引
、
徐
永

大

「
李
能

 

 
和
朝

鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(皿
)
、
四
二
頁
)
。

(946
) 
金

国

の
初
期

の
国
俗

に
、
殺

さ
れ
た
者

が
あ
る
と

、
そ
の
親
族

は
刃
の

つ
い
た
杖
を
取
り
、
大
勢

で
そ

の
家

に

い
く
。
そ
し

て
巫
を
し

て
祈
ら
せ

て

い
う
。

「お
前

は
ま
さ

 

 
に

一
角

が
天
を
指

し
、

一
角

が
地
を
指
す
牛

で
あ
り

、
無
名

の
馬

で
あ

る
。
向
か

っ
て
み
れ
ば
華
面
、
背
を

み
れ
ば
白
虎
、
横

か
ら
み
れ
ば
左
右

に
翼
あ

る
者

だ
」

と
。
そ

 

 
の
声

は
哀
切

で
も

の
す

ご
く
窩
里

の
声

の
よ
う
だ
。
そ
う

し
て
刃

で
地
を
画
し
、
畜
産
と
財
物
を
取

っ
て
そ

の
家

か
ら
還
る
。
ま
た
経
を

も

っ
て
呪
詛
す

る
と
、
そ

の
相
手

 

 
の
家
道

は
た
ち
ま
ち
滅

び
て
し
ま
う
。

(
056
) 

金

の
昭
祖

は
久

し
く
子
が
な
か

っ
た
。

ひ
と
り

の
巫
が

い
て
、
よ
く
神
語

に
通
じ
た

い

へ
ん
霊
験
あ
ら

た
か

で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
王
は
巫

の
と

こ
ろ

へ
い

っ
て
祈
祷
し
た
。

一99(106)一



 
 

い
く
ら
か
長

い
時
間
が
た

っ
て
か
ら
、
巫
は

「
男
子

の
魂

が
き
た
。
こ

の
子
は
た

い
へ
ん
福
徳
が

あ
り
、
子
孫
が
繁
盛

す
る
か
ら
拝
受

し
な
さ

い
。
生

ま
れ
た
ら
鳥
古
辮
と

 
 
名

づ
け
よ
」
と

い

っ
た
。
こ
れ
が
景
祖
で
あ
る
。
ま
た

い
く
ら
か
長

い
時
間
が
た

っ
て
か
ら
、
巫
は

「
女
子

の
魂

が
き
た
。
烏
延
と
名

づ
け
よ
」
と

い

っ
た
。

ま
た

い
く

ら

 
 
か
長

い
時

間
が
た

っ
て
か
ら
、
巫
は

「女

子

の
兆
し
が
ま
た
み
え

る
。
烏
達
布
と
名

づ
け
よ
」
と

い

っ
た
。
ま
た

い
く

ら
か
長

い
時
間

が
た

っ
て
か

ら
、

巫
は

「
男
子

の
兆

 
 
し
が
ま
た
み
え
る
。
性

は
素
直

で
は
な
く
、
長
じ
て
は
残

忍
で
、
親

た
ち
の
恩
も
知

ら
ず
、
必
ず
非
義

を
行
う
だ

ろ
う

か
ら
、
授
か

っ
て
は
な
ら
な

い
」
と

い

っ
た
。
昭
祖

 
 
は
ち

ょ
う

ど
後
嗣

が

い
な

い
の
を
心

配
し
て

い
た
と

き
な
の
で
、
「
不
良

で
あ

っ
て
も

こ
れ
を
授

か
り
た

い
」
と

い
っ
た
。
巫
者
は

「肯
徹

と
名

づ
け
よ
」

と

い

っ
た
。
す

で

 
 
に
二
男

二
女

が
生

ま
れ
る
と

い
っ
て

い
た
が
、
そ
の
次
第
先
後

は
す

べ
て
巫

の
言

の
と
お
り

で
あ

っ
た
。

(156
) 

『元
史
』

は
明
初

に
成
立

し
た
正
史
。

(
256
) 

「
五
礼
」

は
国
家

の
お
こ
な
う

五

つ
の
儀
礼
す
な

わ
ち

、
吉
禮

、
凶
禮
、

軍
禮
、
賓
禮
、
嘉
禮

で
あ

る
。

(
356
) 

元

で
は

五
礼
を
す

べ
て
国
俗
と
し

て
お
こ
な

っ
て
い
た

が
、
祭
祀
だ
け
は
古

の
や
り
方

に
従

っ
て

い
た
。
そ

の
郊
廟

の
儀
は
、
礼
官

が
日

々
詳
し
く
考
え

て
お

こ
な

っ
た

 
 
が
、
旧
礼
を
そ
も
そ
も
廃
止
す

る
こ
と

は
な

か

っ
た
。
と

こ
ろ
で
は
じ

め
を
忘
れ
な

い
で
い
る
こ
と

が

で
き

る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
者

が

「
北
辺

の
俗
は
敬

天
に
し

て
鬼

を
畏

 
 
れ
、
巫
祝
は

つ
ね

に
ま

つ
る
と

こ
ろ
の
者
を
見

る
こ
と
が

で
き
、
そ

の
喜
怒
を
知

る
」
と

い

っ
て
い
る
が
、
天
子
が
幽
明

の
こ
と
や
礼
俗

の
弁

え
を
推
察
す

る

こ
と

が
な
け

 
 
れ
ば
、
み
ず

か
ら
実
践
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
の
で
あ
る
。
憲
宗

の
と
き
か
ら
、
日
月
山

に
て
祭
天
し
、
所
生
を
追
崇
し
太
祖
と
と
も

に
配
し

て
ま

つ
っ
た
。

(
456
) 

歳
ご
と

の
太
廟

で
の
四
祭

に
お

い
て
、
司
禪
監
官

一
名
を
用

い
る
が
、
こ
れ
を
名
づ
け

て
蒙
古
巫
祝
と

い
う
。
犠
牲
を
供
え

る
と
き

に
は
法
服
を
三
献
官

と
同
じ
く

し
、

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

と
っ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いみ
な

 
 
昇
殿
し

て
は
部
屋

の
戸

の
前

に
い
き
脂

(犠
牲

の
肥
え
た
豚
が
準
備
さ
れ
た

こ
と
)
を
告
げ

る
。
犠
牲

の
保
管
所

に
還
る
と
、
国
語

で
も

っ
て
歴
代

の
帝

、
后

の
諱
を

口
に

 
 
出
し

て
告
げ

る
。
翌
朝
、
三
献

の
礼
を
終
え

る
と
、
献
官
、
御
史
、
太
常
卿
博
士
は
ま
た
殿
に
あ
が
り
、
分

か
れ

て
そ
れ

ぞ
れ

の
部
屋

に

い
く
。
蒙
古

の
博
児
赤

跪
が
犠
牲

 
 
を
割
く
。
太
僕
卿
が
朱
塗

の
盃

で
馬
乳
を
さ
さ
げ

て
神
を
ま

つ
る
。
こ

の
と
き
巫
祝
は
国
語

で
神
に
申

し
上
げ

る
。
太
祝

は
祝

幣
を
さ

さ
げ
て
燎
位

の
前

に

い
く
。
献
官

以

 
 
下
は
版
位
に
戻
り
、
再
拝
し

て
礼
を
終
え
る
。

(556
) 

毎
歳
、
天
子
が
上
都
に
で
か
け
る
と
き
、
八
月
二
十
四
日
に
祭
祀
を
す
る
。
こ
れ
を
灑
馬

子
と

い
う
。
馬

一
匹
、
羊
八
匹
、
綵
緞
、
練
絹

そ
れ
ぞ
れ
九

匹
、
白

い
羊
毛

の

 
 
穂

の
ご
と
く
や
わ
ら
か
な
も

の
九
、
貂
鼠

の
皮
三
、
こ
れ
ら
を
蒙
古

の
巫
覡
と
蒙
古
、
漢
人

の
秀
才
達
官

四
人
を
し

て
そ

の
こ
と
を

つ
か

さ
ど

ら
し
め

る
。
そ

し
て
こ
れ
ら

 
 
の
者
が
再
拝
し
て
天
に
告
げ
る
。

(656
) 

焼
飯

院

の
中
に

て
馬

一
、
羊

三
匹
を
用

い
る
が
、
馬
に
は
甘
酒
、
紅
織

、
金
幣

、
ま
た
裏
絹

を
三
匹
ず

つ
載

せ
る
。
そ
し

て
蒙
古

の
達
官

一
名

に
命

じ

て
蒙
古

の
巫
覡
と

 
 
と
も
に
穴
を
掘
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
肉

を
焼
か
せ
、
ま
た
甘
酒
と
馬

潼

(馬

乳
)
を
混

ぜ
て
焼
か
せ
る
。
巫
覡
は
国
語
で
歴
代

の
帝

の
名

を
唱
え

て
ま

つ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

かき
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
いせ
ん

(756
) 

日
を
択
ん
で
西
鎮

国
寺

の
う

ち

の
墻

の
も

と
に
地
を
掃

き
清

め
て
た

い
ら
に
な
ら
す
。
太
府
監

は
綵
幣
を
供
え

、
中
尚

監
は
細
氈
、
鍼
線
を
供
え

、
武

備
司
は
弓
矢

と
環

 
 
刀
を
供

え
る
。
そ
し
て
稈
草
を
束

ね
て
人
形

一
、
狗

一
を

つ
く

る
。
 
雑

の
色

の
綵
緞
を
切
り

、
こ
れ
を

腸
や
胃
と
す

る
。
達
官

、
世
家

の
貴
重
な

る
者
を
選

ん
で
こ
も
ご
も

 
 
射

さ
せ
る
。
非

別
、
速
札
、
刺
爾

乃
、
蛮
忙
占

、
台
列
班

、
塔
達

珊
、
竹
雪
泥
な

ど

の
氏
族
は

こ
の
仲
間

に
加

わ
れ
な

い
。
射

る
こ
と
糜

爛

(乱
雑
)
に
至

る
と

、
羊

と
酒

 
 
を
も

っ
て
ま

つ
る
。
祭

り
終
え

る
と
、
帝
后

お
よ
び
太

子
、
嬪
妃
な

ら
び

に
射
手

ら
が
そ
れ

ぞ
れ
着

衣
を
解
く
。

そ
し
て
蒙
古

の
巫

覡
を
し

て
祝
讃

さ
せ
る
。
祝
讃

が
お
わ
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る
と

、
そ
の
こ
と
を
喜

び

「災

い
を
脱

し
た
」

と

い
う

。
国
俗

で
は
射
草
狗
と

い
う

。

(856
) 

日
用

の
白
ま

た
は
黒

の
羊
毛
を
選

ん
で
線

と
す

る
。
帝
后

お
よ
び
太
子

は
項

か
ら
手

足
ま

で
、
皆
、
羊
毛

の
線

を
用

い
て
巻

き
付
け
、
寝
殿

に
坐
す
。
蒙
古

の
巫
覡
が
呪

 
 
語
を
念

じ

つ
つ
、
銀

の
槽
貯

火
を
奉

り
、
米
糠
を
そ

の
な
か

に
置
く
。
そ
し

て
酢
油
を
そ
そ

い
で
、
そ
の
煙

で
帝

の
か
ら
だ
を

燻
し
、
手
足
に
付
け
た
羊
毛

の
糸
を
断
ち
切

っ

 
 

て
槽

の
な

か
に
入
れ

る
。
ま
た
紅

い
帛

の
長

さ
数
寸

に
な

る
も

の
を
、
帝
が
手
ず

か
ら
断
ち
切

り
、
こ
れ

に
唾
す

る
こ
と
三

回
、
そ
う

し

て
火

の
中

に
投
じ

る
。
同
時

に
着

 
 

て
い
た
衣
服
と
帽
子
を
脱

い
で
巫

に
渡
す
。

こ
れ
を

「旧
災
を
脱
し
、
新
福
を
迎
え

る
」
と

い
う
。

(
956
)

宮
車
晏
駕

(天
子
崩
御
)

の
と
き
は
、
蒲

恭
を
用

い
て
真

ん
中

で
ふ
た

つ
に
割
く
・
そ
し

て
鑁

に
く
り
抜
く
・

そ
の
広
狭
・
長
短

は
ち

・
う
ど
か

ら
だ
を
納

め
ら
れ

 
 
る
ほ
ど

に
す
る
。
鱒

に
は
貂

の
皮

の
嘩

皮

の
帽
子
を
用

い
、
そ

の
靴
と
鞠

は
腰

に
結
び
・
盒
鉢

は
と
も

に
白
糧

皮

を
用

い
て
作

る
・
.
譽

塗

る
も

の
は
金
壺
瓶

ご

 
 

さ
か
ず
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
が

 
 

と
盞

一
、
ま
た
椀
、
楪
、
匙
、
筋
が
各

一
で
、
斂
を
終
え
る
。
そ
し

て
黄
金
で
箍
を
四

つ
つ
く
り

こ
れ
ら
を
束
ね
る
。
輿
車
に
は
白
氈
、
青
緑

の
納
失
失
を
用

い
て
簾
覆
棺

 
 
を

つ
く
る
。
ま
た
納
失
失
で
も

っ
て
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
。
前
行
に
は
蒙
古

の
巫
媼

一
人
、
新
衣
を
着

た
も

の
を
用

い
る
。
巫
は
騎
馬
す

る
。
牽

か
れ
た
馬

一
匹
は
黄
金
を

 
 
も

っ
て
鞍
と
轡
を
飾
る
。
籠

は
納
失
失
を
も

っ
て

つ
く
る
。
こ
れ
を
金

霊
馬

と

い
う

。
日
に
三
度
、
羊
を

用

い
て
ま

つ
る
。
埋
葬

地
に
至
り
、
そ

の
穴
を
設
け

る
と

こ
ろ
の

 
 
土
が
掘

り
起

こ
さ
れ
て
う
ず

た
か
く
な
る
と
、
順
に
排
列
す
る
。
棺

が
下
ろ
さ
れ
る
と
、

つ
ぎ

に
は
ま
た
順

に
こ
れ
を
土

で
覆
う

。
そ
し
て
剰

っ
た

土
は
遠

い
所

に
移
し
置

 
 
く

。
葬

送

の
者

三
名

は
五
里
は
な
れ
た
所

に
住

む
。
そ
し
て
日
に

一
度

、
飯
を
炊
き
致
祭
す

る
。
三
年

間
そ
う
し
て
か
ら
帰

る
。
以
上

『
元
史
』
。

(066
) 

呉
莱

(
一
二
九

七
～

一
三
四
〇
)
。

(
166
) 

天

は
深
く

洞
房

は
漆
黒
、
月

の
光
も
な

い
が
、
巫
女

が
鼓
を
撃
ち
、
歌
う
声
が
き

こ
え

る
。
高
梁
酒

の
鉄

の
盃

は
半
空

に
懸
か

る
。
窓

も
戸
も
塞

い
で
通
う
も

の
も

な

い
。

 
 
酒
肉

は
清
ら

か
な
筵

の
上

に
し
き
り

に
こ
ぼ
れ
、
箏
、
琵
琶

の
音

は
冷
た
く
霜
風
を
と
ど

ろ
か
す
。
暗

中
に
ひ
び
く
箏

の
音
は
た
だ
も
う

耳
か
た
む

け
る
ほ
か

は
な

い
。
や

 
 
が

て
塞
外
か
ら
祗
神

(胡
神
)

が
す

み
や
か
に
や

っ
て
く

る
。
丘

に
は
水
草
と
肥
馬

の
群
、
村

の
口
に
は
光

り
輝
く
狼
纛

旗
。
家

で
は

こ
ぞ

っ
て
耳
を
そ

ば
だ
て
巫

の
言

を

 
 
聴
く
が
、
ま

っ
た
く
そ

の
よ
う
す
は
崑
崙
山
を
も
凌
ぐ
も

の
が
あ

る
。
妖
狐

の
声
音
鍮

ガ

が
ご
と
し
・
そ

の
踊

る
さ
ま
は
ま

る
で
飛
び
翻

る
か

の
よ
う
だ
・
驤

(斥
候

 
 
兵

の
詰
め
所
)
は
故
王

の
大
猟
所
。
燕
支

の
花
は
廃
れ
、
磯

に
は
鷏
洪

の
樹
。
屠
殺
を
や
め
収
像
し
秦

の
宮
殿

に
接
す

・
祿

は
駱

(
口
先

の
黒

い
黄
馬
)

の
漢
路
を
開
く

 
 
こ
と
を
請
う
。
古
今

の
世
事
は
た
だ
も
う
渺
茫
と
し

て
い
る
。
楚

の
磯
、
越

の
鬼
、
災

い
と

い
い
祥
と

い
う

も

い
か
ば
か
り

の
も

の
か
。
霊

の
降
り

る
と

こ
ろ
は
邪
な

の
か

 
 
邪
で
は
な

い
の
か
。
麒
麟
が
髪
を
被
し
地
に
跨

っ
て
荒

々
し

い
。

(266
) 

『和
漢
三
才
図
会
』

は
前
注

(鰡
)
参
照
。
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